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調査編 第 16 章 - 18 

１) 対象とする粒径集団とそれが起こす河床変動（あるいは現象）を明確化すること 

流砂系の特性や課題把握あるいは総合的な土砂管理のための継続的モニタリングという観

点から目的を吟味し、観測で捉えるべき粒径集団等を明確にしておく。 

 

２) 対象とする現象の時間的・空間的広がりが大きいことを考慮すること 

リーチスケール（川幅の数倍程度；表 4-2-1 参照）の河道区間あるいは１つの河道セグメ

ント内の土砂流送現象を把握する場合と、流砂系の土砂動態を把握する場合とでは、調査の

スタンスが異なってくる（空間的広がりの視点）。 

また、洪水中のある瞬間あるいは一洪水中の土砂流送を把握する場合と、数年あるいはも

っと長い期間の土砂流送を把握する場合とでは、やはり調査スタンスを変える必要が出てく

る（時間的広がりの視点）。時間的・空間的広がりが小さいほど土砂流送量観測も含めて詳細

な調査が可能になり、土砂流送のミクロな現象を対象にすることができる。 

一方、それが大きくなると、土砂流送をマクロに捉える視点から調査地点や項目の取捨選

択を適切に行うことが重要になる。 

 

３) 各流砂観測法の特徴と課題を十分踏まえること 

流砂観測においては、一般に、掃流砂観測の技術的困難さが相対的に高く（あるいは大がか

りな装置を必要とし）、一方、河床起源の浮遊砂あるいはウォッシュロードの形態で輸送され

る土砂は、採水という手法で観測できるので、相対的難易度は低い。特にウォッシュロードは

流水断面内の土砂濃度の均一性が高く、表面付近の採水だけでも流量に関する情報があれば

土砂移動量把握がある程度可能な場合が多い。河床起源の浮遊砂を観測する場合、土砂濃度

と流速の鉛直分布の一体的観測が必要となるため、機器を水中に深く入れることになる。流

速が速い渓流区間や山地河道区間では、この作業が難しく、浮遊砂観測の隘路となりやすい。 

調査の主旨に合致する範囲内で、より容易な流砂観測手法の適用箇所を増やし、掃流砂観

測は限られた地点やタイミングで行えば済むよう観測箇所を配置することなども、調査計画

における実際的な工夫の一つである。 

 

４) 水理量や河床変動の観測等と組合せること  

 

【河床起源の流砂（掃流砂、浮遊砂）を対象にする場合】 

対象とする現象の空間的・時間的広がりが大きく、その全てにわたって流砂観測を行うこ

とが困難であることから、流砂観測地点あるいはそれを含む一定区間において水理量（流速、

掃流力、流量、水位、水位の縦断変化、水深など）を、場合によっては河床変動も併せて観測

し、それらと流砂量との関係についての情報を把握あるいは解析し、こうした準備を経て水

理量（場合によっては河床変動も）の観測結果から流砂量を推定できるようにしておき、流砂

量の直接観測に対する相互補完的アプローチとすることが考えられる。河床変動の把握につ

いては、洪水中の観測に比べ実施が容易で高い精度及び空間解像度が確保できる平常時の河

床地形測量（ただし、洪水前後に行う）を活用することも有力な選択肢となる。 

一般に、出水時において、水理量（特に水位）の観測の方が流砂観測よりも容易で精度も高

いので、このような工夫が実効性を持つと期待される。水理量と流砂量の関係づけの方法に

ついては、第 4 章 河道特性調査 6.3.4 水理量と土砂流送量観測結果の関係の整理 に幾つか

の代表例が紹介されている。 

さらに、有意な河床変動を伴う河道区間での河床起源の流砂量（掃流砂、浮遊砂）が対象と

なる場合、一定区間の水理量の詳細な時間・空間変化データと河床変動に関する情報を活用

するアプローチの発展が期待される。これは、第 4 章 河道特性調査 第 6 節 土砂流送特性 
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11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水
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調査編 第 16 章 - 19 

6.5 総合観測による調査 に述べたアプローチに対応するものである。 

なお、渓流区間や山地河道区間においては（砂防域の河道区間も該当）、本節 2.2.1 に記述

したように、河床起源の土砂流送量とその場所の河床に作用する力に関わる水理量（掃流力

等）との関係が、沖積河道区間に比較して大きく変動し得るので、掃流力等から流砂量を推定

するというアプローチが適用しにくいことに留意する。 

また、材料 m の上に部分的に乗った通過型の土砂を扱う場合、あるいは沖積層あるいは未

固結堆積層が非常に薄い河道区間における河床起源の土砂流送量を対象にする場合にも、そ

の場所の河床に作用する力に関わる水理量と当該土砂の移動量との対応関係が薄くなるの

で、水理量からの土砂移動量の推定においては、このことに留意が必要である。 

 

【ウォッシュロードを対象にする場合】 

第 4 章 河道特性調査 6.3.4 水理量と土砂流送量観測結果の関係の整理に述べているよう

に、流量との関係を利用する方法が代表的である。ただし、増水期と減水期で関係が異なる、

洪水ごとに関係が異なるなど特性が見られることに留意する必要がある。 

 

５) 各種の流砂観測装置の選定について  

第 4 章 河道特性調査 6.3 土砂流送観測 を参照する。 

 

一方、漂砂系においては、漂砂（フロー）を直接的に計測する漂砂観測より、地形変化（ス

トックの時間的変化）から沿岸漂砂量等を推定する方法が一般的である。しかし、地形変化の

測定精度はたかだか 10cm 程度であり、測線の間隔も密には設定できないことがあることか

ら、地形変化から推定された沿岸漂砂量等の信頼性を高めるため、波や流れの外力場ととも

に、移動する砂礫を直接計測することも有効である。漂砂観測の詳細については、第 21 章 海

岸調査 第 7 節 漂砂調査 による。 

 

＜参考となる資料＞ 

留意点４）において述べた渓流・山地河道区間と沖積河道区間との土砂動態特性の違いとそ

れを踏まえた調査・分析については、下記の資料が参考となる。 

1)国土技術政策総合研究所環境研究部，(独)土木研究所水環境研究グループ自然共生センタ

ー：ダムと下流河川の物理環境との関係についての捉え方，国土技術政策総合研究所資料，

第 521 号，土木研究所資料，第 4140 号，第 2 章 7 節，2009. 

 

さらに留意点４）に関係して、有意な河床変動を伴う河道区間での河床起源の流砂量（掃流

砂、浮遊砂）を対象とする場合に、一定区間の水理量の詳細な時間・空間変化データと河床変動

に関する情報を活用するアプローチについては下記の資料が参考となる。 

2)福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析を

組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，2011. 

 

（（２２）） 調調査査内内容容  

＜推 奨＞ 

必要に応じ実施が推奨される調査内容を、主に沖積河道区間について示すと以下のとおり

である。 

 

１) 重要地点の選定は、本章の 2.2.2 調査から得る事項に代表例も併せて述べた流砂系の
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論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 16 章 - 20 

特性や課題把握に適した地点という観点に、総合的な土砂管理のために継続的モニタ

リングを行うべき代表地点という観点を加えて行う。 

２) 対象とすべき粒径集団を適切に設定し、それを踏まえ、第 4 章 河道特性調査 6.3 土

砂流送観測（山地部の特徴が強い場合は第 17 章 砂防調査 2.4 土砂流出に関する調査 

も併せて参照）に示されている掃流砂、浮遊砂、ウォッシュロードそれぞれの観測法を

適切に組み合わせて、設定した粒径集団に対応した粒径範囲、流送形態の土砂移動量

を観測し、その結果を粒径集団別の土砂移動量として整理する。 

３) 上記２）と併せ、水理量や必要に応じ河床変動の観測を行い、それらの結果及び土砂移

動量との関係を、土砂移動量観測の相互補完情報として用いる。 

４) 以上の観測を継続して行い、粒径集団ごとに、土砂移動量の時間あるいは経年変化特

性を把握するための基本情報とする。その時間スケールについては、本章の 2.2.2 調

査から得る事項に従う。 

 

22．．33．．77 流流砂砂系系のの長長期期的的変変遷遷  

＜推 奨＞ 

流砂系に作用してきた種々のインパクトを体系的に整理して、その間の地形及び材料等（河

川、海岸等の流砂系を構成する）の変化と対比させ、現在の流砂系がどのような歴史的経緯を

経て形成されてきたかを大局的に把握できるようにすることが推奨される。 

インパクトには自然的インパクトと人為的インパクトの両方を含める。インパクトの事項

の整理だけでなく、できる限り、流砂系に与えた影響を具体的かつ定量的に検討できる情報

までの整理を行う。ただし、総合的な土砂管理においては、短期的な予測や想定だけに頼るこ

となく、当該流砂系の長期的な状況変化やトレンドを把握し、その理解を土台に検討を進め

ることが重要となるので、整理できる情報の精度に捉われすぎず、流砂系の変遷を極力長い

期間にわたって追うことを重視し、その上で、整理結果の分析を情報の精粗を踏まえて行う

よう留意する。 

さらに、必要に応じ、地形発達史等の観点から、超長期の流砂系の変遷に関する情報も整理

し、こうした検討に積極的に役立てていくことが望ましい。 

第 4 章 河道特性調査 第 7 節 河道を取り巻く諸状況も参照のこと。 

 

22．．33．．88 土土砂砂のの長長期期的的なな時時間間経経過過のの推推定定  

＜例 示＞ 

着目している土砂について、その場所に堆積したのが時間的にどれくらい前か、あるいは、

土砂生産源から供給され流送され始めてどれくらいの時間が経過しているかなど、土砂の堆

積や流送の経過時間を測定・推定しておくと、他の調査結果と併せて分析することで、しばし

ば、流砂系の特性を理解し、課題やその原因を検討するのに役立つ。 

そのような場合には、地球科学的な手法による年代測定等の技術を用いた調査を行う。こ

れについては、第 21 章 海岸調査 7.3 底質調査 7.3.4 データ整理 が参考となる。 

 

第第33節節   調調査査結結果果のの蓄蓄積積・・共共有有化化  

＜推 奨＞ 

2.1 に述べている理由から、共通的調査がある中でも、流砂系ごとに調査内容が相当に変わ

り得るので、各流砂系で行われた調査、更には課題の把握と対応策の検討の事例を適切なタ

イミングで取りまとめ、他事例と比較できるようにし、調査の個々の内容とともに、調査手法

の組合せ方、課題把握の方法など、調査結果を総合的な土砂管理につなげる道筋について良
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調査編 第 16 章 - 21 

い事例を参照しやすくする状況をつくることが大事である。 

このため、調査結果の蓄積・共有化を図っていくことが強く推奨される。 

 

＜例 示＞ 

総合的な土砂管理のための調査は、その対象範囲が広く年数を要することがある。この場

合、調査に節目を設け、その時点までに得られた知見を整理し、かつ取り得る対策の具体化に

繋げていくことが考えられる。この繰り返しによって総合的な土砂管理を段階的に向上させ

るには、節目を迎えるごとに調査の効果・効率をより高めていくことが大事であり、そのため

各節目においてなお不足しているデータ・知見を特定し、調査の項目や手法などを再吟味し、

必要に応じて調査全体を組み直すのがよい。 

その一例として調査の初期段階の場合には、山地部から沖積河道区間、沖積河道区間から

海岸域へ受け渡される土砂の動態特性、具体的には各領域のつなぎ目にあたる地点での有効

粒径集団別の土砂移動量、その増減に関わる主たる人為的・自然的インパクト、各インパクト

の相対的な影響の大きさなどの把握を最初の節目とすることができる。これら知見は、例え

ば個別領域での諸対策を起点とした場合、各対策が領域間の土砂受け渡し量を増減しうる大

きさの評価や、ある領域での対策が他領域での課題を顕在化させない、または改善するため

の調整や追加的な措置の検討への活用が考えられる。併せて、流砂系を一貫して課題の解決

を図れる総合的な対策へとさらに進展させるために、次の節目までに取得すべき土砂動態特

性に関する情報の特定と、それをより的確かつ高い信頼度で把握できる調査とするための再

吟味と見直しを行うのがよい。 

このような節目での調査のとりまとめ、再吟味と見直しについては、安倍川の総合土砂管

理計画策定のために行われた調査事例がある。 

 

＜参考となる資料＞ 

安倍川における調査結果の蓄積・共有化の詳細については下記の資料が参考となる。 

1)安倍川総合土砂管理計画，平成 25 年 7 月，中部地方整備局. 
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第第1177章章 砂砂防防調調査査  

第第11節節 総総説説  

＜考え方＞ 

本章は、土砂災害発生機構・土砂移動現象の把握・分析、砂防基本計画の策定、砂防設備等

の設計、総合的な土砂管理の検討、及び火山噴火時等における緊急的な対応を実施するための

資料を得ることを目的とし、渓流、山地河道とその流域で生産及び流出する土砂・流木に関す

る調査、ソフト対策調査と環境調査等の技術的事項を定めるものである。 

 

＜標 準＞ 

砂防基本計画は、短期（一連の降雨継続期）土砂・流木流出対策、中期（土砂流出活発期）土砂

流出対策、長期（土砂流出継続期）土砂流出対策、火山砂防地域における土砂災害対策、深層崩

壊・天然ダム等異常土砂災害対策からなり、対象流域等における様々な形態、時間スケールの災害

を引き起こす計画規模内のあらゆる土砂流出現象を対象としたものである。砂防基本計画と現象が

生じる時間スケール、保全対象の位置等の対策の目的の関係は、図 17-1-1 に示すとおりである。対

象とする現象が生じる時間スケールは、短期、中期、長期の 3 期間に細分され、それぞれにおいて

対象とする土砂流出のイメージは、図 17-1-2 に示すとおりである。 

このため、基礎的な調査により対象現象を明確にし、それぞれの計画及び対策に適した調査を実

施することを標準とする。また、計画が対象とする現象により、生産土砂量や流出土砂量等の計画

で対象とする土砂量が異なる場合があることに注意が必要である。さらに、短期土砂・流木流出対

策、中期土砂流出対策、長期土砂流出対策や総合的な土砂管理の検討等に関する調査においては、

下流との関係を考慮しながら、実施することに注意する。 

 

 
図 17-1-1 砂防基本計画と現象が生じる時間スケール、保全対象等の対策の目的の関係 

（火山砂防地域における土砂災害対策計画は除く） 
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図 17-1-2 短期、中期、長期で対象とする土砂流出のイメージ 

  

 

第第22節節 基基礎礎的的なな調調査査  

22．．11 計計画画基基準準点点等等  

＜考え方＞ 

計画基準点・補助基準点は、短期土砂・流木流出対策、中期土砂流出対策、長期土砂流出対

策、火山砂防地域における土砂災害対策、深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害対策で扱う土

砂・流木量等を決定し、計画降雨、土砂処理計画、施設配置計画の検討・策定のために設定す

る地点である。 

 

＜標 準＞ 

計画基準点等については、それぞれの土砂移動現象別に河川砂防技術基準（計画編）基本計画編

第３章 2．2～2．6 に記載している。 

 

2．2 短期（一連の降雨継続期）土砂・流木流出対策計画に関する基本的な事項 

2．3 中期（土砂流出活発期）土砂流出対策計画に関する基本的な事項 

2．4 長期（土砂流出継続期）土砂流出対策計画に関する基本的な事項 

2．5 火山砂防地域における土砂災害対策計画に関する基本的な事項 

2．6 深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害対策計画に関する基本的な事項 

 

計画基準点等の調査は、これらを設定するために実施することを標準とする。また、計画基準点

より上流の流域を渓流ごとに区分し、それぞれの流域面積を求めることを標準とする。  

  

22．．22 地地形形、、地地質質、、社社会会状状況況等等にに関関すするる調調査査  

22．．22．．11 地地形形調調査査  

＜標 準＞ 

基礎的な調査においては、流域の概括的な地形条件を把握し、短期（一連の降雨継続期）土砂・

流木流出対策調査等の本節以降の調査の基礎資料とするため、地形図、空中写真、航空レーザ測量

時間

土
砂

流
出

大大規規模模土土砂砂
生生産産イイベベンントト

土土砂砂流流出出がが
特特にに活活発発なな期期間間

短短期期（（一一連連のの降降雨雨継継続続期期））
土土砂砂・・流流木木流流出出対対策策

数ヶ月～数年

長長期期（（活活発発なな土土砂砂流流出出がが継継続続すするる時時期期））
土土砂砂流流出出対対策策

短短期期（（一一連連のの降降雨雨継継続続期期））
土土砂砂・・流流木木流流出出対対策策

大大規規模模土土砂砂
生生産産イイベベンントト

中中期期（（土土砂砂流流出出がが特特にに活活発発なな時時期期））
土土砂砂流流出出対対策策

10年以上

活活発発なな土土砂砂流流出出がが
継継続続すするる時時期期

流域の荒廃により
長期間土砂流出が
活発な期間が継続
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結果等を基に、流域区分、谷次数区分を行うとともに、傾斜、斜面形状、河床勾配等の調査を実施

することを標準とする。  

  

＜例 示＞  

地形調査に用いる手法は、資料調査、現地調査及び航空レーザ測量等がある。資料調査は、

既存の地形図、空中写真等を用いて地形を把握する。また、現地調査は、現地踏査、測量を行

い、地形を把握する。航空レーザ測量では、測量結果から作成した数値標高モデル等を用いた

解析により地形を把握する。 

また、地形で明らかにする指標には、以下に示すようなものがある。 

斜面形状は流水の集まりやすさ、表層物質の下方への移動に関係する因子である。斜面形状

は、平面形状、縦断形状等があるが、一般的には縦断形状で区分する。上昇（凸）斜面、下降

（凹）斜面、平衡（直線）斜面、及び複合斜面がある。豪雨型の崩壊が生じやすいのは下降斜

面と複合斜面といわれている。また、数値標高モデルから平均曲率を算出するなどして斜面形

状を把握することができる。 

 

＜参考となる資料＞ 

基礎的な調査における地形調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 池谷浩，吉松弘行，南哲行，寺田秀樹，大野宏之：現場技術者のための砂防・地すべ

り・がけ崩れ・雪崩防止工事ポケットブック，山海堂，2001． 

2) (社)砂防学会監修：砂防学講座 第３巻 斜面の土砂移動現象，pp.133-147，山海堂，

1992． 

3) 西田顕郎, 小橋澄治, 水山高久：数値地形モデルに基づく地震時山腹崩壊斜面の地形解

析, 砂防学会誌, Vol.49 No.6, 1997. 

 

22．．22．．22 水水系系図図  

＜標 準＞ 

基礎的な調査においては、2 万 5 千分の 1 以上の縮尺の地形図を用いて水系図を作成し、谷を次

数ごとに区分することを標準とする。谷次数の区分は次数ごとの崩壊土砂量や流出土砂量との関係

を把握するために利用するものであり、区分に当たっては Horton-Strahler の方法によることを標

準とする。 
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＜例 示＞  

水系図について、航空レーザ測量で取得した高解像度 DEM を利用して GIS の空間解析機能に

より谷筋を抽出する手法がある。 

 

＜参考となる資料＞ 

谷次数（水流次数）については、下記の資料が参考となる。 

1) (社)砂防学会編集：改訂砂防用語集，p.152，山海堂，2004． 

 

また、高解像度 DEM と GIS の空間解析機能により谷筋を抽出した事例として、下記の資料が

参考となる。 

2) 坂井佑介，敦賀屋研次郎，鶴見栄臣，大野亮一：DEM を利用した渓流の面的形状の把

握，砂防学会誌，Vol66 No2，pp.64-68，2013. 

 

22．．22．．33 渓渓流流現現況況調調査査  

＜標 準＞ 

渓流現況調査は、計画基準点から上流に向かって本流及び支流の上流端（2．2．2 水系図によ

る）までを対象に実施することを標準とする。 

渓流現況調査では、露岩箇所、土砂及び巨礫の堆積状況、平水時の流路、瀬と淵、景観・環境上

の留意箇所を資料調査、現地調査により明らかにし、地形図上に示す。また、土砂・巨礫の堆積状

況については、砂防設備建設時の資料による調査も行う。さらに、地形及び土砂・巨礫堆積形状と

断面に関する調査から、施設設計の基礎資料とするために、土石流による堆積物と主として掃流状

態の土砂運搬による堆積物とに区分することを標準とする。掃流堆積物スケッチ例を図 17-2-3 に

示す。 
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22．．22．．44 地地質質・・土土質質調調査査  

＜標 準＞ 

砂防調査における地質・土質調査は、生産土砂量・流出土砂量の推定、斜面崩壊危険度に関する

調査、対策施設の位置の選定、対策施設の設計のために 

・資料調査（既往調査結果の活用、地質図による調査等）、 

・現地調査（現地踏査、ボーリング調査、簡易貫入試験、弾性波探査等）、 

・物理試験 

によって行うことを標準とする。  

 

＜参考となる資料＞ 

現地調査（簡易貫入試験）及び物理試験における表層崩壊に関する調査については、下記の

資料が参考となる。 

1) 田村圭司，内田太郎，秋山浩一，盛伸行，寺田秀樹：表層崩壊に起因する土石流の発生

危険度評価マニュアル（案），土木研究所資料，第 4129 号，2009. 

また、地質・土質調査結果を設計、施工等の各段階で利用可能な地質・土質モデルとして３

次元空間に配置する手法等については、下記の資料が参考となる。 

2) BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第 3 編砂防及び地すべり対策編，令和 4 年 3 月，国土

交通省. 

 

現地調査（簡易貫入試験）については、下記の資料が参考となる。 

3) 小山内信智，内田太郎，曽我部匡敏，寺田秀樹，近藤浩一：簡易貫入試験を用いた崩壊

の恐れのある層厚推定に関する研究，国土技術政策総合研究所資料，第 261 号，2005. 
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22．．22．．55 社社会会状状況況等等にに関関すするる調調査査  

＜標 準＞ 

基礎的な調査においては、計画基準点上下流の土石流・流木及び土砂流出による洪水氾濫の被害

想定区域における人口、人家、農地、公共施設、要配慮者利用施設、防災拠点等の保全対象の分布

状況、土地利用実態、今後の開発計画等を調査することを標準とする。 

また、基礎的な調査においては、既往文献等を基に流域の土砂災害の履歴を調査することを標準

とする。  

 

22．．22．．66 施施設設のの現現況況  

＜標 準＞ 

土砂・流木の流出に対する計画の検討にあたっては、既存施設の整備状況を把握することが重要

である。このため、基礎的な調査においては、砂防関係施設、治山施設、河川関係施設等の現況

を、資料調査、現地調査及び航空レーザ測量による調査結果の解析等により把握することを標準と

する。  

 

 

 短短期期（（一一連連のの降降雨雨継継続続期期））土土砂砂・・流流木木流流出出対対策策ののたためめのの調調査査  

33．．11 総総説説  

＜考え方＞  

短期土砂・流木流出対策のための調査は、山地域からの流出土砂に伴う河床上昇等により引

き起こされる土砂・洪水氾濫、土石流危険渓流において生じる土石流・流木、山地流域からの

流出した流木により河積が阻害されること等により引き起こされる土砂・洪水氾濫を対象とし

て実施するものである。 

 

＜標 準＞ 

短期土砂・流木流出対策のための調査は、土砂・洪水氾濫対策のための調査と、土石流・流木対

策のための調査、土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策のための調査を行うことを標準とする。 

災害調査は、第 10 章 災害調査に即して実施することを標準とし、調査の細部については、本節 

3．2．4 土砂・洪水氾濫実態把握に関する調査、3．3．4 土石流実態把握に関する調査、3．3．5

（４）、3．4（５）流木実態把握に関する調査等によるものとする。 

 

33．．22 土土砂砂・・洪洪水水氾氾濫濫対対策策ののたためめのの調調査査  

33．．22．．11 水水文文・・水水理理にに関関すするる調調査査  

（（１１）） 降降雨雨量量調調査査  

＜考え方＞ 

降雨量調査は、土砂・洪水氾濫対策計画の計画規模の設定、計画生産土砂量・計画流出土砂

量を設定するために必要となる降雨量と生産土砂量・流出土砂量との関係把握、土砂処理計画

の策定に必要となる流出解析のために実施するものである。 

 

＜標 準＞ 

降雨量調査は、地上雨量計、レーダ雨量計のデータについて収集することを標準とする。その

際、土砂・洪水氾濫を引き起こす一連の降雨継続期間を勘案した上で、保全対象ごとに降雨の量、

時間分布及び空間分布の 3 要素について調査することを基本とする。また、収集したデータは水文

統計解析により、年超過確率の評価を行う。なお、生産土砂量・流出土砂量と関連性の強い降雨指
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標（たとえば、時間雨量、日雨量、実効雨量）は、土砂生産・流出現象の形態により異なるため、

過去の生産土砂量・流出土砂量と関連性の高い降雨指標を適切に選択する必要がある。 

 

＜推 奨＞ 

流域全体の降雨分布・降雨波形は、過去の実績を基に決定することが望ましい。また、自記

雨量計のデータは、流域内の降雨分布が外挿とならないように流域内及びその周辺のデータを

収集する。なお、土砂・洪水氾濫の要因となる土石流や斜面崩壊の発生と降雨との関係分析の

ために、可能な限り時間分解能の細かな雨量データを収集・保存することが望ましい。流域内

の重要な個別流域には自記雨量計を設置し、流砂観測データとともに整理・分析することによ

り、降雨－水流出－土砂流出の関係を分析することが望ましい。 

 

＜例 示＞  

洪水波形については、収集した降雨データから、本節 3．2．1（３）に示す流出解析により

求めることができる。 

 

（（２２）） 水水位位・・流流量量調調査査  

＜考え方＞ 

水位・流量調査は、計画生産土砂量・計画流出土砂量の設定に必要となる流量と生産土砂

量・流出土砂量との関係把握、土砂処理計画の策定に必要となる流出解析・河床変動計算・氾

濫解析のために実施するものである。 

なお、重点的に対策を実施する流域や対象流域全体を代表するような地点に水位・流量観測

施設等を設置するなどして、平時から対象流域の水位・流量を観測する体制を整えることが望

ましい。 

 

＜標 準＞ 

水位・流量調査は、現地における流量観測（水位観測及び流速観測）により行うことを標準とす

る。観測地点は、計画基準点の周辺地点に加えて、流域の監視上、砂防基本計画策定上、総合的な

土砂管理上、流出土砂量を監視すべき地点において行う。また、土砂が移動するような比較的大き

な降雨後には、流量観測地点以外で痕跡水位調査を実施するとともに、計画基準点よりも下流で取

得されている水位・流量データを収集することを標準とする。 

 

＜推 奨＞ 

観測候補箇所周辺に砂防堰堤等の横断構造物がある場合は、横断構造物がある地点で観測す

ることが望ましい。また、流量に換算するために、水位に併せて流速の観測をすることが望ま

しい。さらに、山地流域の洪水流量は急激に変化するため、可能な限り時間分解能の細かな流

量データを得る事が望ましい。なお、山地河道においては、大規模な出水により、機器の破損

がしばしば生じるため、機器の十分な保護をするか、または非接触型の観測機器を設置するこ

とが望ましい。 

 

＜参考となる資料＞ 

流量観測については、下記の資料が参考となる。 

1) 岡本敦，内田太郎，鈴木拓郎：山地河道における流砂水文観測の手引き（案），国土技

術政策総合研究所資料，第 686 号，2012． 
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また、非接触型の流速計を水位計と併せて設置した事例について、下記の資料が参考とな

る。 

2) 浅野友子，内田太郎，渡邉良広，井上広喜，辻和明，鴨田重裕：東京大学樹芸研究所青

野研究林における山地河道の水理・水文観測，砂防学会誌，Vol.65 No.3，pp.65-69，

2012． 

 

また、痕跡水位からピーク流量を算出する手法については、以下の資料が参考となる。 

3) 池田暁彦：渓流調査の目的と土石流の実態調査，砂防学会誌，Vol.73 No.2，pp.61-65，

2020. 

 

（（３３）） 流流出出解解析析  

＜考え方＞ 

流出解析は、渓流及び山地河道における水の流出特性・変動特性の再現・予測、土砂処理計

画の策定に必要となる河床変動計算に使用するハイドログラフの設定のために実施するもので

ある。 

 

＜標 準＞ 

流出解析モデルは、渓流及び山地河道における水の流出特性・変動特性及び河床変動計算を実施

する際に境界条件として与える河道への流入ハイドログラフを十分な精度で再現できるモデルを用

いる。また、流出解析において用いるパラメータは、可能な範囲で降雨規模の大きい豪雨時の観測

結果に関して再現性が確認されたものを用いることを標準とする。 

 

＜例 示＞  

下流域等で河川整備基本方針流量が定められている場合、流出解析手法及び用いるパラメー

タは、河川整備基本方針流量の設定手法を用いても良い。また、流出解析手法及び用いるパラ

メータは、降雨条件によらず、共通としてもよいが、河川整備基本方針流量の設定手法を用い

た場合に上流域の再現性が十分に確保されない場合等においては、１つの流域で複数の流出解

析手法及びパラメータを用いても良い。ただし、河川整備基本方針等でパラメータを定める部

分流域が流出特性等を把握したい単位となる流域よりも大きいと、当該流域の流出特性を十分

に反映できていない可能性がある。この場合は、当該流域内における流出特性や降雨波形の空

間的な違いを十分に反映できるように部分流域をさらに細分化した上でパラメータを検証する

必要がある。 

 

＜参考となる資料＞ 

流出解析で用いる式については、下記の資料が参考となる。 

1) 土木学会水工学委員会水理公式集編集小委員会：水理公式集〈2018 年版〉，土木学会，

2019. 

 

また、土砂・洪水氾濫における流出解析の考え方については、下記の資料が参考となる。 

2) 内田太郎，小松美緒，坂井佑介：河床変動計算を用いた土砂・洪水氾濫対策に関する砂

防施設配置検討の手引き（案），国土技術政策総合研究所資料，第 1048 号，2018． 

 

33．．22．．22 土土砂砂生生産産にに関関すするる調調査査  

（（１１）） 土土砂砂生生産産にに関関すするる調調査査のの基基本本  
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＜標 準＞ 

土砂・洪水氾濫対策のための土砂生産に関する調査は、山腹及び渓岸における新規崩壊土砂量及

び既崩壊拡大見込み土砂量並びに既崩壊残存土砂量のうち崩壊等の発生する時点で河道に流出する

もの、河床等に堆積している土砂量のうち二次侵食をうけるものを対象として行うことを標準とす

る。また、調査にあたっては、生産される土砂の量及び質（粒径）、一連の降雨継続期間における

土砂生産のタイミングを把握することを標準とする。なお、流木については、土砂とは別に流木と

して算定・見積もることとし、流木調査は、本節 3.4 土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策のた

めの調査を参照する。 

 

① 山腹及び渓岸における新規崩壊土砂量及び既崩壊拡大見込み土砂量のうち崩壊等の発生

する時点で河道に流出するものに関する調査 

＜標 準＞ 

山腹及び渓岸における新規崩壊土砂量及び既崩壊拡大見込み土砂量のうち崩壊等の発生する時点

で河道に流出するものに関する調査は、新たに生じる山腹斜面及び渓岸・河岸における表層崩壊及

び深層崩壊、地すべりによる土砂生産、既存の崩壊地からの拡大崩壊による土砂生産を対象とする

ことを標準とする｡ 

 

② 既崩壊残存土砂量のうち崩壊等の発生する時点で河道に流出するものに関する調査 

＜標 準＞ 

既崩壊残存土砂量のうち崩壊等の発生する時点で河道に流出するものに関する調査は、過去の出

水時に新規崩壊及び拡大崩壊によって生産された土砂のうち、流域内に残存している土砂を対象と

することを標準とする｡ 

 

③ 河床等に堆積している土砂量のうち二次侵食を受けるものに関する調査 

＜標 準＞ 

河床等に堆積している土砂量のうち二次侵食を受けるものに関する調査は、過去の出水時の実績

の渓床・渓岸侵食土砂もしくは今後流出すると想定される渓床・渓岸堆積土砂を対象とすることを

標準とする。 

 

（（２２）） 生生産産土土砂砂量量調調査査  

＜考え方＞ 

生産土砂量の調査は、計画生産土砂量の設定、土砂処理計画の策定に必要となる河床変動計

算の供給土砂量の設定のために実施するものである。 

 

① 山腹及び渓岸における新規崩壊土砂量及び既崩壊拡大見込み土砂量に関する調査 

＜標 準＞ 

山腹及び渓岸における新規崩壊土砂量及び既崩壊拡大見込み土砂量に関する調査では、現地調

査、空中写真、航空レーザ測量結果等を併用して、既往の災害における表層崩壊、深層崩壊、地す

べりによる生産土砂量を算出することを標準とする。また、崩壊が的確に推定できる場合は、崩壊

地等で生産される土砂量を生産土砂量とすることを標準とする。既往の大規模な災害がなく、崩壊

が的確に推定できない場合は、１次谷の最上端から流域の最遠点までの流路沿いの土砂量を生産土

砂量とすることを標準とする。 
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＜推 奨＞ 

既往の災害における表層崩壊、深層崩壊、地すべりによる生産土砂量を算出した結果につい

ては、計画規模の対象降雨における生産土砂量を推定するために、降雨量及び流量との関係を

整理しておくことが望ましい。 

 

＜例 示＞  

土砂生産が生じるような豪雨の前後の航空レーザ測量結果の差分解析により、生産土砂量が

把握できる。また、空中写真による崩壊地の判読と崩壊面積の計測及び現地調査による崩壊深

の測定結果から崩壊土砂量を推定する手法等がある。 

 

＜参考となる資料＞ 

航空レーザ測量結果の差分解析の事例としては、下記の資料が参考となる。 

1) 松岡暁，山越隆雄，田村圭司，長井義樹，丸山準，小竹利明，小川紀一朗，田方智：

LiDAR データの差分処理による流域土砂動態把握の試み，砂防学会誌，Vol.62 No.1，

pp.60-65，2009. 

 

また、空中写真の判読により生産土砂量を把握した事例としては、下記の資料が参考とな

る。 

2) 枦木敏仁：生産土砂調査としての崩壊実態調査，砂防学会誌, Vol.57 No.1, pp. 62–

66，2004. 

 

また、表層崩壊については、下記の資料が参考となる。 

3) 田村圭司，内田太郎，秋山浩一，盛伸行，寺田秀樹：表層崩壊に起因する土石流の発生

危険度評価マニュアル（案），土木研究所資料，第 4129 号，2009. 

 

② 既崩壊残存土砂量のうち崩壊等の発生する時点で河道に流出するものに関する調査 

＜標 準＞ 

既崩壊残存土砂量のうち崩壊等の発生する時点で河道に流出するものに関する調査は、現地調

査、空中写真、航空レーザ測量結果等を併用して、流域内の崩壊残土量を算出することを標準とす

る。 

 

＜例 示＞  

災害前後の航空レーザ測量結果や空中写真を用いて、斜面崩壊を発生域・流下域・堆積域に

分類し、差分解析により堆積域の土砂量を算出することで、流域内の崩壊残土量を推定するこ

とができる。また、現地調査や空中写真を用いて把握した複数地点の崩壊土砂量と崩壊残土量

から崩壊残土率を設定することで、流域内の崩壊残土量を算出することも可能である。 

 

③ 河床等に堆積している土砂量のうち二次侵食を受けるものに関する調査 

＜標 準＞ 

河床等に堆積している土砂量のうち二次侵食を受けるものに関する調査は、現地調査、空中写

真、航空レーザ測量結果等を併用して、過去の出水時における渓床・渓岸侵食土砂量を算出するこ

とを標準とする。また、今後流出すると想定される渓床・渓岸堆積土砂量を算出する場合は、谷次

数に応じた流路沿いの侵食可能土砂量を算出することを標準とする。 
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＜推 奨＞ 

過去の出水時における渓床・渓岸侵食土砂量を算出した結果については、計画規模の対象降

雨における渓床・渓岸侵食土砂量を推定するために、降雨量及び流量との関係を整理しておく

ことが望ましい。 

 

＜例 示＞  

出水時の実績の渓床・渓岸土砂侵食量に関する調査においては、出水前後の航空レーザ測量

による調査結果の比較によって生産土砂量を求める手法がある。今後流出すると想定される渓

床堆積土砂量に関する調査においては、堆積深は周囲の洗掘断面の観察等が推定の手掛かりと

もなるが、ボーリング調査に弾性波探査を併用して渓床岩盤の深さを推定する手法等もある。

また、堆積深と谷幅から、各測点の渓床堆積土砂量を算出し、その量を河道距離に対してプロ

ットして渓床堆積土砂量図に整理する方法等もある。 

 

＜参考となる資料＞ 

航空レーザ測量結果の差分解析の事例としては、下記の資料が参考となる。 

1) 松岡暁，山越隆雄，田村圭司，長井義樹，丸山準，小竹利明，小川紀一朗，田方智：

LiDAR データの差分処理による流域土砂動態把握の試み，砂防学会誌，Vol.62 No.1，

pp.60-65，2009. 

 

（（３３）） 生生産産土土砂砂のの粒粒径径調調査査  

＜考え方＞ 

生産土砂の粒径調査は、土砂処理計画の策定に必要となる河床変動計算の条件設定、及び砂

防設備の基本諸元の設定に必要な基礎資料を得るために実施するものである。 

 

＜標 準＞ 

生産土砂の粒径調査は、粒度分布、比重、空隙率等の調査を行うことを標準とする。生産土砂の

粒径とは、生産土砂として渓流に流出するものであり、渓流の河床材料や流出・堆積土砂とは異な

るため、渓流の河床材料との違いを把握することも重要である。 

 

＜推 奨＞ 

粒度分布の調査手法には、表層材料を対象とした表面サンプリング法、表層材料の下層も対

象とした容積サンプリング法がある。表面サンプリング法には線格子法や面積格子法がある。

土砂・洪水氾濫対策計画の検討では、流れの中における細粒土砂の影響から河床のアーマコー

トの形成や破壊等、幅広い粒径の土砂を取り扱うことから、容積サンプリング法もしくは線格

子法と容積サンプリング手法を組み合わせた手法を実施することが望ましい。 

 

＜参考となる資料＞ 

粒度分布の調査手法については、下記の資料が参考となる。 

1) 村上正人：河床材料調査，砂防学会誌, Vol.71 No.6, pp.59–63，2019. 

 

渓床堆積物の空隙率の調査については、下記の資料が参考となる。 

2) 丸井英明，小橋澄治，仲野公章：土石流発生の場とその条件(3) 土石流発生源の溪床堆

積物の密度及び剪断強度特性について，砂防学会誌，Vol.31 No.2 pp1-8，1978. 

 

（（４４）） 土土砂砂生生産産ののタタイイミミンンググ  
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＜標 準＞ 

一連の降雨継続期間における土砂生産のタイミングは、周辺住民によるヒアリング調査、支川と

本川と土砂堆積状況の違い，流砂水文観測によって把握することを標準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

土砂生産のタイミングを調査し、河床変動計算に活用した検討事例として、下記の資料が参

考となる。 

1) 枦木敏仁，水山高久，佐藤一幸，村上正人：土砂生産のタイミングを考慮した土砂生

産・流出に関する研究，砂防学会誌，Vol.59 No.5，pp.15-22，2007. 

 

33．．22．．33 土土砂砂流流出出にに関関すするる調調査査  

（（１１）） 土土砂砂流流出出にに関関すするる調調査査のの基基本本  

＜標 準＞ 

土砂流出に関する調査は、流出土砂量、河床変動量、河床材料及び流出・堆積土砂の粒径を対象

に実施することを標準とする。また、河床変動計算を実施することを標準とする。なお、流砂系全

体の総合的な土砂管理のための調査については、第 16 章 総合的な土砂管理のための調査によるも

のとする。 

 

（（２２）） 流流出出土土砂砂量量調調査査  

＜考え方＞ 

流出土砂量に関する調査は、計画流出土砂量の設定、土砂処理計画の策定に必要となる河床

変動計算の検証に用いる実績データの把握、総合土砂管理手法の検討のために実施するもので

ある。 

 

＜標 準＞ 

流出土砂量調査は、現地調査、航空レーザ測量によって行うことを標準とする。 

現地調査は、調査対象区間の適当な箇所に調査のための砂防堰堤が得られる場合に、その砂防堰

堤への流入土砂量を平面的に測量して、その地点における流出土砂量を求めることを標準とする。

なお、砂防堰堤やダム等の施設に堆積した土砂を調査し、流出土砂量に関する情報を得る方法全般

については、第 16 章 総合的な土砂管理のための調査 2．3．2 施設等に堆積した土砂の調査によ

る粒径集団別土砂移動量の時間積分値（一定期間の総和）の把握 を参照されたい。 

航空レーザ測量は、2 時期の航空レーザ測量結果の差分解析によって流出土砂量を算出すること

を標準とする。ただし、本節 3．2．2（２）で調査する生産土砂量及び 3．2．3（３）で調査する河

床変動量と二重計上しないように留意する。 

 

＜推 奨＞ 

流出土砂量の調査で得られた成果は、砂防設備による流出土砂量の調節効果の把握や、その

調節効果を向上させるための砂防設備の改良に資するための基礎資料とすることが望ましい。 

 

＜参考となる資料＞ 

航空レーザ測量結果の差分解析の事例としては、下記の資料が参考となる。 

1) 松岡暁，山越隆雄，田村圭司，長井義樹，丸山準，小竹利明，小川紀一朗，田方智：

LiDAR データの差分処理による流域土砂動態把握の試み，砂防学会誌，Vol.62 No.1，

pp.60-65，2009. 
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（（３３）） 河河床床変変動動量量調調査査  

＜考え方＞ 

河床変動量に関する調査は、土砂処理計画の策定に必要となる河床変動計算の検証に用いる

実績データの把握、総合土砂管理手法の検討のために実施するものである。 

 

＜標 準＞ 

河床変動量調査は、現地調査、航空レーザ測量によって行うことを標準とする。 

現地調査は、縦横断測量を行うものとし、2 時期の同一測線における縦横断測量結果を比較する

ことで河床変動量を算出するとともに、調査対象区間内の流砂量観測結果、及び縦横断測量結果を

用いてその地点の全流砂量を推定することを標準とする。 

航空レーザ測量は、2 時期の航空レーザ測量結果の差分解析によって河床変動量を算出すること

を標準とする。ただし、本節 3．2．2（２）で調査する生産土砂量及び 3．2．3（２）で調査する流

出土砂量との関係に留意する。 

 

＜推 奨＞ 

河床変動量の調査結果は、期間当たりの流砂量、及び比流砂量（流域面積当たりの流出土砂

量）について整理することが望ましい。 

また、現地調査では、出水前後の河床変動量のみならず、出水期間中の河床変動の時系列変

化に着目して実施することが望ましい。 

 

（（４４）） 河河床床材材料料及及びび流流出出・・堆堆積積土土砂砂のの粒粒径径調調査査  

＜考え方＞ 

河床材料及び流出・堆積土砂の粒径調査は、土砂処理計画の策定に必要となる河床変動計算

の条件設定、及び砂防設備の基本諸元の設定に必要な基礎資料を得るために実施するものであ

る。 

 

＜標 準＞ 

河床材料及び流出・堆積土砂の粒径調査は、粒度分布、比重、空隙率等の調査を行うことを標準

とする。 

 

＜推 奨＞ 

土砂・洪水氾濫対策計画の検討では、流れの中における細粒土砂の影響から河床のアーマコ

ートの形成や破壊等、幅広い粒径の土砂を取り扱うことから、容積サンプリング法もしくは線

格子法と容積サンプリング手法を組み合わせた手法を実施することが望ましい。 

 

＜参考となる資料＞ 

粒度分布の調査手法については、下記の資料が参考となる。 

1) 村上正人：河床材料調査，砂防学会誌, Vol.71 No.6, pp.59–63，2019. 

 

渓床堆積物や河床材料の空隙率の調査については、下記の資料が参考となる。 

2）丸井英明，小橋澄治，仲野公章：土石流発生の場とその条件(3) 土石流発生源の溪床堆

積物の密度及び剪断強度特性について, 砂防学会誌,Vol.31 No.2 pp1-8，1978.  

3）竹林洋史，藤田正治，上戸亮典，佐本佳昭：砂州における河床強度の空間分布特性と土

砂の物理特性との関係, 河川技術論文集, Vol.18 pp.119-124，2012. 
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4) 林勇輔，内田龍彦，濱田隆敬，堀博幸，加國奈緒子：土石流堆積土の空隙率推定方法と

オイラー型堆積モデルの適用性，河川技術論文集，第 27 巻，pp.673-678,2021. 
 

（（５５）） 流流砂砂観観測測  

＜考え方＞ 

流砂観測は、掃流砂に関する調査及び浮遊砂・ウォッシュロード調査を行い、流砂の流出特

性、変動特性を把握して河床変動計算モデルの適用性を確認する等のために必要に応じて実施

するものである。流砂の要因を明らかにするため水位計，流速計を同地点に設置することが必

要である。 

なお、近年様々な流砂観測のための機器や手法が開発されており、調査にあたっては最新の

観測技術等を積極的に活用することが望ましい。 

 

＜標 準＞ 

掃流砂調査の方法は、掃流砂捕捉機器等による直接的調査法と音響センサー（ハイドロフォン）

等による間接的調査法を標準とする。また、浮遊砂・ウォッシュロード調査の方法は、採水器等の

直接的調査法と濁度計による観測等の間接的調査法を標準とする。観測地点は、流域の監視上、砂

防基本計画策定上、総合的な土砂管理上、流出土砂量を監視すべき地点とし、水位計や流速計を設

置して実施することを標準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

流砂観測については、下記の資料が参考となる。 

1) 岡本敦，内田太郎，鈴木拓郎：山地河道における流砂水文観測の手引き（案），国土技

術政策総合研究所資料，第 686 号，2012． 

 

流砂観測の事例については、下記の資料が参考となる。 

2) 星野和彦，酒井哲也，水山高久，里深好文，小杉賢一朗，山下伸太郎，佐光洋一，野中

理伸：流砂等計測システム（六甲住吉型）と観測事例，砂防学会誌，Vol.56 No.6，

pp.27-32，2004． 

3) 判田乾一，地中浩，石川一栄，宮澤和久：姫川流域における土砂移動モニタリング，砂

防学会誌，Vol.66 No.2，pp.74-78，2013． 

 

（（６６）） 流流砂砂量量調調査査結結果果ののままととめめ  

＜標 準＞ 

流砂量調査結果は、調査位置等の諸元、水位計や流速計の観測結果とともに整理し，土砂動態の

実態把握を行うために取りまとめることを標準とする。 

 

（（７７）） 河河床床変変動動計計算算  

＜考え方＞ 

河床変動計算は、渓流及び山地河道における水及び流砂の流出特性・変動特性の再現・予

測、土砂処理計画の策定のために実施するものである。 

 

① 河床変動計算の方法 
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＜標 準＞ 

渓流及び山地河道における土砂の移動現象は、沖積河川と異なり、非平衡性が強く、土砂濃度や

勾配により流砂の形態が変化する等の特徴を有するため、河床変動計算は、これらを適切に表現で

きる流砂量式等を組み合わせて行うことを標準とする。流砂の形態については、掃流砂、浮遊砂、

掃流状集合流動及び土石流等を対象とし、対象区間の勾配に考慮した上で適切な式を用いる必要が

ある。 

 

＜例 示＞  

山地河道における流砂の流出特性・変動特性を再現・予測するために用いる流砂量式等とし

ては、以下の式がある。また、このほか、新しく提案される式等についても適用条件等に注意

して使うことができる。 

 

１）掃流砂 

ａ） 限界掃流力に関する式 

岩垣公式、修正 Egiazaroff 式 

ｂ） 掃流砂量式 

芦田・道上式、Meyer-Peter・Muller 式、芦田・高橋・水山式 

２）浮遊砂 

ａ） 浮遊砂量式 

浮遊砂量は流速分布と濃度分布の積を基準面から水面まで積分して算定する 

ｂ） 基準面濃度式 

Lane-Kalinske の式、板倉・岸の式、芦田・岡部・藤田の式、芦田・道上の式、芦田・藤

田の式 

３）土石流 

ａ） 土石流の抵抗則 

高橋の式、江頭・宮本・伊藤の式 

ｂ） 土石流の濃度則 

① 平衡濃度式 

高橋の式 

② 侵食・堆積速度式 

高橋の式、江頭の式 

４）掃流状集合流動 

ａ） 掃流状集合流動の抵抗則 

高橋の式、江頭・宮本・伊藤の式 

ｂ） 掃流状集合流動の濃度則 

① 平衡濃度式 

高橋の式、水山の式 

② 侵食・堆積速度式（土石流と同様） 

高橋の式、江頭の式 

５）全流砂 

ａ） 全流砂量式 

Brown 式 

 

なお、これらに加えて、土石流及び掃流状集合流動を統一的に扱える計算手法、掃流砂に対

する非平衡性を考慮した計算手法、土石流中に含まれる細粒土砂の影響を評価する手法、砂防
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堰堤設置箇所における計算手法等に関する蓄積されつつある知見等も適宜参考とするが、下記

の参考となる資料の手法に限らず、それぞれの対象地域・現象の特性や最新の計算技術の進展

等を踏まえた適切な手法を適用して実施することが重要である。 

 

＜参考となる資料＞ 

砂防調査における河床変動計算で用いる式については、下記の資料が参考となる。 

1) 土木学会水工学委員会水理公式集編集小委員会：水理公式集〈2018 年版〉，土木学会，

2019. 

2) 高橋保：地質・砂防・土木技術者／研究者のための土砂流出現象と土砂害対策，近未来

社，2006. 

3) 河村三郎：土砂水理学１（POD 版），森北出版，2005. 

4) (社)砂防学会監修：砂防学講座第 4 巻 渓流の土砂移動現象，山海堂，1991． 

5) 芦田和男，高橋保，道上正䂓：河川の土砂災害と対策，森北出版，1983． 

6) 芦田和男，江頭進治，中川一：21 世紀の河川学 : 安全で自然豊かな河川を目指して，

京都大学学術出版会，2008. 

 

掃流砂から、掃流状集合流動、土石流まで連続的に扱う手法及び掃流砂に対する非平衡性を

考慮した計算手法については、下記の資料が参考となる。 

7) 高橋保：地質・砂防・土木技術者／研究者のための土石流の機構と対策，近未来社，

2004． 

 

土石流及び掃流状集合流動を統一的に扱える計算手法については、下記の資料が参考とな

る。 

8) 高濱淳一郎，藤田裕一郎，近藤康弘：土石流から掃流状集合流動に遷移する流れの解析

法に関する研究，水工学論文集，No44，pp.683-686，2000. 

 

土石流中に含まれる細粒土砂の影響を評価する手法については、下記の資料が参考となる。 

9) 西口幸希，内田太郎，石塚忠範，里深好文，中谷加奈：細粒土砂の挙動に着目した大規

模土石流の流下過程に関する数値シミュレーション-深層崩壊に起因する土石流への適用

-，砂防学会誌，Vol64 No3，pp.11-20，2011． 

 

砂防堰堤設置箇所における計算手法については、下記の資料が参考となる。 

10) 里深好文，水山高久：砂防ダムが設置された領域における土石流の流動・堆積に関する

数値計算，砂防学会誌，Vol58 No1，pp.14-19，2005. 

 

豪雨時の土砂生産をともなう河床変動計算手法については、下記の資料が参考となる。 

11) 蒲原潤一，内田太郎，丹羽諭，松本直樹，桜井亘：豪雨時の土砂生産をともなう土砂動

態解析に関する留意点，国土技術政策総合研究所資料第 874 号，2015. 
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②  河床変動計算による流出土砂量、河床変動量の算出 

＜標 準＞ 

流出土砂量は、河床変動計算を行って算出した流砂量を、時間で積分した値とすることを標準と

する。また、河床変動量は、河床変動計算による最終河床位から算出することを標準とする。な

お、山地流域では土砂が非平衡的に移動するため、河床変動計算を行うに当たり、土砂生産の条件

がその計算結果に影響を与えることに留意する。なお、流木については、土砂とは別に流木として

算定・見積もることとし、流木調査は、本節 3.4 土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策のための

調査を参照する。 

 

③  河床変動計算の検証 

＜標 準＞ 

河床変動計算の検証は、算出した流出土砂量が妥当であるかを検証するとともに、本調査の結果

に基づき総合的な土砂管理を検討することを目的として行うことを標準とする。 

検証にあたっては、（１）～（６）で実施した流出土砂量、河床変動量、流出・堆積土砂の粒

径、流砂観測結果との整合性を分析することを標準とする。 

 

＜推 奨＞ 

河床変動計算の検証にあたっては、計算期間中の河床変動の時系列変化にも着目し、対象地

域において実際に起こりうる現象と整合しているか確認することが望ましい。 

 

33．．22．．44 土土砂砂・・洪洪水水氾氾濫濫実実態態把把握握にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

土砂・洪水氾濫実態把握に関する調査は、土砂・洪水氾濫による被害の実態把握、土砂・洪

水氾濫実態の再現・予測、土砂処理計画の策定のために実施するものである。なお、本節

3.2.1～3.2.3 のうち必要な調査を併せて実施し、土砂・洪水氾濫の発生に至った時系列変化

を可能な限り把握できるよう努めることが重要である。 

 

＜標 準＞ 

土砂・洪水氾濫実態に関する調査では、土砂・洪水氾濫の影響範囲、土砂の堆積状況、土砂・洪

水氾濫被害を把握することを標準とする。また、氾濫解析を実施することを標準とする。 

 

＜例 示＞  

発生した土砂災害について、斜面崩壊や土石流とともに、土砂・洪水氾濫の発生状況等を調

査した事例がある。 

また、土砂・洪水氾濫の発生に至った時系列変化を把握するため、必要に応じて近傍に設置

されている水位計等の観測データの収集、出水期間中の河床変動の時系列変化に着目した調

査、土砂生産のタイミングの地域住民への聞き取り等を行うことが考えられる。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 土砂災害発生後のデータ収集について，令和 3 年 11 月 16 日，国土交通省水管理・国土

保全局砂防部砂防計画調整官事務連絡. 
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＜参考となる資料＞ 

斜面崩壊や土石流とともに、土砂・洪水氾濫の発生状況等を調査した事例としては、下記の

資料が参考となる。 

1) 坂井佑介，山田友，坂田剛，山越隆雄，宮瀬将之，酒井敦章，林真一郎：令和 3 年 9 月

に長野県茅野市下馬沢川で発生した土砂災害，砂防学会誌，Vol75 No1，pp.25-34，

2022． 

 

（（１１）） 土土砂砂・・洪洪水水氾氾濫濫のの影影響響範範囲囲のの調調査査  

＜標 準＞ 

土砂・洪水氾濫の影響範囲の調査は、以下の１）～３）を実施することを基本とする。 

 

１）溢水・破堤の箇所調査 

土砂・洪水氾濫の開始点である溢水・破堤の箇所について、その位置、河道の形状、土砂堆積状

況等について調査を行うことを標準とする。 

２）氾濫原の流下痕跡調査 

土砂・洪水氾濫がどのように氾濫原内を流下したのか、どの程度の水深（流動深）を有していた

のかを推定するための流下痕跡の調査を行うことを標準とする。 

３）氾濫原の範囲調査 

土砂生産源を把握するために、崩壊地の位置及び規模、崩壊土砂量について調査を行うことを標

準とする。 

 

（（２２）） 土土砂砂のの堆堆積積状状況況のの調調査査  

＜標 準＞ 

土砂の堆積状況の調査は、氾濫原内の土砂の堆積厚さの分布を把握するための調査を行うことを

標準とする。 

 

＜推 奨＞ 

土砂の堆積状況の調査では、堆積土砂をサンプリングして、粒径調査を行うことが望まし

い。 

 

（（３３）） 土土砂砂・・洪洪水水氾氾濫濫のの被被害害調調査査  

＜標 準＞ 

土砂・洪水氾濫の被害調査は、以下の１）～２）を実施することを基本とする。 

 

１）家屋被害状況の調査 

波高の痕跡、土砂堆積厚、家屋の被害状況等について調査を行うことを標準とする。 

２）交通途絶状況の調査 

氾濫原における交通途絶の状況について、区間、期間、通行量について調査を行うことを標準と

する。 

 

（（４４）） 氾氾濫濫解解析析  

＜標 準＞ 

氾濫解析は、本節 3．2．3（7）河床変動計算によって氾濫開始地点を設定し、氾濫開始点ごと

に、2 次元土砂・洪水氾濫計算を実施することを標準とする。 
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＜推 奨＞ 

2 次元土砂・洪水氾濫計算結果については、（１）、（２）と比較し、検証することが望ま

しい。 

 

＜参考となる資料＞ 

氾濫開始地点の設定については、下記の資料が参考となる。 

1) 治水経済調査マニュアル（案）,令和 2 年 4 月，国土交通省水管理・国土保全局. 

（最新版）治水経済調査マニュアル（案）,令和 7 年 7 月，国土交通省水管理・国土保

全局. 

 

2 次元土砂・洪水氾濫計算については、下記の資料が参考となる。 

2) 砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）令和 3 年 1 月，国土交通省水管理・国土保全

局砂防部. 

（最新版）砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）令和 3 年 1 月（令和 6 年 4 月一部

改定），国土交通省水管理・国土保全局砂防部. 

3) 治水経済調査マニュアル（案）,令和 2 年 4 月，国土交通省水管理・国土保全局. 

（最新版）治水経済調査マニュアル（案）,令和 7 年 7 月，国土交通省水管理・国土保

全局. 

 

33．．33 土土石石流流・・流流木木対対策策ののたためめのの調調査査  

＜標 準＞ 

土石流・流木対策のための調査は、降雨量・土石流諸元調査、生産土砂量・流出土砂量調査、流

下許容土砂量調査、土石流実態把握に関する調査、流木の発生・堆積・流出等に関する調査を実施

することを標準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

土石流・流木対策のための調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説，平成 28 年 4 月，国土技術政策総合

研究所資料第 904 号，国土技術政策総合研究所砂防研究室. 

（最新版）砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説，平成 28 年 4 月（令和 7

年 3 月一部改定），国土交通省国土技術政策総合研究所土砂災害研究部砂防研究室. 

 

33．．33．．11 降降雨雨量量・・土土石石流流諸諸元元調調査査  

＜考え方＞ 

降雨量・土石流諸元調査は、土石流対策施設の規模設定、安定性検討に必要な土石流外力の

設定を行うために必要な降雨量・土石流諸元（土石流ピーク流量、土石流の流速・水深、土石

流濃度、土石流の単位堆積重量）を得るために行う。安全性を十分に担保するため、信頼性の

高い方法を用いるものとする。 

 

（（１１）） 降降雨雨量量調調査査  

＜標 準＞ 

土石流・流木対策のための調査における降雨量調査は、土石流対策計画の計画規模を設定するた

めの降雨データの解析と土石流災害を発生させた雨量データの収集・分析等がある。どちらも対象
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とする渓流近傍の地上雨量観測所、レーダ雨量計等のデータを用いることを標準とする。また、有

効降雨強度を得るために損失雨量を推定しておくことを標準とする。 

 

＜例 示＞  

土石流の発生・流出には 1 時間よりも短い雨量が関係していることが示されている。このた

め、例えば 10 分間雨量等、1 時間より短い雨量を指標として用いることが考えられる。 

 

＜参考となる資料＞ 

土石流の発生・流出には 1 時間よりも短い雨量が関係していることについては、下記の資料

が参考となる。 

1) 池田暁彦，水山高久，原口勝則：土石流の発生を支配する降雨量に関する考察，砂防学

会誌，Vol.60 No.3, pp.26-31, 2007. 

2) 工藤司，内田太郎，松本直樹，桜井亘：LP 差分データとレーダー雨量データを用いた土

石流の流出土砂量を規定する降雨指標に関する考察, 砂防学会誌, Vol.70 No.3, pp.3–

12, 2017.  

 

（（２２）） 土土石石流流諸諸元元のの推推定定  

①  土石流のピーク流量の推定 

＜標 準＞ 

土石流ピーク流量の推定は、流出土砂量に基づいて求めることを標準とする。 

 

＜例 示＞  

同一流域において、実測値がある場合で別の方法を用いて土石流ピーク流量を推定できる場

合は、その値を用いてもよい。 

また、渓床堆積物が流水により強く侵食されて土石流になる場合は、降雨量に基づき土石流

ピーク流量を算出する方法がある。 

また、実測により土石流のピーク流量を求める方法には、以下のような方法がある。 

 

１）流下痕跡からの推定 

土石流の流下痕跡と流下断面が明らかな場合は、本節 3．3．1（２）②土石流の流速と水深

の推定により流速を求め、両者よりピーク流量を試算する。 

 

２）流速の観測値からの推定 

土石流の流下状況を撮影した動画がある場合は、本節 3．3．1（２）②土石流の流速と水深

の推定により流速を算出する。動画から流速を算出した地点において、現地調査を行い、流下

断面を推定する。流下断面積に流速を乗ずることによってピーク流量を算出する。また、映像

解析以外に非接触型の水位計を用いて、水位を直接計測し、流下断面を推定する手法も考えら

れる。 

 

＜参考となる資料＞ 

流出土砂量に基づいて算出する手法については、下記の資料が参考となる。 

1) 水山高久：土石流ピーク流量の経験的な予測，文部省科学研究費重点領域研究，「自然

と災害の予測と防災力」研究成果，p.54, 1990. 
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土石流の流下痕跡の調査方法については、下記の資料が参考となる。 

2) 池田暁彦：渓流調査の目的と土石流の実態調査, 砂防学会誌, Vol.73 No.2, pp.61–65, 

2020. 

3) 池田暁彦：土石流規模の推定と施設効果に関する現地調査, 砂防学会誌, Vol.74 No.3, 

pp.91–95, 2021. 

 

②  土石流の流速と水深の推定 

＜標 準＞ 

土石流の流速と水深は、理論式、経験式、実測値等により推定することを標準とする。 

 

＜例 示＞  

土石流の流速を求める方法には、以下のような方法がある。 

 

１）流速公式から算出する手法 

流下痕跡が明らかな場合は流動深と渓床勾配からマニング公式を用いて流速を求めることが

できる。 

２）湾曲部の流下痕跡からの推定する手法 

土石流が渓流の湾曲部で偏流し、その場合の偏流高が現地で調査できる場合は、土石流導流

工の湾曲部の設計方法に基づき、土石流の流速を求めることができる。 

３）映像解析により算出する手法 

土石流の流下状況を撮影した動画がある場合はこれを解析し、流速を算出することができ

る。 

４）水位計、流速計の計測結果から算出する手法 

砂防堰堤の水通し部等の固定床において水位計、流速計を設置することで土石流の水位、流

速を求めることができる。 

 

＜参考となる資料＞ 

土石流の流速を求める方法の詳細及び現地への適用事例については、下記の資料が参考とな

る。 

1) 水山高久，上原信司：湾曲水路における土石流の挙動，土木技術資料，Vol.23 No.5，

pp.243-248，1981． 

2) 水山高久，上原信司：土石流の水深と流速の観測結果の検討，砂防学会誌，Vol.37 

No.4, 1984． 

3) 武澤永純，内田太郎，鈴木隆司，田村圭司：鹿児島県船石川で発生した深層崩壊に起因

する土石流の推定，砂防学会誌，Vol.62 No.2，pp.21-28，2009. 

 

③  土石流濃度の推定 

＜標 準＞ 

土石流濃度は、十分に発達した状態を想定して以下の平衡濃度式で求めることを標準とする。 

 

(17-3-1) 
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ここで、Cd：土石流濃度、σ ：礫の密度、ρ：水の密度、φ：渓床堆積土砂の内部摩擦角

（°）、θ：渓床勾配（°）である。砂防堰堤の設計において、土石流ピーク流量を算出する際の

渓床勾配は現渓床勾配（°）とし、1 波の土石流により流出すると想定される土砂量を算出しよう

とする地点または流下区間の下流端となると考えられる地点の現渓床勾配とする。 

 

④  土石流の単位体積重量の推定 

＜標 準＞ 

土石流の単位体積重量は、実測値、経験値、理論的研究等により推定することを標準とする。 

 

＜例 示＞  

土石流の単位体積重量把握に関する観測として、水位計、荷重計等を用いる手法がある。 

 

＜参考となる資料＞ 

水位計、荷重計を用いた土石流観測の事例としては、下記の資料が参考となる。 

1) 大坂剛，高橋英一，國友優，山越隆雄，能和幸範，木佐洋志，石塚忠範，宇都宮玲，横

山康二，水山高久：桜島における土石流荷重計による単位体積重量測定，砂防学会誌，

Vol.65 No.6，pp.46-50，2013． 

 

33．．33．．22 生生産産土土砂砂量量・・流流出出土土砂砂量量調調査査  

＜考え方＞ 

生産土砂量・流出土砂量調査は、渓流及び斜面に堆積している不安定化して流出しうる土砂

量を把握し、土石流によって計画基準点より下流に流出する可能性がある、計画流出土砂量を

推定するために行うものである。 

 

（（１１）） 調調査査範範囲囲  

＜標 準＞ 

生産土砂量調査の範囲は、原則として砂防基本計画上の計画基準点より上流に向かって本流及び

支流とすることを標準とする。 

 

（（２２）） 移移動動可可能能渓渓床床堆堆積積土土砂砂量量  

＜標 準＞ 

移動可能渓床堆積土砂量は、土石流発生時に侵食が予想される平均渓床幅及び渓床堆積土砂の平

均深さについて、現地調査及び近傍渓流における土石流時の洗掘状況等を参考に算出することを標

準とする。 

 

＜例 示＞  

平均渓床幅を現地調査により推定する場合、渓流の横断方向における渓岸斜面角度の変化、

土石流堆積物上に生育する先駆樹種と山腹地山斜面に生育する樹種の相違等を参考に山腹と渓

床堆積土砂を区分して行う事例がある。 

また、渓床堆積土砂の平均深さを現地調査により推定する場合、上記の断面形状だけでな

く、上下流における渓床の露岩調査を行い、縦断的な基岩の連続性を考慮して行う事例があ

る。 
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＜参考となる資料＞ 

移動可能渓床堆積土砂量の現地調査事例等については、下記の資料が参考となる。 

1) 吉永子規，工藤司，尾崎順一：流域内で生産される土砂量推定のための現地調査，砂防

学会誌，Vol.74 No.4, pp.58–62, 2021. 

 

（（３３）） 崩崩壊壊可可能能土土砂砂量量  

＜標 準＞ 

崩壊可能土砂量は、山腹からの予想崩壊土砂量を推定した値とするか、0 次谷からの崩壊土砂量

を推定した値とすることを標準とする。 

崩壊可能土砂量を的確に推定できる場合は、地形・地質の特性及び既存崩壊の分布等を参考に、

具体的な発生位置、面積、崩壊深を推定し、的確に推定することが困難な場合は、0 次谷における

移動可能渓床堆積土砂の平均断面積と流出土砂量を算出しようとする地点より上流域の 1 次谷の最

上端から渓流の最遠点までの流路谷筋に沿って測った距離から求めることを標準とする。 

 

＜例 示＞  

崩壊可能土砂量の算出に関する現地調査として、現地踏査、簡易貫入試験、土層強度検査棒

を実施した事例がある。そのほかの現地調査手法としては、ボーリング調査等がある。 

 

＜参考となる資料＞ 

崩壊可能土砂量の算出方法については、下記の資料が参考となる。 

1) 小山内信智，内田太郎，曽我部匡敏，寺田秀樹，近藤浩一: 簡易貫入試験を用いた崩壊

の恐れのある層厚推定に関する研究，国土技術政策総合研究所資料第 261 号，2005. 

2) 土層強度検査棒による斜面の土層調査マニュアル（案）,平成 22 年 7 月，独立行政法人

土木研究所材料地盤研究グループ地質チーム. 

3) 吉永子規，工藤司，尾崎順一：流域内で生産される土砂量推定のための現地調査，砂防

学会誌，Vol.74 No.4, pp.58–62, 2021. 

 

（（４４）） 礫礫径径のの調調査査  

＜標 準＞ 

礫径の調査は、対策施設の形状決定、礫による衝撃力を算出するために対策施設計画地点周辺の

地形や河床勾配に応じて調査することを標準とする。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 鋼製透過型砂防堰堤の留意事項について，平成 26 年 11 月 6 日，国土交通省水管理・国

土保全局砂防部保全課保全調整官事務連絡. 

 

＜参考となる資料＞ 

礫径調査の方法については、下記の資料が参考となる。 

1) 内尾政人，中川一，沢田豊明，横山康二，上杉満昭，福田義徳：画像処理方式による礫

床河川の粒度分布測定装置の開発，砂防学会誌，Vol.58 No.2, pp.26–31, 2005. 

2) 嶋丈示，佐々木流：UAV を用いた礫径調査法及びランダム法の妥当性の検討，砂防学会

誌，Vol.75 No.3, pp.10–16, 2022. 

 

（（５５）） 計計画画規規模模のの土土石石流流にによよっってて運運搬搬ででききるる土土砂砂量量  
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＜標 準＞ 

計画規模の土石流によって運搬できる土砂量は、降雨量に流域面積を乗じて総水量を求め、これ

に平衡状態で流動中の土石流濃度を乗じて算定することを標準とする。 

 

（（６６）） 流流出出土土砂砂量量調調査査ののままととめめ  

＜標 準＞ 

計画流出土砂量は、現地調査を行った上で、地形図、過去の土石流の記録等より総合的に決定す

ることを標準とする。原則として、計画流出土砂量は、本節 3．3．2（２）及び 3．3．2（３）で

求めた流域内の移動可能渓床堆積土砂量と崩壊可能土砂量を併せた移動可能土砂量と、本節 3．3．

2（５）で求めた土石流によって運搬できる土砂量を比較して小さい方の値とする。より詳細な崩壊

地調査、生産土砂量調査、及び実績による流出土砂量調査が水系全体（土石流危険渓流を含む）で

実施されている場合は、これらに基づき流出土砂量を決定してよい。 

 

33．．33．．33 流流下下許許容容土土砂砂量量調調査査  

＜考え方＞ 

流下許容土砂量調査は、流出土砂量のうち計画基準点より下流において災害を発生すること

なく安全に流下させることができる流出土砂量である。 

 

＜標 準＞ 

流下許容土砂量調査は、計画基準点より下流における流下断面等を調査することを標準とする。 

 

33．．33．．44 土土石石流流実実態態把把握握にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

土石流実態把握に関する調査は、想定していた土石流の流出土砂量、流量、土石流を引き起

こした要因とその程度を検証するために行うものである。また、将来的な土石流対策計画の立

案、対策施設の設計、事業効果評価手法の検討、警戒避難体制の検討等を実施するために行う

ものである。土石流実態把握に関する調査においては、出水前後の状況のみならず、土石流や

斜面崩壊が発生したタイミングや流れの状態、土石流後の洪水流による堆積土砂の侵食等、土

石流の発生、流下、堆積に係る現象の時系列変化を可能な限り把握できるよう努めることが重

要である。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 土砂災害発生後のデータ収集について，令和 3 年 11 月 16 日，国土交通省水管理・国土

保全局砂防部砂防計画調整官事務連絡. 

 

（（１１）） 土土石石流流災災害害後後のの崩崩壊壊状状況況調調査査  

＜標 準＞ 

土石流災害後の崩壊状況調査は、崩壊地周辺の地質区分・植生状況、各崩壊地の崩壊土量・崩壊

面積、崩壊残土の量と位置的な分布、崩壊地の縦断図・横断図、崩壊地の平均勾配、崩壊地での湧

水箇所と湧水の有無、崩壊地周辺の亀裂の大きさと分布等について調査することを標準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

土石流災害後の崩壊地調査の詳細については、下記の資料が参考となる。 
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1) 国土交通省砂防部監修：砂防関連事業災害対策の手引き，pp.238-239，(社)全国治水砂

防協会，2001． 

2) 池田暁彦：渓流調査の目的と土石流の実態調査, 砂防学会誌, Vol.73 No.2, pp.61–65, 

2020. 

3) 池田暁彦：土石流規模の推定と施設効果に関する現地調査, 砂防学会誌, Vol.74 No.3, 

pp.91–95, 2021. 

 

（（２２）） 土土石石流流災災害害後後のの流流出出・・堆堆積積状状況況調調査査  

＜標 準＞ 

土石流の流下状況については、現地調査により、流出土砂量、堆積土砂量、土石流ピーク流量、

流量ハイドログラフを推定し、実態を把握することを標準とする。 

流出・堆積状況調査では、土石流の発生時間帯、渓床堆積土砂の侵食区間の平均勾配、渓床堆積

土砂の侵食量、残存している渓床堆積土砂量、土石流堆積物の範囲、土石流堆積深、土石流氾濫開

始点の勾配、各々の土石流ローブの堆積土砂量、土石流の流動深、堆積物の容積濃度、堆積物の粒

度分布、堆積物の勾配や元河床の勾配、流れの状態の変化等について、現地調査、航空レーザ測量

結果、水位計データ及び動画データ等によって調査することを標準とする。また、土砂収支図を作

成することを標準とする。併せて、土石流の発生時間帯と土砂災害警戒情報の発表状況等の雨量指

標との関係について整理するとともに、土砂の流下・堆積範囲と、土砂災害警戒区域等の指定範囲

との関係について整理することを標準とする。 
 

土石流ピーク流量に関する調査においては、土石流の流下痕跡と流下断面が明らかな場合は、本

節 3．3．1（２）②土石流の流速と水深の推定により流速を求め、土石流ピーク流量を算出するこ

とを標準とする。さらに土石流ピーク流量と流出土砂量、有効降雨量の関係を整理する。 

 

＜推 奨＞ 

有効降雨量を推定するに当たっては、洪水到達時間が１時間未満であることが多いため、降

雨データは例えば 10 分間雨量等の１時間より短いものを用いることが望ましい。また必要に

応じてレーダ雨量計等による降雨データを用いることが望ましい。 

 

＜参考となる資料＞ 

土石流災害後の流出・堆積状況調査の詳細については、下記の資料が参考となる。 

1) 国土交通省砂防部監修：砂防関連事業災害対策の手引き，pp.238-240，(社)全国治水砂

防協会，2001． 

2) 池田暁彦：渓流調査の目的と土石流の実態調査, 砂防学会誌, Vol.73 No.2, pp.61–65, 

2020. 

3) 池田暁彦：土石流規模の推定と施設効果に関する現地調査, 砂防学会誌, Vol.74 No.3, 

pp.91–95, 2021. 

 

土石流に関係する雨量指標、土石流ピーク流量の特性分析については、下記の資料が参考と

なる。 

4) 池田暁彦，水山高久，原口勝則：土石流の発生を支配する降雨量に関する考察，砂防学

会誌，Vol.60 No.3, pp.26–31, 2007. 

5) 工藤司，内田太郎，松本直樹，桜井亘：LP 差分データとレーダー雨量データを用いた土

石流の流出土砂量を規定する降雨指標に関する考察, 砂防学会誌, Vol.70 No.3, pp.3–

12, 2017. 
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6) Ikeda,A.,Mizuyama,T.,Itoh,T.:Study for prediction methods of debris-flow peak 

discharge, Proceedings of 7th International Conference on Debris-flow Hazards 

Mitigation,2019. 

 

（（３３）） 土土石石流流災災害害後後のの人人的的被被害害・・家家屋屋等等のの物物的的被被害害状状況況等等のの調調査査  

＜標 準＞ 

土石流災害後の人的被害・家屋等の物的被害状況等の調査は、下記について実施することを標準

とする。 

１）人的被害、家屋等の物的被害の推定 

流失、全壊、半壊、一部破損、床下浸水、床上浸水した家屋（木造、RC 造、鉄骨造、その他）の

位置を図示した詳細平面図を作成する。その詳細平面図から、全壊、半壊した家屋の数と土砂災害

特別警戒区域、土砂災害警戒区域の区域内の総家屋数に占める割合、河道中央からの水平距離を整

理する。また、犠牲となった方が災害直前に避難していた家屋の位置、発見された場所を消防、警

察部局からのヒアリングにより調査し、詳細平面図に示す。 

 

２）災害を引き起こした土砂移動の推定 

建物が残存している場合は、その壁（上流側壁面、側面、下流側壁面）での流下痕跡から流動深

を計測する。家屋が調査時点で既に撤去されている場合は写真等から計測する。 

家屋の破壊をもたらしたと考えられる巨礫の最大粒径を推定する。家屋が残存している場合は、

現地調査によって計測する。家屋が調査時点で既に撤去されている場合は写真等から計測する。 

砂礫の衝突による鉄骨の変形量（へこみ量）と変形部の断面図を作成する。家屋が残存している

場合は、現地調査によって計測する。家屋が調査時点で既に撤去されている場合は写真等から計測

する。 

農作物への被害等上記以外の被害については、その被害と土砂移動・流木の関係を調べる。 

 

＜参考となる資料＞ 

土石流災害後の人的被害・家屋等の物的被害等の調査の詳細については、下記の資料が参考

となる。 

1) 国土交通省砂防部監修：砂防関連事業災害対策の手引き，pp.245-246，(社)全国治水砂

防協会，2001． 

 

（（４４）） 土土石石流流のの前前兆兆現現象象、、土土砂砂のの到到達達時時間間のの調調査査  

＜標 準＞ 

土石流の前兆現象、土砂の到達時間に関する調査は、詳細な土砂災害に関するデータの蓄積を図

り、土石流に係る警戒避難体制の検討等を実施するために行うことを標準とする。 

 

＜例 示＞  

土石流の前兆現象、土砂の到達時間に関する調査は、以下の項目等について、できるだけ多

くの被災住民からヒアリングを行い実施する場合がある。 

・各家屋に土砂や水、流木が流入してきた時刻 

・土石流の前兆現象と考えられる現象の有無とそれらのおおよその時刻（たとえば、山腹、

渓流、水路からの異音、渓流、水路からの泥水のあふれ、渓流、水路の水かさの急増や

急減、流木の流下、渓流、水路での濁り、裏山からの水の湧出等） 

・土石流の前兆現象と考えられる現象や土石流を撮影した映像の有無とその内容 
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＜参考となる資料＞ 

土石流の前兆現象、土砂の到達時間の調査の詳細については、下記の資料が参考となる。 

1) 国土交通省砂防部監修：砂防関連事業災害対策の手引き，p.246，(社)全国治水砂防協

会，2001． 

 

33．．33．．55 流流木木のの発発生生・・堆堆積積・・流流出出等等にに関関すするる調調査査  

（（１１）） 発発生生流流木木量量調調査査  

＜考え方＞ 

発生流木量調査は、山腹や渓岸等から渓流に流れ込む流木量を調査するものである。 

 

＜標 準＞ 

流木対策のための発生流木量調査では、流域現況調査、発生原因調査、発生場所・立木の高さ・

直径等の調査を実施することを標準とする。 
流域現況調査では、流出流木量を算出しようとする地点(計画基準点等)より上流域における立木、

植生及び倒木（伐木、用材等を含む）を調査する。 
流木の発生が予想される箇所に存在する樹木の高さ、直径等を直接的に調査する方法（現況調査

法）においては、サンプリング調査法によることを標準とする。その際、地形図と空中写真を用い

て、予想される崩壊、土石流の発生区間、流下区間内の樹木の密度（概算）、樹高、樹種等を判読

し、この結果を基に、崩壊、土石流の発生・流下範囲を同一の植生、林相となるよう幾つかの地域

に区分し、それらの地域ごとに現地踏査によるサンプリング調査（10m×10m）を行い、各地域の樹

木の本数、樹種、樹高、胸高直径等を調査することを標準とする。 

 

＜例 示＞  

発生流木量は現況調査法により調査することを標準とするが、流域面積と発生流木量の関係

を分析している研究もある。 

広範囲の立木を調査することを目的に、現地調査困難箇所への立ち入りをせず、UAV を活用

した広域コドラート調査（調査単位 50ｍ×50ｍ）の事例もある。また、土石流発生区間の立

木の判読に標高データを用いた事例もある。 

 

＜参考となる資料＞ 

UAV を活用した広域コドラート調査の詳細については、下記の資料が参考となる。 

1) 赤沼隼一，淺野保夫，戸田満，本多泰章，野田敦夫，板野友和，山﨑渓：UAV を活用し

た広域コドラート調査の試み，砂防学会誌，Vol.73 No.6，pp.39-42，2021． 

2) 小柳賢太，山田拓，石田孝司：UAV-SfM の山地渓流における発生・堆積流木量調査への

適用性と課題，土木技術資料，Vol.64 No.8，pp.8-11，2022． 

 

（（２２）） 流流木木のの最最大大長長、、最最大大直直径径のの調調査査  

＜標 準＞ 

流木対策計画時の流木の最大長、及び最大直径は、発生流木量算出のための調査結果から推定す

ることを標準とする。なお、土石流形態で流木が流出すると想定される地域における流木の最大長

は土石流の平均流下幅を考慮することを標準とする。 

 

（（３３）） 流流出出流流木木量量調調査査  
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＜標 準＞ 

土石流・流木対策における流出流木量は、推定された発生流木量に流木流出率を乗じて算出する

ことを標準とする。 

 

（（４４）） 流流木木実実態態把把握握にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

流木災害発生後の流木実態把握に関する調査は、流木の発生から堆積、流木による被害の発

生状況等、詳細な流木による災害に関するデータの蓄積を図り、効率的、効果的な流木対策計

画の立案、対策施設の設計等を実施するために行うものである。なお、流木実態把握に関する

調査においては、出水前後の状況のみならず、斜面崩壊により流木が発生したタイミングや、

堆積している流木が発生した場所の違い、流木が堆積した時の水理条件等、流木の発生、流

下、堆積に係る現象の時系列変化を可能な限り把握できるよう努めることが重要である。 

 

＜標 準＞ 

流木実態把握に関する調査は、発災時の発生流木量、流木の最大長及び最大直径、流木の平均長

及び平均直径、流出流木量、家屋等の物的被害状況を把握するために、大規模な流木の発生・堆

積・流出が生じた後に、以下に掲げる項目を、調査時の安全確保に留意しつつ、発災後できる限り

速やかに行うことを標準とする。 

 

１）発生流木量調査 

発生流木量の調査は、既存の発生流木量調査結果の整理・分析、現地調査、空中写真、標高デー

タ等による流木発生域の判読により行うことを標準とする。 

 

２）堆積流木量調査 

堆積流木量の調査は、現地調査及び空中写真による流木堆積域の判読により行うことを標準とす

る。また、本節 3．3．5（１）発生流木量調査に示した方法で推定した発生流木量と、谷出口まで

の堆積流木量の関係を整理する。上流に土石流・流木対策施設（砂防堰堤等）がある場合は、その

捕捉量も整理する。 

 

３）流出流木量推定に関する調査 

発生流木量と谷出口までに堆積した流木量の差分から流出流木量を推定する。 

 

４）流木の長さ及び直径に関する調査 

流木の長さ及び直径に関する調査は、現地調査により、流木の最大長、最大直径、平均長、平均

直径を把握する。 

 

５）流木実態把握に関する調査のまとめ 

流木調査結果は、流木の生産、流下、堆積、それぞれの位置、量について、流木収支図や GIS 上

等に取りまとめる。 

 

＜例 示＞  

土砂災害又は流木災害の発生後、発生流木量・堆積流木量を調査する方法には次のような方

法がある。 
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１）発生流木量・堆積流木量の調査堆積流木量の算出では、基本的に全本数・長さ・代表直径

を測定して、総堆積量を計算する。河道に堆積しているものは、各地点の堆積位置や堆積量を

平面図に記入あるいは三次元点群データを取得する。発生流木量・堆積流木量の調査におい

て、現地に立ち入るのが危険を伴う場合等は UAV 等を活用し、三次元点群データを取得するの

も有効である。災害前後の数値表層モデル(DSM)を比較し、流木発生範囲を推定する。発生範

囲における災害前の数値表層モデル(DSM)と数値表高モデル(DEM)の差分から、発生流木量を算

出する方法がある。見かけの堆積流木量は災害後の数値表層モデル(DSM)と数値標高モデル

(DEM)の差分から、算出することができる。 

流木が集積して本数の確認が困難な場合は、見かけの堆積流木量（V）を測定し、流木の純

容積率から求める方法もある。純容積率については、各現場で適切に判断する必要がある。流

木の純容積率を 30%と仮定しているものもあるが、10%未満となっているデータもあるため、

撤去時の計測等で実測値を記録するのが望ましい。 

橋梁・カルバート・砂防構造物等により堆積した場合も、河道の場合と同様に流木量を算出

する。流木が流下断面を閉塞して堆積した場合は、最大流木長と構造物の幅を測定する。計上

した流木量を合計し「流下途中堆積流木量」とする。 

 

２）砂防堰堤における流木捕捉量の推定 

透過型・部分透過型・不透過型に区分して、捕捉された流木本数、平均流木長、平均流木直

径、最大長、最大直径を計測し、流木幹材積を計算する。 

また、透過型・部分透過型の場合、スリット水平方向間隔を整理する。不透過型の場合で副

堰堤のある場合及び副堰堤等に流木を捕捉するための設備を設置している場合、本堤で捕捉さ

れた流木量と副堰堤等で捕捉された流木量を分けて整理する。砂防堰堤による土砂・流木の堆

砂状況を、捕捉位置が分かるよう写真撮影する。砂防堰堤の計画貯砂量、計画捕捉量、水通し

幅、砂防堰堤を建設する前の河床勾配、調査時点での堆砂勾配を整理する。 

なお、土砂で埋まっている流木捕捉量の不可視部分の計測は困難であるため、除石する際に

あわせて、堆積土砂量、流木量を計測することが望ましい。 

 

また、家屋等の物的被害の調査として、家屋の破壊をもたらしたと考えられる流木の長さ、

平均径、最大直径、本数を計測する。家屋が残存している場合は、現地調査によって計測す

る。家屋が調査時点で既に撤去されている場合は写真等から計測する。 

 

３）流出流木量の推定 

上流側で発生した流木量と、下流側で堆積した流木量の差分から各地点での流出流木量を推

定する。土石流時は計画基準点までの発生流木量と堆積流木量の差分から流出流木量を推定す

る。 

 

４）流木の長さ及び直径に関する調査 

流木調査においては、短い流木や直径の小さな流木をどこまで調査対象とするかが、調査者

により異なる場合があり、堆積流木量の調査結果等に影響を与える可能性がある。このため、

調査結果には調査対象とした流木の最小直径と最小長さを明記する。現地調査で直径 10cm 以

上長さ 2m 以上、空中写真を用いて GIS 上で直径 10cm 以上長さ 1m 以上の流木を判読した事例

がある。 
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＜関連通知等＞ 

1) 土砂災害発生後のデータ収集について，令和 3 年 11 月 16 日，国土交通省水管理・国土

保全局砂防部砂防計画調整官事務連絡. 

 

＜参考となる資料＞ 

流木実態把握に関する調査に関する詳細については、下記の資料が参考となる。 

1) 石川芳治，水山高久，鈴木浩之：崩壊・土石流に伴う流木の実態と調査法，土木技術資

料，Vol.31 No.1，pp.23-29，1989． 

2) 池田暁彦：渓流調査の目的と土石流の実態調査, 砂防学会誌，Vol.73 No.2，pp.61-65，

2020. 

3) 国土交通省砂防部監修：砂防関連事業災害対策の手引き，pp.244-245，(社)全国治水砂

防協会，2001． 

4) 工藤拓也, 永野統宏, 松岡暁, 早川智也, 上條孝徳, 松山洋平, 小山内信智, 笠井美

青：平成 28 年 8 月豪雨による北海道戸蔦別川流域の流木実態と流木量の推定, 砂防学会

誌，Vol.73 No.6，pp.3-11，2020. 

5) 渋谷一，香月智，大隅久，國領ひろし：平成 22 年 7 月 16 日に広島県庄原市で発生した

豪雨災害における流木実態調査，砂防学会誌，Vol.64 No.1，pp.34-39，2011． 

6) 小柳賢太，山田拓，石田孝司：UAV-SfM の山地渓流における発生・堆積流木量調査への

適用性と課題，土木技術資料，Vol.64 No.8，pp.8-11,2022． 

 

流木収支による調査事例については、下記の資料が参考となる。 

7) 国土技術政策総合研究所：平成 15 年 7 月九州豪雨災害に関する調査報告会（太宰府市原

川における流木の発生・流下・堆積の実態），国土技術政策総合研究所資料，第 250

号，pp.25-31，2005. 

 

33．．44 土土砂砂・・洪洪水水氾氾濫濫時時にに流流出出すするる流流木木のの対対策策ののたためめのの調調査査  

（（１１）） 発発生生流流木木量量調調査査  

＜考え方＞ 

発生流木量は、山腹崩壊や渓岸侵食等に伴い発生し、渓流に流れ込む流木量である。 

 

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．3．5（１）によるものとする。 

 

＜例 示＞  

土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策のための発生流木量の調査は、広範囲を対象として

実施する必要があることが多い。効率的な調査のため、流木による被害をもたらす恐れのある

箇所（トラブルスポット）等を抽出した後に、その上流域を対象に調査を行う等の工夫が考え

られる。 

掃流区間等勾配の比較的緩やかな区間における渓岸等から発生する流木量の推定に際して

は、洪水時に想定される水深や流速から求められる立木に作用する外力や、想定される河床の

侵食深を踏まえ、流木化するか否かの判定を行う方法がある。 

 

＜参考となる資料＞ 

流木化するか否かの判定を行う方法については、下記の資料が参考となる。 
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1) （財）リバーフロント整備センター：河川における樹木管理の手引き，pp.154-171，

1999． 

 

（（２２）） 流流木木のの最最大大長長、、最最大大直直径径のの調調査査  

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．3．5（２）によるものとする。 

 

（（３３）） 流流木木のの平平均均長長、、平平均均直直径径のの調調査査  

＜標 準＞ 

流木の平均長及び平均直径は、発生流木量算出のための調査結果から推定することを標準とす

る。なお、土石流形態で流木が流出すると想定される地域における流木の平均長は、土石流の最小

流下幅を考慮することを標準とする。 

 

（（４４）） 流流出出流流木木量量調調査査  

＜標 準＞ 

流出流木量は、推定された発生流木量から、想定される流木の輸送形態に応じて、流下途中に堆

積する事等によりに流出流木量を算出しようとする地点まで流失してこない流木量を減じて算出す

ることを標準とする。 

 

（（５５）） 流流木木実実態態把把握握にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

流木災害発生後の流木実態把握に関する調査は、流木の発生から堆積、流木による被害の発

生状況等、詳細な流木による災害に関するデータの蓄積を図り、効率的、効果的な流木対策計

画の立案、対策施設の設計等を実施するために行うものである。なお、流木実態把握に関する

調査においては、出水前後の状況のみならず、斜面崩壊により流木が発生したタイミングや、

堆積している流木が発生した場所の違い、流木が堆積した時の水理条件等、流木の発生、流

下、堆積に係る現象の時系列変化を可能な限り把握できるよう努めることが重要である。 

 

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．3．5（４）によるものとする。 

 

＜例 示＞  

土砂・洪水氾濫時等に谷出口より下流に流木が堆積している場合は、流木が到達している最

下流部まで堆積状況を調査する。橋梁の閉塞事例では、水位に対して橋桁までのクリアランス

が十分ない場合に閉塞が発生するという研究もあり、流木の計測と併せて、橋長、調査時の河

床からの高さ、橋脚間長等も計測する。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 土砂災害発生後のデータ収集について，令和 3 年 11 月 16 日，国土交通省水管理・国土

保全局砂防部砂防計画調整官事務連絡. 

 

＜参考となる資料＞ 

橋梁閉塞に関する調査については、下記の資料が参考となる。 
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1) 末次忠司：水害被害を助長する土砂・流木の影響, 水利科学，Vol.62 No.6，pp.56-69，

2019． 

2) 津末明義, 楊東, 竹村大, 富田浩平, 矢野真一郎, 土橋将太, 大久保僚太, 笠間清伸：

流木に起因する氾濫による被害の推定に基づく流木災害リスクの評価法の改良, 土木学

会論文集 B1（水工学），Vol.74 No.5，p.I_1051-I_1056，2018. 

 

 

 中中期期（（土土砂砂流流出出活活発発期期））土土砂砂流流出出対対策策ののたためめのの調調査査  

44．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

中期土砂流出対策のための調査は、大規模な土砂生産後、それ以前の土砂流出状況より土砂

流出が活発な期間において、河床上昇や貯水池への土砂流出等により保全対象に被害を及ぼす

現象に対する対策計画を策定するために実施するものである。短期土砂流出現象発生後のみな

らず火山噴火に伴う火山灰堆積後、深層崩壊発生後や天然ダム形成後にも小中規模出水時に活

発な土砂が数ヶ月以上、流出するようになることが考えられるため、事象に応じて調査の方法

が変わりうることに注意する必要がある。計画策定はこれら事象の発生前あるいは発生後のい

ずれかで策定することが考えられ、発生後については時間の制約から調査の方法が変わると考

えられることに留意する必要がある。 

 

＜標 準＞ 

中期土砂流出対策のための調査は、短期土砂流出現象発生後、火山噴火に伴う火山灰堆積時、深

層崩壊発生時、天然ダム形成時に、流域内にある土砂がその後の降雨により特に活発に移動する期

間（流出土砂が定常状態に落ちつくまでの数年間）を対象として実施することを標準とする。 
 

＜参考となる資料＞ 

短期土砂流出現象発生後の土砂流出が活発な期間に関する調査については、下記の資料が参

考となる。 

1) 国土技術政策総合研究所：大規模土砂生産後に生じる活発な土砂流出に関する対策の基

本的考え方（案），国土技術政策総合研究所資料第 1115 号，2020. 

 

44．．22 中中期期土土砂砂流流出出対対策策ののたためめのの調調査査  

44．．22．．11 水水文文・・水水理理にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

水文・水理に関する調査は、対策計画立案を行う上で必要な中期土砂流出現象時のハイドロ

グラフを設定するために行う。 

 

（（１１）） 降降雨雨量量調調査査  

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．1（１）によるものとする。 

ただし、流域全体の中期の降雨量の時間変化は、中期の流砂・洪水波形を計算するために、当該

流域の既往の降雨資料により調査することを標準とし、降雨の計画規模は短期土砂流出対策での計

画規模を考慮して適切に設定する。 

流域全体の中期の洪水波形は、計画流出土砂量を算出するため、資料調査、現地調査及び数値計

算により求めることを標準とする。 

【第17章第４節　中期（土砂流出活発期）土砂流出対策のための調査　令和５年５月版】

593



河川砂防技術基準 調査編 技術資料 

 

調査編 第 17 章‐33 

 

＜例 示＞  

必要に応じて堆積物の近傍に雨量計を設置する等で適切に雨量を観測する。 

流域全体の中期の流砂・洪水波形は、降雨及び流量の調査結果、河床材料や土砂堆積物の粒

度分布から決定することができる。 

洪水波形については、流量観測値を用いるか、流域の降雨分布調査結果を用いた流出解析に

より求めることができる。 

（（２２）） 水水位位・・流流量量調調査査  

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．1（２）によるものとする。 

 

（（３３）） 流流出出解解析析  

＜標 準＞ 

流出解析の手法及びパラメータは、土砂・洪水氾濫後、火山噴火に伴う火山灰堆積後、深層崩壊

発生後、天然ダム形成後等で蓋然性の高い規模の降雨、流量の観測結果に関して再現性が確認され

たものを用いることを標準とする。 

 

44．．22．．22 土土砂砂生生産産にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

中期の生産土砂量の調査は、中期土砂流出対策計画で対象とする計画生産土砂量を設定する

ために実施し、計画基準点より上流での短期土砂流出現象、深層崩壊、火山噴火等で生産され

流域内に堆積した土砂、土砂流出活発期間中の新たな土砂生産現象により発生する土砂を対象

とする。新たな土砂生産現象としては、計画基準点より上流での短期土砂流出現象で崩壊した

斜面や深層崩壊が発生した斜面において、その後の降雨等による拡大及び再崩壊の発生、短期

土砂流出現象後の降雨等に伴う新規崩壊、渓床堆積土砂の再移動が考えられる。また、生産土

砂の粒径は流出土砂量算定、土砂移動形態、河床の侵食・堆積特性、砂防設備の基本諸元の設

定に必要な基礎資料を得るために実施する。 

 

（（１１）） 土土砂砂生生産産にに関関すするる調調査査のの基基本本  

＜標 準＞ 

土砂生産に関する調査は、計画基準点より上流での短期土砂流出現象、深層崩壊、火山噴火等で

生産され流域内に堆積した土砂、短期土砂流出現象で崩壊した斜面や深層崩壊が発生した斜面にお

いて、その後の降雨等による拡大及び再崩壊の発生、短期土砂流出現象後の降雨等による新規崩

壊、渓床堆積土砂の再移動に伴う土砂量及び生産土砂の粒径を調査することを標準とする。 

 

（（２２）） 生生産産土土砂砂量量調調査査  

＜標 準＞ 

生産土砂量は、計画基準点より上流での短期土砂流出現象、深層崩壊、火山噴火等で生産され流

域内に堆積した土砂、短期土砂流出現象で崩壊した斜面や深層崩壊が発生した斜面において、その

後の降雨等による拡大及び再崩壊の発生、短期土砂流出現象後の降雨等による新規崩壊、渓床堆積

土砂の再移動に伴う土砂量を対象とすることを標準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

経年的な土砂生産の状況を把握するための調査方法については、下記の資料が参考になる。 
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1) Imaizumi,F.，Sidle,R.C.:Linkage of sediment supply and transport processes in 

Miyagawa Dam，Geomorphology，Vol.112，F03012，2007. 

2) 厚井高志：長期ダム堆砂データを用いた山地森林流域における土砂生産・流出に関する

研究，東京大学学位論文，2009. 

 

（（３３）） 生生産産土土砂砂のの粒粒径径調調査査  

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．2（３）によるものとする。 

 

44．．22．．33 土土砂砂流流出出にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

中期の流出土砂量の調査は、計画基準点等における計画流出土砂量及びセディグラフを設定

するために実施し、土砂流出活発期間中に流出する土砂を対象とする。実績から設定する場合

と、数値計算で設定する場合が考えられる。 

 

（（１１）） 土土砂砂流流出出にに関関すするる調調査査のの基基本本  

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．3（１）によるものとする。 

 

（（２２）） 流流出出土土砂砂量量調調査査  

＜標 準＞ 

流出土砂量調査は、砂防堰堤や貯水池における堆砂量の調査、数値計算によって行うことを標準

とする。航空レーザ測量結果により推定する場合は、流域界から流出土砂量を算出する地点までの

測量結果を用いることを標準とする。 

 

＜推 奨＞ 

数値計算として 1 次元河床変動計算を用いる場合は、本章第 3 節 3．2．3（７）河床変動計

算を参考に、生じうる土砂移動現象を適切に想定してモデルを選択することが望ましい。 

 

＜例 示＞  

堆砂量データから流出土砂量を把握するにあたっては砂防堰堤、貯水池等の土砂の捕捉率を

考慮することで、浮遊砂、ウォッシュロードの流出量を推定することができる。 

数値計算としては 1 次元河床変動計算モデル、土砂流出予測モデルを使用することができ

る。また、河床変動計算等の検証のため、本章第 3 節 3．2．3（５）流砂観測の結果から分か

る掃流砂の発生タイミングを活用することができる。一方、平衡流砂量として流出しうる土砂

が十分に存在する場合は、水位・流速の観測結果、粒径分布の調査結果を用いて掃流力、限界

掃流力の大小関係から掃流砂のセディグラフを推定することができる。 

 

＜参考となる資料＞ 

経年的な土砂流出の状況を把握するための調査方法については、下記の資料が参考になる。 

1) 池谷浩：雲仙水無川における流出土砂量の推定方法，新砂防，Vol.47 No.5，pp.36–42. 

2) Imaizumi,F.，Sidle,R.C.:Linkage of sediment supply and transport processes in 

Miyagawa Dam，Geomorphology，Vol.112，F03012，2007. 
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3) 厚井高志：長期ダム堆砂データを用いた山地森林流域における土砂生産・流出に関する

研究，東京大学学位論文，2009. 

4) 寺本行芳，地頭薗隆，下川悦郎，安養寺信夫：雲仙水無川流域における流出土砂量の経

年変化，砂防学会誌，Vol.50 No.3，pp.35–39，1997. 

 

数値計算モデル及びその活用例としては、下記の資料が参考になる。 

5) 青木健太郎，藤田正治：大規模洪水時の河床変動を考慮した治水計画に向けた一考察，

土木学会論文集 B1（水工学），Vol.74 No.4，pp.I_949–I_954，2018. 

6) 江頭進治，松木敬：河道貯留土砂を対象とした流出土砂の予測法，水工学論文集，

Vol.44 pp.735–740，2000. 

7) 高橋保，井上素行，中川一，里深好文：山岳流域における土砂流出の予測，水工学論文

集，Vol.44，pp.717-722，2000. 

8) 冨田陽子，森俊勇，宮貴大，武藏由育，鈴木伴征，水山高久：流域管理システム（WMS）

のための土砂流出計算モデルと河床変動計算モデルの作成，砂防学会誌，Vol.66 No.5，

pp.3–12，2014． 

9) 山野井一輝，藤田正治：大規模な土砂生産及び洪水後の土砂管理に関する研究，土木学

会論文集 B1（水工学），Vol.71 No.4，pp.I_961–I_966，2015． 

10) 山野井一輝，村上秀香，藤田正治：土砂動態モデルで表現される山地渓流における土砂

流出の短・長期変動に関する研究，土木学会論文集 B1（水工学），Vol.74 No.4，

pp.I_943–I_948，2018. 

 

（（３３）） 河河床床材材料料及及びび流流出出・・堆堆積積土土砂砂のの粒粒径径調調査査  

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．3（４）によるものとする。 

 

（（４４）） 流流砂砂観観測測  

＜考え方＞ 

本章第 3 節 3.2.3（５）に示すほか、平常時の土砂流出状況を把握するために必要に応じて

実施するものである。 

 

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．3（５）によるものとする。 

 

44．．22．．44 中中期期土土砂砂流流出出実実態態把把握握にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

中期土砂流出実態把握に関する調査は、計画で想定していた中期土砂流出現象の土砂移動形

態、流出土砂量、流量を検証するために行うものである。また、将来的な中期土砂流出対策計

画の立案、対策施設の設計、事業効果評価手法の検討、警戒避難体制の検討等を実施するため

に行うものである。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 土砂災害発生後のデータ収集について，令和 3 年 11 月 16 日，国土交通省水管理・国土

保全局砂防部砂防計画調整官事務連絡. 
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（（１１）） 土土砂砂流流出出活活発発期期間間中中のの土土砂砂生生産産状状況況調調査査  

＜標 準＞ 

土砂流出活発期間中の土砂生産状況調査は、降雨量、計画基準等の上流域における既往崩壊地の

拡大及び再崩壊時の生産土砂量、新規崩壊時の生産土砂量等、生産土砂の粒径分布を把握するため

に調査することを標準とする。 

 

（（２２）） 土土砂砂流流出出活活発発期期間間中中のの土土砂砂流流出出・・堆堆積積状状況況調調査査  

＜標 準＞ 

土砂流出活発期間中の土砂流出状況・堆積状況調査は、現地調査や本章第 4 節 4.2.1～4.2.3 に示

す調査により、降雨量、計画基準等の上流域における河道・斜面上の堆積土砂量及び粒径分布、計

画基準点等における流出土砂量、ハイドログラフ、セディグラフ等を把握するために調査すること

を標準とする。 

 

（（３３）） 土土砂砂流流出出活活発発期期間間中中のの人人的的被被害害・・家家屋屋等等のの物物的的被被害害状状況況等等のの調調査査  

＜標 準＞ 

土砂流出活発期間中の人的被害・家屋等の物的被害状況等の調査は、本章第 3 節 3．3．4（３）

に準じて実施することを標準とする。 

 

 長長期期（（土土砂砂流流出出継継続続期期））土土砂砂流流出出対対策策ののたためめのの調調査査  

55．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

長期土砂流出対策のための調査は、長期間恒常的に生じる活発な土砂流出による河床上昇や

貯水池等を含む保全対象に被害を及ぼす現象に対する対策計画を立案するために実施するもの

である。調査方法は短期土砂流出対策、中期土砂流出対策に準ずるが、流域の土砂流出状況等

に応じて調査方法は適宜取捨選択することや、第 16 章総合的な土砂管理のための調査を参考

にすることが考えられる。 

  

＜標 準＞ 

長期土砂流出対策のための調査は、流出土砂量が短期土砂・流木流出を引き起こした降雨イベン

トの前に比べて定常的に流出土砂量が活発な状態が継続する期間（十年以上の期間）を標準とす

る。 

 

55．．22 長長期期土土砂砂流流出出対対策策ののたためめのの調調査査  

55．．22．．11 水水文文・・水水理理にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

水文・水理に関する調査は、対策計画立案を行う上で必要な長期土砂流出現象時のハイドロ

グラフを設定するために行うものである。 

 

（（１１）） 降降雨雨量量調調査査  

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．1（１）及び第 4 節 4．2．1（１）に準拠するものとする。 

 

（（２２）） 水水位位・・流流量量調調査査  
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＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．1（２）によるものとする。 

 

（（３３）） 流流出出解解析析  

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．1（３）及び第 4 節 4．2．1（３）に準拠するものとする。 

 

55．．22．．22 土土砂砂生生産産にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

長期の生産土砂量の調査は、長期土砂流出対策計画で対象とする計画生産土砂量を設定する

ために実施する。また、生産土砂の粒径は流出土砂量算定、土砂移動形態、河床の侵食・堆積

特性、砂防設備の基本諸元の設定に必要な基礎資料を得るために実施するものである。 

 

（（１１）） 土土砂砂生生産産にに関関すするる調調査査のの基基本本  

＜標 準＞ 

土砂生産に関する調査は、計画基準点より上流での恒常的な土砂生産現象により生産される土砂

量及び生産土砂の粒径を調査することを標準とする。 

 

（（２２）） 生生産産土土砂砂量量調調査査  

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．2（２）及び第 4 節 4．2．2（２）に準拠するものとする。 

 

（（３３）） 生生産産土土砂砂のの粒粒径径調調査査  

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．2（３）によるものとする。 

 

55．．22．．33 土土砂砂流流出出にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

長期の流出土砂量の調査は、計画基準点等における計画流出土砂量及びセディグラフを設定

するために実施する。 

 

（（１１）） 土土砂砂流流出出にに関関すするる調調査査のの基基本本  

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．3（１）によるものとする。 

 

（（２２）） 流流出出土土砂砂量量調調査査  

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．3（２）及び第 4 節 4．2．3（２）に準拠するものとする。 

 

（（３３）） 河河床床材材料料及及びび流流出出・・堆堆積積土土砂砂のの粒粒径径調調査査  

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．3（４）によるものとする。 
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（（４４）） 流流砂砂観観測測  

＜標 準＞ 

本章第 3 節 3．2．3（５）によるものとする。 

 

55．．22．．44 長長期期土土砂砂流流出出実実態態把把握握にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

長期土砂流出実態把握に関する調査は、将来的な長期土砂流出対策計画の立案、対策施設の

設計、事業効果評価手法の検討、警戒避難体制の検討等を実施するために行うものである。 

 

＜標 準＞ 

長期土砂流出実態把握に関する調査は、生産土砂量、流出土砂量及び流出特性（降雨量、水理量

と流出土砂量の関係）、河床変動量、河床材料の変化を把握するために調査することを標準とす

る。 

 

 

 火火山山砂砂防防ののたためめのの調調査査  

66．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

火山砂防のための調査は、火山活動に起因して発生する降灰後の土石流、火山泥流、及び必

要に応じて、溶岩流、火砕流等による土砂移動現象を対象として実施するものである。 

  

＜標 準＞ 

火山砂防のための調査は、平常時に実施する調査と、緊急時に実施する調査を行うことを標準と

する。なお、火山噴火に起因する土砂移動以外の降雨等に起因する土石流等は、本章第 2 節基礎的

な調査、第 3 節 3．3 土石流・流木対策のための調査によるものとする。 

災害後の調査は、第 10 章災害調査に即して実施することを標準とし、調査の細部については、本

節 6．3 緊急時に実施する調査等によるものとする。 

 

＜参考となる資料＞ 

火山砂防のための調査については、下記の資料が参考となる（以降、「第 6 節火山砂防のた

めの調査」において同じ。）。 

1) 火山砂防計画策定指針，令和 5 年 3 月，国土交通省水管理・国土保全局砂防部. 

2) 火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン，令和 5 年 3 月，国土交通省水管理・

国土保全局砂防部. 

 

66．．22 平平常常時時にに実実施施すするる調調査査  

66．．22．．11 ハハーードド対対策策にに関関すするる調調査査  

（（１１）） 対対象象ととすするる現現象象とと規規模模にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

ハード対策の対象とする現象と規模に関する調査は、対象とする火山において、対象とする

現象を決めるとともに、その対策の規模を設定するために行うものである。 
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＜標 準＞ 

ハード対策の対象とする現象と規模に関する調査は、以下の項目について実施することを標準と

する。 

 

・過去の噴火活動履歴や土砂移動実績 

・現在の火山活動状況、火山災害警戒地域の社会的特性 

・当該火山で発生する可能性が高い噴火による噴出量 

・火山の特性による流出土砂量 

 

＜参考となる資料＞ 

降灰斜面の侵食に起因した土石流の調査の詳細については、下記の資料が参考となる。 

1) 国土交通省砂防部監修：砂防関連事業災害対策の手引き，pp.243，（社）全国治水砂防

協会，2001. 

 

対象とする現象と規模に関する調査については、下記の資料が参考となる。 

2) 火山噴火に起因した土砂災害予想区域図作成の手引き（案），平成 25 年 3 月，国土交通

省河川局砂防部. 

 

（（２２）） 施施設設配配置置計計画画にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

施設配置計画に関する調査は、対象とする現象の規模に応じて合理的かつ効果的な施設配置

計画を検討することを目的として行うものである。 

  

＜標 準＞ 

施設配置計画に関する調査は、本節 6．2．1（１）対象とする現象と規模に関する調査で設定す

る土砂量等を踏まえ、施設適地のほか、避難場所や避難経路、要配慮者利用施設等の優先的に保全

する施設を抽出することを標準とする。 

また、降灰後土石流対策施設及び火山泥流対策施設において、その効果を数値シミュレーション

により評価するための調査を行うことを標準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

施設配置計画に関する調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 水山高久，下田義文：火山泥流対策砂防計画における対策工選定のためのフローチャー

ト，新砂防，Vol44 No5，pp.11-18，1992. 

 

66．．22．．22 ソソフフトト対対策策にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

ソフト対策に関する調査は、対象とする火山において、対象とする現象と、それに応じた土

砂移動現象による人的被害の発生を防止・軽減するために行うものである。 

  

＜標 準＞ 

ソフト対策に関する調査は、本節 6．2．1 ハード対策に関する調査で行う項目に加え、以下の項

目について調査することを標準とする。 

１）実績調査 
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２）火山の特徴、現象の種類と頻度、規模に関する調査 

３）実績のある、あるいは発生が十分想定される現象の抽出 

４）数値シミュレーションの項目と範囲の設定 

５）現象毎の数値シミュレーション条件の設定 

６）数値シミュレーションの実施と結果のとりまとめ 

７）現象毎の土砂災害予想区域図の作成 

８）土砂災害予想区域図の総合化 

 

＜例 示＞  

土砂災害予想区域図の作成にあたって、降灰区域等の推定、降雨の想定手法を、以下に例示

する。 

１）流域ごとの山腹斜面における降灰区域等の推定 

ハード対策の対象とする現象と規模の噴火が発生した際の降灰区域、土石流発生場（ガリ

一、表層崩壊等の発生区域）、土石流流下場（渓床堆積土砂の侵食区間を含む）、土石流堆積

場、保全対象を想定し、これらを示した詳細平面図を地理情報システムに対応するデジタルデ

ータにより作成する。 

 

２）土石流発生までの降雨の想定 

火山周辺の観測所ごとに、連続雨量、最大 24 時間雨量、最大時間雨量、上記連続雨量以前

1 週間の連続総雨量（前期降雨）を整理する。対象とする流域が広範囲であり、降雨量の分布

を考慮する必要がある場合、解析雨量も整理する。 

 

＜参考となる資料＞ 

「火山噴火に起因した土砂災害予想区域図の作成に関する調査」、「山腹斜面での降灰範囲

の推定に関する調査」については、それぞれ下記の資料が参考となる。 

1) 火山噴火に起因した土砂災害予想区域図作成の手引き（案），平成 25 年 3 月，国土交通

省河川局砂防部. 

2) 水野正樹，堤宏徳，岡崎敏，柴山卓史，平田育士，本田健，杉本惇，林真一郎:降灰厚と

複数時期 SAR 画像間のコヒーレンス低下の関係に基づく降灰範囲抽出手法と適用性 砂

防学会誌，Vol.72 No.6，2020. 

 

66．．22．．33 緊緊急急ハハーードド対対策策にに関関すするる平平常常時時のの調調査査  

＜考え方＞ 

緊急ハード対策に関する平常時の調査は、緊急時のハード対策を迅速かつ効率的に実施する

ために、平常時から準備しておくべき事項を定めるために行うものである。 

  

＜標 準＞ 

緊急ハード対策に関する平常時の調査は、本節 6．2．1 ハード対策に関する調査で行う項目に加

え、以下の項目のための調査を行うことを標準とする。ただし、調査内容及び手法の検討にあたっ

ては、調査を噴火等の緊急時に実施することに鑑み、作業員の安全性の確保を前提として、調査の

目的に見合った優先度、実施時期に留意すること。 

１）対策工の配置 

２）工種・工法・構造の検討 

３）施工のための仮設工等の検討 
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４）施工に要する時間の検討 

５）施工優先度の検討 

６）対策の効果の確認 

 

66．．22．．44 緊緊急急ソソフフトト対対策策にに関関すするる平平常常時時のの調調査査  

＜考え方＞ 

緊急ソフト対策に関する平常時の調査は、緊急時のソフト対策を迅速かつ効率的に実施する

ために、平常時から準備しておくべき事項を定めるために行うものである。 

  

＜標 準＞ 

緊急ソフト対策に関する平常時の調査は、本節 6．2．2 ソフト対策に関する調査で行う項目に加

え、以下の項目について調査を行うことを標準とする。ただし、調査内容及び手法の検討にあたっ

ては、調査の目的に見合った優先度、実施時期、また作業員の安全性の確保に留意すること。 

１）緊急時に実施する調査内容の検討 

２）監視機器の緊急的な整備 

３）工事、調査等作業のための安全管理 

４）リアルタイムハザードマップの作製 

５）情報通信設備の緊急的な整備 

 

＜例 示＞  

緊急時に実施する調査内容の検討にあたって、降灰範囲及び降灰厚の推定、堆積した火山灰

の採取手法を、以下に例示する。 

１）山腹斜面での降灰範囲及び降灰深の推定 

降灰範囲を迅速に把握するため、航空機等から把握した事例が多い。具体的には、航空写真

から作成したオルソ画像により降灰の範囲を推定した事例がある他、ヘリコプターからの目視

結果を図上に整理して把握した事例がある。また、降灰範囲が広域にわたる場合には、人工衛

星から取得した合成開口レーダのデータを解析することで降灰の範囲を推定する方法も考えら

れる。噴火警戒レベルの引き上げにより山麓への立ち入りが困難となる場合が多いため、降灰

深は、ヘリコプターからの目視、写真・動画からの判読、その他によって複数計測する。既設

の CCTV で確認可能な範囲に設置した標尺等から降灰深を計測する手法も考えられる。 

 

２）道路等に堆積した火山灰の採取 

火山灰の浸透能等の特性を把握するため、立ち入り許可区域において、道路や家屋等に堆積

した火山灰を採取し、採取日時、場所の情報を記録する。 

 

＜参考となる資料＞ 

山腹斜面での降灰範囲の推定に関する調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 水野正樹，堤宏徳，岡崎敏，柴山卓史，平田育士，本田健，杉本惇，林真一郎:降灰厚と

複数時期 SAR 画像間のコヒーレンス低下の関係に基づく降灰範囲抽出手法と適用性 砂

防学会誌，Vol.72 No.6，2020. 

 

66．．33 緊緊急急時時にに実実施施すするる調調査査  

66．．33．．11 火火山山噴噴火火時時等等緊緊急急時時のの対対策策にに関関すするる調調査査  

（（１１）） 緊緊急急時時のの初初動動対対応応にに関関すするる調調査査  
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＜考え方＞ 

緊急時の初動対応に関する調査は、火山噴火時にその状況を把握し、緊急的に対応すべき現

象を特定し、緊急ハード対策、緊急ソフト対策の調査を実施するか否かを判断するために行う

ものである。 

  

＜標 準＞ 

緊急時の初動対応に関する調査は、噴火活動の状況を踏まえ、作業員の安全性が確保される範

囲、手法において、以下の項目について行うことを標準とする。 

 

１）火山灰等が１ｃｍ以上の厚さで堆積している範囲が占める割合 

２）山間部における河川のうちその勾配が 10 度以上である部分の最も下流の地点より、下流の部

分に隣接する土地の区域に存する居室を有する建築物の数 

 

また、上記調査の結果、土砂災害防止法に基づく緊急調査の着手を決定した場合、作業員の安全

性が確保される範囲、手法において、以下の項目について行うことを標準とする。 

 

１）火山灰等の堆積状況 

２）上流域の顕著な地形変化 

３）下流の顕著な地形変化等 

 

＜参考となる資料＞ 

緊急時の初動対応に関する調査の詳細については、下記の資料が参考となる。 

1) 土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き（噴火による降灰等の堆積後の降水を発

生原因とする土石流対策編），平成 23 年，国土交通省河川局砂防部砂防計画課，国土技

術政策総合研究所危機管理技術研究センター，(独)土木研究所土砂管理研究グループ. 

（最新版）土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き（噴火による降灰等の堆積後の降

水を発生原因とする土石流対策編），平成 23 年（平成 28 年 3 月一部改訂），国土交通

省砂防部砂防計画課，国土技術政策総合研究所土砂災害研究部，(国研)土木研究所土砂

管理研究グループ. 

 

（（２２）） 緊緊急急ハハーードド対対策策にに関関すするる緊緊急急時時のの調調査査  

＜考え方＞ 

緊急ハード対策に関する緊急時の調査は、本節 6．3．1（１）緊急時の初動対応に関する調

査の結果、対応すべきと判断された現象について、その規模等を定め、的確な緊急ハード対策

の実施に資することを目的とするものである。 

  

＜標 準＞ 

緊急ハード対策に関する緊急時の調査は、噴火活動の状況から、作業員の安全性が確保される範

囲、手法において、本節 6．2．3 緊急ハード対策に関する平常時の調査のうち緊急減災対策の実施

のために緊急的に実施すべき項目を行うことを標準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

緊急ハード対策に関する緊急時の調査の詳細については、下記の資料が参考となる。 
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1) 火山噴火に起因した土砂災害予想区域図作成の手引き（案），平成 25 年 3 月，国土交通

省河川局砂防部. 

 

（（３３）） 緊緊急急ソソフフトト対対策策にに関関すするる緊緊急急時時のの調調査査  

＜考え方＞ 

緊急ソフト対策に関する緊急時の調査は、本節 6．3．1（１）緊急時の初動対応に関する調

査の結果、対応すべきと判断された現象について、その規模等を定め、的確な緊急ソフト対策

の実施に資することを目的とするものである。 

  

＜必 須＞ 

緊急時の初動対応に関する調査の結果、土砂災害防止法に基づく緊急調査に着手しなければなら

ない状況であることを確認した場合は、土砂災害防止法に基づく緊急調査を実施することを必須と

する。 

  

＜標 準＞ 

緊急ソフト対策に関する緊急時の調査は、噴火活動の状況から、作業員の安全性が確保される範

囲、手法において、本節 6．2．4 緊急ソフト対策に関する平常時の調査のうち緊急減災対策の実施

のために緊急的に実施すべき項目を行うことを標準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

緊急ソフト対策に関する緊急時の調査の詳細については、下記の資料が参考となる。 

1) 土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き（噴火による降灰等の堆積後の降水を発

生原因とする土石流対策編），平成 23 年（平成 28 年 3 月一部改訂），国土交通省砂防

部砂防計画課，国土技術政策総合研究所土砂災害研究部，(国研)土木研究所土砂管理研

究グループ. 

2) 火山噴火に起因した土砂災害予想区域図作成の手引き（案），平成 25 年 3 月，国土交通

省河川局砂防部. 

 

 深深層層崩崩壊壊・・天天然然ダダムム等等異異常常土土砂砂災災害害対対策策ののたためめのの調調査査  

77．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害対策のための調査は、降雨や地震及び融雪等により発生

した深層崩壊に起因する土石流、及び河道が閉塞して形成された天然ダムによって引き起こさ

れる天然ダム上流域の保全対象の浸水や天然ダムの決壊による大規模な土石流、土砂・洪水氾

濫等を対象として実施するものである。 

なお、本節における「天然ダム」とは、深層崩壊等に伴う大量の土砂移動で生じた河道閉塞

により湛水する現象を指す。 

  

＜標 準＞ 

深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害対策のための調査は、深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害が

予測できる場合に事前に行うハード対策及びソフト対策のための調査と、天然ダム形成後の調査、

深層崩壊・天然ダム決壊による土石流等の災害後の調査を行うことを標準とする。 
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災害調査は、第 10 章災害調査に即して実施することを標準とし、調査の細部については、本章第

7 節 7．5 天然ダム形成後の緊急対策に関する調査及び 7．6 深層崩壊・天然ダム決壊による土石流

等の災害後の調査等によるものとする。 

 

77．．22 深深層層崩崩壊壊・・天天然然ダダムム等等異異常常土土砂砂災災害害対対策策のの基基本本方方針針策策定定ののたためめのの調調査査  

77．．22．．11 蓋蓋然然性性のの高高いい深深層層崩崩壊壊現現象象のの検検討討ののたためめのの調調査査  

（（１１）） 基基本本的的なな考考ええ方方  

＜考え方＞ 

深層崩壊が発生した場合に生じる現象・被害を想定するにあたり、将来の深層崩壊発生箇

所、規模等を予測する十分な手法がないため、過去に発生した深層崩壊と同規模の深層崩壊が

同程度の頻度で今後も発生すると想定するものである。ただし、既往実績によらず、詳細な調

査・斜面の危険度評価に基づき、深層崩壊のおそれのある斜面の位置・規模等を想定すること

が可能な場合、これを用いることが望ましい。 

蓋然性の高い深層崩壊現象の抽出は、調査結果を踏まえ当該地域で発生する可能性がある深

層崩壊の特徴を分析し、深層崩壊検討分割領域ごとの今後想定される深層崩壊現象を設定する

ために行うものである。 

なお、「蓋然性の高い深層崩壊現象」とは、図 17-7-1 に示す①、②の両方を包含するもの

で、ハード対策は、基本的には、①を対象とし、施設の配置、規模を決定する。一方、ソフト

対策は、①のみならず②を含む全ての深層崩壊に起因する土砂災害を対象とすることを基本と

する。 

 
図 17-7-1 各現象の関係 

 

  

＜標 準＞ 

蓋然性の高い深層崩壊現象の検討は、対象地域で今後、発生する可能性のある深層崩壊現象を把

握するために実施することを標準とする。 

蓋然性の高い深層崩壊現象の検討は、過去に発生した深層崩壊の発生実績をもとに 

 

１）深層崩壊規模と形状 

２）土石等の流下形態 

【第17章第７節　深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害対策のための調査　令和５年５月版】

605



河川砂防技術基準 調査編 技術資料 

 

調査編 第 17 章‐45 

３）深層崩壊発生箇所の地形・地質的特徴 

４）深層崩壊発生頻度（発生時期） 

５）災害概要 

 

に着目して分析することによって、今後発生するおそれのある蓋然性の高い深層崩壊現象を抽出

する。蓋然性の高い深層崩壊現象の検討は、対象地域内の深層崩壊検討分割領域ごとに行う。な

お、蓋然性の高い深層崩壊現象とは過去に発生した深層崩壊の発生実績を踏まえ、今後発生する可

能性の高い深層崩壊現象のことをいう。 

蓋然性の高い深層崩壊現象の抽出にあたっては、①生じる可能性が高い現象・被害、②生じる可

能性が考えられる現象・被害のそれぞれについて、深層崩壊検討分割領域ごとに把握する。具体的

には、①は当該地域において、過去概ね 100 年以内に発生した災害と同等規模程度を想定し、②は

当該地域及びその周辺において発生した既往最大規模を想定する。文献等の情報に基づき、②の想

定を行う場合、過去概ね 1000 年オーダーの期間に発生した現象と同等規模程度の現象を対象とする

こととし、地質年代（数万年オーダー及びそれ以上以前）等で起きた現象までは対象としない。 

 

＜参考となる資料＞ 

蓋然性の高い深層崩壊現象の検討のための調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

2) 蒲原潤一，内田太郎：深層崩壊対策技術に関する基本的事項，国土技術政策総合研究所

資料，第 807 号，2014. 

 

（（２２）） 深深層層崩崩壊壊規規模模・・形形状状のの調調査査  

＜考え方＞ 

深層崩壊跡地に関する過去の調査結果を活用する場合には、空中写真判読した結果を検証す

ることが望ましい。また、深層崩壊跡地の判読にあたっては、滑落崖や小崖地形等の微地形要

素の分布状況や崩壊土砂の流下・堆積痕跡も勘案する。 

  

＜標 準＞ 

深層崩壊規模・形状の調査は、深層崩壊検討分割領域ごとに、過去の深層崩壊を対象に以下の手

法によって行うことを標準とする。 

 

・深層崩壊跡地に関する過去の調査結果を用いた調査 

・深層崩壊跡地の空中写真やＬＰ等での判読、地形図判読 

・文献（都道府県や市町村の災害史、気象庁の気象災害報告等）による調査 

 

＜参考となる資料＞ 

深層崩壊規模・形状の調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

2) 土木研究所土砂管理研究グループ火山・土石流チーム：深層崩壊の発生する恐れのある

斜面抽出技術手法及びリスク評価手法に関する研究，土木研究所資料，第 4333 号，

2016. 
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（（３３）） 深深層層崩崩壊壊にに起起因因すするる土土石石等等のの流流下下形形態態のの調調査査  

＜考え方＞ 

深層崩壊に起因する土石等の流下形態は深層崩壊規模によって異なることが明らかにされて

きた。また、深層崩壊に起因する土石等の流下形態は発生・流下場所の地形の影響も受ける。

そこで、1 つの深層崩壊検討分割領域であっても、崩壊規模や地形条件によって分類した上

で、蓋然性の高い深層崩壊に起因する土石等の流下形態の整理を行うことは有効である。 

  

＜標 準＞ 

深層崩壊に起因する土石等の流下形態の調査は、過去の深層崩壊を対象に、以下の分類ごとの発

生数について整理し、蓋然性の高い深層崩壊に起因する土石等の流下形態を把握することを標準と

する。以下の分類以外にも、また、増水した河川等に崩壊土砂が流入した場合は、対岸や上下流等

においても被害が生じる場合があることにも留意する。 

 

１）天然ダムタイプ 

２）土石流タイプ 

３）崩土の直撃タイプ 

 

土石等の流下形態の分類は、深層崩壊検討分割領域ごとに行うことを標準とする。また、土石等

の流下形態の分類は、以下の手法によって行うことを標準とする。 

 

・深層崩壊跡地に関する過去の調査結果を用いた調査 

・深層崩壊跡地周辺の空中写真やＬＰ等での判読、地形図判読 

・文献（都道府県や市町村の災害史、気象庁の気象災害報告等）による調査 

 

＜参考となる資料＞ 

深層崩壊に起因する土石等の流下形態の調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

2) 西口幸希，内田太郎，田中健貴，蒲原潤一，奥山遼佑，日名純也，松原智生，桜井亘：

深層崩壊の発生に伴う土砂移動現象と被害発生位置の実態，砂防学会誌，Vol.68 No.6，

pp.31-41，2016. 

3) 内田太郎，岡本敦：崩壊土砂の流動化量に関する一考察，土木技術資料，Vol.55 No.7，

pp.32-35，2013. 

4) Kharismalatri1,H.S.，Ishikawa,Y.,Gomi,T.，Shiraki,K.,Wakahara,T.：Collapsed 

material movement of deep-seated landslides caused by Typhoon Talas 2011 on the 

Kii Peninsula，Japan，International Journal of Erosion Control Engineering，

2017. 

 

（（４４）） 深深層層崩崩壊壊発発生生箇箇所所のの地地形形・・地地質質的的特特徴徴のの調調査査  

＜考え方＞ 

深層崩壊発生箇所の地形・地質的特徴は、1 つの深層崩壊検討分割領域であっても、発生箇

所の地形・地質的特徴は 1 つに決まらず、複数の特徴を有する箇所で発生している可能性があ

る。そこで、1 つの深層崩壊検討分割領域であっても、領域を地質・地形条件によって細分類

した上で、蓋然性の高い深層崩壊に起因する地形・地質的特徴の整理を行うことは有効であ

る。 
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＜標 準＞ 

深層崩壊発生箇所の地形・地質的特徴の調査は、深層崩壊検討分割領域ごとに、過去の深層崩壊

を対象に以下の手法によって行うことを標準とする。 

 

・深層崩壊跡地に関する過去の調査結果を用いた調査 

・地形図、地質図による調査 

 

＜参考となる資料＞ 

深層崩壊発生箇所の地形・地質的特徴の調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

2) 田中健貴，吉村元吾，菅原寛明，船越和也，染谷哲久，岡野和行：高精度地形データを

用いた深層崩壊斜面の地形的特徴に関する研究，砂防学会誌，Vol.71 No.5，pp.3-10，

2019. 

 

（（５５）） 深深層層崩崩壊壊のの発発生生頻頻度度のの調調査査  

＜考え方＞ 

過去概ね 100 年程度の発生頻度を推定することを主たる対象とし、それより長期間の発生頻

度については、発生時期の推定が可能であった場合に限って推定することとする。また、発生

頻度が低いと考えられる誘因により発生した深層崩壊が対象期間に含まれる場合は、推定した

発生頻度は将来の発生頻度とは必ずしも一致しないと考えられる。そこで、発生頻度の検討に

あたっては、降雨等による深層崩壊と地震等による深層崩壊とに分類して検討する。なお、当

該地域の地震の発生状況については、地震調査研究推進本部事務局のホームページにて、各県

ごとに過去に被害を及ぼした地震の発生年、規模、主な被害状況や、主要な断層帯の平均活動

間隔等が整理されているほか、気象庁震度データベース検索ホームページにて、最大震度等を

検索することができるため、これらを参考にすることができる。 

  

＜標 準＞ 

深層崩壊発生頻度の検討は、深層崩壊検討分割領域ごとに、深層崩壊発生時期の情報を元に、以

下の手法によって行うことを標準とする。 

 

・深層崩壊発生実績に基づく方法 

過去の当該領域の深層崩壊発生実績を踏まえ、過去の当該領域の深層崩壊の発生頻度を把握す

る方法。 

・降雨特性に基づく方法 

深層崩壊発生時の降雨の特性を把握し、当該特性の降雨の発生確率から当該領域の深層崩壊の

発生頻度を類推する方法。 

 

＜参考となる資料＞ 

深層崩壊の発生頻度の調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

2) 地震調査研究推進本部事務局：地震本部，http://www.jishin.go.jp/，参照 2017-3-24. 
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3) 気象庁：震度データベース検索，

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php，参照 2017-3-24. 

4) 内田太郎，泉山寛明，林真一郎，丹羽論，井戸清雄，佐藤敏明，若林栄一，蒲原潤一：

深層崩壊の発生確率評価手法に関する検討，砂防学会誌，Vol.67 No.3，pp.3-13，2014. 

5) 内田太郎，岡本敦：深層崩壊を引き起こした降雨の特徴，土木技術資料，Vol.54 

No.11，pp.32-35，2012. 

 

（（６６）） 過過去去にに発発生生ししたた深深層層崩崩壊壊をを伴伴うう災災害害概概要要のの調調査査  

＜考え方＞ 

過去に発生した深層崩壊を伴う災害概要の調査は、検討対象地域で発生した代表的な過去の

深層崩壊及びその他関連する事象の発生状況を把握するために行うものである。 

  

＜標 準＞ 

過去に発生した深層崩壊を伴う災害概要の調査は、過去の代表的な災害について、以下の手法に

よって行うことを標準とする。 

 

・深層崩壊跡地に関する過去の調査結果を用いた調査結果 

・文献（都道府県や市町村の災害史、気象庁の気象災害報告等）による調査 

・聞き取りによる調査 

 

＜参考となる資料＞ 

過去に発生した深層崩壊を伴う災害概要の調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

 

（（７７）） 蓋蓋然然性性のの高高いい深深層層崩崩壊壊現現象象のの抽抽出出  

＜考え方＞ 

蓋然性の高い深層崩壊現象の抽出は、調査結果を踏まえ当該地域で発生する可能性がある深

層崩壊の特徴を分析し、深層崩壊検討分割領域ごとの今後想定される深層崩壊現象を設定する

ために行うものである。 

  

＜標 準＞ 

蓋然性の高い深層崩壊現象の抽出は、深層崩壊検討分割領域ごとに、以下の調査結果に基づいて

行うことを標準とする。 

 

・過去に発生した深層崩壊規模・形状の調査 

・過去に発生した深層崩壊に起因する土石等の流下形態の調査 

・過去に発生した深層崩壊発生箇所の地形・地質的特徴の調査 

・過去に発生した深層崩壊の発生頻度の調査 

・過去に発生した深層崩壊を伴う災害概要の調査 

 

蓋然性の高い深層崩壊現象の抽出にあたっては、①生じる可能性が高い現象・被害、②生じる可

能性が考えられる現象・被害のそれぞれについて、深層崩壊検討分割領域ごとに把握する。具体的

には、①は当該地域において、過去概ね 100 年以内に発生した災害と同等規模程度を想定し、②は

【第17章第７節　深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害対策のための調査　令和５年５月版】

609



河川砂防技術基準 調査編 技術資料 

 

調査編 第 17 章‐49 

当該地域及びその周辺において発生した既往最大規模を想定する。文献等の情報に基づき、②の想

定を行う場合、過去概ね 1000 年オーダーの期間に発生した現象と同等規模程度の現象を対象とする

こととし、地質年代（数万年オーダー及びそれ以上以前）等で起きた現象までは対象としない。 

 

＜参考となる資料＞ 

蓋然性の高い深層崩壊現象の抽出については、下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

2) 蒲原潤一，内田太郎：深層崩壊対策技術に関する基本的事項，国土技術政策総合研究所

資料，第 807 号，2014. 

 

77．．22．．22 深深層層崩崩壊壊・・天天然然ダダムム等等異異常常土土砂砂災災害害被被害害想想定定実実施施箇箇所所のの絞絞りり込込みみののたためめのの調調査査  

（（１１）） 基基本本的的なな考考ええ方方  

＜考え方＞ 

深層崩壊に起因する土砂現象は数値計算により、ある程度想定できることが示されてきたこ

とから、数値計算により深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害の想定を実施するものであ

る。しかし、蓋然性の高い深層崩壊現象のすべてを対象に数値計算を行うことは、非常に数多

くのケースを対象に計算を実施する必要が生じうる。数多くのケースの数値計算の実施には相

当程度時間・労力が必要となる場合がある。そこで、本項では、蓋然性の高い深層崩壊現象の

うち、大規模土砂災害被害の想定を行うケースの絞り込み、優先順位の検討を行う際の留意点

を示す。 

  

＜標 準＞ 

大規模土砂災害被害の想定を行うケースの絞り込みは，以下の点を考慮し，実施することを標準

とする。 

 

・蓋然性の観点からの想定する現象の発生場所・規模の絞り込み 

・被害発生の可能性の観点からの想定する発生場所の絞り込み 

・地形条件の観点からの想定する現象の絞り込み 

 

＜参考となる資料＞ 

深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害被害想定実施箇所の絞り込みのための調査については、

下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

 

（（２２）） 蓋蓋然然性性のの観観点点かかららのの想想定定すするる現現象象のの発発生生場場所所・・規規模模のの絞絞りり込込みみ  

＜考え方＞ 

蓋然性の高い深層崩壊現象の検討に基づき想定する深層崩壊の発生場所の絞り込みにおいて

は、深層崩壊発生場所の地形・地質的特徴の合致する範囲を蓋然性の高い深層崩壊発生のおそ

れのある範囲として想定するものである。 

また、深層崩壊は過去の深層崩壊の跡地周辺で発生しやすいことが確認されてきた。そこ

で、過去の深層崩壊跡地周辺も蓋然性の高い深層崩壊発生のおそれのある範囲として想定する

ものである。 
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蓋然性の高い深層崩壊現象の検討に基づき想定する深層崩壊規模の絞り込みにおいては、標

準的な規模と想定される最大規模を用いる。ただし、過去概ね 100 年以内に発生した最大規模

が、標準的な規模と想定される最大規模と大きく異なる場合は、過去概ね 100 年以内に発生し

た最大規模についても検討する（図 17-7-2）。 

 

図 17-7-2 過去概ね 100 年以内に発生した最大規模と標準的な規模と想定される最大規模

の関係に関するイメージ 

  

＜標 準＞ 

蓋然性の高い深層崩壊現象の検討に基づき想定する深層崩壊の発生場所の絞り込みは、以下の手

法の組合せによって行うことを標準とする。 

 

・蓋然性の高い深層崩壊現象の検討に基づく設定 

・深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップによる設定 

・深層崩壊跡地の分布状況に基づく設定 

・詳細な現地調査に基づく設定 

 

ただし、詳細な現地調査については、精度の確認、汎用性の検証等、更なる検証を必要とする部

分がある場合があるため適宜活用することとする。 

 

蓋然性の高い深層崩壊現象の検討に基づき想定する深層崩壊規模の絞り込みにおいては、深層崩

壊に起因する被害想定を行うため、深層崩壊の土砂量を設定する。深層崩壊の規模の設定は、以下

の手法によって標準的な規模と想定される最大規模の 2 ケースについて設定を行うことを標準とす

る。 

 

・蓋然性の高い深層崩壊現象の検討に基づき設定 

・詳細な現地調査等に基づく設定 

 

崩
壊

規
模

過去100年

過去1000年オーダー

最大規模

標準規模

崩
壊

規
模

最大規模

標準規模

発生時期

崩
壊

規
模

最大規模

標準規模

過去概ね100年
の最大規模
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＜例 示＞  

深層崩壊のおそれのある範囲の設定に関する詳細な現地調査として、以下の例がある。 

・空中写真・レーザプロファイラ等による小規模な斜面変形に関する調査 

・ボーリング調査、空中電磁探査等による地盤構造調査 

・水質水文調査による地下水理構造、地下水流動に関する調査 

・上記を組み合わせた手法 

 

＜参考となる資料＞ 

蓋然性の観点からの想定する現象の発生場所・規模の絞り込みについては、下記の資料が参

考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

2) 木下篤彦,柴田俊,山越隆雄,中谷洋明,加藤智久,河戸克志,奥村稔,三田村宗樹,松井保：

2011 年に深層崩壊が発生した奈良県十津川村栗平地区における比抵抗探査を用いた断層

沿いの地下水流入過程の検討，日本地すべり学会誌，Vol.58 No.1，pp.40-47，2021. 

 

（（３３）） 被被害害発発生生のの可可能能性性のの観観点点かかららのの想想定定すするる深深層層崩崩壊壊のの発発生生場場所所のの絞絞りり込込みみ  

＜考え方＞ 

蓋然性が高いと考えられる規模の深層崩壊が発生した場合であっても、下流の保全対象まで

の距離が十分に長い等、深層崩壊による被害が発生するおそれが低い箇所・区間が存在する。

このため、被害が発生するおそれが低い箇所・区間については、大規模土砂災害被害想定にお

いて深層崩壊の発生を想定すべき箇所・区間から除外する。 

  

＜標 準＞ 

被害発生の可能性の観点から想定する深層崩壊の発生場所の絞り込みは、以下の手法により実施

することを標準とする。 

 

・深層崩壊規模、深層崩壊に起因する土石の流下形態、深層崩壊地から集落までの距離の関係の

分析 

 

＜参考となる資料＞ 

被害発生の可能性の観点からの想定する深層崩壊の発生場所の絞り込みについては、下記の

資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

 

（（４４）） 地地形形条条件件のの観観点点かかららのの想想定定すするる現現象象のの規規模模のの絞絞りり込込みみ  

①  深層崩壊規模の絞り込み 

＜考え方＞ 

斜面の高さより大きい崩壊高さの斜面崩壊は発生しないことから、各箇所で想定する深層崩

壊の最大規模は各箇所の斜面の比高に基づき、上限を設定するものである。 

 

【第17章第７節　深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害対策のための調査　令和５年５月版】

612



河川砂防技術基準 調査編 技術資料 

 

調査編 第 17 章‐52 

＜標 準＞ 

地形条件の観点から想定する崩壊規模の絞り込みは、以下の手法により実施することを標準とす

る。 

 

・斜面の比高に基づく崩壊規模の絞り込み 

 

＜参考となる資料＞ 

深層崩壊規模の絞り込みについては、下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

 

②  天然ダムタイプの絞り込み 

＜考え方＞ 

斜面で発生した深層崩壊に起因する土砂が直下の渓流で天然ダムを形成するか否かについて

は河床勾配など地形条件等の影響を受ける。そのため、蓋然性が高いと考えられる規模の深層

崩壊が発生した場合であっても、地形条件から見て天然ダムの形成のおそれが低い箇所・区間

が抽出できる。このような箇所については、大規模土砂災害被害想定において天然ダムの形成

を想定すべき箇所・区間から除外する。また、当該区間に隣接する斜面の比高より高い天然ダ

ムは想定されないため、斜面の比高を上限とし、想定される箇所・区間ごとの最大の天然ダム

の高さを設定する。 

天然ダムは継続時間の観点から、「短時間決壊型の天然ダム」、「長期間継続型の天然ダ

ム」に大別される。このうち、「長期間継続型の天然ダム」は形成後、一定の対策が実施でき

る可能性が考えられる。そこで、大規模土砂災害被害想定においては、「短時間決壊型の天然

ダム」による被害想定を優先的に実施すべきであると考えられる。そこで、「長期間継続型の

天然ダム」となることが考えられる箇所・区間を除外する。さらに、各区間において「短時間

決壊型の天然ダム」となると考えられる天然ダム湛水容量の上限値について把握し、大規模土

砂災害被害想定を実施することもケースの絞り込みにおいて有効である。 

 

＜標 準＞ 

地形条件の観点からの想定する天然ダム形成箇所・高さの絞り込みは、以下の手法により実施す

ることを標準とする。 

 

・河床勾配に基づく天然ダム形成箇所の絞り込み 

・斜面の比高に基づく天然ダムの高さの絞り込み 

 

地形条件の観点からの天然ダムの継続時間に基づく想定する天然ダム形成箇所・高さの絞り込み

は、以下の手法により実施することを標準とする。 

 

・流域面積と湛水容量の関係に基づく天然ダム形成箇所・高さの絞り込み 

 

＜参考となる資料＞ 

天然ダムタイプの絞り込みについては、下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 
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③  土石流の発生区間・規模の絞り込み 

＜考え方＞ 

斜面で発生した深層崩壊に起因する土砂が土石流化するか否かについては流入角度、河床勾

配など地形条件等に依存する。そのため、蓋然性が高いと考えられる規模の深層崩壊が発生し

た場合であっても、地形条件から見て土石流化のおそれが低い区間や土石流化する可能性の低

い土砂量が抽出できる。このような区間・規模については、大規模土砂災害被害想定において

深層崩壊に起因する土砂の土石流化を想定する区間・規模から除外する。 

 

＜標 準＞ 

地形条件の観点からの想定する土石流の発生区間・規模の絞り込みは、以下の手法により実施す

ることを標準とする。 

 

・河床勾配・流入角度等に基づく土石流の発生区間・規模の絞り込み 

 

＜参考となる資料＞ 

土石流の発生区間・規模の絞り込みについては、下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

 

77．．22．．33 深深層層崩崩壊壊・・天天然然ダダムム等等異異常常土土砂砂災災害害のの被被害害想想定定ののたためめのの調調査査  

（（１１）） 基基本本的的なな考考ええ方方  

＜考え方＞ 

深層崩壊に起因する大規模土砂災害の被害想定は、蓋然性の高い深層崩壊現象のうち、前項

で除外したケースを除き全ケースについて実施することが望ましい。しかし、全ケースを短時

間で実施することが難しい場合、保全対象の分布状況を踏まえて、領域を細分（図 17-7-3）

した上で、分割した単位ごとに想定すべき現象を網羅するように被害想定を実施することが有

効である。ただし、被害想定を実施するにあたっては被害の規模の大小や類似性を考慮し、効

率的に進めることが望ましい。また、被害想定は全ての細分した単位に対して行うことを基本

とするが、深層崩壊の頻度や過去の被害の有無、保全対象の重要性等を踏まえて、必要に応じ

て優先順位を設定する。1 つの斜面であっても、複数の深層崩壊に起因する土石等の流下形態

が生じるおそれがある場合は、それらすべてを蓋然性の高い深層崩壊に起因する土石等の流下

形態とすることが望ましい。 

 
集落A

集落B

集落C

蓋然性の高い深層崩壊発生
のおそれのある範囲

集落B上流域

集落C上流域
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図 17-7-3 領域分割のイメージ 

＜標 準＞ 

深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定は、蓋然性の高い深層崩壊現象に対して、深層崩壊

に起因する被害を想定するために行う。深層崩壊に起因する土砂移動現象は、数値計算により、あ

る程度想定できることが示されてきたことから、深層崩壊に起因する大規模土砂災害の被害想定は

数値計算により実施することを標準とする。 

一方、深層崩壊に起因する大規模土砂災害の被害を想定すべき条件が数多くある場合がある。そ

の場合、被害の規模の大小や類似性を考慮し、効率的に進めることが望ましい。 

深層崩壊に起因する土石等の流下形態の設定は、以下の手法によって行うことを標準とする。 

 

・蓋然性の高い深層崩壊現象による設定 

 

＜参考となる資料＞ 

深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定については、下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

 

（（２２）） 天天然然ダダムムタタイイププのの被被害害想想定定ののたためめのの調調査査  

＜考え方＞ 

天然ダムタイプの被害範囲の検討は、天然ダムに起因する湛水被害範囲と天然ダム決壊にと

もなう氾濫被害範囲を設定するために行うものである。 

 

＜標 準＞ 

天然ダムタイプの被害範囲の検討は、蓋然性の高い深層崩壊現象のうち、本節 7．2．2 及び 7．

2．3（１）で抽出した現象について検討することを標準とする。 

天然ダムの形成箇所・天然ダムの形状・天然ダム湛水池上流の流入ハイドログラフについては、

実績に基づき条件を設定することを標準とする。地形条件、土石の粒径等については、現地調査に

基づき条件を設定することを標準とする。なお、既往調査結果を用いて条件設定を行ってもよい。 

これら条件を用いて、数値シミュレーションにより被害範囲を算出することを標準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

天然ダムタイプの被害想定のための調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

 

（（３３）） 土土石石流流タタイイププのの被被害害想想定定ののたためめのの調調査査  

＜考え方＞ 

土石流タイプの被害範囲の検討は、深層崩壊が土石流化して流下した場合の氾濫被害範囲を

設定するために行うものである。 

 

＜標 準＞ 

土石流タイプの被害範囲の検討は、蓋然性の高い深層崩壊現象のうち、本節 7．2．2 及び 7．2．

3（１）で抽出した現象について検討することを標準とする。 
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地形条件、土石の粒径等については、現地調査に基づき条件を設定することを標準とする。な

お、既往調査結果を用いて条件設定を行ってもよい。 

これら条件を用いて、数値シミュレーションにより被害範囲を算出することを標準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

土石流タイプの被害想定のための調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

 

（（４４）） 崩崩土土のの直直撃撃タタイイププのの被被害害想想定定ののたためめのの調調査査  

＜考え方＞ 

崩土の直撃タイプの被害範囲の検討は、深層崩壊に起因する崩土の直撃による被害範囲を設

定するために行うものである。 

 

＜標 準＞ 

崩土の直撃タイプの被害範囲の検討は、蓋然性の高い深層崩壊現象のうち、本節 7．2．2 及び

7．2．3（１）で抽出した現象について検討することを標準とする。 

地形条件、土石の粒径等については、現地調査に基づき条件を設定することを標準とする。な

お、既往調査結果を用いて条件設定を行ってもよい。 

これら条件を用いて、以下の手法によって行うことを標準とする。 

 

・運動方程式に基づく方法 

・数値シミュレーションに基づく方法 

・過去の崩土の到達実績に基づく方法 

 

また、増水した河川等に崩壊土砂が流入した場合は、対岸や上下流等においても被害が生じる場

合があることにも留意する。 

 

＜参考となる資料＞ 

崩土の直撃タイプの被害想定のための調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

 

77．．33    深深層層崩崩壊壊・・天天然然ダダムム等等異異常常土土砂砂災災害害がが予予測測ででききるる場場合合にに事事前前にに行行ううハハーードド対対策策ののたた

めめのの調調査査  

＜考え方＞ 

施設配置計画に関する調査は、現地の地形条件、地域計画、景観、環境等を総合的に勘案し

て合理的かつ効果的なものとすることを目的として実施するものである。 

 

＜標 準＞ 

深層崩壊に起因する土砂災害に対するハード対策の計画の立案において、対策施設に求める機能

や外力の設定手法は、深層崩壊で生じた土石等の流下機構・形態に強く依存する。そのため、計画

対象とする現象を決定し、土石等の流下機構・形態に則した対策手法を用いることを標準とする。 
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＜参考となる資料＞ 

深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害対策施設配置計画のための調査については、下記の資料

が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

2) 蒲原潤一，内田太郎：深層崩壊対策技術に関する基本的事項，国土技術政策総合研究所

資料，第 807 号，2014. 

 

77．．44    深深層層崩崩壊壊・・天天然然ダダムム等等異異常常土土砂砂災災害害にに対対すするるソソフフトト対対策策ののたためめのの調調査査  

＜考え方＞ 

ソフト対策に関する調査は、蓋然性の高い深層崩壊現象に対して、深層崩壊に起因する人的

被害の発生を防止・軽減することを目的として事前に実施するものである。 

なお、深層崩壊発生後に長時間継続型の天然ダムの切迫性評価と被害の恐れのある区域の作

成のために緊急的に実施する調査については、本章第 8 節 8.3.2 によるものとする。 

 

＜標 準＞ 

深層崩壊発生の切迫性を評価する手法や、被害のおそれのある区域の予測手法は、深層崩壊で生

じた土石等の流下機構・形態によって異なる。そのため、対象とする現象を決定し、現象に則した

評価・予測手法を用いることを標準とする。 

 

＜例 示＞  

深層崩壊にも対応可能な警戒避難体制の構築を目指して、深層崩壊に対応した「土砂災害地

域防災マップ」作成の手順とポイントを解説した『土砂災害地域防災マップづくり ガイドラ

イン』を作成し、住民が主体的に「土砂災害地域防災マップ」を作成するとともに地域の特性

を活かした実践的な警戒避難のしくみ作りを話し合うよう支援した取組の事例がある。 

 

＜参考となる資料＞ 

深層崩壊・天然ダム等異常土砂災害に対するソフト対策のための調査については、下記の資

料が参考となる。 

1) 内田太郎，桜井亘，鈴木清敬，萬徳昌昭：深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定

手法，国土技術政策総合研究所資料，第 983 号，2017. 

2) 蒲原潤一，内田太郎：深層崩壊対策技術に関する基本的事項，国土技術政策総合研究所

資料，第 807 号，2014. 

3) 奈良県：土砂災害地域防災マップづくりガイドライン，

http://www3.pref.nara.jp/doshasaigai/data/GUID_guidline.pdf，p.18，参照 2017-3-

24，2015. 

 

77．．55    天天然然ダダムム形形成成後後のの緊緊急急対対策策にに関関すするる調調査査  

77．．55．．11    天天然然ダダムム形形成成前前かからら実実施施すするる緊緊急急対対策策にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

天然ダム形成前から実施する緊急対策に関する調査は、天然ダムの形成検知、天然ダム形成

後に実施する対策を速やかに行うために行うものである。 
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＜標 準＞ 

天然ダム形成前から実施する緊急対策に関する調査は、以下の手法のうち適切な手法により行う

ことを標準とする。 

 

・現地調査（流砂水文観測） 

・机上調査 

 

天然ダム形成前から実施する緊急対策に関する調査は、以下の項目について行うことを標準とす

る。 

 

１）流量及び濁度の変化による天然ダム形成の確認 

２）流出解析に必要な係数の特定 

 

77．．55．．22    天天然然ダダムムのの形形成成確確認認とと災災害害のの拡拡大大のの危危険険性性にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

天然ダムの形成確認と災害の拡大の危険性に関する調査は、大規模な降雨又は地震後に速や

かに、天然ダムの形成場所の特定や対策及び土砂災害防止法に基づく緊急調査の必要性等を評

価するために行うものである。 

  

＜標 準＞ 

天然ダムの形成確認と災害の拡大の危険性に関する調査は、以下の手法によって行うことを標準

とする。 

 

・雨量、流量、地盤振動等による大規模な土砂移動の統合監視 

・衛星画像による天然ダム発生箇所の推定 

・ヘリコプター等による目視 

 

天然ダムの形成確認と災害の拡大の危険性に関する調査は、以下の項目について行うことを標準

とする。 

 

１）天然ダムの形成位置 

２）天然ダムの概略形状 

３）天然ダム上流の湛水の有無 

４）天然ダムからの越流の有無 

５）上下流域の保全対象の有無 

６）天然ダム形成に伴う被災の有無 

 

１）～６）に基づき、災害の拡大の危険性について検討し、対策の必要性の評価を行うことを標

準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

天然ダムの形成確認と災害の拡大の危険性に関する調査の詳細については、下記の資料が参

考となる。 
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1) 土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き（噴火による降灰等の堆積後の降水を発

生原因とする土石流対策編），平成 23 年，国土交通省河川局砂防部砂防計画課，国土技

術政策総合研究所危機管理技術研究センター，(独)土木研究所土砂管理研究グループ. 

（最新版）土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き（噴火による降灰等の堆積後の降

水を発生原因とする土石流対策編），平成 23 年（平成 28 年 3 月一部改訂），国土交通

省砂防部砂防計画課，国土技術政策総合研究所土砂災害研究部，(国研)土木研究所土砂

管理研究グループ. 

2) 石塚忠範，山越隆雄，武澤永純：大規模土砂移動検知システムにおけるセンサー設置マ

ニュアル（案），土木研究所資料，第 4229 号，2012. 

3) 近畿地方整備局，大規模土砂災害対策技術センター，紀伊山系砂防事務所：紀伊山地に

おける大規模河道閉塞(天然ダム)対策の考え方（案）,2017. 

 

77．．55．．33    天天然然ダダムム形形成成後後にに実実施施すするるハハーードド対対策策にに関関すするる調調査査  

（（５５）） 天天然然ダダムム形形成成後後にに実実施施すするるハハーードド対対策策にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

天然ダム形成後に実施するハード対策に関する調査は、上流域の湛水・天然ダムの決壊に伴

い発生する土石流等に対するハード対策の方針、及び規模を設定するために行うものである。 

  

＜標 準＞ 

天然ダム形成後に実施するハード対策に関する調査は、以下の手法のうち適切な手法により行う

ことを標準とする。 

 

・資料調査 

・現地調査（ヘリコプター等による目視,湛水位等の観測,航空レーザ測量等による地形調査） 

 

天然ダム形成後に実施するハード対策に関する調査は、以下の項目について行うことを標準とす

る。 

 

１）天然ダムの形状 

２）天然ダムの構成材料（粒度分布等） 

３）天然ダム形成箇所周辺の地形 

４）天然ダム上流の湛水位・流入流量 

５）天然ダムからの流出流量 

６）天然ダムの侵食状況 

７）上下流域の保全対象の状況 

 

１）～７）に基づき、天然ダム形成後に実施するハード対策に関する調査は、河床変動計算等の

数値シミュレーション等を用いて、以下の項目について把握することを標準とする。 

 

・天然ダム堤体の侵食に対する安定性 

・天然ダム決壊に伴い発生する土石流等の規模 

 

（（６６）） 応応急急的的ななハハーードド対対策策にに関関すするる調調査査  
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＜考え方＞ 

応急的なハード対策に関する調査は、天然ダム形成後のハード対策を効果的かつ迅速に行う

ために行うものである。 

  

＜標 準＞ 

応急的なハード対策に関する調査は、応急的なハード対策の工種・工法や規模等を設定するため

に行う。応急的なハード対策に関する調査は、以下の手法のうち適切な手法により行うことを標準

とする。 

 

・現地調査（ヘリコプター等による目視、湛水位等の観測、航空レーザ測量等による地形調査、

監視カメラ等による監視等） 

・情報収集（道路状況,関連施設の状況等） 

 

応急的なハード対策に関する調査は、以下の項目について行うことを標準とする。 

 

１）天然ダム地点の雨量、天然ダムの流入流量・湛水位 

２）天然ダムからの流出流量 

３）天然ダム及びその周辺への資機材の運搬手段や運搬路 

４）施工機械及び資材の調達及び在庫状況 

５）天然ダム下流の既設の砂防設備の状況と諸元 

６）崩壊部及びその周辺の斜面の安定性 

 

本節 8．3．2（1）河道閉塞による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流による重大

な土砂災害が想定される区域に関する調査を踏まえた上で、１）～６）に基づき現場状況を把握

し、応急的なハード対策の工種・工法や規模等を設定する。 

 

77．．66    深深層層崩崩壊壊・・天天然然ダダムム決決壊壊にによよるる土土石石流流等等のの災災害害後後のの調調査査  

＜標 準＞ 

深層崩壊・天然ダム決壊による土石流等の災害後の調査は、詳細な土砂災害に関するデータの蓄

積を図り、警戒避難体制の検討等を実施するために行うことを標準とする。 

 

＜例 示＞  

深層崩壊による土石流等の災害後の調査は、以下の項目等について行う場合がある。なお、

深層崩壊等発生箇所の周辺では、斜面崩壊や地すべりの同時発生、湛水池への土石流流入で発

生した段波による洪水被害等、様々な現象が発生しうることに留意して調査することが望まし

い。また、流域内で河川の氾濫被害が生じている場合には、その状況を把握するとともに、深

層崩壊に伴う土砂の生産と氾濫被害発生との関係性にも着目して調査を行うことが望ましい。 

 

１）土石流発生場の概要 

２）土石流流下場の概要 

３）土石流堆積場の概要 

４）土石流発生場～流下場～堆積場の土砂収支 

５）深層崩壊発生場の概要 

６）保全対象の状況 
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また、天然ダム決壊による土石流等の災害後の調査は、以下の項目等について行う場合があ

る。 

 

１）天然ダムを形成させた斜面崩壊・地すべりの概要 

２）天然ダムの概要 

３）天然ダム決壊に至るまでの降雨の概要 

４）土石流流下場の概要 

５）土石流堆積場の概要 

６）土石流発生場～流下場～堆積場の土砂収支 

 

＜参考となる資料＞ 

深層崩壊・天然ダム決壊による土石流等の災害後の調査の詳細については、下記の資料が参

考となる。 

1) 国土交通省砂防部監修：砂防関連事業災害対策の手引き，pp.240-242，(社)全国治水砂

防協会，2001. 

2) 近畿地方整備局，大規模土砂災害対策技術センター，紀伊山系砂防事務所：紀伊山地に

おける大規模河道閉塞(天然ダム)対策の考え方（案）,2017. 

 

 

 土土砂砂災災害害にに対対すするるソソフフトト対対策策ののたためめのの調調査査  

88．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

土砂災害に対するソフト対策のための調査は、流域等において、発生が想定される土砂災害

による被害を防止・軽減するための対策を検討するための基礎資料を得るために行うものであ

る。 

 

＜標 準＞ 

土砂災害に対するソフト対策のための調査は、警戒避難体制の整備のための調査と、土砂災害防

止法に基づく緊急調査を行うことを標準とする。 

 

88．．22 警警戒戒避避難難体体制制のの整整備備ののたためめのの調調査査  

＜考え方＞ 

警戒避難体制の整備のための調査は、土砂災害の危険度が高まった時に、市町村長の避難指

示発令や住民の自主避難の判断に資する情報の発表を行うために実施するものである。 

 

＜標 準＞ 

警戒避難体制の整備のための調査は、以下に示す項目を標準とする。 

 

１）過去の主な土砂災害の発生状況（発生日時、地形、地質、降雨、前兆現象、被害状況等） 

２）土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定状況 

３）都道府県・市町村の地域防災計画 

４）地域の特性（人口、年齢構成等） 

５）緊急輸送路・避難路の把握と土砂災害警戒区域等との関係 
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６）広域避難地、一次避難地、広域防災拠点、地域防災拠点の把握と土砂災害警戒区域等との関 

  係 

７）防災行政無線、衛星携帯電話、無線通信施設等の整備状況 

８）要配慮者利用施設（施設名、所在地、利用者数、連絡先等）の把握と土砂災害警戒区域等と

の関係 

９）土砂災害警戒情報の発表基準設定のための根拠資料、発表基準、情報伝達体制、発表実績等 

１０）高齢者避難、避難指示等の具体的基準の設定状況、発令実績、情報伝達体制、住民の避難

実績等 

１１）土砂災害を想定した防災訓練の実施状況、防災意識啓発活動の状況 

１２）降雨等、土砂災害発生の誘因となる現象の観測状況（テレメータ雨量計、レーダ雨量計、

監視カメラ、水位計、ワイヤーセンサー、振動センサー、光ケーブル等の整備状況） 

１３）土砂災害ハザードマップの整備状況、公表・配布状況等 
１４）自主防災組織、消防団等の設置・活動状況 
１５）砂防ボランティア団体の設立・活動状況 
１６）住民、自主防災組織、消防団等からの土砂災害の前兆現象等の情報伝達体制 
 
土地利用規制・土地利用の誘導等に係る主な調査項目を以下に示す。 
 
１）都道府県・市町村の長期計画、土地利用計画等 
２）土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定状況 
３）土砂災害防止法に基づく特定開発行為の申請・許可等の実績 
４）土砂災害防止法に基づく移転等の勧告の実績 
５）市街化区域・市街化調整区域と土砂災害警戒区域等との関係 
６）その他各種法令等に基づく土地利用規制の状況 

 

＜関連通知等＞ 

1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律，平成 12 年 5 月 8

日，法律第 57 号，最終改正：令和 4 年 6 月 17 日，法律第 68 号. 

2) 土砂災害防止対策基本指針，令和 3 年 8 月 31 日，国土交通省告示第 1194 号，国土交通

省. 

 

＜参考となる資料＞ 

警戒避難体制の整備については、下記の資料が参考となる。 

1) 平成 14 年度土砂災害警戒情報のあり方と今後の施策に関する報告書，平成 14 年，土砂

災害警戒情報に関する検討委員会. 

2) 都道府県と気象庁が共同して土砂災害警戒情報を作成・発表するための手引き，平成 17

年 6 月（令和 3 年 6 月改訂），国土交通省水管理・国土保全局砂防部，気象庁大気海洋

部. 

3) 国土交通省河川局砂防部と気象庁予報部の連携による土砂災害警戒避難基準雨量の設定

手法（案），平成 17 年 6 月，国土交通省河川局砂防部，気象庁予報部，国土技術政策総

合研究所. 

（最新版）土砂災害警戒情報の基準設定及び検証の考え方，令和 5 年 3 月，国土交通省水管

理・国土保全局砂防部，気象庁大気海洋部 ，国土交通省国土技術政策総合研究所. 

4) 土砂災害ハザードマップ作成ガイドライン，令和 2 年 10 月，国土交通省砂防部砂防計画

課 
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5) 土砂災害警戒避難ガイドライン，平成 19 年 4 月，平成 27 年 4 月改訂，国土交通省砂防

部. 

 

88．．33 土土砂砂災災害害防防止止法法にに基基づづくく緊緊急急調調査査  

88．．33．．11 火火山山噴噴火火にに起起因因すするる降降灰灰後後のの土土石石流流にに関関すするる緊緊急急調調査査  

（（１１）） 火火山山噴噴火火にに起起因因すするる降降灰灰後後のの土土石石流流にによよるる重重大大なな土土砂砂災災害害がが想想定定さされれるる土土地地のの区区域域

にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される土地の区域の想定に

関わる調査は、本節 6．3．1（１）緊急時の初動対応に関する調査の結果、土砂災害防止法に

基づく緊急調査を実施すべきと判断された場合に、火山噴火に起因する降灰後の土石流による

重大な土砂災害が想定される土地の区域を想定するために行うものである。 

  

＜必 須＞ 

火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される土地の区域の想定に関す

る調査は、以下の区域について設定しなければならない。 

・火山噴火に起因する降灰後の土石流による災害が想定される土地の区域 

 

＜標 準＞ 

火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される土地の区域の想定に関す

る調査は、噴火活動の状況から、調査の安全性が確保される範囲において、以下の手法で行うこと

を標準とする。 

・現地調査（ヘリコプター等による目視、降灰状況調査等） 

・資料調査（気象データ収集・整理） 

・数値シミュレーション 

火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される土地の区域の想定に関す

る調査は、以下の項目について調査を行う。 

 

１）火山灰等の堆積範囲 

２）噴火活動に伴う顕著な地形変化 

３）想定氾濫開始点 

４）上流域の地形 

５）下流域の地形 

６）想定ハイエトグラフ 

７）上流域の水理水文特性 

 

１）～７）に基づき、以下の解析手法によって火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な

土砂災害が想定される土地の区域を数値解析により想定する。 

・分布型流出計算 

・２次元氾濫計算 

火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される土地の区域は、以下の項

目について設定する。 

・土石等の到達し得る範囲 
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＜推 奨＞ 

火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される土地の区域の正確度

向上に関する緊急調査は、噴火活動の状況を踏まえ調査の安全性が確保される範囲において、

以下の手法で行うことを推奨する。 

・現地調査（ヘリコプター等による目視、現地測量、UAV による調査等） 

・資料調査（気象情報の収集等） 

・土質試験 

・現地観測（雨量、水位等） 

・数値シミュレーション 

火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される土地の区域の正確度

向上に関わる緊急調査は、以下の項目について調査を行うことを推奨する。 

 

１）堆積土砂量及び分布 

２）現象の流量時系列 

３）河床材料の性質（砂礫の密度、粒径、砂礫の内部摩擦角、砂礫の粘着力等） 

４）流速 

５）雨量 

 

１）～５）等に基づき、火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定さ

れる土地の区域の想定に用いた数値シミュレーションのパラメータを逆推定し、より適切なパ

ラメータに基づいて降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される区域の正確度向上を図

る。 

 

＜参考となる資料＞ 

火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される土地の区域の想定に

関わる調査の詳細については、下記の資料が参考となる。 

1) 土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き（噴火による降灰等の堆積後の降水を発

生原因とする土石流対策編），平成 23 年，国土交通省河川局砂防部砂防計画課，国土技

術政策総合研究所危機管理技術研究センター，(独)土木研究所土砂管理研究グループ. 

（最新版）土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き（噴火による降灰等の堆積後の降

水を発生原因とする土石流対策編），平成 23 年（平成 28 年 3 月一部改訂），国土交通

省砂防部砂防計画課，国土技術政策総合研究所土砂災害研究部，(国研)土木研究所土砂

管理研究グループ. 

2) 内田太郎，山越隆雄，清水武志，吉野弘祐，木佐洋志，石塚忠範：河道閉塞（天然ダ

ム）及び火山の噴火を原因とする土石流による被害範囲を速やかに推定する手法，土木

技術資料，Vol53 No7，pp.18-23，2011. 

 

（（２２）） 火火山山噴噴火火にに起起因因すするる降降灰灰後後のの土土石石流流にによよるる重重大大なな土土砂砂災災害害がが想想定定さされれるる時時期期にに関関すす

るる調調査査  

＜考え方＞ 

火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される時期に関する調査

は、本節 6．3．1（１）緊急時の初動対応に関する調査の結果、土砂災害防止法に基づく緊急

調査を実施すべきと判断された場合に、火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂

災害が想定される雨量基準を設定するものである。 
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＜必 須＞ 

火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される時期に関する調査では、

以下の項目について推定しなければならない。 

・火山噴火に起因する降灰後の土石流による災害が想定される時期 

 

＜標 準＞ 

火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される時期に関する調査は、以

下の手法で行うことを標準とする。 

・資料調査（気象データ等） 

火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される時期に関する調査は、以

下の項目について調査することを標準とする。 

 

１）過去の降灰後の土石流の発生日時 

２）過去の土石流発生時／非発生時の雨量 

 

１）、２）に基づき、火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される雨

量基準を設定することを標準とする。なお、当該火山において過去の噴火後に降雨によって土石流

が発生した事例がある場合は、そのときの土石流発生基準雨量を参考として雨量基準を設定する。

事例が無い場合は、他の火山における事例に基づいて設定する。 

 

＜参考となる資料＞ 

火山噴火に起因する降灰後の土石流による重大な土砂災害が想定される時期に関する調査に

ついては、下記の資料が参考となる。 

1) 土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き（噴火による降灰等の堆積後の降水を発

生原因とする土石流対策編），平成 23 年（平成 28 年一部改訂），国土交通省砂防部砂

防計画課，国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター，(国研)土木研究所土砂

管理研究グループ. 

（最新版）土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き（噴火による降灰等の堆積後の降

水を発生原因とする土石流対策編），平成 23 年（平成 28 年 3 月一部改訂），国土交通

省砂防部砂防計画課，国土技術政策総合研究所土砂災害研究部，(国研)土木研究所土砂

管理研究グループ. 

2) 国土交通省河川局砂防部と気象庁予報部の連携による土砂災害警戒避難基準雨量の設定

手法（案），平成 17 年 6 月，国土交通省河川局砂防部，気象庁予報部，国土技術政策総

合研究所. 

（最新版）土砂災害警戒情報の基準設定及び検証の考え方，令和 5 年 3 月，国土交通省水管

理・国土保全局砂防部，気象庁大気海洋部 ，国土交通省国土技術政策総合研究所. 

 

88．．33．．22 河河道道閉閉塞塞にによよるる湛湛水水・・河河道道閉閉塞塞にによよるる湛湛水水をを発発生生原原因因ととすするる土土石石流流にに関関すするる緊緊急急

調調査査  

（（１１）） 河河道道閉閉塞塞にによよるる湛湛水水・・河河道道閉閉塞塞にによよるる湛湛水水をを発発生生原原因因ととすするる土土石石流流にによよるる重重大大なな土土

砂砂災災害害がが想想定定さされれるる区区域域にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

河道閉塞による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流による重大な土砂災害が

想定される区域に関する調査は、天然ダムの形成確認と災害の拡大の危険性に関する調査(7．
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5．2)の結果、土砂災害防止法に基づく緊急調査を実施すべきと判断された場合に、河道閉塞

上流域の湛水、及び河道閉塞の決壊に伴い発生する土石流等による重大な土砂災害が想定され

る区域を設定するために行うものである。 

  

＜必 須＞ 

河道閉塞による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流による重大な土砂災害が想定

される区域に関する調査は、以下の区域について設定しなければならない。 

 

１）河道閉塞上流の湛水による災害が想定される区域 

２）河道閉塞の決壊に伴い発生する土石流等による災害が想定される区域 

 

＜標 準＞ 

河道閉塞による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流による重大な土砂災害が想定

される区域に関する調査は、以下の手法のうち適切な手法により行うことを標準とする。 

 

・現地調査（ヘリコプター等による目視、UAV、航空レーザ測量等による地形調査） 

 

河道閉塞による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流による重大な土砂災害が想定

される区域に関する調査は、以下の項目について行うことを標準とする。 

 

１）河道閉塞の形状 

２）河道閉塞の構成材料（粒度分布等） 

３）河道閉塞形成箇所周辺の地形 

４）上下流域の保全対象の状況 

 

１）～４）に基づき、河道閉塞による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流による

重大な土砂災害が想定される区域の設定は、以下の解析手法によって行うことを標準とする。 

 

・地形図又は地形データを用いた湛水区域の検討 

・河床変動計算の数値シミュレーション 

 

河道閉塞による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流による重大な土砂災害が想定

される区域は、以下の項目について設定することを標準とする。 

 

・河道閉塞上流の湛水区域 

・河道閉塞の決壊による氾濫区域 

 

＜参考となる資料＞ 

河道閉塞による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流による重大な土砂災害が

想定される区域の推定に関する調査の詳細については、下記の資料が参考となる。 

1) 土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き（河道閉塞による土砂災害対策編），平

成 23 年 4 月，平成 28 年 4 月一部改訂，国土交通省砂防部砂防計画課，国土技術政策総

合研究所土砂災害研究部，国立研究開発法人土木研究所土砂管理研究グループ． 
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（最新版）土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き（河道閉塞による土砂災害対策

編），平成 23 年（平成 28 年 3 月一部改訂），国土交通省砂防部砂防計画課，土砂災害

研究部，(国研)土木研究所土砂管理研究グループ. 

 

（（２２）） 河河道道閉閉塞塞にによよるる湛湛水水・・河河道道閉閉塞塞にによよるる湛湛水水をを発発生生原原因因ととすするる土土石石流流にによよるる重重大大なな土土

砂砂災災害害がが想想定定さされれるる時時期期にに関関すするる調調査査  

＜考え方＞ 

河道閉塞による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流による重大な土砂災害が

想定される時期に関する調査は、天然ダムの形成確認と災害の拡大の危険性に関する調査(7．

5．2)の結果、土砂災害防止法に基づく緊急調査を実施すべきと判断された場合に、河道閉塞

による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流による重大な土砂災害に対し、警戒

すべき時期を示すために行うものである。 

  

＜必 須＞ 

河道閉塞による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流による重大な土砂災害が想定

される時期に関する調査は、以下の項目について推定しなければならない。 

 

・河道閉塞上流の湛水による災害が想定される時期 

・河道閉塞の決壊による土石流等による災害が想定される時期 

 

＜標 準＞ 

河道閉塞による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流による重大な土砂災害が想定

される時期に関する調査は、以下の手法のうち適切な手法により行うことを標準とする。 

 

・現地調査（ヘリコプター等による目視、湛水位等の観測、監視カメラによる監視、UAV による

調査等） 

・資料調査（気象情報等） 

 

河道閉塞による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流による重大な土砂災害が想定

される時期に関する調査は、以下の項目について行うことを標準とする。 

 

１）河道閉塞上流域の降雨予測 

２）河道閉塞上流の湛水位・流入流量 

３）河道閉塞からの流出流量 

４）河道閉塞の侵食状況 

５）河道閉塞の形状変化 

６）河道閉塞の決壊による土石流等発生状況 

 

１）～６）及び流出解析等に基づき、河道閉塞による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とす

る土石流による重大な土砂災害が想定される時期を推定することを標準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

河道閉塞による湛水・河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流による重大な土砂災害が

想定される時期に関する調査の詳細については、下記の資料が参考となる。 
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1) 土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き（河道閉塞による土砂災害対策編），平

成 23 年（平成 28 年 3 月一部改訂），国土交通省砂防部砂防計画課，国土技術政策総合

研究所土砂災害研究部，(国研)土木研究所土砂管理研究グループ. 

2) 田村圭司，山越隆雄，松岡暁，伊藤洋輔，田方智，柳町年輝：天然ダム監視技術マニュ

アル(案)，土木研究所資料，第 4121 号，2008. 

 

 

 環環境境調調査査  

99．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

環境調査は、土砂災害対策施設及び仮設構造物の計画・設計において、生物の生息・生育環

境の保全や地域の自然・文化等の適切な保全を図るために必要な基礎資料を得るために行うも

のである。 

 

＜標 準＞ 

環境調査は、社会環境調査と、自然環境調査を行うことを標準とする。それぞれの調査につい

て、既存資料の収集・現地調査・調査結果の整理分析等を実施することを基本とする。 

 

99．．22 社社会会環環境境調調査査  

＜標 準＞ 

社会環境調査は、対象となる流域の社会環境の現状（地域特性）を把握するため、社会環境に関

する法令等に基づく指定状況調査、地域防災計画を含む土地利用計画調査、開発状況調査、自然観

光資源調査、景観資源調査等について実施することを標準とする。 

 

＜例 示＞  

社会環境調査の主な調査内容としては下記１）～６）等の手法がある。 

 

１）法令等指定状況調査 

以下の資料のうち、該当するものを収集し整理する。 

ａ）土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害警戒区

域、土砂災害特別警戒区域の指定状況） 

ｂ）砂防法（砂防指定地の指定状況） 

ｃ）地すべり等防止法（地すべり防止区域の指定状況） 

ｄ）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（急傾斜地崩壊危険区域の指定状況） 

ｅ）都市計画法（地域地区等の決定状況等） 

ｆ）文化財保護法（天然記念物、史跡・名勝の指定状況） 

ｇ）古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（歴史的風土保存区域等指定状況） 

ｈ）森林法(保安林、保安施設地区の指定状況) 

ｉ）自然環境保全法（原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地

域の指定状況） 

ｊ）自然公園法(国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の指定状況) 

ｋ）都市緑地法(緑地保全地域等の指定状況) 

ｌ）鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護区の指定状況） 

ｍ）絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（生息地等保護区の指定状況） 
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ｎ）特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（特定外来生物の防除区域

等の指定状況及び要注意外来生物のうち緑化植物） 

ｏ）保護林制度に基づく森林生態系保護地域、植物群落保護林等の指定状況 

ｐ）景観法（景観地区の指定状況） 

ｑ）その他の法令、及び関連地方公共団体の環境及び自然関連条例等 

２）土地利用計画調査 

土地利用状況、土地利用計画等の資料を収集する。 

３）開発状況調査 

行政区画の現状、将来開発計画等の資料を収集する。 

４）自然観光資源調査 

エコツーリズム推進法に基づく「全体構想」を地元市町村から収集する。 

５）景観資源調査 

地域の個性的な景観、地域が大切にしている景観について把握する。 

６）その他 

その地域の風俗習慣等の伝統的な生活文化について把握する。 

 

99．．33 自自然然環環境境調調査査  

＜標 準＞ 

自然環境調査は、対象となる流域の自然環境の現状（地域特性）を把握するため、自然環境に関

する法令等に基づく区域指定状況調査、植物調査、動物調査について実施することを標準とする。 

 

＜例 示＞  

自然環境調査の主な調査内容としては下記１）～４）等の手法がある。 

 

１）法令等に基づく区域指定状況調査 

自然環境に関する法令等指定状況調査は、本節 9．2 社会環境調査の例示１）法令等指定状

況調査の項目の中から必要なものを行う。 

 

２）渓流環境調査 

渓流環境調査は、自然環境・景観の保全と創造及び渓流の利用に配慮した砂防事業を推進す

るため、渓流環境整備計画の策定に必要な資料として、以下の資料のうち、該当するものを収

集し整理する。また、必要に応じて現地調査を行う。 

ａ）渓流空間の生態系の維持に関する中小出水時、平常時の降雨・流量等 

ｂ）時期の特定できる澪筋周辺及び渓流周辺の植物の広範な流失に係る空中写真 

ｃ）渓畔林の生育基盤の条件（降水量、流量、流速、過去の攪乱等）及び渓畔林の分布状況

と群落特性 

ｄ）可能な範囲で渓畔林の群落特性、樹種、樹齢等から推定される当該渓流空間における過

去の洪水や土砂移動の発生時期、及びその範囲 

ｅ）可能な範囲で、過去の渓畔林の流出や侵入の状況の空中写真判読等。併せて、同時期の

降雨や流量等 

 

３）植物調査 

植物相や被度・群度、希少種の把握等、調査目的に応じて既存植生図、土地分類図（国土交

通省、都道府県）、植生図・主要動植物地図（文化庁）、自然環境保全基礎調査（環境省）、
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レッドデータブック（環境省、都道府県）等の我が国における自然環境保全上重要な動植物に

関する資料等の必要なものを収集し、必要に応じて植生調査等を行う。 

なお、山腹保全工については、上記に加え、目標林の設定において将来の遷移系列の予測に

必要となる現況の植生調査等を行う。また、現況植生と過去に実施した植栽樹種・植栽場所と

の比較等により特に偏向遷移の傾向の有無を把握する。さらに、土地の利用・管理状況・その

土地の極相等について調査し、中長期的な観点からその土地に成立し得る適切な樹林構成を検

討する。偏向遷移は、砂防の現場では、ニセアカシア林やイタチハギ低木林等の、初期緑化に

おいて侵略的特性を示す外来種を導入した場所で見られることがある。このため、外来生物法

における要注意外来生物（緑化植物）については特に慎重に把握する。 

 

４）動物調査 

動物相や分布、生息環境の把握等、調査目的に応じて植生図・動物調査報告書（文化庁）、

自然環境保全基礎調査（環境省）、レッドデータブック（環境省、都道府県）等必要な資料を

収集し、必要に応じて生息環境調査等を行う。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 渓流環境整備計画の策定について，平成 6 年 9 月 13 日，建設省河砂部発第 10 号，建設

省河川局砂防部長通達. 

2) 渓流環境整備計画の策定推進について，平成 6 年 9 月 13 日，建設省河砂発第 48 号，建

設省河川局砂防部砂防課長通達. 

 

＜参考となる資料＞ 

自然環境調査を実施する際には、下記の資料が参考となる。 

1) 国土交通省河川局砂防部保全課，国土技術政策総合研究所砂防研究室：これからの山腹

保全工の整備に向けて－里地里山の山腹斜面に植生を回復させ、その機能を維持・増進

していくためのポイント集－，国土技術政策総合研究所資料，第 544 号，2009. 

2) 国土交通省河川局砂防部保全課，国土技術政策総合研究所：これからの山腹保全工に向

けて－工種と実例－，国土技術政策総合研究所資料，第 592 号，2010. 

3) 砂防関係事業における景観形成ガイドライン，平成 19 年 2 月，国土交通省河川局砂防

部. 

4) 後藤ら：砂防事業における環境 DNA を用いた生物調査手法の展望，令和 4 年度砂防学会

研究発表会概要集，pp.105-106，2022. 

 

99．．44 継継続続的的なな環環境境調調査査  

＜標 準＞ 

土砂災害対策施設等の施工中及び施工後の環境変化、施設の影響、環境保全措置の効果等を把握

するため、必要に応じて本節 9．2 及び 9．3 中の該当する調査を継続的に実施することを標準とす

る。 

 

 

 砂砂防防経経済済調調査査  

1100．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

砂防経済調査は、砂防関係事業等に係る費用便益分析等を行うことを目的として実施するも

のである。 
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＜標 準＞ 

砂防経済調査は、実施する砂防事業が対象とする現象に応じた費用便益分析マニュアル等に従っ

て実施することを標準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

1) 国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領，国土交通省所管公共事業の再

評価実施要領，平成 30 年 3 月 30 日，国土交通省. 

（最新版）国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領，令和 6 年 6 月，国

土交通省. 

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領，令和 6 年 9 月，国土交通省. 

2) 砂防事業等の新規事業採択時評価実施要領細目，砂防事業等の再評価実施要領細目，令

和 3 年 3 月 30 日，水管理・国土保全局砂防部. 

（最新版）砂防事業等の新規事業採択時評価実施要領細目，砂防事業等の再評価実施要

領細目，令和 7 年 3 月 31 日，水管理・国土保全局砂防部. 

3) 公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編），平成 21 年 6 月，国土交通

省. 

（最新版）公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編），令和 6 年 9 月，

国土交通省. 

4) 治水経済調査マニュアル(案)，令和 2 年 4 月，国土交通省水管理・国土保全局. 

（最新版）治水経済調査マニュアル（案）,令和 7 年 7 月，国土交通省水管理・国土保

全局. 

5) 土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案），令和 3 年 1 月，国土交通省水管理・

国土保全局砂防部. 

（最新版）土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）令和 3 年 1 月（令和 6 年 4

月一部改定），国土交通省水管理・国土保全局砂防部. 

6) 砂防事業の費用便益分析マニュアル（案），令和 3 年 1 月，国土交通省水管理・国土保

全局砂防部. 

（最新版）砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）令和 3 年 1 月（令和 6 年 4 月一部

改定），国土交通省水管理・国土保全局砂防部. 
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第第1188章章 地地すすべべりり調調査査  

第第11節節 総総説説  

＜考え方＞ 

本章は、地すべり機構の解明及び地すべり防止計画の策定、地すべり防止施設等の設計及び

緊急的な対応を実施するための資料を得ることを目的とし、地すべり調査の技術的事項を定め

るものである。 

地すべり現象は、地形、地質、地質構造等、地すべりのおかれている環境によって挙動が異

なり、事態の進展に対する予測が難しい。このため、地すべり対策に際しては、地すべりの特

徴を的確に把握し、臨機応変に効果的な対策を実施する必要がある。継続的な調査の結果、新

たな情報が得られた場合には、調査、計画等の見直しが必要になることもある。 

地すべり調査は、防災を第一の目的として実施するものであるが、社会環境・自然環境に配

慮し必要に応じて環境調査（第 17 章砂防調査第 9 節に準じる）を実施する。また、警戒避難

体制の検討のための調査については、第 17 章砂防調査第 8 節土砂災害に対するソフト対策の

ための調査も参照とする。 

地すべり発生後の調査は、第 10 章災害調査及び、本章第 2 節地すべり防止のための調査、

第 3 節緊急時の調査等によるものとする。 

 

第第22節節 地地すすべべりり防防止止ののたためめのの調調査査  

22．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

地すべり防止のための調査は、地すべり機構の解明、地すべり防止計画の策定および地すべ

り防止施設等の設計のための資料を得ることを目的に実施するものである。 

地すべり現象は地中深いところで発生する自然現象であり、地下の状況を正確に観測、計

測、試料採取・試験するための精査の手段は限られた地点における調査とならざるを得ず、地

すべりの運動や特性を全て把握することは難しいのが現状である。そのため、精査によって得

られる情報を有効に活用し、地すべり全体についてできるだけ解明するためには、精査の前に

基本調査（予備調査）や現地踏査（概査）によって、なるべく多くの情報を収集して地すべり

発生・運動機構の概略を作業仮説として描き、その地すべり機構を確認できる有効な精査計画

を立てる必要がある。また、地すべり発生・運動機構を踏まえた効果的な対策計画の検討が可

能となるように、予備調査及び概査の段階から地すべりの発生・運動機構等の概略把握を踏ま

え、どの様な機構解析を実施するか、そのためには精査においてどの様な調査が必要となるか

をあらかじめ十分に検討しておく必要がある。精査の実施によって得られた調査結果から、作

業仮説としていた地すべり発生・運動機構を検証し、より精度の高い地すべり発生・運動機構

へと修正することで、より有効性の高い対策計画の立案が可能になると考えられる。 

 

＜標 準＞ 

地すべり防止のための調査は、予備調査、概査及び精査に区分して実施し、調査結果を総合的に

解析する機構解析を行い、対策計画に反映させることを標準とする。標準的な機構解析では、（1）

地すべり発生の素因、（2）地すべり発生の誘因、（3）地すべりブロックの範囲・規模等、（4）す

べり面形状・位置等、（5）地下水について考察する。各解析項目と各調査段階（予備調査～機構解

析）における主な検討事項を表 18-2-1 に示す。 
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表 18-2-1 各解析項目と各調査段階（予備調査～機構解析）における主な検討事項 

 
※本表は、機構解析項目（1）から（5）について、予備調査から機構解析までの各調査段階にお

いて、主に実施される調査と検討項目を示しているので、各行を左から右に順を追って読むと

調査・検討の流れが把握できる。例えば、（1）地すべり発生の素因は、予備調査で【基本調

査】と【地形判読調査】、概査で【現地調査】、精査で【地形調査】～【地下水調査】を主に

行って、機構解析で【対策の考え方】に反映させるために素因を考察する。その際に【基本調

査】では「・地形・地質等の資料」等、【現地踏査】では「・地質性状・地質構造」等が主な

検討事項となる。 
  

＜例 示＞  

地すべり防止のための調査は、地形、地質、地下水、移動状況等の多くのデータを取得し、

これらを 3 次元的に組み立てた上で地すべりブロック形状やすべり面形状、地下水分布等を明

予備調査 概査 精査 機構解析
・対象地域の地すべり分布、
地質、地下水状況等の概況把
握

・地すべりの発生・運動機
構、影響の概略把握
・緊急性の判断
・精査計画の立案

・地すべりの発生・運動機構の解明
・計画、設計に必要な情報を得る

・調査結果を対策計画に反映さ
せるため、地すべり発生・運動
機構について考察

(1) 地すべり発生
の素因

【文献調査】
・地形・地質等の資料
・過去の災害履歴、近傍の地
すべりの発生の資料
・気象等の資料
【地形判読調査】
・地すべり地形・地質構造上
の特性

【現地踏査】
・地質性状・地質構造
・微地形・大地形・地すべり
地形
・地下水の分布

【地形調査】
・地形図作成
【地質調査】
・脆弱な地層、すべり面の分布、抵抗部、支
持力の大きな地層等の地質、土質、すべり面
等の状況
【すべり面調査】
・すべり面の判定、地すべり土塊の変形
【地表変動調査】
・移動範囲、移動方向、移動量、移動状況
【地下水調査】
・地下水の供給経路、地下水の分布・流動傾
向、すべり面に作用する間隙水圧等

【対策の考え方】
①素因（地形、地質・土質、地
質構造、地下水の状態等）の考
察

(2) 地すべり発生
の誘因

【文献調査】
・過去の災害履歴、近傍の地
すべりの発生の資料
・気象等の資料

【現地踏査】
・誘因の推定

【地表変動調査】
・移動と気象因子との関連性
【地下水調査】
・地下水の供給経路、地下水の分布・流動傾
向、すべり面に作用する間隙水圧等

【対策の考え方】
①誘因（自然的、人為的等）の
考察

(3) 地すべりブ
ロックの範囲、規
模、運動状況、影
響範囲

【文献調査】
・地形・地質等の資料
・過去の災害履歴、近傍の地
すべりの発生の資料
・気象等の資料
【地形判読調査】
・地すべり地形・地質構造上
の特性

【現地踏査】
・地すべり範囲・危険範囲
・地質性状・地質構造
・微地形・大地形・地すべり
地形
・運動形態
・今後の地すべり運動予測
・被害の予測

【地形調査】
・地形図作成
【地質調査】
・脆弱な地層、すべり面の分布、抵抗部、支
持力の大きな地層等の地質、土質、すべり面
等の状況
【地表変動調査】
・移動範囲、移動方向、移動量、移動状況
（気象因子との関連性）

【地すべり運動ブロック図】
①全体の地すべり範囲の決定と
ブロック区分
②運動方向、移動状況（降水量
等との関連）の考察
③ブロックの面積・土量の考察
④ブロックの今後の移動の可能
性やその範囲の考察

(4) すべり面形
状、位置、すべり
面強度

【文献調査】
・地形・地質等の資料
・過去の災害履歴、近傍の地
すべりの発生の資料
【地形判読調査】
・地すべり地形・地質構造上
の特性

【現地踏査】
・地すべり範囲・危険範囲
・地質性状・地質構造
・微地形・大地形・地すべり
地形
・運動形態

【地形調査】
・地形図作成
【地質調査】
・脆弱な地層、すべり面の分布、抵抗部、支
持力の大きな地層等の地質、土質、すべり面
等の状況
【すべり面調査】
・すべり面の判定、地すべり土塊の変形

【地すべり断面図】
①すべり面形状、位置（深度）
の考察
②すべり面と地質・地質構造と
の関連性の考察

(5) 地下水

【文献調査】
・地形・地質等の資料
・過去の災害履歴、近傍の地
すべりの発生の資料
・気象等の資料
【地形判読調査】
・地すべり地形・地質構造上
の特性

【現地踏査】
・地質性状・地質構造
・地下水の分布
・運動形態

【地質調査】
・脆弱な地層、すべり面の分布、抵抗部、支
持力の大きな地層等の地質、土質、すべり面
等の状況
【地下水調査】
・地下水の供給経路、地下水の分布・流動傾
向、すべり面に作用する間隙水圧等
【地表変動調査】
・移動範囲、移動方向、移動量、移動状況
（気象因子との関連性）

【地すべり断面図】
①地下水（分布、水位変化、流
動方向、水質区分等）と地すべ
り滑動の相関性の検討

目的

解
析
項
目
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らかにし、地すべりの素因・誘因を考察して、効果的・効率的な地すべり防止計画の立案に繋

げていくという重要なプロセスである。予備調査、概査、精査、機構解析の各段階で得られる

調査・検討結果を順次反映させた BIM/CIM モデルを構築することで、3 次元モデルによる地す

べり機構解析の検討レベル向上、関係者間の共通理解の促進、情報共有の効率化等が期待され

る。 

 

図 18-2-1 地すべり防止のための調査において活用する BIM/CIM モデルの例 2) 

 

＜参考となる資料＞ 

地すべり防止のための調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 地すべり防止技術指針及び同解説，平成 20 年 4 月，国土交通省砂防部，(独)土木研究

所. 

2) BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第 3 編砂防及び地すべり対策編，令和 4 年 3 月，国土

交通省. 

 

22．．22 予予備備調調査査  

＜考え方＞ 

予備調査は、概査に先立ち、対象地域周辺の地すべり地の分布、地形、地質、地下水状況等

の概況を把握することを目的として行うものである。 

 

＜標 準＞ 

予備調査は、基本調査及び地形判読調査を実施することを標準とする。  

 

22．．22．．11 基基本本調調査査  

＜考え方＞ 

基本調査は、対象地域の地すべり特性を把握することを目的に行うものである。 

地すべりは、特定の地形・地質の地域に多発しやすく、また、同様な地形・地質の地域では

類似した形態の地すべりが発生しやすい。したがって、基本調査で得られる地形・地質、気
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象、過去の地すべり履歴及び近傍の地すべり発生等の情報は、その地域での地すべりの発生及

び運動の特性を把握する上で重要な手がかりとなる。 

 

＜標 準＞ 

基本調査は、１）地形・地質等の地盤条件に関する資料、２）過去の災害履歴、近傍の地すべり

の発生に関する資料、３）気象等に関する資料を入手し、その地域の地形・地質、近傍の地すべり

の発生記録、発生時の気象状況等の情報を抽出することを標準とする。 

また、地すべり災害が発生している場合には、地すべりに伴う被害が発生した範囲と土砂災害警

戒区域等の指定範囲との関係について整理することを標準とする。  

 

＜推 奨＞ 

基本調査では、以下に示すような資料を入手することが望ましい。 

１）地形・地質等の地盤条件に関する資料 

ａ）地形図・数値標高モデル（高精度であることが望ましい） 

ｂ）空中写真 

ｃ）地質図 

ｄ）地すべり地形分布図、地形分類図、土地条件図 

ｅ）その他（既存の土質、地質調査報告書等） 

 

２）過去の災害履歴、近傍の地すべりの発生に関する資料 

 ａ）被災範囲、被災状況（現地調査、資料収集等） 

ｂ）既存の工事誌、災害調査報告書、土質（地質）調査報告書 

ｃ）学会等の研究論文、報告書 

ｄ）集落分布、土地利用状況に関する資料 

ｅ）地誌、新聞 

ｆ）その他（地元住民からの聞き取り） 

 

３）気象等に関する資料 

ａ）気象月報 

ｂ）各種観測所の観測資料 

 

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づく基礎調査

（以下、基礎調査）は、広範囲を対象とし概ね 5 年毎に実施されるものであり、ここで述べて

いる予備調査、概査及び精査とは対象範囲、実施時期が異なる。しかしながら、基礎調査は、

予備調査、概査、精査と重複する部分もあることから、得られたデータを活用することが望ま

しい。 

 

22．．22．．22 地地形形判判読読調調査査  

＜考え方＞ 

地形判読調査は、空中写真及び地形図等を用いて、広域における地形・地質上の特徴を知る

ことを目的に行うものである。 

 

＜標 準＞ 

地形判読調査は、地すべり地形及び地質構造上の特性を調査することを標準とする。  

【第18章第２節　地すべり防止のための調査　令和５年５月版】

635



河川砂防技術基準 調査編 技術資料 

 

調査編 第 18 章‐5 

 

＜推 奨＞ 

近年では、レーザプロファイラーによる高精度な数値標高モデルが既に取得されている地域

が増えてきている。この様な高精度な数値標高モデルが入手できる場合は、等高線図や三次元

的な地形表現図等の作成により、地形判読調査に活用することが望ましい。また、最近では数

値標高モデルの３次元表示も容易にできるようになり、地形判読に有効である。 

 

＜参考となる資料＞ 

地形判読調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 石井靖雄，西井稜子，武田大典：航空レーザ測量データを用いた地すべり地形判読用地

図の作成と判読に関する手引き（案），土木研究所資料，第 4344 号，2016. 

 

22．．33 概概査査  

＜考え方＞ 

概査は、地すべり災害の緊急性を判断し、また精査を効率よく行うために、精査に先立って

実施するものである。概査の結果、地すべりの活発化や滑落が予測される場合には、本章第 3

節緊急時の調査を参考に、地すべりに対する監視体制や避難体制、応急対策を検討する必要が

ある。 

 

＜標 準＞ 

概査は、現地踏査により行い、地すべり発生・運動機構とその影響について概略把握を行うこと

を標準とする。 

現地踏査は、特に、①地すべり範囲及び危険範囲の推定、②地質性状と地質構造、③微地形や大

地形による地質構造の推定、④地下水分布の推定、⑤運動形態の推定、⑥誘因の推定、⑦今後の地

すべり運動予測、⑧被害の予測に留意して行う。  

 

22．．44 精精査査  

＜考え方＞ 

精査は、予備調査、概査の結果を確認し、より精度の高い地すべりの機構解析をするために

行うものである。 

 

＜標 準＞ 

精査は、①精査計画の立案、②地形調査、③地質調査、④すべり面調査、⑤地表変動調査、⑥地

下水調査、⑦土質試験等を実施することを標準とする。  

 

22．．44．．11 精精査査計計画画のの立立案案  

＜考え方＞ 

機構解析や地すべり防止計画の策定は、一体となって移動している運動ブロック毎になされ

ることから、精査計画を立案するためには、まず、地すべり地域をいくつかの運動ブロックに

分割し、調査測線を設定する必要がある。 

 

１）運動ブロックの設定 
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運動ブロックの分割は、地形、地質、想定される被害等を考慮して決定する。ブロック分割

は、微地形と運動状況により行い、1 つの頭部を含む斜面や引張亀裂に囲まれた斜面を 1 つの

単位とする。また、運動ブロックは精査結果により見直しを行う必要がある。 

 

２）調査測線の設定 

調査測線は、地質調査、地下水調査等の実施位置を決定する基本となる測線であり、運動ブ

ロックごとに設定される。地すべりの幅が広い場合には、調査測線を複数設定する場合があ

る。 

 

精査時に把握すべき内容と調査項目は、予備調査及び概査の結果に基づいてあらかじめ検討

し、必要性を十分検討した上で各調査を実施する。精査結果は、地すべり機構解析の元になる

データであり、精査計画立案時点においてどのような解析を実施するか十分に検討しておく必

要がある。 

 

＜標 準＞ 

精査計画の立案は、概査結果に基づき運動ブロック、調査測線を設定した上で必要な調査項目・

位置・種別等の内容を検討することを標準とする。  

 

22．．44．．22 地地形形調調査査  

＜考え方＞ 

地形調査は、地すべり対策の基礎資料とするため、概査の結果に基づいて、地すべり地及び

その周辺地域の必要範囲を示す地形図を作成するものである。 

 

＜標 準＞ 

地形調査は、地すべり対策の基礎資料となる地形図を作成することを標準とする。 

地形図の作成に当たっては、地すべり運動ブロックの設定ができるような精度と範囲で作成す

る。  

 

＜推 奨＞ 

地形図には、調査及び対策のために必要な事物を記入する。図示すべき項目は、家屋、道

路、各種構造物、河川（小渓流を含む）、崩壊地、沼地、湧水地点、湿地、亀裂、滑落崖、水

田、畑等である。 

さらに、必要に応じ、対象とする地すべり周辺の地形や過去の地すべり地も含めた広範囲な

地形図を作成する。 

近年ではレーザプロファイラーによる地形図作成が行われ、微地形が容易に判読できた事例

もある。 

 

22．．44．．33 地地質質調調査査  

＜考え方＞ 

地質調査は、地質、土質、すべり面等の状況を把握することを目的に実施するものである。 

地質調査はボーリング調査を基本とし、必要に応じて弾性波探査、電気探査、電磁探査等の

物理探査を行う。 

地質調査においては、次の項目を明確にする必要がある。 

１)地すべり変動に関係すると思われる脆弱な地層、すべり面の分布 
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２)主要な抵抗部、地すべりの移動範囲を規制する抵抗部、支持力の大きな地層 

 

＜標 準＞ 

地質調査はボーリング調査を基本とし、必要に応じて物理探査等を行い、地質、土質、すべり面

等の状況を把握することを標準とする。 

ボーリング調査は、地中から深度順に直接サンプルを採取し、地すべりのすべり面や地質及び地

質構造を明らかにするために実施する。ボーリング調査においては、オールコア採取を原則とす

る。 

ボーリング調査の結果整理に当たっては、地すべり地の地質、土質やすべり面を検討する上で必

要な項目について観察した所見をボーリング柱状図に取りまとめる。  

 

＜参考となる資料＞ 

地質調査については、下記の資料が参考となる。 

1) （一社）全国地質調査業協会連合会，社会基盤情報標準化委員会：ボーリング柱状図作

成及びボーリングコア取扱い・保管要領(案)・同解説，2015. 

 

22．．44．．44 すすべべりり面面調調査査  

＜考え方＞ 

すべり面調査の方法には、ボーリングコア観察による判定による方法に加えて、パイプ歪

計、孔内傾斜計等の計測機器による方法がある。すべり面の判定にあたってはボーリングコア

観察による方法と計測機器による方法の結果を用いて総合的に行う必要がある。 

 

＜標 準＞ 

すべり面調査は、ボーリング調査と機器による計測等の結果を用いて総合的にすべり面の判定を

行うことを標準とする。  

 

＜参考となる資料＞ 

孔内傾斜計のガイド管の設置、プローブの挿入、データの整理あたっては、下記の資料が参

考となる。 

1) (独)土木研究所，応用地質(株)，坂田電機(株)，日本工営(株)：地すべり地における挿

入式孔内傾斜計計測マニュアル，理工図書，2010. 

 

22．．44．．55 地地表表変変動動状状況況調調査査  

＜考え方＞ 

精査時に行う地表変動状況調査は、地すべり発生・運動機構を把握することを目的に行うも

のである。 

一般的な地表変動状況調査の方法としては次のものがある。 

 

１)地盤伸縮計による調査 

２)測量による調査 

ａ）地上測量による調査 

ｂ）ＧＰＳ測量による調査 

３)構造物に生じた亀裂の計測による調査 

４)地盤傾斜計による調査 
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＜標 準＞ 

精査時に行う地表変動状況調査は、地盤伸縮計、地盤傾斜計、地上測量、ＧＰＳ測量等により、

地表及び構造物に発生した亀裂、陥没、隆起等の変動を計測することを標準とする。  

 

22．．44．．66 地地下下水水調調査査  

＜考え方＞ 

地下水調査は、斜面の安定解析や対策工の検討の基礎資料を得ることを目的に、地すべり地

への地下水の供給経路、地すべり地内における地下水の分布・流動傾向、すべり面に作用する

間隙水圧等を調査するために行うものである。 

 

＜標 準＞ 

地下水調査は、地下水位観測、間隙水圧観測、ボーリング掘進中の水位変動測定、地下水検層等

により、地すべり地への地下水の供給経路、地すべり地内における地下水の分布・流動傾向、すべ

り面に作用する間隙水圧等を調査することを標準とする。  

 

＜参考となる資料＞ 

間隙水圧の調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 石井靖雄，武士俊也，杉本宏之，中野英樹，宇都忠和，樽角晃，本間宏樹，柴崎宜之：

部分ストレーナ孔による間隙水圧観測の手引き（案），土木研究所資料，第 4283 号，

2014. 

 

22．．44．．77 土土質質調調査査  

＜考え方＞ 

土質調査においては、すべり面強度あるいは対策工設計に必要な地盤強度を把握するために

行うものである。 

すべり面強度の把握のためには、目的に応じて、一面せん断試験・三軸圧縮試験・リングせ

ん断試験等の土質・岩石試験を行う。 

対策工の設計に必要な地盤強度を把握するためには、孔内水平載荷試験、標準貫入試験等を

行う。 

 

＜標 準＞ 

土質調査においては、すべり面強度あるいは対策工設計に必要な地盤強度を把握することを標準

とする。  

 

22．．55 機機構構解解析析  

＜考え方＞ 

機構解析は、予備調査、概査、精査の結果を地すべり防止計画に反映させるために、地すべ

り発生・運動機構について考察し、地すべり運動ブロック図と地すべり断面図を作成するとと

もに、対策の考え方をまとめるものである。 
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＜標 準＞ 

機構解析は、地すべり発生の素因、地すべり発生の誘因、地すべりブロックの範囲・規模、すべ

り面形状・位置、地下水状況等の地すべり発生・運動機構について考察し、地すべり運動ブロック

図と地すべり断面図を作成するとともに、対策方針を立案することを標準とする。 

 

１）地すべり運動ブロック図 

地すべり運動ブロック図は、解析の基本資料とし、地形図上に運動ブロックを記入する。 

作成方法としては、地形図上に予備調査、概査及び精査の結果から得られた地すべり運動ブロッ

クを破線等で記入する。この場合、地盤傾斜計等によって推定された潜在的な地すべりの範囲も破

線で記入する。また、必要に応じてすべり面分布を示すすべり面等高線図を作成する。 

 

２）地すべり断面図 

地すべり断面図は、地質断面図上に調査結果を記入する。 

作成方法としては、原則として地すべり運動方向に一致する主測線に沿った地すべりの地質断面

図を作成し、推定されたすべり面や地下水位、亀裂の位置等を記入する。地質断面図は、ボーリン

グ、その他の調査結果を十分検討した上で記載する。また、必要に応じて副測線や地すべりの横断

測線についても断面図を作成する。 

 

３）対策の考え方 

対策の考え方は、保全対象の重要度、想定される被害の程度等を考慮し、地すべり災害が防止さ

れるよう、地すべりの規模、発生・運動機構に基づき、地すべり防止施設の工法や施工位置、施工

順位等の基本的な考え方をとりまとめる。  

 

 緊緊急急時時のの調調査査  

33．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

緊急時の調査は、地すべりにより斜面やのり面に変状が確認された場合に、地すべりに対す

る監視体制や避難体制、応急対策等を検討するために行うものである。 

  

＜必 須＞ 

都道府県知事は、地すべりにより斜面やのり面に変状が確認され、地すべりによる重大な土砂災

害の急迫した危険が予想されるものとして土砂災害防止法に基づく緊急調査に着手しなければなら

ない状況であると認めるときは、重大な土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにする

ための緊急調査を行わなければならない。 

 

＜標 準＞ 

緊急時の調査は、地すべりにより斜面やのり面に変状が確認された場合において、以下の調査・

検討を行うことを標準とする。 

 

１)変状範囲と地すべり移動方向の確認 

２)移動量、変位量等の計測 

３)発生機構（地すべり発生の素因・誘因）の推定 

４)移動土塊の挙動の予測 

５)拡大の可能性の検討 
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６)影響範囲の推定 

７)危機管理に用いる計測データの基準値の設定 

 

上記１）～７）は、対応項目をほぼ時系列で挙げているが、非常時には併行して対応がなされる

必要がある。特に６）、７）は人命に関わる対応項目であることから、迅速かつ安全側の判断が必

要である。また、現地での調査の実施に当たっては、調査者の安全を確保した上で実施する。 

なお、上記調査・検討結果を蓄積し、地すべり発生機構の解明等の技術向上に役立てるようにす

る。 

 

＜例 示＞  

地すべり災害対応において BIM/CIM モデルを活用した場合、発災直後の地すべり災害の全体

像を 3 次元的に把握でき、警戒避難対策・応急対策工事等の検討の迅速化等が期待される。 

 

 
図 18-3-1 地すべり災害対応において活用する BIM/CIM モデルの例 33)) 

 

＜参考となる資料＞ 

緊急時の調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の考え方（地滑り対策編），平成 23 年 4 月，国土

交通省砂防部砂防計画課，（独）土木研究所土砂管理研究グループ． 

2) 綱木亮介，白石一夫，小嶋伸一：地すべり管理基準値の実態調査報告書，土木研究所資

料，第 3184 号，1993. 

3) BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第 3 編砂防及び地すべり対策編，令和 4 年 3 月，国土

交通省. 

4) 杉本宏之，竹下航，和田佳記，冨田陽子：地すべり災害対応の BIM/CIM モデルに関する

技術資料,土木研究所資料第 4412 号,2021. 

 

33．．22 現現地地調調査査  

＜考え方＞ 

現地調査は、地すべりに対する避難を行う必要のある範囲と時期を明らかにするために行う

ものである。 
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＜標 準＞ 

現地調査は、「変状範囲と地すべり移動方向の確認」、「移動量、変位量等の計測」を行うこと

を標準とする。 

移動量、変位量等の計測は、地盤伸縮計等により、地すべり運動状況に応じた適切な測定間隔で

行うものとし、必要に応じ、変位量が大きくなった場合や危険度の高まりにより計器に近づけなく

なった場合を想定した計測手法を検討しておくものとする。 

 

１）変状範囲と地すべり移動方向の確認 

斜面に変状が確認された場合には、第一に変状の生じている範囲と地すべりの移動方向を確認す

る必要がある。調査は、変状の認められる範囲だけでなく、変状範囲を包括する大規模な地すべり

地を見逃さないよう、背後斜面や隣接斜面の確認を十分行う。 

 

２）移動量、変位量等の計測 

移動量、変位量等の計測は、地盤伸縮計等により、地すべり運動状況や周辺の作業の可能性に応

じて、有効かつ安全な場所で適切な手法で行う。特に、末端部における応急作業がなされる場合

は、末端部の変動状況を確認することが重要である。末端部は崩落の危険性があるため、その移動

量観測に当たっては、遠隔から実施する手法を検討する必要がある。 

 

33．．33 災災害害予予防防措措置置へへのの活活用用  

＜考え方＞ 

災害予防措置への活用は、地すべりにより斜面やのり面に変状が確認された場合に、地すべ

り発生機構（素因・誘因）の推定、移動土塊の滑落予測、拡大の可能性の検討、影響範囲の推

定、警戒避難体制の検討、応急対策の検討を実施し、警戒避難体制の整備や応急対策の実施に

役立てるものである。 

 

＜標 準＞ 

災害予防措置への活用は、以下の調査・検討を実施し、警戒避難体制の整備や応急対策の安全管

理に役立てることを標準とする。 

 

１）地すべり発生機構（素因・誘因）の推定 

地すべりの発生機構（素因・誘因）の推定は今後の地すべり運動の予測を行う上で極めて重要で

ある。斜面の地形、地質、地質構造等の素因を把握する。 

 

２）移動土塊の挙動の予測 

地すべりの変状や地形状況等から、今後の移動土塊の挙動を予測する。 

 

３）拡大の可能性の検討 

地すべりが拡大した場合には、甚大な被害となる危険性があることから、発生機構の推定、移動

土塊の挙動の予測等に基づき、拡大の可能性について十分に検討する。 

 

４）影響範囲の推定 

変状範囲、地すべりの発生機構、移動土塊の滑落予測、拡大の可能性の検討結果を基に、地すべ

りの影響範囲を推定する。 
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５）警戒避難体制の検討 

移動量、変位量の計測、発生機構の検討、挙動予測等の結果を評価し、地すべり運動状況に応じ

た警戒避難体制等をとるための参考として危機管理基準値および連絡体制を検討する。 

 

６）応急対策の検討 

地すべり運動が活発となり、地すべり周辺の住宅、家屋、公共施設等に影響を及ぼす恐れが大き

い時には、地すべり運動の緩和を目的として応急対策をとる。応急対策の工種選定とその実施にあ

たっては、地すべりの滑動状況と作業の安全を考慮する。 

 

＜参考となる資料＞ 

警戒避難体制の検討については、下記の資料が参考となる。 

1) 綱木亮介，白石一夫，小嶋伸一：地すべり管理基準値の実態調査報告書，土木研究所資

料，第 3184 号，1993. 

 

 地地すすべべりり防防止止施施設設のの効効果果評評価価  

44．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

地すべり防止施設の効果評価は、地すべり防止工事の施工中及び施工後、実施した工法の効

果が計画どおり発揮されているか確認するものである。工事の効果判定は移動量等により評価

するが、地すべり現象は一般に緩慢でかつ異常気象（豪雨、長雨、融雪等）によって間欠的に

活動する場合が多いため、地すべり現象がみられなくなった後の効果判定にあたっては、特に

細心の注意を払うことが望ましい。 

 

＜標 準＞ 

地すべり防止施設の効果評価は、地すべり現象に伴う移動量等を指標として評価することを標準

とする。 

 

＜推 奨＞ 

地すべり防止施設の効果評価においては、地すべり現象は緩慢かつ異常気象によって間欠的

に活動する場合が多いことを踏まえ、地すべりの移動量等と地すべり防止施設の整備状況の時

系列的な比較や、地下水排除工等の施工前後の地下水位等の低減効果の評価等、一定の期間に

おける地すべり防止施設の効果の発現を確認することが望ましい。そのため、2.4.5 地表変

動状況調査や 2.4.6 地下水調査にあたっては、地すべり防止計画策定だけでなく、その後の

効果評価にも用いることを考慮して観測計画を立てることが望ましい。 

 

＜例 示＞  

地すべり防止施設の効果評価において、地すべり防止施設の整備状況と移動量や地下水位の

低減効果との関係を評価する等、BIM/CIM モデルが活用されている。地すべり防止施設の施工

前の初期水位と施工後での最高水位等を BIM/CIM モデルを用いて 3 次元的に表現することによ

り、地すべり全体に対する施設効果の把握が容易になるなどの効果が期待される。 
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図 18-3-1 地すべり防止施設の効果評価において活用する BIM/CIM モデルの例 2) 

 

＜参考となる資料＞ 

地すべり防止施設の効果評価については、下記の資料が参考となる。 

1) 地すべり防止技術指針及び同解説，平成 20 年 4 月，国土交通省砂防部，(独)土木研究

所. 

2) BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第 3 編砂防及び地すべり対策編，令和 4 年 3 月，国土

交通省. 

 

 地地すすべべりり経経済済調調査査  

55．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

地すべり経済調査は、地すべり対策事業に係る費用便益分析等を行うことを目的として実施

されるものである。 

 

＜標 準＞ 

地すべり経済調査は、地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル（案）等に従って実施するこ

とを標準とする。 

 

＜参考となる資料＞ 

地すべり経済調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領，国土交通省所管公共事業の再

評価実施要領，平成 30 年 3 月 30 日，国土交通省. 

（最新版）国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領，令和 6 年 6 月，国

土交通省. 

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領，令和 6 年 9 月，国土交通省. 

2) 砂防事業等の新規事業採択時評価実施要領細目，砂防事業等の再評価実施要領細目，令

和 3 年 3 月 30 日，水管理・国土保全局砂防部. 
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（最新版）砂防事業等の新規事業採択時評価実施要領細目，砂防事業等の再評価実施要

領細目，令和 7 年 3 月 31 日，水管理・国土保全局砂防部. 

3) 公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編），平成 21 年 6 月，国土交通

省. 

（最新版）公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編），令和 6 年 9 月，

国土交通省. 

4) 治水経済調査マニュアル(案)，令和 2 年 4 月，国土交通省水管理・国土保全局. 

（最新版）治水経済調査マニュアル（案）,令和 7 年 7 月，国土交通省水管理・国土保全

局. 

5) 地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル(案)，令和 3 年 1 月，国土交通省水管理・

国土保全局砂防部. 

（最新版）地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル（案）令和 3 年 1 月（令和 6 年 4

月一部改定），国土交通省水管理・国土保全局砂防部. 
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第第1199章章 急急傾傾斜斜地地調調査査  

第第11節節 総総説説  

＜考え方＞ 

本章は、急傾斜地の崩壊の現象解明、警戒避難体制の検討、急傾斜地崩壊対策計画の策定、

急傾斜地崩壊防止施設の設計、対象となる急傾斜地とその周辺の社会環境及び自然環境の把

握、及び急傾斜地崩壊対策事業に係る費用便益分析を実施するための調査について、その調査

の技術的事項を定めるものである。 

急傾斜地の崩壊の発生機構等の分析や警戒避難体制の検討を行うための崩壊斜面等調査につ

いては、本章第 4 節に即して実施することとし、ソフト対策については第 17 章 砂防調査 第

8 節 土砂災害に対するソフト対策のための調査を参照する。 

 

第第22節節 急急傾傾斜斜地地のの崩崩壊壊防防止止ののたためめのの調調査査  

22．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

急傾斜地の崩壊防止のための調査は、急傾斜地崩壊防止工事の計画・設計・施工を適切に行

うため、崩壊形態の想定、崩壊要因の推定、施工対象範囲の設定のための調査等を実施するも

のである。 

 

＜標 準＞ 

急傾斜地の崩壊防止のための調査は、施工対象範囲の設定や概略工法の選定を行う基本調査と、

急傾斜地崩壊防止工事の計画・設計・施工の基礎資料を得るために行う地盤調査を行うことを標準

とする。 
個々の調査の内容を以下に示す。 
 

１）基本調査―資料調査、現地調査 
調査結果の適用：施工対象範囲の設定、地盤調査計画の立案、概略工法の決定、 
機構解析等 

２）地盤調査―サウンディング、ボーリング調査、土質試験等 
調査結果の適用：対策工の設計・施工の検討、機構解析等 
 
急傾斜地の崩壊発生後の災害調査は、第 10 章 災害調査に即して実施することを標準とし、調査

の細部については、本章第 4 節 崩壊斜面等調査等によるものとする。 
  

＜参考となる資料＞ 

急傾斜地の崩壊防止のための調査については、下記の資料が参考となる。 

1) （一社）全国治水砂防協会：新・斜面崩壊防止工事の設計と実例―急傾斜地崩壊防止工

事技術指針―,2019. 

 

22．．22 基基本本調調査査  

＜考え方＞ 

基本調査は、施工対象範囲の設定、地盤調査計画の立案、概略工法の決定を目的に、資料調

査及び現地調査を実施するものである。 
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＜標 準＞ 

基本調査は、資料調査及び現地調査を標準とする。  

 

22．．22．．11 資資料料調調査査  

＜考え方＞ 

資料調査は、対象となる急傾斜地及び急傾斜地周辺の地形、地質、環境等の概要を把握する

ことにより、現地調査計画・地盤調査計画の立案や、環境特性の把握に資することを目的とす

るものである。 

 

＜標 準＞ 

資料調査は、大地形、微地形、土質、地質、植生、水文状況、土地利用を主要着眼点とすること

を標準とする。  

 

＜例 示＞  

収集する資料には、過去の災害記録、過去の点検記録（斜面及び急傾斜地崩壊防止施設）、

土砂災害防止法に基づく基礎調査記録、急傾斜地周辺の環境記録、気象記録、地震記録、地質

図（土木地質図含む）・地形図・土地条件図・土地利用図・地すべり分布図等、人工衛星デー

タ、空中写真、航空レーザ測量データ、文献・工事記録・地質・土質調査報告書、地震時の急

傾斜地崩壊危険箇所危険度評価結果等がある。また、旧版地形図、空中写真等により土地の開

発履歴・変遷等を調査する場合がある。 

  

＜参考となる資料＞ 

資料調査の詳細については、下記の資料が参考となる。 

1) 小山内信智，秋山一弥，松下智祥：地震時の急傾斜地崩壊危険箇所危険度評価マニュア

ル（案）（個別箇所における危険度評価手法）に関する研究，国土技術政策総合研究所

資料，第 511 号，2009. 

2) 田村圭司，内田太郎，秋山浩一，盛伸行，寺田秀樹 ：表層崩壊に起因する土石流の発生

危険度評価マニュアル（案），土木研究所資料，第 4129 号，2009. 

3) 松田昌之，中谷洋明：地形・地質に関する主題図を用いた全国における土砂災害発生リ

スク推定法に関する考察，国土技術政策総合研究所資料，第 1120 号，2020. 

 

22．．22．．22 現現地地調調査査  

＜考え方＞ 

現地調査は、急傾斜地の崩壊形態の想定、施工対象範囲の設定、概略工法の決定を目的とし

て実施するものである。 

 

＜標 準＞ 

現地調査は、対象となる急傾斜地の崩壊形態を想定し、地盤調査計画の立案や測量範囲等を決定

するための地形調査、地質調査、湧水調査、植生調査、周辺を含む崩壊履歴の調査、地元市町村・

住民等からの崩壊履歴の聞き取り、保全対象調査等を行うこととし、この内、地質構造と湧水調査

については、特に留意して実施することを基本とする。 

なお、０次谷を含む谷地形がある場合には、土石流対策の観点からの調査も併せて検討する。ま

た、地すべり・雪崩のおそれがある場合には、地すべり・雪崩に関する調査も併せて検討する。  
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＜推 奨＞ 

急傾斜地崩壊防止工事施工中の事故を防止するため、「急傾斜地崩壊防止工事の安全管理に

ついて」（平成 10 年 3 月 25 日 建設省河傾発第 14 号）を参考に現地調査を実施し、工事中の

安全管理に活用することが望ましい。 

 

＜関連通知等＞ 

現地調査については、下記の資料が参考となる。 

1) 急傾斜地崩壊防止工事の安全管理について，平成 10 年 3 月 25 日，建設省河傾発第 14

号，建設省. 

 

22．．33 地地盤盤調調査査  

＜考え方＞ 

地盤調査は、崩壊の規模の推定、崩壊形態の想定、対策工法の設計・施工に必要な斜面の地

盤条件・土質特性を把握するために行うものである。 

急傾斜地の調査においては、特に表土層の厚さと表層部の弱層の位置を確認することが非常

に重要である。 

 

＜標 準＞ 

地盤調査は、サウンディング・ボーリング調査・土質試験・物理探査等の調査があり、崩壊特性

や地盤条件を的確に把握するために有効な調査手法を用いることを標準とする。特に、地下水が崩

壊誘因となる場合や、複雑な水文地質構造の解明が対策工の設計に必要な場合は、ボーリング調査

や地下水調査を中心とした立体的な地盤調査を行うことを標準とする。  

 

＜例 示＞  

調査の種類は、目的によって以下のように選択することができる。 

 

１）崩壊の位置、規模や表層部の弱層（滑落面）の推定 
サウンディング（特に斜面部の表層構造調査用の簡易貫入試験）、ボーリング調査、土

層観察、物理探査、斜面挙動調査等 

２）土層構成及び土層の強度・透水性 
サウンディング（特に斜面部の表層構造調査用の簡易貫入試験）、ボーリング調査、土

層観察、物理探査、土質試験、透水試験等 

３）地表付近の水の挙動 
透水試験、物理探査、間隙水圧の測定等 

４）地下水の挙動 
地下水位観測、地下水追跡試験、地下水検層試験、間隙水圧の測定、透水試験等 

５）土質・岩石の性質 
物理試験、力学試験、サウンディング、物理探査等 

  

＜参考となる資料＞ 

地盤調査の種類については、下記の資料が参考となる。 

1) 小山内信智，内田太郎，曽我部匡敏，寺田秀樹，近藤浩一：簡易貫入試験を用いた崩壊

の恐れのある層厚推定に関する研究，国土技術政策総合研究所資料，第 261 号，2005. 

2) 田村圭司，内田太郎，秋山浩一，盛伸行，寺田秀樹 ：表層崩壊に起因する土石流の発生

危険度評価マニュアル（案），土木研究所資料，第 4129 号，2009. 
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22．．33．．11 ササウウンンデディィンンググ  

＜考え方＞ 

サウンディングは、想定される崩壊位置及び規模の推定、崩壊危険土層の厚さ・分布・滑落

面の推定、基盤面地形・土層構成・土層の強度・密度及びその不連続等を調べるために行うも

のである。 

 

＜標 準＞ 

サウンディングは、簡易貫入試験（簡易動的コーン貫入試験、土研式簡易貫入試験、表層構造調

査用の簡易貫入試験等）・標準貫入試験・スクリューウエイト貫入試験等があり、調査実施の要

否、種類の選択、調査密度は急傾斜地の状況（対象土質、強度範囲、探査深度、作業性等）に応じ

て判断することを標準とする。  

 

＜例 示＞  

急傾斜地におけるサウンディングの特徴は次のとおりである。 

 

１）簡易貫入試験 
【適用範囲】 

わずかな土層の貫入抵抗の変化をとらえることができ、岩を除く土質に適用できる。玉石や

礫を含む土質には不向きであるが、作業が簡単なので短時間に多くの測点を調査でき、急傾斜

地を面的に調べ得る利点がある。JGS 1433 準拠。ほかに、表層構造調査用の簡易貫入試験が

ある。 

 

２）標準貫入試験 
【適用範囲】 

あらゆる地質に適用できる。特に、構造物設計のための基礎地盤調査に有効である。 

JIS A 1219 準拠。 

 

３）スクリューウエイト貫入試験 
【適用範囲】 

急傾斜地では、玉石あるいは礫を含む土質を除き適用可能で、表土層や崩壊土層とその下層

の境界、崩壊土中の不連続面等を調べるのに有効である。JIS A 1221 準拠。 

 

22．．33．．22 ボボーーリリンンググ調調査査  

＜考え方＞ 

ボーリング調査は、主に急傾斜地の土層・地層構成の把握、岩盤の風化状況・亀裂・不連続

面を把握するために行うものである。 

 

＜標 準＞ 

ボーリング調査は、土質試験用試料の採取、標準貫入試験・透水試験等の原位置試験、地下水位

測定等が含まれ、調査実施の要否、調査密度は急傾斜地の状況（対象土質、強度範囲、調査深度、

作業性等）に応じて判断することを標準とする。  
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22．．33．．33 土土質質試試験験  

＜考え方＞ 

土質試験は、急傾斜地の安定計算や対策工の設計条件の設定、岩石の性質による崩壊の要因

を把握するために行うものである。 

 

＜標 準＞ 

地盤の諸性質の把握が必要な場合には、土質試験を行うことを標準とする。また岩石の性質が崩

壊の要因となるような場合には、岩石の諸性質の試験を行うことを標準とする。  

 

＜例 示＞  

地盤調査として実施する土質試験を例示する。 

なお、他事例の試験結果より得られる一般値から判定できる場合もある。 

 

１）物理試験 
斜面の土質の基本的な物理特性(粒度分布、含水比、単位体積重量等)を把握するために行

う。 

土粒子の密度試験、含水比試験、粒度試験、液性限界試験、塑性限界試験(以上攪乱試料を

用いる)、土の湿潤密度試験(不攪乱試料を用いる)等を行う。 

 

２）力学試験 
斜面の安定検討を行う際、必要に応じて土質の強度を求めるために行う。一軸圧縮試験、三

軸圧縮試験等を行う。この場合、不攪乱試料を用いることが望ましい。 

 

３）岩石の物理試験 
岩盤斜面において、岩石の基本的な物理特性を把握するために行う。密度試験等を行う。 

 

４）岩石の力学試験 
岩盤斜面の安定検討を行う際に、必要に応じて構成岩石の強度を求めるために行う。一軸圧

縮試験、三軸圧縮試験、超音波伝播速度試験等を行う。 

 

土質試験用の試料は、オーガーボーリング、標準貫入試験、あるいは専用のサンプラーを用

いて採取する。 

必要に応じて広域的な調査としての物理探査、亀裂状況を把握するための物理検層を併用す

る。 

 

５）物理探査 
急傾斜地の調査では、物理探査として弾性波探査・電気探査・電磁探査等を用いる。 

 

６）物理検層 
地質状態により、コアが十分採取されない場合や、岩盤崩壊等で亀裂の構造が斜面の安定性

に重要な場合などに使用する（ボアホールカメラ等）。 
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22．．33．．44 急急傾傾斜斜地地のの挙挙動動調調査査  

＜考え方＞ 

急傾斜地の挙動調査は、急傾斜地の土層が連続的に移動するおそれがある、急傾斜地上に亀

裂や構造物等に変状があり拡大し崩壊に至るおそれがある、滑落面沿いの動きがみられる等、

また、背後斜面や隣接する斜面の変状（クラック、段差地形の有無等）等、急傾斜地の変動が

予想される場合に実施するものである。 

 

＜標 準＞ 

急傾斜地の挙動調査は、急傾斜地の変動が予想される場合に伸縮計等を設置するなどして行うこ

とを標準とする。  

 

 環環境境調調査査  

33．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

環境調査は、対策工の計画・設計に当たって、その周辺の社会環境との適合性を確保し、ま

た、自然環境と調和を図ることを目的に行うものである。 

 

＜標 準＞ 

環境調査は、社会環境調査・自然環境調査からなり、環境特性を把握するため、既存資料の収

集・現地調査・調査結果の整理分析等を実施することを標準とする。 

 

＜例 示＞  

１）社会環境調査 
社会環境調査は、対象となる急傾斜地とその周辺の社会環境の現状（地域特性）を把握する

ために行うもので、社会環境に関する法令等指定状況調査、地域防災計画を含む土地利用計画

調査、開発状況調査、自然観光資源調査、景観資源調査等がある。 

 

２）自然環境調査 
自然環境調査は、対象となる急傾斜地とその周辺の自然環境の現状（地域特性）を把握する

目的で行うもので、自然環境に関する法指定状況調査、植物調査、動物調査がある。 

 

なお、調査の項目・内容については、第 17 章 砂防調査 第 9 節 環境調査の調査内容を参照

すること。 

 

 崩崩壊壊斜斜面面等等調調査査  

44．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

がけ崩れが発生した斜面においては、斜面の復旧や警戒避難体制等の検討のために、がけ崩

れの発生形態と発生要因、被災実態を把握する必要がある。特に崩壊土塊の物理特性等を把握

することは崩土の運動機構を明らかにする上で重要である。崩壊斜面等調査は、発生したがけ

崩れ災害の実態を把握することを目的として、実施するものである。 

このような調査結果の蓄積は、本章第 2 節 2．2．1 資料調査の例示にある「過去の災害記

録」として有用なものである。 
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＜標 準＞ 

崩壊斜面等調査は、がけ崩れの発生形態と発生要因を把握するための調査として、崩壊前後の地

形、崩壊の発生時刻、雨量、崩壊の規模（崩土の到達距離、崩壊の深さ、堆積形状と堆積深等）を

把握するとともに、崩れ残った斜面の縦断方向を観察して状況を記録する（写真等）ことを標準と

する。 
がけ崩れによる被災実態を把握するための調査として、崩壊の規模（上述）、被害が生じた家屋

等の位置や被災形態を把握する。また、がけ崩れの発生時間帯と土砂災害警戒情報の発表状況等の

雨量指標との関係について整理するとともに、崩壊土砂の到達範囲と、土砂災害警戒区域等の指定

範囲との関係について整理することを標準とする。 
なお、これらの調査はがけ崩れ発生後現地の安全が確認されてから速やかに実施し、降雨等によ

り安全の確保が困難と想定される場合は一時中断する。 
 

＜例 示＞ 

崩壊斜面等調査においては、崩壊土塊の含水比、土質等を把握する。斜面の湧水の状況変化

は、崩れ残った斜面の安定性に影響するため、湧水がみられる場合は、湧水の状況（発生位

置、量、濁度、電気伝導度等）の時間的変化（降雨との対応の有無等）を記録、図化し、崩壊

発生の恐れを把握することや、二次被害のリスクがある場合に無人航空機（UAV）を用いて全

貌を把握することなどが考えられる。 

なお、崩壊前の斜面に０次谷を含む谷地形がある場合には、第 17 章第 3 節 3.3.4 土石流実

態把握に関する調査を参考に、土石流としての調査を行うことも考えられる。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 土砂災害発生後のデータ収集について，令和 3 年 11 月 16 日， 国土交通省水管理・国土

保全局砂防部 砂防計画調整官 事務連絡． 

  

＜参考となる資料＞ 

がけ崩れ災害後の崩壊地調査の詳細については、下記の資料が参考となる。 

1) 国土交通省砂防部監修：砂防関連事業災害対策の手引き，pp.271-288，(社)全国治水砂

防協会，2001. 

2) 中谷洋明，瀧口茂隆，金澤瑛：がけ崩れ災害の実態，国土技術政策総合研究所資料，第

1122 号，2020. 

 

 急急傾傾斜斜地地経経済済調調査査  

55．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

急傾斜地経済調査は、急傾斜地対策事業に係る費用便益分析等を行うことを目的として実施

されるものである。 

 

＜標 準＞ 

急傾斜地経済調査は、急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル（案）等に従って実施す

ることを標準とする。 

  

＜参考となる資料＞ 

急傾斜地経済調査の詳細については、下記の資料が参考となる。 
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1) 国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領，国土交通省所管公共事業の再

評価実施要領，平成 30 年 3 月 30 日，国土交通省. 

（最新版）国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領，令和 6 年 6 月，国

土交通省. 

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領，令和 6 年 9 月，国土交通省. 

2) 砂防事業等の新規事業採択時評価実施要領細目，砂防事業等の再評価実施要領細目，令

和 3 年 3 月 30 日，水管理・国土保全局砂防部. 

（最新版）砂防事業等の新規事業採択時評価実施要領細目，砂防事業等の再評価実施要

領細目，令和 7 年 3 月 31 日，水管理・国土保全局砂防部. 

3) 公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編），平成 21 年 6 月，国土交通

省. 

（最新版）公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編），令和 6 年 9 月，

国土交通省. 

4) 治水経済調査マニュアル(案)，令和 2 年 4 月，国土交通省水管理・国土保全局. 

（最新版）治水経済調査マニュアル（案）,令和 7 年 7 月，国土交通省水管理・国土保全

局. 

5) 急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル(案)，令和 3 年 1 月，国土交通省水管

理・国土保全局砂防部. 

（最新版）急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル（案）令和 3 年 1 月（令和 6

年 4 月一部改定），国土交通省水管理・国土保全局砂防部. 
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第第2200章章 雪雪崩崩調調査査  

第第11節節 総総説説  

＜考え方＞ 

本章は、雪崩の現象解明をはかり雪崩対策計画の策定をするための調査の技術的事項を定め

るものである。 

 

第第22節節 雪雪崩崩対対策策ののたためめのの調調査査  

22．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

雪崩対策のための調査は、雪崩発生機構や雪崩現象の把握・分析、雪崩対策施設の計画、設

計、施工を行うために必要な資料を得ることを目的として行うものである。 

集落保全を目的とした雪崩対策施設は、その目的から必然的に人家近傍に設置される機会が

多く、施設の倒壊や破損が直接的に集落災害につながるため、雪崩対策施設の設計にあたって

は、現地における積雪及び雪崩の特性、さらには無雪期の斜面状況等を十分に調査、把握する

必要がある。 

 

＜標 準＞ 

雪崩対策のための調査は、雪崩の発生要因が、地形、植生等の素因と気象、積雪等の誘因がある

ことを踏まえ、資料調査及び現地調査を実施することを標準とする。 
 

１）資料調査 
地形図、空中写真、雪崩履歴資料、積雪・気象資料、植生資料、地質資料等の収集を行う。 

２）現地調査 
地形状況、植生状況、地盤状況を概略的に把握するために調査を行う。 
 
調査においては、積雪・気象調査、雪崩実態調査、雪崩要因調査、雪崩の運動解析、地形調査、

地質調査、植生調査、環境調査に区分し、実施することを標準とする。 
なお、雪崩は、地形状況や植生状況の変化により発生しやすくなる場合もあるため、定期的に調

査を行うことが必要になる場合もあることに留意する。 

 

雪崩発生後の災害調査は、第 10 章 災害調査に即して実施することを標準とし、調査の細部につ

いては、本章第 2 節 2.3 雪崩実態調査等によるものとする。 
  

＜参考となる資料＞ 

資料調査及び現地調査の調査方法の詳細については、下記の資料が参考となる。 

1) 建設省河川局砂防部監修：集落雪崩対策工事技術指針（案），本編 第 3 章 調査，(社)

雪センター，1996. 

2) 建設省河川局砂防部監修：集落雪崩対策工事技術指針（案），資料編 第 1 章 設計計算

例，(社)雪センター，1996. 

 

22．．22 積積雪雪・・気気象象調調査査  

＜考え方＞ 

積雪・気象調査は、雪崩対策事業の計画立案にあたって対象地の気象状況及び設計積雪深等

を把握することを目的に行うものである。調査については、資料調査と資料整理に区分し実施

する。 
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＜標 準＞ 

積雪・気象調査は、資料調査及び資料整理を実施することを標準とする。  

 

22．．22．．11 資資料料調調査査  

＜考え方＞ 

資料調査は、雪崩対策施設の計画に際して、設計積雪深、雪崩の種類、雪崩の規模を把握す

るために行うものである。 

 

＜標 準＞ 

資料調査は、積雪深、降雪量、風向・風速、気温、積雪断面、積雪密度等のデータを収集するこ

とを標準とする。  

 

＜推 奨＞ 

資料の収集に加え、雪崩対策事業を実施する上で必要な積雪・気象観測を行うことが望まし

い。一般的な積雪・気象観測項目は、＜標 準＞に示した項目があげられる。 

 

22．．22．．22 資資料料整整理理  

＜考え方＞ 

資料整理は、資料調査で収集した資料を基に、雪崩対策施設の計画に必要となる設計積雪深

を取りまとめるために行うものである。 

 

＜標 準＞ 

資料整理は、観測や記録上の誤りの有無、資料の均質性を検証した上で資料数や記録期間の長

さ、欠測の程度、記録精度等を解析の条件に照らして取捨選択し、以下の項目について取りまとめ

ることを標準とする。 

 

１）年最大積雪深の時系列変化（調査対象箇所に比較的近く、観測年数が最も長い観測所を積雪深

基準点とする） 
２）豪雪年における積雪状況 
３）確率解析 
４）積雪深と標高及び観測地周辺の地形  

 

22．．33 雪雪崩崩実実態態調調査査  

＜考え方＞ 

雪崩実態調査は、調査対象地及びその近隣地区において雪崩発生履歴がある場合、もしくは

雪崩が発生した場合に、発生時の積雪・気象状況を整理した上で、雪崩の実態を把握するため

に行うものである。 

 

＜標 準＞ 

雪崩実態調査は、発生した雪崩の実態を現地調査、聴取調査、文献調査等により、可能な限り以

下の要領で把握することを標準とする。 

 

１）発生区、走路、堆積区を把握する。 
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２）発生区についてはその面積、走路については雪崩の流下深及び流下幅、堆積区については雪崩

の到達範囲を明らかにする。 
３）雪崩が発生した際の気象データ等から雪崩の種類、雪崩の発生層厚を推定し、雪崩量も明らか

にする。 
４）１）から３）を踏まえ、発生状況、発生履歴を平面図、分布図にまとめる。  

 

＜例 示＞  

雪崩の実態を現地調査で把握する場合、雪崩の痕跡はその後の降雪や融雪において短期間で

変化するため迅速に調査を行う必要がある。これまでに、UAV によって撮影した画像からによ

り SfM（Structure from Motion：三次元形状復元計算）によって作成した三次元モデルやレ

ーザ測量結果から雪崩の各種諸元の把握を試み、雪崩調査への活用方法について検討した事例

もある。 

  

＜参考となる資料＞ 

雪崩発生現場において、UAV を活用した調査事例については、下記の資料が参考となる。 

1) 判田乾一，奥山悠木：速やかに雪崩の発生規模、堆積状況等を把握するための UAV の活

用，土木技術資料，Vol.64 No.8，pp.12-15，2022. 

2) 判田乾一，吉栁岳志，奥山悠木，高原晃宙：雪崩調査における UAV 活用の手引き，土木

研究所資料,4435 号，2023. 

 

22．．44 雪雪崩崩要要因因調調査査  

＜考え方＞ 

雪崩要因調査は、積雪・気象条件、地形条件、植生条件等をもとに、雪崩要因を把握するた

めに行うものである。 

 

＜標 準＞ 

雪崩要因調査は、発生要因と到達要因に大別される雪崩要因を把握するために行う。 

雪崩要因を種類別に分類すると、地形、植生、雪況、既設構造物が挙げられる。雪崩要因調査

は、以下の方法により行うことを標準とする。 

 

１）現地調査 
２）現地聴取 
３）資料解析 
４）空中写真判読 
５）地形図計測もしくは数値標高モデルを用いた計測  

 

22．．55 雪雪崩崩のの運運動動解解析析  

＜考え方＞ 

雪崩の運動解析は、雪崩発生区域からの到達距離、集落あるいは雪崩対策施設に衝突する雪

崩の速度、並びに速度分布を把握するために行うものである。 

 

＜標 準＞ 

雪崩の運動解析は、以下の項目について留意して行うことを標準とする。 
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１）雪崩発生区域の設定 
２）雪崩発生層厚の設定 
３）雪崩走路及び雪崩堆積区の地形形状の設定 
４）シミュレーションモデルの選択及びパラメータ（動摩擦係数等）の設定  

 

＜例 示＞  

雪崩のシミュレーションモデルの理論的取り扱いとして、フェルミー（Voellmy）の理論の

ように雪崩を流体とみなした流体モデル、雪崩及びその周囲を流体ととらえ、それらの密度差

によって大きく影響される流れとした密度流モデル、雪崩を変形しない剛体あるいは大きさを

もたない質点とみなす質量中心モデル及び雪崩が粒子化し流動化した雪粒子の集まりであると

した粒子流モデルがある。 

  

＜参考となる資料＞ 

雪崩の運動理論については、下記の資料が参考となる。 

1) 前野紀一，福田正己：基礎雪氷学講座第Ⅲ巻 雪崩と吹雪，古今書院，2000. 

 

22．．66 地地形形調調査査  

＜考え方＞ 

地形調査は、雪崩対策事業を実施するにあたり、対策対象となる斜面を分割し、斜面の傾

斜、斜面形、方位、斜面長等の諸元を把握するために行うものである。 

 

＜標 準＞ 

地形調査は、調査対象となる斜面を尾根や谷等を境界として細区分し、それぞれの単位斜面に関

する最大傾斜、平均傾斜、斜面形状、斜面方位、斜面長等の地形諸元を明らかにすることを標準と

する。地形調査に用いる地形図は、斜面の規模等に応じて必要な精度を確保するものとする。  

 

22．．77 地地質質調調査査  

＜考え方＞ 

地質調査は、雪崩対策事業を実施するにあたり、対策の対象となる地域並びにその周辺の地

質状況を把握するために行うものである。 

 

＜標 準＞ 

地質調査は、以下の項目について調査を行い、地盤の性状を把握することを標準とする。 

 

１）外力（土圧）の計算に必要な設計定数を求める調査 
２）基礎支持力の計算に必要な設計定数を求める調査 
３）安定性の検討に必要な設計定数を求める調査 
４）圧密沈下の検討に必要な設計定数を求める調査  

 

22．．88 植植生生調調査査  

＜考え方＞ 

植生調査は、雪崩対策事業を実施するにあたり、雪崩の発生要因の判定や対策対象地選定の

基礎資料を得るために行うものである。 
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＜標 準＞ 

植生調査は、対策対象地の空中写真判読並びに現地調査等により植生区分図を作成することを標

準とする。なお、植生区分図は、樹種、樹高、樹冠疎密度等を明確にするものとする。 

 

 環環境境調調査査  

33．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

環境調査は、自然環境調査、景観調査からなり、雪崩対策事業を実施するうえで貴重種が周

辺に存在するなど、環境に配慮する必要がある場合に行うものである。 

 

＜標 準＞ 

環境調査は、自然環境並びに景観に配慮した対象施設を設置するにあたっての基礎資料とするも

のであり、以下の項目について現地調査、資料調査並びに空中写真等による調査を行うことを標準

とする。 
 

１）斜面及び周辺の自然環境 
２）斜面及び周辺の景観 
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論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 
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第第2211章章   海海岸岸調調査査  

第第11節節   総総説説  

11．．11 総総説説  

＜考え方＞ 

本章は、海岸に関する事業及び管理等を行うに当たって必要となる調査の手法を定めるもの

である。 

次節以降に示す各調査の説明に入る前に、本節において、それらを横断する以下の３つのカ

テゴリーについて説明し、海岸調査の全体像や個々の調査の位置付けを理解するのに役立つ概

略的情報を提示する。各調査とこれら３つのカテゴリーとの関係については３）で述べる。 

なお、このカテゴリー分けは、第 2 章 水文・水理観測 第 1 節 総説 についてのカテゴリー

の考え方と基本的に同じである。 

・ カテゴリー１：基盤・汎用調査 

・ カテゴリー２：特定目的調査 

・ カテゴリー３：漂砂系及び海岸生態系の総合的把握 

 

１）３つのカテゴリーの説明 

a） カテゴリー１：基盤・汎用調査 
海岸に関する基盤的な情報を汎用的に蓄積するための調査・観測である。その特徴は次の

ようである。 

・ 風、潮位、波浪、地形、土砂収支、生物等、個々の海岸の海象・地形・漂砂・生息生

物種及びその環境要素を対象とし、それ自体の把握が調査・観測の第一の目的となる。 

・ 各調査対象に対応した調査法・観測法単独で所要の精度を確保することが基本となる。 

・ 基盤的情報として、汎用的に（様々な目的で）活用できるように蓄積される。 

・ 海象については、代表的な活用として統計資料用のデータ蓄積があることなどから、

長期にわたる継続的な実施、手法の一貫性が重視される。これにより、地球温暖化に

よる海面上昇等の把握も可能となる。 

・ 精度や信頼性について一定の条件を満足する均質な情報が蓄積されるよう、一律な精

度管理がなされることが基本となる。 

・ 供される観測法には信頼性・確実性・堅牢性が重視される。 

・ なお、基盤・汎用調査の観測機器においては、災害等による欠測等の不測の事態に備

え、観測の二重化・機器の水没対策・停電対策・観測データの保存など適切な対策を

とることが重要である。 

 

b） カテゴリー２：特定目的調査 
特定の目的のために海象・地形・漂砂・生息生物種及びその環境要素を把握するための調

査・観測である。ここで言う「目的」には、「海岸保全計画の立案」「海岸保全施設の設計」「海

岸における水防のためのモニタリング」「津波浸水想定のためのシミュレーション」「施設設

置影響のモニタリング」「ある個別の技術情報を得ること」等がある。たとえば、時化による

短期的な海浜変形を把握するために頻度高く実施する深浅測量、養浜砂の挙動を把握するた

めに実施するトレーサによる調査、海岸における水防のために実施するうちあげ高観測、事

業効果把握のために行う海浜測量、漂砂系への土砂供給源を特定することを目的とした海浜

材料の鉱物分析などがこの例として挙げられる。カテゴリー２の特徴は次のようである。 

・ 汎用的な活用が主目的ではないので、精度管理はカテゴリー１の観測と必ずしも同じ

ものである必要はなく（カテゴリー１の観測法の援用は有力な選択肢であるが）、目的

に応じて行うことが基本になる。 
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2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ
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・ このため、当該目的に適した観測手法を個々のケースで柔軟に採用し、実施も機動的

となることがしばしばある。 

・ これらのことから、観測手法あるいは観測結果の利用法についての先導的取組となる

場合がある。 

・ 設定された目的を達成するための観測データの活用が重視される。データの蓄積は

個々のケースに応じて適宜行うことになる。 

 

c） カテゴリー３：漂砂系及び海岸生態系の総合的把握 
本カテゴリーの調査・観測は、漂砂系の範囲、土砂収支及び当該漂砂系への土砂供給量、

及び海岸生態系の把握のために行われる調査・観測である。個々の調査・観測はそれ自体が

目的というよりも、海岸における漂砂系及び生態系の全体像を理解するために実施される。 

漂砂系については、漂砂系内の漂砂量と土砂収支の把握、土砂供給源と供給量及びそれら

の経時変化を把握することを主眼に行われる。 

海岸生態系については、生息する種全体を対象として生物間の物質・エネルギー等のフロ

ーに着目し、系全体としての動態を把握することを主眼に行われる。系全体を把握すること

は、生物多様性国家戦略 2010 や海洋生物多様性保全戦略が掲げる、「生物多様性を保全して、

海洋の生態系サービス（海の恵み）を持続可能なかたちで利用する。」という目標の達成にも

寄与する。その特徴は次のとおりである。 

・ 出現種の把握に加えて、個体群動態や物質循環、種間の競争関係も調査対象となる。 

・ 物質循環や資源獲得競争の上で鍵となる種を基点に調査が組み立てられる。 

 

２）海岸調査における各カテゴリーの位置付け及び相互関係 

海岸調査において、カテゴリー１は海象・地形・漂砂・生息生物種及びその環境要素という

観点からの基盤的データの整備を、カテゴリー２は機動的な個別目的達成を、カテゴリー３は

漂砂系及び生態系の全体像の把握を主に担う。ただし、これらのカテゴリーは完全に分離でき

るものではなく、互いに重複する部分を持ち、また、相互補完的な関係をなす。たとえば、カ

テゴリー１の調査・観測結果が、カテゴリー２、３の調査・観測に活用されることがあり、ま

た、カテゴリー２の調査・観測を通じて得られた新しい観測手法がカテゴリー１の調査・観測

手法の改善に反映されることもある。カテゴリー２の結果がカテゴリー３の調査・観測に組み

込まれることもあろう。こうしたことから、海岸調査に当たっては、当該調査・観測がどのカ

テゴリーに属するかを意識し、カテゴリーの違いによる基本的な性格の差異を踏まえ、さらに

カテゴリー間の相互補完関係に留意して他カテゴリーへの活用を考慮することで、当該調査・

観測の位置付けについての理解を高め、もって調査・観測とその結果の活用がより適切かつ効

率的で有効なものとなるよう工夫することが肝要である。 

 

３）本章各節とこれら３つのカテゴリーの関係 

表 21-1-1 に、本章各節が、上記に説明してきた海岸調査の３つのカテゴリーとどのように関

係しているかを一括して示す。この表を縦、すなわちカテゴリーごとに見ていくことで、各節

をまたぐ横断的な関係を俯瞰することができる。 
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表21-1-1 海岸調査の３つのカテゴリーと 21 章各節との関係 

 

節 

 

節のタイトル 

カテゴリー１ 

【基盤・汎用

調査・観測】 

カテゴリー２ 

【特定目的調

査・観測】 

カテゴリー３ 

【漂砂系及び 

海岸生態系の 

総合的把握】 

第 2 節 海岸概況調査  ※ ※ 

第 3 節 気象調査 ◎ ◎ ※ 

第 4 節 海面変動調査 ◎ ◎ ※ 

第 5 節 波浪調査 ◎ ◎ ※ 

第 6 節 流れの調査 ○ ◎ ※ 

第 7 節 漂砂調査  ◎ ◎ 

第 8 節 海岸測量 ◎ ◎ ※ 

第 9 節 海岸環境調査 ◎ ◎ ※ 

第 10 節 海岸利用調査  ○  

第 11 節 海岸漂着物調査  ◎ ◎ 

第 12 節 海岸災害調査 ○ ○  

第 13 節 高潮浸水解析  ◎  

第 14 節 津波浸水解析  ◎  

第 15 節 海岸事業の費用便益分析  ◎  

 
 

（凡例） ◎：その節で主に扱うカテゴリー    ○：その節の一部で扱うカテゴリー   

※：その節に、当該カテゴリーで活用できる観測手法、解析法、整理法等が含まれる場合がある 

 

 

＜関連通知等＞ 

1) 生物多様性国家戦略 2010，平成 22 年 3 月 16 日閣議決定，環境省. 

（最新版）生物多様性国家戦略 2023-2030、令和５年３月３１日閣議決定、環境省. 

2) 海洋生物多様性保全戦略，平成 23 年 3 月，環境省. 

 

11．．22 調調査査のの基基本本方方針針  

＜考え方＞ 

「海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針」において、調査・研究について

以下のとおり実施することとされている。 

・ 質の高い安全な海岸の実現に向け、効率的な海岸管理を推進するため、海岸に関する

基礎的な情報に関する収集・整理を行いつつ、効果的な防災対策に関する調査研究、

広域的な海岸の侵食に関する調査研究、生態系等の自然環境に配慮した整備に関する

調査研究、新工法等新たな技術に関する研究開発等を推進していく。 

・ 民間を含めた幅広い分野と情報の共有を図りつつ、互いの技術の連携を推進するとと

もに、国際的な技術交流等を図り、広くそれらの成果の活用と普及に努める。 

・ 地球温暖化に伴う気象・海象の変化や長期的な海水面の上昇が懸念されており、海岸

にとっても海岸侵食の進行やゼロメートル地帯の増加、高潮被害の激化等深刻な影響

が生ずるおそれがあることから、潮位、波浪等について監視を行うとともに、それら

の変化に対応すべく所要の検討を進める。 

 

海岸調査は、災害からの海岸の防護、海岸環境の整備と保全、公衆の海岸の適正な利用に資
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 4 

するため、海岸保全区域を含む広い区域を対象として、長期にわたる定量的な調査を行うもの

である。調査の範囲は海岸保全区域を含むことは当然ではあるが、高潮、津波、海岸侵食など

の現象は海岸保全区域にとどまらず広域で生じることから、海岸保全区域外も含まれる必要が

ある。特に海岸侵食が関係する問題については、漂砂の観点から一連の系となる範囲を対象と

し、海面変動、波浪、流れ、漂砂などの特性を把握することが求められる。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針，平成 12 年 5 月 16 日，農林水

産省，運輸省，建設省告示第 3 号，農林水産大臣，運輸大臣，建設大臣通達. 

（最新版）海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針，令和 2 年 11 月 20 日，

農林水産省，国土交通省告示第 1 号，農林水産大臣，国土交通大臣通達. 

 

11．．33 調調査査のの項項目目  

＜標 準＞ 

海岸調査の項目は、調査目的に対応したものを以下の中から設定することを標準とする。 

 

１) 海岸概況調査 

２) 気象調査 

３) 海面変動調査 

４) 波浪調査 

５) 流れの調査 

６) 漂砂調査 

７) 海岸測量 

８) 海岸環境調査 

９) 海岸利用調査 

１０) 海岸漂着物調査 

１１) 海岸災害調査 

１２) 高潮浸水解析 

１３) 津波浸水解析 

１４) 海岸事業の費用便益分析 

 

＜推 奨＞ 

波浪と流れとの関係など関連している現象については、各現象を同時に観測することを推奨

する。 

 

第第22節節   海海岸岸概概況況調調査査  

＜考え方＞ 

都道府県は、海岸保全基本方針に基づき、地域の意見等を反映して基本方針で定めた沿岸区

分ごとに整合のとれた海岸保全基本計画を作成し、総合的な海岸の保全を実施することとされ

ている。海岸保全基本計画において定めるべき基本的な事項として、海岸の保全に関する基本

的な事項、海岸の現況及び保全の方向に関する事項があり、自然的特性や社会的特性等を踏ま

え、沿岸の長期的な在り方を定めることとされている。海岸概況調査はその基礎資料ともなる

ものであり、また、個別海岸における事業の調査、管理等においても参考となるものである。 

海岸概況調査は、海岸及び背後地の現状、歴史的な経緯、将来の計画等について、周辺の海
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 5 

岸を含めて把握することを目的として、次の項目について資料収集を行う。 

 

１）気象 

気象に関する調査項目は気温、気圧、風向・風速、降水量、積雪量、天気日数等である。こ

れらの項目については、特に平年値の把握が必要である。 

気温は、海水浴や海浜レクリエーション等の活動に影響する項目である。月別日平均気温、

月別日最高・最低気温、時刻別月平均気温等の資料が気象統計等から得られるので、目的に応

じたデータを用いる。  

気圧、風については本章の第 3 節 気象調査による。 

降水量は海岸地域の排水の基礎となる資料である。 

波浪観測等の計器による観測の際や、海上でのレクリエーション活動等では、雷による被害

を生じる場合があるので、雷の発生状況に関しても調査しておく必要がある。 

 

２）海象・水質 

水温は、沿岸での流況に影響を与え、また、海水浴等の海洋レクリエーションの制約条件に

なるほか、水産利用にも関連する項目であり、気象条件と同様に平年値の把握が必要である。

また、潮位については本章の第 4 節 海面変動調査を、波浪については本章の第 5 節 波浪調査

を、流れについては本章の第 6 節 流れの調査による。 

海水浴や水産利用では、法規により水質に関する基準が定められている。調査項目は「水質

汚濁に係る環境基準について」（平成 7 年 3 月 30 日・環告 17）や日本環境衛生センターの基準

に定められている。  

 

３）地形・地質 

陸上の地形・地質は海岸保全や利用等を立案したり、施設を設計する上での基礎資料となる

ものである。海岸測量については、本章の第 8 節 海岸測量で述べるが、それ以外に、国土地理

院発行の各種「地形図」「国土基本図」「土地条件図」「地質図」、国土交通省国土政策局の

「土地分類基本調査図（地形分類図）」、その他の図面及び空中写真等を利用することができ

る。海底地形についても国土地理院発行の「沿岸海域地形図」「沿岸海域土地条件図」、海上

保安庁発行の「海図」「海の基本図」を利用することができる。また、地質資料は各種施設の

建設等に必要であり、国土交通省国土政策局発行の「土地分類基本調査図（表層地質図）」等

を利用することができる。詳細な資料を必要とする場合には、ボーリング調査、サウンディン

グ、物理探査等を行う必要がある。 

さらに、学術的価値の高い、あるいは天然記念物等の対象となる地形・地質については事前に調査し保

全等の措置を講じる必要がある。これらの特殊な地形・地質については、「すぐれた自然図」（環境省）、

「文化財分布図」（都道府県、市町村教育委員会）等の資料を利用して調査するとともに、現地踏査を実

施することが望まれる。 

 

４）土壌 

土壌は海岸緑化等の基礎資料となる項目であり、土壌断面、土壌の物理的・化学的特性など

の資料の収集が必要である。 

 

５）水文 

対象地域や周辺地域の水循環に関連する項目であり、主要河川の流量は「流量年表」（日本

河川協会）により把握することができる。また地下水に関して、構造物の建設等により地下水

脈を分断しないよう調査を行っておく必要がある。「水文・水質データベース」（国土交通省
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論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 6 

水管理・国土保全局）等の資料よりその分布を把握できる場合がある。 

 

６）植生 

植物の分布は対象地域の自然環境を把握する上で基本となる調査項目である。また、貴重な

植物等保全の必要な植物群落等が存在する場合、開発の観点からは制限条件となるが、レクリ

エーション等の観点からは貴重な資源となることが考えられる。 

植生調査の結果は植生図として表現されるが、現在一般に使用される植生図は現存植生図と

潜在自然植生図であり、現存植生図には植物社会学的方法によるものと相観によるものとがあ

る。海岸利用計画等の目標によって適宜有効な方法を選択する必要がある。 

全国的な植生調査は、２回の自然環境保全基礎調査（通称「緑の国勢調査」）において実施されて

おり、現存植生図が作成されている。さらに、貴重植物については「すぐれた自然図」、「特定植物

群落調査報告書」「動植物分布図」（環境省）が作成されている。このほか「主要動植物地図」（文

化庁）、「文化財分布図」（都道府県、市町村教育委員会）等を資料として利用することができる。

状況によっては、詳細な現地調査が必要な場合がある。 

 

７）動物相 

海鳥等の陸上の生物及び海洋生物の生息状況と生息環境、貴重種の分布等の資料収集が必要

である。特に貴重種については法律により保護されている種もあるので、詳細な調査が必要で

ある。その生息状況は海域の水質や陸上の植生等と密接な関係を有するので、生息環境も十分

に把握する必要がある。動物相の分布については、「すぐれた自然図」、「動物分布調査報告

書」、「動植物分布図」（環境省）、「主要動植物地図」（文化庁）、「文化財分布図」（都

道府県、市町村教育委員会）のほか、鳥獣保護に関する資料等が活用できるが、詳細な資料が

必要な場合には現地調査が必要である。また、海洋生物に関しては既存の水産利用への影響と

新たな水産利用の促進の観点から調査が必要である。 

 

８）景観 

海岸は景観資源として重要な場合があり、眺望点、ランドマーク等の景観構成要素の分布、

対象地域の景観の特性等に関する資料収集が必要である。 

 

９）人口構造 

人口の総数及び増減数（自然増減、社会増減に区分する必要もある）、人口の地域分布、人

口密度、年齢層別人口、産業分類別常住地就業者数、産業分類別従業地就業者数、就業地別・

職業別就業人口、世帯数、世帯の規模等が調査項目として挙げられる。これらの統計は「国勢

調査」（総務省統計局）や住民基本台帳から得ることができる。 

 

１０）産業構造 

事業所数（産業分類別、従業員の規模別、形態別）、従業者数（産業分類別、形態別）、製

造業出荷額（産業分類別）、商業販売額（産業分類別）、産業の立地動向等の産業構造に関す

る資料は、「事業所統計」（総務省統計局）、「工業統計調査」、「商業統計調査」（以上、

経済産業省）等から得ることができる。 

 

１１）所得等の経済指標 

経済指標に関しては、「国税庁統計年報」（国税庁）、「県民経済計算年報」（内閣府経済

社会研究所）、「消費者物価指数年報」、「家計調査」（以上、総務省統計局）や各都道府県

の統計書、統計年報等を、所得水準、物価指数、消費動向等の資料として利用できる。 
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論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 
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１２）土地利用 

a） 土地利用現況 
土地利用の地目別現況等の概況把握には、「土地利用図」（国土地理院）、「土地分類基

本調査図（土地利用現況図）」（国土交通省国土政策局）、航空写真等を利用できるが、地

目別の土地利用の詳細な把握には、公図、土地課税台帳等の資料による調査と現地踏査によ

る実態調査を併用することが望まれる。 

b） 土地利用規制 
法規による土地利用の規制は、開発規模等を決定する制約条件となるので十分な調査が必

要である。「都市計画法」による区域区分、地域地区、「農業振興地域の整備に関する法律」

による農業振興地域・農用地、「森林法」による保安林、「自然公園法」による国立公園・

国定公園・都道府県立自然公園、「自然環境保全法」による原生自然環境保全地域、自然環

境保全地域、都道府県立自然環境保全地域の指定状況のほか、「河川法」による河川区域、

「海岸法」による海岸保全区域、「文化財保護法」による史跡名勝天然記念物、「鳥獣保護

法」による鳥獣保護地区等の指定状況を調査する必要がある。 

 

１３）土地の所有区分及び地価 

用地取得に関連して調査が必要な項目である。土地の所有区分については、公図、土地課税

台帳等の資料により調査できる。地価については、公示地価及び周辺地域での取引価格等につ

いて調査される。 

 

１４）建築物の状況 

建築物の用途、建築動態、住宅戸数、住宅規模等が調査項目として挙げられる。家屋課税台

帳、「住宅統計調査」、「国勢調査」（以上、総務省統計局）、「建築着工統計」（国土交通

省住宅局）等の統計資料がある。 

 

１５）交通 

主に実態資料を利用して、交通量や交通施設の現況及び将来計画、周辺都市との時間距離等

の調査を行う必要がある。交通量については全国道路交通情勢調査、パーソントリップ調査、

自動車起終点調査、物資流動調査、自動車輸送統計等が参考になる。 

 

１６）観光 

観光は、特に海洋性リゾート等の計画に強く関連する項目であり、入込数、観光資源・施設

の分布状況等が調査対象となる。入込数については各自治体において観光統計が整備されつつ

あるので、この資料を用いるのが最も簡便な方法である。ただし、調査方法が調査主体によっ

て異なる場合があるので注意を要する。 

 

１７）歴史 

歴史は、地域の人間の営みの蓄積であり建造物又は、史跡の形で知ることができる。また、

これらの背景を調査し、その結果を計画に反映することが必要である。これについては市史、

町史などが参考となる。 

 

１８）海岸・都市施設の整備状況 

海岸施設の整備状況としては、海岸保全施設に加えて、港湾、漁港、農地等の施設、沿岸の

埋立て等の整備状況について調査する。都市施設の整備状況としては、供給処理施設、教育文
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化施設、社会福祉施設等の施設量、分布の現況等について調査する。特に施設容量を把握して

おくことが重要である。 

 

１９）既定計画 

全国総合開発計画から計画対象地が存する自治体の基本計画、総合計画まで様々の計画が調

査対象となる。また、「多極分散型国土形成促進法」の規定による振興拠点地域基本構想、「地

域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」の規定による集積促進計画、

「高度技術工業集積地域開発促進法」の規定による開発計画、「総合保養地域整備法」の規定

による基本構想等、地域の振興を目的とした法律による開発計画等についても調査を行う必要

がある。この場合、広域にわたる各種の開発計画における海岸利用等の位置付けと調整の観点

から調査を実施する必要がある。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針，平成 12 年 5 月 16 日，農林水

産省，運輸省，建設省告示第 3 号，農林水産大臣，運輸大臣，建設大臣通達. 

（最新版）海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針，令和 2 年 11 月 20 日，

農林水産省，国土交通省告示第 1 号，農林水産大臣，国土交通大臣通達. 

 

第第33節節   気気象象調調査査 
＜考え方＞ 

風は、高潮、波浪、吹送流、飛砂などの発生を支配するとともに、海岸工事を阻害する気象

要因でもある。また、気圧は、その面的な勾配により風を発生させるとともに、台風接近時な

どにはその低下によって海面の吸上げを引き起こす気象要因である。 

気象調査では、海面変動、波浪、流れに関係する気象現象を把握するため、次の項目につい

て調査を行う。 

 
１) 風 

２) 気圧 

 

なお、自ら行う風、気圧の観測に代えて、調査対象地点付近のアメダスデータ等他機関の観

測データを用いることができる。 
 

＜標 準＞ 
風は平らで開けた場所に風向風速計を設置して観測し、10 分間の平均風速・風向、瞬間風速・

風向を記録することを標準とする。 

気圧は気圧計を用いて観測し、毎正時の気圧を記録することを標準とする。 

詳細は「気象観測の手引き」による。 
 

＜推 奨＞ 
各年・各月の最大風速、風向別の風速頻度等を取りまとめた観測年表の作成を推奨する。 
風や気圧は波浪や高潮などの発生要因であることから、波浪観測や潮位観測と同時に気象調

査を行うことを推奨する。 
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＜関連通知等＞ 

1) 気象観測の手引き，平成 10 年，気象庁. 
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第第44節節   海海面面変変動動調調査査 
44．．11 海海面面変変動動調調査査のの目目的的とと項項目目 
＜考え方＞ 

図 21-4-1 のように、潮汐、風、気圧の変動、波浪、津波、地球温暖化による海面上昇等、様々

な時間スケールの現象によって海面は変動している。その現象には、潮汐のように高い精度で

予測できるものから、黒潮の蛇行や暖水塊の発達等による異常潮位のように予測が難しいもの

まで含まれる。 

本節で対象とするのは波浪よりも周期が長い、潮汐、高潮、津波などによる海面変動である。

波浪については、本章の第 5 節 波浪調査で取り扱うが、wave setup（砕波による水位上昇）の

ように波浪が潮位に関係することがあることに留意を要する。 

潮位は海岸堤防等の天端高、漂砂、海岸保全施設の安定性、生物の生息等を検討する上で重

要な水理指標であり、高潮対策、津波対策、海岸侵食対策、海岸利用、海岸における水防など

の検討、及び生物の生息環境把握のためにその調査が必要である。 

海面変動調査は、潮汐、高潮、津波の現象を把握するとともに、地球温暖化による海面上昇

を明らかにすることを目的とし、以下に掲げる項目について調査を実施するものである。 

 
１) 潮位観測 

２) 潮位解析 

３) 高潮解析 

４) 津波解析 

５) その他の海面変動調査 

 

なお、自ら行う潮位観測に代えて、他機関による調査対象地点付近の潮位観測結果を用いる

ことも可能である。 

（周期）

風波

うねり

潮汐

津波

高潮

1秒 1分

30秒

1時間 1日 1週間 1か月 1年

8秒

長周期波

副振動

異常潮位

海面変動調査の対象

波浪調査の対象

気候変動

10年
 

図21-4-1 海面変動に関わる現象の時間スケール 
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44．．22 潮潮位位観観測測 
＜考え方＞ 

潮位観測は波浪を除いた海面の変動を把握するものであり、その観測記録には潮汐に加えて

高潮、津波などの影響が含まれている。各影響因子を明らかにするためには、その因子の時間

的スケールを踏まえて、サンプリングの間隔や期間を設定する必要がある。たとえば、津波は、

その周期が数分から数十分であることから、サンプリング間隔を 30 秒程度以下にしないと適切

に把握することができない。 
 

＜標 準＞ 
潮位観測は、検潮井戸等の潮位観測施設を設け、観測基準面からの海面の高さを測定するこ

とを標準とする。詳細は「海岸保全施設の技術上の基準・同解説」及び「海岸施設設計便覧［2000

年版］」による。 

潮位観測施設の機器は、観測目的、設置条件、保守体制、経費などを考慮して選定し、欠測

が生じないように管理するとともに、潮位観測で得られたデータは電子データのかたちで保管

しておくことを標準とする。 

潮位観測の基準面については、東京湾中等潮位との関係を整理することを標準とする。 
 

＜推 奨＞ 
潮位観測は長期にわたって連続的に実施するとともに、地殻変動等による観測基準面の変化

を数年ごとに把握することを推奨する。 
各年・各月の最高潮位、最低潮位、平均潮位等を取りまとめた観測年表の作成を推奨する。 
平均潮位等の経年変化を整理することにより、潮位の長期的変化を把握することを推奨する。 
 

＜関連通知等＞ 

1) 海岸保全施設の技術上の基準・同解説，平成 16 年，農林水産省，国土交通省，海岸保

全施設技術研究会編，参 10-15. 

（最新版）全国農地海岸保全協会・公益社団法人全国漁港漁場協会・一般社団法人全国海

岸協会・公益社団法人日本港湾協会：海岸保全施設の技術上の基準・同解説、2018. 

2) 土木学会：海岸施設設計便覧［2000 年版］，pp.250-254，2000. 

 
44．．33 潮潮位位解解析析 
＜標 準＞ 

潮位解析では、潮位観測の資料から、平均潮位、朔望平均満潮位・干潮位、最高潮位、最低

潮位などを整理するとともに、調和分析や潮汐計算を行うことを標準とする。 

調和分析や潮汐計算の詳細は、「海洋観測指針（第２部）」による。 
 

＜関連通知等＞ 

1) 海洋観測指針（第２部），平成 11 年，気象庁，pp.83-90. 

（最新版）海洋観測指針（第２部），2010，気象庁. 

 
44．．44 高高潮潮解解析析 
＜標 準＞ 

異常気象時の潮位偏差は、潮位観測の資料を基に、潮位の観測値から天文潮の推算値を差し

引くことにより求めることを標準とする。 
潮位観測の資料がない期間の潮位偏差については、実測値、浸水記録を十分に再現した数値
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調査編 第 21 章 - 12 

計算、又は適切な算定式により推定することを標準とする。 

高潮の数値計算は、海面に作用する気圧、風による海面の摩擦応力、海底での摩擦、移流項

を考慮した非線形長波の理論式（浅水理論式）によるとともに、適切に算定された風データと

詳細な地形データを使用することを標準とする。ただし、深い海域においては線形長波理論を

適用してもよい。また、詳細は「海岸保全施設の技術上の基準・同解説」、「海岸施設設計便覧

［2000 年版］」、「津波・高潮ハザードマップマニュアル」による。 
 

＜推 奨＞ 
砂礫海岸・サンゴ砂海岸（リーフ地形）での高潮の数値計算では、wave setup を考慮するこ

とを推奨する。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 海岸保全施設の技術上の基準・同解説，平成 16 年，農林水産省，国土交通省，海岸保

全 施設技術研究会編，2-6～9. 

（最新版）全国農地海岸保全協会・公益社団法人全国漁港漁場協会・一般社団法人全国海

岸協会・公益社団法人日本港湾協会：海岸保全施設の技術上の基準・同解説、2018. 

2) 土木学会：海岸施設設計便覧［2000 年版］，pp.71-73，2000. 

3) 津波・高潮ハザードマップマニュアル，平成 16 年 4 月，内閣府（防災担当），農林水産

省農村振興局，農林水産省水産庁，国土交通省河川局，国土交通省港湾局，pp.102-111. 

 
44．．55 津津波波解解析析 
＜標 準＞ 

津波解析では、観測潮位から津波の波形を求めるとともに、数値計算により海域での津波の

波形を推定することを標準とする。 
潮位計の応答特性により、津波の短周期成分が観測潮位に表れていない場合には、数値計算

による津波波形の推定を行うことを標準とする。 

津波の数値計算については、本章の第 14 節 津波浸水解析によるものとする。 
 

第第55節節   波波浪浪調調査査 
55．．11 波波浪浪のの定定義義とと表表示示 
＜考え方＞ 

海洋における波浪としては、広い意味では小さなさざ波から風浪、津波、潮汐までを含むが、

ここで対象としているのは風波とうねりである。風波は風によって発達している波であり、う

ねりは風波が風域を出て減衰しながら進行している波を言う。 
海の波は不規則であるので、波浪は不規則波の代表波高及び周期、波向で表示することとし、

このうち波高については有義波高、周期については有義波周期で表示する。 

約 100 波以上の連続した波を対象に、図 21-5-1 のように、不規則な波形データの平均海面を

上向き（ゼロアップクロス）に波形が横切る点を波の始点・終点として１波を定義し、その時

間間隔を周期、１波の中での最高値と最低値の差で波高を定義する。これらの波の記録の中で

波高の大きいものから、全波数の１／３の波数の波を取り出し、その波高と周期を平均したも

のをそれぞれ有義波高（H1/3）、有義波周期（T1/3）とよぶ。また、波高が最大のものを最高波

高（Hmax）、平均したものを平均波高（Hmean）と呼ぶ。  

なお、越波被害等に関係する現象として、周期 30～300 秒程度の長周期波（サーフビートと

も言われる）が注目されている。長周期波は、その波高が有義波高の 1 割以上となることがあ

り、周期が長いことからうちあげ高等が大きくなる。通常の波浪観測で得られる、0.5 秒間隔程
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2011. 
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度の波形データから長周期成分を抽出することにより、長周期波の波高を算出できる。 

T1 T2 T3 T4

H1
H2 H3 H4

水位

平均海面
時間

 

図21-5-1 ゼロアップクロス法による１波の定義 

 

55．．22 波波浪浪調調査査のの目目的的とと項項目目 
＜考え方＞ 

波浪は越波や漂砂、海岸保全施設の安定性等に関わる水理現象であり、高潮対策、海岸侵食

対策、海岸利用、海岸における水防などの検討、及び生物の生息環境把握のためにその調査が

必要である。 

波浪調査においては、波浪観測や波浪推算を行うとともに、波浪統計処理を実施する。 
 

55．．33 波波浪浪観観測測 
55．．33．．11 波波浪浪観観測測のの方方法法 
＜考え方＞ 

来襲する波浪は季節、年によって変動するため、ある海域の波浪特性を把握するためには長

年月にわたる観測が必要である。また、高波浪時の異常波浪の発生を把握するためには、水面

変動を毎正時 10～20 分間だけ計測するのでは不十分であり、時間的に連続的に観測を行う必要

がある。0.5 秒間隔程度で連続的に計測された水面変動データは、津波波形の抽出にも活用でき

る。 
また、波向は沿岸漂砂の支配要因の一つであることから、波高、周期とともに観測する必要

がある。波向は、流速計と一体化した波高計によって得られる 10～20 分間の水面変動及び流速・

流向の時系列データから算出される。 
 

＜標 準＞ 
波浪観測では、波高計により水面変動の連続観測を行うとともに、波の入射方向を観測する

ことを標準とする。 
波浪観測施設の機器は、観測目的、設置条件、保守体制、経費などを考慮して選定し、欠測

が生じないように管理することを標準とする。 
 

＜推 奨＞ 
波浪観測は長期にわたって連続的に実施するとともに、確実に観測できるように施設を二重

化することを推奨する。また、波浪観測に一般的に用いられる超音波式波高計は、高波浪時に

砕波に伴う気泡のため水面を正しく計測できないことがあるが、この場合には水圧計で得られ

る水面変動のデータから有義波高等を算出することを推奨する。 

また、堤防等への波のうちあげは、海域での波浪とは異なる現象であることから、そのうち

あげ高をステップ式波高計等により計測することを推奨する。 
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11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水
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55．．33．．22 観観測測地地点点 
＜標 準＞ 

波浪観測は、調査目的に応じて代表性のある資料が得られる地点で行うことを標準とする。

たとえば、対象海岸の沖波を把握することが目的であれば、高波浪時の砕波点より沖で波浪観

測を行う必要がある。 
 

55．．33．．33 デデーータタ整整理理 
＜標 準＞ 

波浪観測では、毎正時 10～20 分間（約 100 波以上の連続した波が含まれる期間）の水面変動

等のデータを用いて、平均水位、平均波、有義波、1/10 最大波、最高波、平均波向、平均流速

及び流向などの項目を整理することを標準とする。 
 

＜推 奨＞ 
各年・各月の最大波高、波高や周期の出現頻度、波向別の波高頻度等を取りまとめた観測年

表の作成を推奨する。 
波浪成分の中で卓越する周波数・方向を明らかにするため、図 21-5-2 のように、周波数スペ

クトル及び方向スペクトル（波のエネルギー分布を方向別、周波数別に表したもの）の算定を

推奨する。 

また、連続的に取得された水面変動のデータから、必要に応じて長周期波や津波の波形を算

定する。 
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図21-5-2 周波数スペクトル（左）及び方向スペクトル（右）の出力例 

 

55．．33．．44 デデーータタのの保保管管 
＜標 準＞ 

有義波高等の算出に用いた水面変動等の時系列データと有義波高等の演算値は、電子データ

のかたちで保管しておくことを標準とする。 
 

55．．44 波波浪浪推推算算 
＜考え方＞ 

波浪推算は、風から波高、周期、波向を推算するものである。 
 

＜標 準＞ 
波浪推算に用いる風速及び風向は、風の実測値又は数値モデル等による計算値に高度等の所

要の補正を行って算定することを標準とする。 

波浪推算はスペクトル法又は有義波法によって行うことを標準とする。 

詳細は「海岸保全施設の技術上の基準・同解説」による。 

E
 (
m

2
・
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c
)

【第21章第５節　波浪調査　平成26年４月版】

672



河川砂防技術基準 調査編 技術資料 

調調査査編編  第第 22 章章  第第 77 節節  --  44  

10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学
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11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水
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13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 
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＜推 奨＞ 
内湾での波浪推算に用いる風は、陸上地形の影響を考慮できる数値モデルにより算定するこ

とを推奨する。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 海岸保全施設の技術上の基準・同解説，平成 16 年，農林水産省，国土交通省，海岸保

全施設技術研究会編，2-25～27. 

（最新版）全国農地海岸保全協会・公益社団法人全国漁港漁場協会・一般社団法人全国海

岸協会・公益社団法人日本港湾協会：海岸保全施設の技術上の基準・同解説、2018. 

 
55．．55 波波浪浪統統計計処処理理 
＜標 準＞ 

波浪データは、調査目的に応じて統計処理を行い、波高、周期、波向の発生頻度や年最大波

高や年平均波高を整理することを標準とする。詳細は「海岸保全施設の技術上の基準・同解説」

による。 
 

＜推 奨＞ 
波高等の生起確率を評価するため、波浪観測データの極値統計解析の実施を推奨する。 
波浪の長期的変化の把握のため、年平均波高等の経年変化を整理することを推奨する。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 海岸保全施設の技術上の基準・同解説，平成 16 年，農林水産省，国土交通省，海岸保

全施設技術研究会編，2-16～19. 

（最新版）全国農地海岸保全協会・公益社団法人全国漁港漁場協会・一般社団法人全国海

岸協会・公益社団法人日本港湾協会：海岸保全施設の技術上の基準・同解説、2018. 

 
第第66節節   流流れれのの調調査査 
66．．11 沿沿岸岸域域ににおおけけるる流流れれ 
＜考え方＞ 

流れは海浜変形を予測する際の外力として使用されるほか、海岸保全施設設置による海岸環

境の変化の予測に用いられることもある。また、海水浴客等の安全性の検討にも利用すること

ができる。 

沿岸域における流れの調査は、原則として海浜流、潮汐流、吹送流及び河口流を対象とする。

海浜流は、海岸近くにおいて砕波変形の影響を受けて発達する流れであり、主として岸に平行

な沿岸流と沖向きの離岸流から構成される。潮汐流は、潮汐による海面昇降に伴う海水の水平

方向の往復運動によって生じる流れである。吹送流は、風が海面に及ぼす応力によって生じる

流れである。河口流は、河川流、感潮領域での潮汐による流れ及び河口密度流の総称である。 

また、海流が海岸の諸現象に影響する場合には、海流も対象となる。このほか、海岸構造物

の周辺では、海岸構造物により変化する流れも対象となり得る。 
 

＜参考となる資料＞ 
1) 海岸保全施設の技術上の基準・同解説，平成 16 年，農林水産省，国土交通省，海岸保

全施設技術研究会編，2-91～93. 
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論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 
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（最新版）全国農地海岸保全協会・公益社団法人全国漁港漁場協会・一般社団法人全国海

岸協会・公益社団法人日本港湾協会：海岸保全施設の技術上の基準・同解説、2018. 

2) 土木学会：海岸施設設計便覧［2000 年版］，pp.77-87，2000. 

 

66．．22 流流れれのの調調査査のの目目的的とと項項目目 
＜考え方＞ 

流れの調査では、海岸侵食対策、海岸利用、海岸環境の保全などの検討、及び生物の生息環

境の把握のために、次の調査を行う。 

 
１) 流れの観測 

２) 流れの計算 
 

66．．33 流流れれのの観観測測 
66．．33．．11 流流れれのの観観測測方方法法 
＜標 準＞ 

流れの観測は、対象とする現象の時空間的なスケールを踏まえて、各種流速計、染料やフロ

ートの追跡、レーダー等の中から適切な方法を選定し、定点あるいは面的に行うことを標準と

する。詳細は「海岸施設設計便覧［2000 年版］」による。 
 

＜例 示＞ 
流れの鉛直分布の把握方法として ADCP による多層観測が、流れの平面分布の把握方法として

レーダーによる面的観測があるので、適宜活用するとよい。 
 
＜関連通知等＞ 

1) 土木学会：海岸施設設計便覧［2000 年版］，pp.259-265，2000. 

 
66．．33．．22 観観測測地地点点 
＜標 準＞ 

流れの観測地点は、対象とする現象の空間的なスケールを踏まえて設定することを標準とす

る。 
 

66．．33．．33 デデーータタ整整理理 
＜標 準＞ 

流れの定点観測によって得られたデータは、流速・流向の経時変化図として取りまとめるこ

とを標準とする。 

流れの面的観測によって得られたデータは、地形図に流速・流向をベクトル表示した流況図

としてまとめることを標準とする。 

なお、流向は流れの進行方向とし、真北から時計回りに測った角度で表示する。 
 

66．．44 流流れれのの計計算算 
＜標 準＞ 

海浜流の計算は、ラディエーションストレスを考慮した平面二次元モデルで行うことを標準

とする。 

潮汐流の計算は、平面二次元モデルで行うことを標準とする。ただし、吹送流や密度流の影

響を考慮する場合には、流れの３次元性を考慮する必要がある。 
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 17 

詳細は「海岸施設設計便覧［2000 年版］」による。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 土木学会：海岸施設設計便覧［2000 年版］，pp.78-85，2000. 

 

第第77節節   漂漂砂砂調調査査 
77．．11 漂漂砂砂調調査査のの目目的的とと項項目目 
＜考え方＞ 

海岸侵食は、土砂の供給と流出のバランスが崩れることによって発生する。この問題に抜本

的に対応するためには、海岸地形のモニタリングを行いつつ、海岸部において、沿岸漂砂によ

る土砂の収支が適切となるよう構造物の工夫等を含む取組を進めるとともに、海岸部への適切

な土砂供給が図られるよう河川流域における総合的な土砂管理対策とも連携するなど、関係機

関との連携の下に広域的・総合的な対策を推進する必要がある。 

海岸における土砂移動（漂砂）は、沿岸方向への移動（沿岸漂砂）と岸沖方向への移動（岸

沖漂砂）に大別される。沿岸漂砂は、長期にわたって広い範囲で進行する不可逆的な現象であ

ることが多く、その不均衡が海岸侵食等の地形変化を引き起こす。また、岸沖漂砂は、高波浪

時に侵食された海浜がその後の静穏時に回復していく過程に見られるように可逆的なものであ

ることが多いが、海底谷等への土砂の落ち込みなど、非可逆的な現象となる場合もある。 

第 16 章 総合的な土砂管理のための調査 に示されているように、海岸は流砂系の一部を構成

するものではあるが、上記のように土砂移動の形態が河川など流砂系の他の部分とは異なるこ

とから、本節では漂砂系として取り扱うこととする。漂砂系の範囲は、図 21-7-1 のように、沿

岸方向には沿岸漂砂の連続する区間、岸沖方向には砂丘の陸端から海底の漂砂の移動限界水深

までの範囲で、分布する土砂の岩石種や鉱物組成が類似している空間的領域とする。 

漂砂調査では、対象とする海岸が含まれる漂砂系における砂礫の移動特性を把握し、土砂収

支を解明することが基本的な目標となる。 

漂砂調査においては、海岸侵食等の海岸地形の変化に関わる漂砂現象を、一連の漂砂系にお

いて把握することを目的として、次の調査を行う。土砂収支の推定においては、漂砂量（フロ

ー）を直接的に計測するより、地形変化（ストックの時間的変化）から漂砂量等を推定する方

法が一般的である。このため、海岸測量や底質調査の結果から地形変化量や沿岸漂砂量を把握

するかたちになるが、その信頼性を高める上では波、流れ、浮遊砂・掃流砂等の観測値も重要

である。 

 
１) 海岸踏査 

２) 波浪、流れ、潮位、気象に関する調査 

３) 海岸測量 

４) 底質調査 

５) 漂砂観測 

６) 漂砂系における土砂収支の推定 

 

【第21章第７節　漂砂調査　平成26年４月版】

675



河川砂防技術基準 調査編 技術資料 

調調査査編編  第第 22 章章  第第 77 節節  --  44  

10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 18 

 

図21-7-1 漂砂系の概念 

 
 

77．．22 海海岸岸踏踏査査 
77．．22．．11 海海岸岸踏踏査査のの目目的的とと項項目目 
＜考え方＞ 

海岸踏査は、対象とする海岸の概況を調べ、各種調査の方法、範囲、期間などを決定するこ

とを目的として、次の項目について調査するものである。 

 
１) 底質の粒径、形状、組成、色 

２) 海浜の勾配 

３) 汀線の形状 

４) 砕波線の形状 

５) 河口砂州の形状 

６) 構造物周辺の地形 

７) 流況 

８) 付近住民からの聴取 

９) 浜崖の形成状況 
 

＜参考となる資料＞ 

海岸踏査の方法については、下記の資料が参考となる。 

1) 宇多高明，石川仁憲 ：実務者のための養浜マニュアル，pp.30-44，土木研究センター，

2005. 

 
77．．22．．22 デデーータタ整整理理 
＜標 準＞ 

海岸踏査の結果は、調査年月日、底質採取地点、写真撮影地点、底質の粒径、海浜や構造物

の状況等を平面図に記載することを標準とする。 
 

77．．33 底底質質調調査査 
77．．33．．11 底底質質調調査査のの目目的的とと項項目目 
＜考え方＞ 

底質調査は、海浜を構成する底質の粒度組成や移動状況、波による底質の分級状況を把握す
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 19 

ることを目的とし、試料の採取・分析や海底音波探査を行うものである。 
 

77．．33．．22 試試料料のの採採取取 
＜標 準＞ 

試料の採取位置は、陸上部では砂丘やバームなど、海底ではバーやトラフなどの地形を考慮

し選定することを標準とする。 

本章の第 9 節 海岸環境調査 と併せて実施する場合には、生物調査と同一測点で試料を採取

することを標準とする。 

海底からの試料採取に当たっては、引き上げる際に試料が散逸するのを防ぐため、エクマン

バージ型採泥器若しくはスミス・マッキンタイヤ型採泥器を用いて船上から採取するか、潜水

士が手操式採泥器を用いて採取することを標準とする。陸上部の試料については、所定量を採

取できれば、採取器具は問わない。 

採取する試料の量は、JIS A1204 に記載の最少質量の目安を参考に、想定される試料の粒径に

応じて決定することを標準とする。 
 
＜推 奨＞ 

様々な粒径の底質で構成される海岸では、表層だけでなく、鉛直方向に試料を採取すること

を推奨する。 

本章の第 9 節 海岸環境調査 と併せて実施する場合には、底生生物の生息に影響する次の項

目についても計測することを推奨する。ただし、これらの化学的な項目は、波浪による攪拌作

用が強い海岸では、広い範囲にわたって均一化しやすいので、適宜、測点数を減らしても構わ

ない。 

 
１) 化学的酸素要求量（COD） 

２) 強熱減量（IL） 

３) 硫化物 

４) 泥色 

５) 臭気 

６) 泥温 

７) 酸化還元電位 

 

上記以外にも、注目生物種の生息状況に影響を与えることが想定される項目については調査

することを推奨する。 
 

＜参考となる資料＞ 

底質の化学的な項目についての調査方法については、下記の資料が参考となる。 

1) (社)海洋調査協会：海洋調査技術マニュアル―水質・底質調査編―，pp.69-106，2008. 

 
77．．33．．33 海海底底音音波波探探査査 
＜標 準＞ 

海底音波探査では、海底の底質及び砂層の厚さ等を把握することを標準とする。 
 

＜参考となる資料＞ 

海底音波探査の方法については、下記の資料が参考となる。 
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 20 

1) 日本海洋学会編集：沿岸環境調査マニュアル〔底質・生物篇〕 ，pp.7-13，恒星社厚生

閣，1986. 

 
77．．33．．44 デデーータタ整整理理 
＜標 準＞ 

採取した試料について粒度分析を行い、中央粒径などを求め、水深別の粒度分布が分かるよ

うに地図上に整理することを標準とする。 

粒度分析の方法は JIS A1204 による。 
 

＜推 奨＞ 
土砂供給源の推定のため、採取した試料の鉱物分析や堆積年代測定（放射線同位体、ルミネ

ッセンスなど）を実施することを推奨する。 
 

＜参考となる資料＞ 

鉱物分析及び堆積年代測定の方法については、下記の資料が参考となる。 

1) 日本海洋学会編集：沿岸環境調査マニュアル〔底質・生物篇〕 ，pp.35-42，恒星社厚生

閣，1986. 

2) 岸本瞬，劉海江，高川智博，佐藤愼司：天竜川・遠州灘流砂系におけるルミネッセンス

強度測定に基づく土砂移動過程の解明，土木学会論文集B2(海岸工学)，第66巻，pp.626-630，

2010. 

 
77．．44 漂漂砂砂観観測測 
77．．44．．11 漂漂砂砂観観測測のの目目的的とと項項目目 
＜考え方＞ 

漂砂観測は、浮遊や掃流による底質移動を把握することを目的として、次の項目について行

うものである。 

 
１) 浮遊砂調査 

２) 掃流砂調査 

３) トレーサによる調査 

４) 海底面変動調査 
 

77．．44．．22 浮浮遊遊砂砂調調査査 
＜標 準＞ 

浮遊砂調査は、波や流れにより浮遊する底質の移動特性を把握するために、濁度計や捕砂器

等を用いて行うことを標準とする。 
 

＜推 奨＞ 
浮遊砂調査と同時に、波浪や流れの観測を行うことを推奨する。 
 

＜参考となる資料＞ 

浮遊砂調査の方法については、下記の資料が参考となる。 

1) 堀川清司編集：海岸環境工学，pp.447-472，東京大学出版会，1985. 
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 21 

77．．44．．33 掃掃流流砂砂調調査査 
＜標 準＞ 

掃流砂調査では、海底面での掃流での移動特性を把握するために、捕砂器を用いて行うこと

を標準とする。 
 

＜推 奨＞ 
掃流砂調査と同時に、波浪や流れの観測を行うことを推奨する。 

 
＜参考となる資料＞ 

掃流砂調査の方法については、下記の資料が参考となる。 

1) 堀川清司編集：海岸環境工学，pp.447-472，東京大学出版会，1985. 

 
77．．44．．44 トトレレーーササにによよるる調調査査 
＜標 準＞ 

トレーサによる調査は、漂砂の移動状況、卓越方向、外力と漂砂量の関係などを把握するた

め、蛍光砂等を投入し定期的に追跡することにより行うことを標準とする。 
 

＜推 奨＞ 
トレーサによる調査と同時に、波浪や流れの観測を行うことを推奨する。 
 

＜参考となる資料＞ 

トレーサによる調査の方法については、下記の資料が参考となる。 

1) 堀川清司編集：海岸環境工学，pp.447-472，東京大学出版会，1985. 

 
77．．44．．55 海海底底面面変変動動調調査査 
＜標 準＞ 

海底面変動調査は、高波浪等による急激な海底変動を時系列的に把握するために、砂面計等

を用いて行うことを標準とする。 
 

＜推 奨＞ 
海底面変動調査と同時に、波浪や流れの観測を行うことを推奨する。 
 

77．．55 漂漂砂砂系系ににおおけけるる土土砂砂収収支支のの推推定定 
77．．55．．11 土土砂砂収収支支 
＜考え方＞ 

漂砂系における土砂収支は、一連の漂砂系における底質移動の連続性を考慮して、次の項目

について解析を行って推定し、土砂収支図として整理するものである。 

 
１) 汀線・等深線の経時変化 

２) 河川からの供給土砂量 

３) 海崖からの供給土砂量 

４) 漂砂系から失われる土砂量 

５) 漂砂の卓越方向 

６) 沿岸漂砂量 
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 22 

 

海岸侵食の原因把握、対策検討のためには流砂系としての見方が有効な場合が多い。河川か

らの土砂供給を扱う漂砂系の土砂収支図の整理に当たっては、第 16 章 総合的な土砂管理のた

めの調査 も参考とする。 
 

77．．55．．22 汀汀線線・・等等深深線線のの経経時時変変化化 
＜標 準＞ 

汀線の経時変化は、測量成果、あるいは地形図（古地図を含む）や空中写真の比較により把

握することを標準とする。また、短期的な汀線変化については、定点で継続的に撮影された画

像の解析によって把握することもできる。なお、空中写真を用いる場合には、撮影時点の潮位

から汀線の位置を補正する。 
海浜断面や等深線の経時変化は、測量成果を用いて把握することを標準とする。 
 

＜参考となる資料＞ 

汀線・等深線の経時変化の把握方法については、下記の資料が参考となる。 

1) 宇多高明，石川仁憲 ：実務者のための養浜マニュアル，pp.44-47，土木研究センター，

2005. 

 

画像解析による地形変化調査の方法については、下記の資料が参考となる。 

2) 木村晃，大野賢一：鳥取海岸における海底地形の短期変化について，海岸工学論文集，

第 53 巻，pp.571-575，2006. 

3) 藤原要，的場孝文，熊谷隆則，藤田裕士，堀口敬洋，佐々木崇雄，高木利光：カメラ観

測システムを用いた宮崎海岸の土砂移動機構調査，海岸工学論文集，第 54 巻，pp.671-675，

2007. 

 
 

77．．55．．33 河河川川かかららのの供供給給土土砂砂調調査査 
＜標 準＞ 

河川からの供給土砂調査においては、河川及び海岸における粒度分布や鉱物組成から河川か

らの寄与を明らかにした上で、河口周辺における詳細な深浅測量データの解析や河道横断測量

データ等の解析、河床変動計算、流出土砂量計算等により、河川から河口に供給される土砂量

及び河口から沖合に流出する土砂量を推定することを標準とする。 

このための調査の基本的な枠組みについては、第 16 章 総合的な土砂管理のための調査の 2.2

を参照し、また河床変動計算の方法等については、第 6 章 河床変動、河床材料変化及び土砂流

送の解析 によるものとする。 
 

77．．55．．44 海海崖崖かかららのの供供給給土土砂砂調調査査 
＜標 準＞ 

海崖から海岸に供給される土砂の調査については、海崖及びその周辺の地形とその変化、構

成物質、風化の程度を調査し、海崖の岩質や粒度分布、海岸の底質の粒度分布等を比較するこ

とにより、海崖からの寄与を明らかにすることを標準とする。 
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 23 

77．．55．．55 漂漂砂砂系系かからら失失わわれれるる土土砂砂量量のの調調査査 
＜標 準＞ 

一連の漂砂系から失われる土砂量を把握するため、飛砂による陸側への土砂流出量や、海底

谷など沖合への土砂流出量を調査するとともに、浚渫や砂利採取等により漂砂系外に人為的に

持ち出される土砂の量を把握することを標準とする。 
飛砂量は現地観測、又は算定式により求めることを標準とする。詳細は「海岸施設設計便覧

［2000 年版］」による。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 土木学会：海岸施設設計便覧［2000 年版］，p.143，2000. 

 

77．．55．．66 漂漂砂砂のの卓卓越越方方向向 
＜標 準＞ 

沿岸漂砂の卓越方向は、トレーサによる調査のほか、以下の事項を踏まえて、総合的に判断

することを標準とする。 

 

１）地形  

 岬や岩礁、海浜上の構造物など沿岸漂砂に対して障害物となるものがあれば、その漂砂の上

手で汀線は前進（沖へ移動）し、下手で汀線は後退する。 

２）波浪  

 漂砂は主として波の作用によるものであるから、汀線や等深線に対する波向によって漂砂の

移動方向が決定される。波向が季節的に変化する海岸があることから、年間を通じて算出され

た波向別のエネルギー平均波が参考となる。 

３）底質  

 底質は波及び流れによってふるい分けられ、波のエネルギーが大きい、あるいは流れが強い

場合に粒径の大きなものが残り、細かいものが遠くへ運び去られる。この結果、一般に、沿岸

漂砂の卓越方向に沿って、底質の粒径が小さくなっていく傾向がある。また、漂砂供給源の鉱

物組成と海岸の鉱物組成との比較によって、沿岸漂砂の卓越方向を推定できることがある。 
 

77．．55．．77 沿沿岸岸漂漂砂砂量量 
＜標 準＞ 

沿岸漂砂量は、汀線変化の解析結果や深浅測量データの解析結果から、若しくは過去の地形

変化の再現により適用性が確認された海浜変形モデルを用いて、推定することを標準とする。

なお、沿岸漂砂量を推定する期間は、供給土砂量の時間的変化や沿岸構造物の建設等を踏まえ

て設定することを基本とする。 

沿岸漂砂を阻止する防波堤等の漂砂上手側での汀線変化の解析結果から沿岸漂砂量を推定す

る場合には、対象期間の汀線変化量に漂砂の移動高を掛けて対象区間の土砂変化量を求め、そ

れを対象期間で除することで沿岸漂砂量を求めることができる。漂砂の移動高は、波のうちあ

げ高から地形変化の限界水深までの高さであり、深浅測量で得られた海浜断面から推定するこ

とを標準とする。また、地形変化の限界水深は、深浅測量で得られた複数時期の海浜断面の比

較又は算定式により推定することを標準とする。 
 

＜例 示＞ 
海浜変形モデルは、沿岸漂砂量式が組み込まれた海岸線変化モデルと、局所漂砂量式が組み
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論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 24 

込まれた３次元海浜変形モデルに大別される。海岸線変化モデルには汀線変化モデルと等深線

変化モデルがあり、海浜流計算を必要としないなど計算量が比較的小さいことから、長期間あ

るいは広範囲の計算に多用されている。一方、３次元海浜変形モデルは、波浪や海浜流の平面

場に応じた地形変化を計算できることから、構造物周辺の地形変化を計算するのに適している。 
 

＜関連通知等＞ 

1) 海岸保全施設の技術上の基準・同解説，平成 16 年，農林水産省，国土交通省，海岸保

全施設技術研究会編，参-35～36. 

（最新版）全国農地海岸保全協会・公益社団法人全国漁港漁場協会・一般社団法人全国海

岸協会・公益社団法人日本港湾協会：海岸保全施設の技術上の基準・同解説、2018. 

2) 土木学会：海岸施設設計便覧［2000 年版］，pp.145-156，2000. 

 
＜参考となる資料＞ 

汀線や等深線の解析結果から沿岸漂砂量を推定する方法の詳細については、下記の資料が参

考となる。 

1) 宇多高明，石川仁憲 ：実務者のための養浜マニュアル，pp.54-55，土木研究センター，

2005. 

 

77．．55．．88 土土砂砂収収支支図図 
＜標 準＞ 

土砂収支図は、一連の漂砂系を対象に、河川及び海崖からの供給土砂量、漂砂系から失われ

る土砂量とともに、漂砂制御施設や漁港などの沿岸構造物等を境界としてブロックを区分し、

ブロック内の土砂変化量とブロック間の沿岸漂砂量を示すものを標準とする。 

 

 

： 沿岸漂砂 (×104
㎥/yr) 

： 供給土砂 (×104
㎥/yr) 

： 損失土砂 (×104
㎥/yr) 
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図21-7-2 漂砂系土砂収支図の作成例（イメージ図） 

 

＜推 奨＞ 
岸沖方向に底質の粒径が異なる海岸では、水深帯別あるいは粒径区分別に沿岸漂砂量等を示

した土砂収支図を作成することを推奨する。 

河川からの土砂供給を扱う漂砂系の土砂収支図の整理を行う場合には、流砂系の土砂動態に

ついても整理し、両者を比較して漂砂系内の土砂収支及び漂砂調査の課題の整理を行うことを

推奨する。流砂系の土砂動態の捉え方、調査結果のまとめ方等については第 16 章 総合的な土
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論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 
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を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 25 

砂管理のための調査 に示されている。 
 

第第88節節   海海岸岸測測量量 
88．．11 海海岸岸測測量量のの目目的的とと項項目目 
＜考え方＞ 

海岸測量は、海岸地形の把握及び海岸地形の変化特性を解明するために、次の調査を行うも

のである。 

 
１) 海浜測量 

２) 深浅測量 

３) 低潮線の状況調査 
 

88．．22 海海岸岸測測量量のの範範囲囲及及びび期期間間 
＜標 準＞ 

海岸測量の範囲及び時期・時間間隔は、調査目的に応じて設定することとし、岸沖方向の範

囲については、沖側は波による漂砂の移動限界付近（目安：外洋に面した海岸では水深 20～30m

程度、内湾では水深 10～20m 程度）まで、岸側は波や風による砂の移動範囲までとすることを

標準とする。 
 

＜推 奨＞ 
海浜地形の季節変化を把握する必要がある海岸では、測量を年２回以上実施することを推奨

する。また、台風などの影響を受けた場合には、その影響を把握するために測量を実施するこ

とを推奨する。 
 

88．．33 海海浜浜測測量量のの方方法法 
＜標 準＞ 

海浜測量は、前浜と後浜を含む範囲の地形を把握するため、「国土交通省公共測量作業規程」

に従って、海岸線に沿って陸部に基準線を設けて、適切な間隔に測点を設置し、測点ごとに基

準線に対し直角の方向に横断測量を実施することを標準とする。 

本章の第 9 節 海岸環境調査 と併せて実施する場合には、スポット的な生物の生息を解釈す

るための材料とするため、バーム、カスプ等の微地形の存在も把握することを標準とする。 
 

＜推 奨＞ 
広範囲にわたって面的な測量を行う場合には、レーザープロファイラの使用を推奨する。そ

の詳細は「国土交通省公共測量作業規程」による。 
 

88．．44 深深浅浅測測量量のの方方法法 
＜標 準＞ 

深浅測量は、海底地形又はその経時変化の把握のため、「国土交通省公共測量作業規程」に従

って、水深の浅い所ではロッド又はレッドにより、水深の深い所では音響測深機等により行う

ことを標準とする。 

本章の第 9 節 海岸環境調査 と併せて実施する場合には、スポット的な生物の生息を解釈す

るための材料とするため、バー、トラフ等の微地形の存在も把握することを標準とする。 
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論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 26 

＜推 奨＞ 
複雑な海底地形を有する海岸では、マルチビーム音響測深機等による詳細な面的測量を推奨

する。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 国土交通省公共測量作業規程，平成 20 年 3 月 31 日，国国地第 668 号，国土交通省，

一部改正：令和 5 年 3 月 31 日. 

 
88．．55 低低潮潮線線のの状状況況調調査査のの方方法法 
＜考え方＞ 

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備

等に関する基本計画において、我が国の排他的経済水域等を安定的に保全するため、以下の方

針に基づき措置を講じることとされている。 

 

排他的経済水域等は、国連海洋法条約において、通常、海岸の低潮線からなる基線を基礎と

して定められることが規定されている。このため、低潮線が何らかの事由により後退すること

があれば、その面積が大幅に縮小するおそれがある。したがって、排他的経済水域等の安定的

な保持のためには、排他的経済水域等の限界を画する基礎となる低潮線を保全する意義は非常

に大きい。 

このため、排他的経済水域等の基礎となっている低潮線の現状の把握や低潮線保全区域の適

切な設定を行うとともに、人為的損壊の未然防止や自然侵食の進行の状況確認とそれに伴う保

全措置が必要か否かを検討するため、低潮線の状況の監視・巡視等に関係機関が協力して取り

組む。 

排他的経済水域等の基礎となっている低潮線は、離島の海岸線等、生活する住民が少ないか

又はいない場所に所在し、通常、人の目が行き届かない場合が多い。したがって、低潮線の保

全を確実にするためには関係機関が協力して、人為的な損壊行為が行われていないか監視・巡

視するとともに、自然侵食による形状の変化がないか調査を実施することが必要である。 

また、自然侵食の進行等により低潮線の大幅な後退が認められる場合等、保全措置が必要と

なった場合には、必要な対策の実施等について検討を行う。 

低潮線保全区域の巡視体制の整備を図るとともに、巡視船艇及び航空機の機能を強化するな

どにより低潮線保全区域及びその周辺海域の監視・警戒体制の強化を図る。また、監視・警戒・

巡視から違反行為を確認した場合の監督処分に至るまでの事務に係る関係行政機関の連携手続

を定める。また、関係行政機関は、低潮線保全区域の監視・巡視等の実施及び協力に努める。 

関係行政機関は、低潮線保全区域と重複する海岸保全区域等において、低潮線の保全という

法の趣旨を考慮し、当該区域の保全を推進する。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の

整備等に関する基本計画，平成 22 年 7 月 13 日閣議決定，一部変更：平成 23 年 5 月 

27 日. 

（最新版）排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠

点施設の整備等に関する基本計画，平成 22 年 7 月 13 日閣議決定，一部変更：令和 4

年 6 月 17 日. 
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工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 27 

＜標 準＞ 
低潮線の状況調査では、空中写真、衛星写真等の判読等により、低潮線保全区域における地

形及びその時間的変化を把握することを標準とする。 
 

88．．66 デデーータタ整整理理 
＜標 準＞ 

測量結果は、潮位の補正などを行い、海浜測量、深浅測量の結果を合わせて海岸地形図とし

て取りまとめることを標準とする。 
図の縮尺は、使用目的、測量の範囲、測量の精度等を考慮して選定することとし、縮尺、方

位、基準面、測量年月日、測量方法、測器名等を記載することを標準とする。 

また、測量で得られた標高・水深データ、オルソ画像等は、その位置情報を含めて電子ファ

イルとして保存することを標準とする。 

なお、低潮線保全区域の空中写真等を撮影した場合には「排他的経済水域及び大陸棚の保全

及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する基本計画」政府内部用の

低潮線データベースに登録することを標準とする。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の

整備等に関する基本計画，平成 22 年 7 月 13 日閣議決定，一部変更：平成 23 年 5 月 

27 日. 

（最新版）排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠

点施設の整備等に関する基本計画，平成 22 年 7 月 13 日閣議決定，一部変更：令和 4

年 6 月 17 日. 

 
＜参考となる資料＞ 

データ整理の方法については、下記の資料が参考となる。 

1) (社)海洋調査協会：海洋調査技術マニュアル―深浅測量―，2003. 

 
第第99節節   海海岸岸環環境境調調査査 
99．．11 海海岸岸環環境境調調査査のの目目的的とと項項目目 
＜考え方＞ 

本節は、海岸に関わる計画と管理等のためのデータを得ることを目的として実施する、海岸

における生物生息状況及び生物の生息環境の調査と、結果の整理・分析に必要な技術的事項を

定めるものである。海岸環境調査は海域では船舶を使う必要があるなど、一般に高コストであ

る。そのため、第 11 章 河川環境調査 のような、網羅的な調査を実施するのは現実的ではなく、

本章 第 1 節 総説のカテゴリー2 に分類される注目生物種を絞り込んだ調査が中心となる。 

なお、ここでの「生息状況」とは、調査時点におけるスナップショット的な生物の分布だけ

でなく、季節や日周的な変化も含んだものである。 

海岸の利用や景観を対象とする調査については、本章の第 10 節 海岸利用調査で扱う。また、

海域における水質汚濁については、第 12 章 水質・底質調査 第 4 節 汚濁負荷量調査及び水質

汚濁予測調査にて扱う。 
 

99．．22 調調査査実実施施にに当当たたっっててのの留留意意点点 
＜考え方＞ 

海岸環境調査を効率的に実施するためには、以下の項目に留意する必要がある。 

【第21章第９節　海岸環境調査　平成26年４月版】

685



河川砂防技術基準 調査編 技術資料 

調調査査編編  第第 22 章章  第第 77 節節  --  44  

10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学
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12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 28 

 

１）環境要素間の関連性 

総合的に海岸環境を捉えることを目指した調査計画とする。生物調査の結果は、なるべく多

くの環境要素と関連づけて解釈することが不可欠であるので、調査地点は海岸環境調査以外の

海岸調査（たとえば底質調査）と同一あるいは近傍となるよう留意する。また、海岸の環境条

件は波浪や流れ等の攪乱によって変化するので、調査時期もなるべく同時期となるよう留意す

る。 
 

２）空間的関連づけ 

調査地点を設定する際には、海岸環境の物理的基盤となる地物（海岸地形、河口、構造物、

植生など）との位置関係に留意する。 

海岸は、周辺の空間と物質的なやりとりを通じて密接に結び付いているため、背後地や近隣

の状況も重要である。たとえば河口の近くでは淡水の流入による海水の塩分濃度低下が、海中

生物に影響を与える。また、海岸の生物には、遊泳、種子散布、幼生分散等によって他の海岸

との間を往来するものや、生活史の中で外洋や河川、内陸へと生息場を変更するものもいるた

め、近隣の生息場との位置関係及び連結関係（エコロジカル・ネットワーク）も重要となる。 

 

３）過去に経験したイベントの履歴 

海岸環境は、高潮、高波や津波に伴う急進的変化と静穏時の漸進的変化を含め、常に変動す

るものとして特徴づけられるため、調査の実施に当たっては、それまでに海岸が経験した人為

改変や数年以内に生じた高波浪などの攪乱要因を整理し、対象とする海岸環境がどのような変

化過程を経て調査時に至っているかを考慮する。 

海岸環境の時系列の変化過程は、過去に撮影された空中写真等から把握することができる。

また、現地調査の際に数年以内に生じた高波浪等による攪乱の痕跡が見られた場合には、位置

情報とともに写真等の記録に残すことで、環境調査の結果を解釈する際に参考とすることがで

きる。 

 

４）調査実施に際しての潮時への配慮 

海岸の水深や流況は潮汐によって大きく変動するため、潮時を考慮して調査時間を設定し、

調査時にも微妙な潮位変化に注意を払う。 

 

５）調査計画の見直し 

調査結果を海岸管理に反映するために、必要に応じて調査計画を見直すことも重要である。 

 

６）調査結果の整理 

調査結果が海岸管理に反映されやすいように、調査結果を総合して得られた配慮事項を、海

岸事業の段階（調査計画、設計、施工、維持・管理）ごとに整理することが望ましい。 

過去にも調査が実施された内容については、データの質の継続性を担保するためにも前回の

調査結果との重合わせ図面を作成することが望ましい。 

生物の生息状況には、過去に経験した海岸線の変動や高波来襲などが反映されており、防災

面でも有用な情報が得られることもある。その場合には得られた情報を必要に応じてその他の

海岸調査にもフィードバックする。 
 

７）調査結果の保管 

調査結果については、将来実施される調査や他の海岸で実施された調査と比較されることを
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12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 29 

念頭に置いて、統一した書式で電子データとして保管することが望ましい。 

海岸環境の実態把握を目的とした他の調査等と、事業による影響予測を目的とした個別調査

の結果は統一書式で保管することが望ましい。 
 

＜参考となる資料＞ 

エコロジカル・ネットワークについては、下記の資料が参考となる。 

1) 全国エコロジカル・ネットワーク構想（案），平成 21 年，環境省全国エコロジカル・ネ

ットワーク構想検討委員会，pp.1_1-4_1. 

 

事業の段階ごとの配慮事項の整理については、下記の資料が参考となる。 
2) 自然共生型海岸づくり研究会編著，国土交通省河川局砂防部保全課海岸室監修：自然共

生型海岸づくりの進め方，pp.52-73，(社)全国海岸協会，2003. 

 

調査結果の統一書式については、下記の資料が参考となる。 

3) 海辺の生物国勢調査マニュアル（案）について，平成 15 年，国土交通省河川局海岸室，

p.296. 

 

99．．33 海海岸岸環環境境概概況況調調査査 
99．．33．．11 海海岸岸環環境境概概況況調調査査のの目目的的とと項項目目 
＜考え方＞ 

海岸環境概況調査は、海岸及びその周辺における環境の実態を定期的に把握して海岸管理に

役立てること、又は調査測線の位置、調査項目の選定などの詳細な調査計画を策定する際の基

礎情報とすることを目的とする。 
 

＜標 準＞ 

海岸環境概況調査は、次の項目について資料調査、現地踏査、聞取り調査によって情報を収

集・整理することを標準とする。 

 

１) 注目生物種 

２) ハビタット分布 

 

＜推 奨＞ 
海岸環境概況調査に当たっては、公的機関や学会等によって公開されている既往データも活

用することを推奨する。 
また、地元の学校でその地域の生きものを長年扱っている教員等がいる場合には、聞取り調

査を行うことを推奨する。 
 

＜参考となる資料＞ 
海洋の物理・化学環境に関するデータベース類やデータの入手方法については、下記の資料

が参考となる。 

1) (社)海洋調査協会：海洋調査技術マニュアル―水質・底質調査編―，pp.133-156，2008. 

 

生物について実施されているモニタリング結果については、下記の資料が参考となる。 

2) 環境省生物多様性センター：生物多様性情報システム. 

3) JaLTER：日本長期生態学研究ネットワーク. 
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 30 

4) 環境省生物多様性センター：モニタリングサイト 1000. 

 

99．．33．．22 注注目目生生物物種種のの抽抽出出 
＜考え方＞ 

本来は海岸の生態系全体を保全することが原則であるが、生息する全ての生物を対象種とし

た調査の実施は現実的でないため、既往の調査結果や知見を基に注目生物種を数種類選定して

おくことが重要である。これは、注目生物種の生息場を保全することで、その他の多数の生息

生物にとっての生息場も保全されることを意図している。 
影響フロー図の作成、生物調査、生息環境調査、環境変化予測を実施する場合には、ここで

抽出された生物種を重点的に調査すると効率的である。 
 

99．．33．．33 注注目目生生物物種種のの選選定定方方法法  

＜標 準＞ 
注目生物種は、生息が確認されている種について、生態系における上位性、典型性、希少性

の観点に加え、地域の自然環境及びその利用状況（水産、遊漁、ダイビング等）を踏まえ、親

近性、地域代表性、生態的重要性等も考慮して選定することを標準とする。 
 

＜推 奨＞ 
希少種の観点からの注目生物種選定は、IUCN（国際自然保護連合）、環境省、各自治体により

取りまとめられているレッドデータブックを参考とすることを推奨する。 
 

＜参考となる資料＞ 
注目生物種の選定事例については、下記の資料が参考となる。 
1) 自然共生型海岸づくり研究会編著，国土交通省河川局砂防部保全課海岸室監修：自然共

生型海岸づくりの進め方，pp.44-51，(社)全国海岸協会，2003. 

2) 環境庁企画調整局編：自然環境のアセスメント技術(Ⅰ)生態系・自然とのふれあい分野

のスコーピングの進め方 環境庁環境影響評価技術検討会中間報告書，pp.65-89，1999. 

3) 生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会編集：環境アセスメント技術ガイド 生態

系，pp.50-58，(財)自然環境研究センター ，2002. 

 

99．．33．．44 ハハビビタタッットト分分布布調調査査 
＜考え方＞ 

ここで扱うハビタットとは、河川や淡水で使われるのと同じく、物理的及び生物的な環境条

件によって分類される生物の生息空間のことである。各ハビタットは閉じたものではなく、異

なるハビタットとの間で物質及びエネルギーのやりとりが存在し、そのような複数ハビタット

によって海岸生態系は構成されている。 

海岸におけるハビタットを分類する上で重要な物理的な条件としては、冠水頻度（陸域、水

域、潮間帯）、微地形（バー、トラフ、バーム等）、底質（砂、礫、岩礁等）等が、生物的な条

件としては、植生帯、藻場、サンゴ礁の存在などが挙げられる。これらの組合せによって生物

の生息空間としての特徴が異なる。 

海岸における生物生息状況は、波浪や海水の流れなど、限られた観測機会だけでは把握しき

れない非定常な物理的要素にも強く依存する。海岸の植生帯や藻場、サンゴ礁は、こうした非

定常な要素の履歴に応じて構成種、生育状況が決まるため、物理的な環境条件の分布を総合的

に把握するのにも役立つ。生物の中には特定のハビタットに強く依存して生活するものも多い
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 31 

ため、こうしたハビタットの分布を把握することで生息生物の種類と分布状況をおおよそ推測

することができる。 
 

99．．33．．55 ハハビビタタッットト分分布布調調査査のの方方法法  

＜標 準＞ 
ハビタット分布調査は、現存するハビタットのタイプ、空間分布を把握するため、調査対象

地における次の要素の分布状況を調査し、各要素の組合せを基に分類したハビタットの分布状

況を平面図及び断面図に整理することを標準とする。 

 
１) 冠水頻度（陸域～海域） 

２) 微地形（陸域～海域） 

３) 底質（陸域～海域） 

４) 植生（陸域） 

５) 藻場（海域） 

６) サンゴ礁（海域） 

 

まず、最新の空中写真、地形図、海図等を目視で判読し、上記の各要素についての概略の分

布図を作成し、空中写真等では判読しにくい情報を現地踏査によって補足することで各要素の

分布図を作成することを標準とする。 

ここで扱う冠水頻度、微地形、底質等は、たとえば表 21-9-1 のように、目視で把握可能な程

度の分類によるものとし、植生、藻場、サンゴ礁については群集を特徴づける生物分類群（ア

マモ場、ガラモ場等）を把握する程度とする。なお、植生分布については、事業対象となって

いる範囲だけでなく、砂丘や塩性湿地などの連続する背後地も調査対象とする。 

 

表21-9-1 底質の類型区分 

底質類型 区分の基準

岩盤 岩盤

転石 等身大以上

巨礫 等身大～人頭大

大礫 人頭大～こぶし大

小礫 こぶし大～米粒大

砂 米粒大～目視での粒子確認可

泥 目視での粒子確認不可

構造物 消波ブロックなど  

 
 

＜推 奨＞ 
空中写真や衛星画像等のリモートセンシング技術によって数値的に解析してハビタット分布

を判読する方法は現地調査よりも精度は落ちるが、広範囲を調査する必要がある場合には詳細

な現地調査地点を絞り込むための予備調査として実施することを推奨する。なお、空中写真は

なるべく撮影高度の低いものが適しており、ハングライダーやバルーン等を活用した安価な撮

影方法についても検討することを推奨する。 
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論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か
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_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 32 

99．．33．．66 ハハビビタタッットト分分布布調調査査結結果果のの整整理理 
＜標 準＞ 

概況調査によって得られたハビタットの分布、生物の利用状況などの情報は、市町村白図、

空中写真等の図面を基図とした平面図及び、測量成果を基図とした断面図上に整理することを

標準とする。 
 

＜推 奨＞ 
海域については、砂州や岩礁等との位置関係が重要となるので、海底地形のコンターが描か

れた基図上に結果を取りまとめることを推奨する。 
 

＜参考となる資料＞ 
調査結果の整理方法の詳細については、下記の資料が参考となる。 
1) 海辺の生物国勢調査マニュアル（案）について，平成 15 年，国土交通省河川局海岸室，

p.296. 

 

99．．44 影影響響フフロローー図図のの作作成成 
＜考え方＞ 

海岸環境調査では、本格的な現地調査に臨む前に事業の影響が生態系や各生物種の生態のど

こに大きく及ぶのかを環境概況調査の結果を基に検討して、調査対象及び着目点を明確にする

必要がある。そのためにも、ネットワーク的関係を持っている影響要因と環境要素、生物との

関係を分かりやすく整理した影響フロー図（インパクト・レスポンスフロー図）を作成するこ

とが重要である（図 21-9-1）。 

影響フロー図を作成する際の生物は、生態的な類似性から分類された生物群レベル（底生生

物、海藻・海草類、ウミガメ類等）で扱う場合と、種レベル（アサリ、アマモ、アカウミガメ

等）で扱う場合がある。生物群レベルの扱いは、注目すべき生物種が明確でない場合に、影響

されやすい生物群を概略的に把握しようとするときに役立つ。種レベルの扱いは、選定された

注目生物種に対する影響を予測し、具体的な対策を講じようとするときに役立つ。そのため、

目的に応じて使い分けることが必要である。 

なお、ここで作成した影響フロー図は、生物調査及び生息環境調査を実施した後にも調査結

果を踏まえて修正されるものである。 

汀線の後退 急勾配化波高の低下

砂の堆積

底質の細粒化

渦流の発生

前浜

外浜

後浜

砂丘
ウウミミガガメメ類類

の上陸阻害

砂地の海底の一部消失

新たな基盤の出現

障害物の出現

（移動経路の遮断）

ウウミミガガメメ類類の産卵場形成

海浜流の変化

ウウミミガガメメ類類

の接岸阻害

底底生生生生物物の定位しやすさ向上

底底生生生生物物の幼生の集積

物質の集積

魚魚類類の餌の増加

海海草草類類の生育安定化

底底生生生生物物の種組成の変化

底底生生生生物物の増加

底底生生生生物物、、海海草草類類の消失

付付着着生生物物、、岩岩礁礁性性魚魚介介類類の出現

開開口口部部

構構造造物物背背後後

波浪による砂の移動量の減少

鳥鳥類類や

魚魚類類の

生息状況

の変化

鳥鳥類類や

魚魚類類の

生息状況

の変化

 

図21-9-1 離岸堤の設置による影響フロー図の例（蒋ら（2006）に加筆） 
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13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ
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調査編 第 21 章 - 33 

 
 

＜標 準＞ 
影響フロー図は、事業によって生じると考えられる物理的・化学的な環境変化と生物種・生

物群に生じる変化の因果関係を矢印によって現場ごとに図示したものを標準とする。 
 

＜推 奨＞ 
影響フロー図は、事業で扱う海岸保全施設の種類別に作成することを推奨する。また、変化

が生じる場所、施設設置場所との位置関係が識別できるよう、平面図、断面図上に整理するこ

とを推奨する。 
 

＜参考となる資料＞ 

影響フロー図の具体的な作成例については、下記の資料が参考となる。 

1) 目黒嗣樹，加藤史訓，福濱方哉：生態系の概念にもとづくインパクト・レスポンスフロ

ーを活用した海岸環境調査の提案，海洋開発論文集，第 21 巻，pp.235-240，2005. 

2) 生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会編集：環境アセスメント技術ガイド 生態

系，pp.203-225，(財)自然環境研究センター ，2002. 

3) 蒋勤，福濱方也，加藤史訓：砂浜海岸生態系の環境影響評価に関する基本的な検討，海

岸工学論文集，第 53 巻，pp.1111-1115，2006. 

 

99．．55 生生物物調調査査 
99．．55．．11 生生物物調調査査のの目目的的とと手手法法 
＜標 準＞ 

生物調査は大きく下記の２種類に分類されるが、注目すべき生物種が明確である場合には、

注目生物種の生息状況を把握することを目的とする。対象海岸に生息する生物の種組成につい

ての既往調査結果が乏しく、概況調査の段階で注目生物種を選定できない場合には、生息生物

種を把握することを目的とする。 

 

１) 注目生物種についての調査 

２) 生息生物種を把握するための調査 
 

99．．55．．22 生生物物調調査査のの実実施施にに当当たたっっててのの留留意意事事項項  

＜標 準＞ 
生物調査の結果は、下記の項目とともに野帳に記録することを標準とする。 

 

１） 調査名 

２） 調査年月日 

３） 調査場所（海岸又は海域名） 

４） 調査担当者氏名（全員） 

５） 調査船名、船長名、出港・帰港時刻（船舶を使う調査の場合） 

６） 気象（天候、気温、風向・風速等） 

７） 海象（波浪の状況、水の色） 

８） 調査地点名 

９） 調査点における調査の開始・終了時刻 
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 34 

１０） 調査地点の水深 

１１） その他の特記事項（青潮、赤潮、潮目の存在、油膜、漂着物等） 
 

＜推 奨＞ 
調査実施に当たっては、生息生物種の季節変化、日周変化、潮汐に対応した変化にも配慮す

ることを推奨する。また、生物種によっては生活史の中で、生息場所や生活様式を変えるもの

もいるため、注目生物種の生活史を踏まえた調査計画を立てることを推奨する。 
調査で採取された標本については、将来、分類学的な変更や他の研究での再利用が必要にな

る場合もある。また、地域の博物館にとってはその地の自然環境を表す資料として貴重なもの

となる可能性がある。標本を破棄する場合には、事前に地域の博物館に収蔵希望を確認し、必

要に応じて寄贈することを推奨する。 
 

＜参考となる資料＞ 
調査終了後の標本の取扱いについては、下記の資料が参考となる。 

1) 松浦啓一編著：標本学 自然史標本の収集と管理，p.250，東海大学出版会，2003. 

（最新版）松浦啓一編著：標本学 自然史標本の収集と管理，東海大学出版会，2014. 

 

99．．55．．33 注注目目生生物物種種ににつついいててのの調調査査  

＜標 準＞ 

注目生物種の生息状況を把握することを目的とした生物調査は、対象生物種の専門家と協議

の上、その生物種に最も適した手法により実施することを標準とする。 

 

99．．55．．44 生生息息生生物物種種をを把把握握すするるたためめのの調調査査  

＜考え方＞ 

生息生物種を把握することを目的とした調査を実施する場合には、移動性が低く、調査実施

の季節や時間に結果が依存しにくい生物分類群の調査を優先的に実施することが望ましい。海

域における調査の具体的な方法は、「海岸域生物環境調査について」に従うことが望ましい。 

 

＜推 奨＞ 

「海岸域生物環境調査について」に従った調査が実施できない場合及び、陸域の調査につい

ては、次に示す順の優先度で実施することを推奨する。ただし、地元から優先的に調査を行う

項目についての要望がある場合には、その要望を考慮することを推奨する。 

 

１）陸域 

a) 植物 

b) 昆虫類 

c) 鳥類（海域を含む） 

 

２）海域 

a) サンゴ類（生息する場合） 

b) 海藻・海草類 

c) 底生生物（潮間帯を含む） 

d) 付着生物（潮間帯を含む） 

e) 魚類 
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11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 35 

f) 魚卵・仔稚魚 

g) プランクトン 

 

これらの調査は、既に対象海岸若しくは近傍の海岸における調査が実施されている場合には、

その手法に従うことを推奨する。また、調査の際には補完資料として調査範囲や採集試料の写

真撮影を行うことを推奨する。 

 

＜関連通知等＞ 

1) 海岸域生物環境調査について，平成 7 年 9 月 27 日，河海発第 27 号，建設省. 

 

99．．55．．55 生生息息生生物物種種をを把把握握すするるたためめのの調調査査手手法法  

（（１１）） 植植物物  

＜考え方＞ 

海浜植物は海岸の陸域生物の生息基盤として欠かせない上に、数少ない調査機会でも確実に

把握できるため、海岸の陸域生態系の状態を把握する上で最も重要である。各植物の生息可能

範囲は標高に依存した帯状分布となるため、断面で生息状況を把握することが有効であるが、

パッチ状に分布する種を見落とさないためにも、平面的な分布も併せて把握することが大事で

ある。 

ほとんどの種が初夏に最も生育するが、太平洋側では台風による高波浪を受けて一部が枯死

する場合もあることを留意して調査時期を決めることが望ましい。 

 

＜標 準＞ 

植物調査は、下記に示す手法により初夏～秋の期間中に１回、植生図作成調査及び植物断面

調査を行い、植生の分布状況、植生断面及び植生断面上の出現種を把握することを標準とする。 

 

１）植生図作成調査 

海岸環境概況調査で作成した概略の植生分布図を基に、空中写真の判読では見分けにくい海

岸の詳細な植生や分布を現地で確認し、植生図を作成する。植生図化に用いる凡例は、原則と

して優占種で区分される群落名とする。 

 

２）植生断面調査 

草本群落及び低木群落については、岸沖方向に設定した測線上に連続した方形枠を設置し、

ベルトトランセクト調査を実施する。コドラートの大きさは 3×3m とし、コドラート内の種ごと

の被度（図 21-9-2）、群度（図 21-9-3）、高さ、階層を記録する。 

高木群落については、測線上の代表的な群落に群落高を１辺としたコドラートを設置し、コ

ドラート内の出現種、各階層の高さ、階層ごとの優占種、被度（図 21-9-2）、群度（図 21-9-3）

を記録する。 

なお、調査時には、林床の堆砂状況、ゴミの状況等も併せて記録し、注目生物種が存在する

場合には、その位置、個体数も同時に記録しておく。 

これらの情報を基に測線上の植生断面図を作成する。 

 

a） 被度階級 
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調査編 第 21 章 - 36 

 

 

図21-9-2 被度階級の模式図（国土交通省河川局海岸室（2003）を改変） 

 

被度５：被度がコドラート面積の 3/4 以上を占めているもの 

被度４：被度がコドラート面積の 1/2～3/4 を占めているもの 

被度３：被度がコドラート面積の 1/4～1/2 を占めているもの 

被度２：個体数が極めて多いか、又は少なくとも被度がコドラート面積の 1/10～1/4 を占め

ているもの 

被度１：個体数は多いが被度がコドラート面積の 1/20 以下、又は被度が 1/10 以下で個体数

が少ないもの 

被度＋：個体数も少なく、被度も少ないもの 

 

 

 

 

 

 

 

b） 群度階級 

 

 

図21-9-3 群度階級の模式図（国土交通省河川局海岸室（2003）を改変） 

 

群度５：調査区内にカーペット状に一面に生育しているもの 

群度４：大きなまだら状又は、カーペット状のあちこちに穴があいているような状態のもの 

群度３：小群のまだら状のもの 

群度２：小群をなしているもの 

群度１：単独で生えているもの 

 

【第21章第９節　海岸環境調査　平成26年４月版】

694



河川砂防技術基準 調査編 技術資料 

調調査査編編  第第 22 章章  第第 77 節節  --  44  

10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，
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調査編 第 21 章 - 37 

（（２２）） 昆昆虫虫類類  

＜考え方＞ 

海岸には漂着物に依存して生きるハマダンゴムシや、砂地に巣穴を掘るイソコモリグモなど、

海岸に固有な種が多く存在する。海岸には爬虫類・哺乳類・鳥類が定住することは稀であるの

で、これらの昆虫は海岸の生態系の中でも重要な位置を占め、海岸環境の状態を把握する指標

となる。 

歩行性の昆虫は暗い時間帯に活動するものが多いので、トラップによって調査することが望

ましい。飛翔能力を有する昆虫は海浜植物を利用するものが多いので、植生帯において重点的

に調査すると効率的である。 

 

＜標 準＞ 

昆虫類調査は、７～９月に１回、下記の方法により採集を行い、確認時刻、確認種、個体数、

確認位置を記録した上で、採取された生物種を断面図上に整理することを標準とする。 

 

測線の両側 15ｍ（観測幅 30ｍ）を対象に、低木帯・高木帯では、たたき落とし法（ビーティ

ング法）により、草本帯では、すくい捕り法（スウィーピング法）により、波の遡上帯では、

ふるい取り法（シフティング法）により、さらに、調査範囲全体にわたって、ピットフォール

トラップ法によって昆虫を採集する。これらの調査中に植物体等に付着している個体や飛翔し

ている個体を見つけた場合には、捕虫網等によって採集するか、同定が確実な場合は採集せず

に目視か鳴き声により種を判別する。 

 

１) たたき落とし法（ビーティング法）  

木の枝をたたき棒でたたいて、下に落ちた昆虫をネットで受け取って採集する。 

２) すくい捕り法（スウィーピング法）  

捕虫網を左右に振り、草や木の枝の先端、花などをすくうようにして、それらに付着し

ている昆虫を採集する。 

３) ふるい取り法（シフティング法）  

目の粗いフルイで海岸の漂着物をふるい、細かい付着物とともに落ちてくる昆虫をシー

トやバットに受けて、その中からピンセット若しくは吸虫管を使って昆虫を採集する。 

４) ピットフォールトラップ調査  

プラスチックコップなどを地面と同じレベルにコップの口がくるように 30個を測線上に

一定間隔で地表に一晩埋めて、落ち込んだ昆虫類を採集する。このとき誘因餌は使用し

ない。 

 

（（３３）） 鳥鳥類類  

＜考え方＞ 

鳥類は海岸で営巣するコアジサシなどの一部の種を除き、ほとんどの種が対象海岸よりもは

るかに広い範囲を行動圏とし、ごく一時的に対象海岸を利用するにすぎない。また、海岸を利

用する利用時期・利用時間は種によって大きく異なるため、数少ない調査機会で生息実態を把

握するのは難しい。そのため、現地で継続的に観察を行っている愛好家や研究者へのヒアリン

グ（海岸環境概況調査の段階で実施）を行うことが最も重要である。 

現地観測を実施する場合には、少ない回数でも観察できる種として、秋季を渡りの時期とす

るシギ・チドリ類や、冬季に海岸を利用するガンカモ類を対象として調査を計画することが望

ましい。 
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＜標 準＞ 

鳥類調査は、測線上に海岸部並びに海上を見渡すことができる調査定点を設定し、1 時間程度

の定点観察によって確認された鳥類の種、個体数、確認状況（目視、鳴き声、飛翔、とまり、

採餌など）、確認位置、確認時間を記録することを標準とする。 

調査は秋季（８月中旬～９月を目安）及び冬季（１２～１月を目安）の年２回、１日につき

早朝（秋季は６時から７時の時間帯を含む）と午後の２回実施することを標準とする。 

 

（（４４）） ササンンゴゴ類類  

＜考え方＞ 

サンゴ類は海岸における一次生産者であるとともに、空間的に複雑な構造をつくり出して

様々な生物に生息場を提供するため、サンゴ類の状態を把握することは、その海岸の生態系の

状態を保全する上で重要である。 

分布域が限られる上に成長が遅いため、他の生物調査のような定量採集を行うことは極力避

けて、フィールドで同定することが望ましい。 

 

＜標 準＞ 

サンゴ類調査は、下記に示すマンタ法及びベルトトランセクト法により目視観察を行い、サ

ンゴ群落の分布状況、出現種を把握することを標準とする。 

 

１）マンタ法 

海域におけるサンゴの分布状況の概要を把握するために、測線及びサンゴ礁の外縁に沿って

観測者を小型船舶で曳航して、基質上の被度や底質状況等のデータを記録する。曳航速度は 1

～1.5ノット程度とし、２分程度の間隔で記録する。被度は植物調査と同じ被度階級（図 21-9-2）、

底質状況は本節の 9.3.5 に記載の類型区分（表 21-9-1）を用いる。 

 

２）ベルトトランセクト法 

測線に沿って潜水移動しながら、幅２ｍ、長さ５ｍの範囲のサンゴ類の種類と被度及び底質

状況を連続的に観測し、記録する。被度の階級区分及び底質の類型区分はマンタ法に準じる。 

 

（（５５）） 海海藻藻・・海海草草類類  

＜考え方＞ 

海藻・海草類の群落（藻場）は、海中において魚介類の生息場、産卵場、仔稚魚の保育場と

して重要なハビタットであると同時に、栄養塩類の吸収や光合成による酸素の供給などの重要

な役割を担っている。 

海岸事業によって設置された人工構造物を固着基盤とした新たな海藻・海草類の出現や、岩

盤への砂の堆積による藻場の消失など、海岸事業の影響が顕著に出やすい生物であるので、そ

の変化を把握しておくことが重要である。 

繁茂期と衰退期が明瞭で、種によってはほとんど消滅する時期もあるので、適切な調査時期

の選定が重要となる。 

 

＜標 準＞ 

海藻・海草類調査は、マンタ法及びベルトトランセクト法により目視観察を行い、海藻・海

草群落の分布状況、出現種を把握することを標準とする。これらの具体的な方法についてはサ
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ンゴ類調査に準じる。 

調査は春～初夏の期間を含み、年２回以上行うことを標準とする。 

 

＜推 奨＞ 

サンゴ類調査と海藻・海草類調査は基本的な作業内容が同じであるので、両調査を実施する

必要がある場合には同時に実施することを推奨する。 

 

（（６６）） 底底生生生生物物  

＜考え方＞ 

底生生物は移動性が乏しいために、海域の性格（外洋性、内湾性、内海性）や底質の性状、

海底地形などの違いが種組成に反映しやすいことから、限定された海域の環境条件の特性を把

握するのに有効である。 

底生生物は体の大きさによって表 21-9-2 に示す４種類に分けられるが、ミクロベントス、メ

イオベントスについては分類学的な知見の不足により種同定が難しいものも多いので、海岸環

境調査として実施する場合には、マクロベントス、メガロベントスを対象とすることが望まし

い。 

表21-9-2 底生生物の体の大きさによる分類 

分　類 摘　　要

ミクロベントス
主としてコアサンプラーで採集される顕微鏡的な大きさ
の生物

メイオベントス
通常1.0～0.5mm目のフルイを通過し、0.1～0.04mm目
のフルイに残る生物

マクロベントス 通常1.0～0.5mm目のフルイに残る生物

メガロベントス 底曳網などで採集されるような大型生物
 

 

＜標 準＞ 

底生生物調査はマクロベントス・メガロベントスを対象とし、干潟及び浅海域においてはベ

ルトトランセクト法による目視観察及び枠取り法による採集、沖合域においてはグラブ式採泥

法による採集を行い、種別個体数、種別湿重量を記録することを標準とする。調査は夏季（７

～９月中旬）と冬季（１２～３月）の年２回以上実施することを標準とする。 

 

１）ベルトトランセクト法 

測線に沿って徒歩若しくは潜水によって移動しながら、測線上の幅２ｍ、長さ５ｍの範囲の

底生生物、巣穴等の生息痕及び底質状況を連続的に観測し、記録する。底質状況は本節の 9.3.5

と同じ類型区分（表 21-9-1）を用いる。 

 

２）枠取り法 

上述のベルトトランセクト法による調査測線上の数点で、方形枠内の深さ 10cm 程度分の底泥

を移植ゴテ等によって採集し、1mm 目合のフルイを用いて生物を分離して採集する。なお、底質

の粒径が粗く、フルイによる試料の分別が不可能と判断された際は、洗出し法によって生物を

分別してもよい。方形枠のサイズは干潟では 25cm×25cm 若しくは 50cm×50cm、水域では 1m×1m
とする。 
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３）グラブ式採泥法 

グラブ式採泥器（スミス・マッキンタイヤ型採泥器、エクマンバージ型採泥器等）によって

底泥を採取し、1mm 目合のフルイを用いて生物を分離して採集する。なお、底質の粒径が粗く、

フルイによる試料の分別が不可能と判断された際は、洗出し法によって生物を分別してもよい。

1 測点における採取回数は１測点における底泥面積が 0.1m2 以上となるように、採泥器のサイズ

に応じて設定する。 

 

（（７７）） 付付着着生生物物  

＜考え方＞ 

海岸保全施設等の設置は、付着生物にとっては新しい着生基質の出現となるために、海岸事

業の影響を最も直接的に受ける。また、付着生物相は同一場所における一定期間に累積された

環境の変化を総合的に知るための指標として有効である。 

付着生物は水中観察で正確に同定することが難しい上に、多数の個体が１箇所に群生するこ

とが多いので、目視観察と併せて剝ぎ取り採集を行うことで、正確に同定することが望ましい。 

一般に付着生物の種類や量は、夏季に多く冬季に少なくなることから、夏季と冬季の状態を

把握することが重要である。 

 

＜標 準＞ 

付着生物調査は、潮間帯から潮下帯の範囲の付着動物、付着植物を対象とし、ベルトトラン

セクト法による目視観察及び剝ぎ取り採集を行い、種別個体数、種別湿重量を記録することを

標準とする。調査は、夏季（７～９月中旬）と冬季（１２～３月）の年２回以上実施すること

を標準とする。 

 

１）ベルトトランセクト法 

測線に沿って方形枠を置き、枠内の生物の種組成及び量を目視で観察して記録する。方形枠

は、細かい帯状構造を形成する岩礁では 25cm×25cm 程度とし、スクーバ潜水を必要とする潮下

帯では 0.5×0.5m あるいは 1×1m とする。付着植物については被度を植物調査と同じ被度階級（図

21-9-2）で、群度を植物調査と同じ群度階級（図 21-9-3）記録する。付着動物については、被

度ではなく個体数を 5 段階の階級（非常に多い場合を 5 とし、1 個体ないし数個体の場合を 1

とする）で記録する。 

 

２）剝ぎ取り採集法 

その測点の生物相を代表すると考えられる場所に 10cm×10cm の方形枠を置き、スクレイパー

などで枠内の全ての生物を剝ぎ取って採集する。 

 

（（８８）） 魚魚類類  

＜考え方＞ 

魚類調査は対象海岸を利用する魚種の把握及び特定箇所への蝟集状況の把握のためにも重要

である。 

魚類は浮魚類と底魚類に大きく分けられるが、浮魚類は遊泳力が大きく、広い海域を自由に

移動するため、調査点を固定して定量採種することはほとんど不可能に近い。これに対して底

魚類は短期間内の移動が少ない上、わりあい規則的に回遊することが多い。そのため、漁獲調

査に加えて目視観察を行うことで、浮魚類についての情報を補完することが望ましい。 
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＜標 準＞ 

魚類調査は、潜水目視観察及び小型底曳き網による漁獲調査を夏季（７～９月中旬）、冬季（１

２～３月）の年２回以上行い、魚種別個体数、種別湿重量を記録することを標準とする。 

 

１）潜水目視観察 

測線に沿って一方向にゆっくり遊泳しながら魚類の分布生息状況に応じ、適宜静止して、一

定幅の間で魚種、個体数、分布生息状況（遊泳層、藻場・礁等との相対位置、海底の転石の間

隙等）を観察・記録する。 

 

２）漁獲調査 

小型底曳き網を汀線と並行方向に 3 ノット、20 分間曳網して採集した漁獲物について、種同

定、性判別、個体数計数、湿重量計測、各部位の測定を行う。魚類以外の生物が採集された場

合には、それらについても同定、計数を行うものとし、その場合の測定項目は下記のとおりと

する。各部位の計測は漁獲数が 30 個体までは全数を計測し、30 個体を越える場合は無作為に

30 個体を抽出して行う。 

 

a) 魚類：体長、湿重量、雌雄、生殖腺重量 

b) イカ類：全長、外套膜長、湿重量 

c) タコ類：全長、外套膜長、湿重量 

d) エビ類：全長、頭胸甲長、湿重量、雌雄 

e) カニ類：頭胸甲長、頭胸甲幅、湿重量、雌雄 

f) 二枚貝類：殻高、殻長、湿重量 

g) 巻貝類：殻径、殻高、湿重量 

 

＜推 奨＞ 

潜水目視観察の際には、水中ビデオを用いて魚類の生息状況及び当該海域の概況を記録する

ことを推奨する。 

 

（（９９）） 魚魚卵卵・・仔仔稚稚魚魚  

＜考え方＞ 

海産魚の多くは夜間に浮遊卵を産卵し、仔稚魚の多くは日周鉛直移動によって夜間に表層に

出現するため、広く出現種を把握するには、明け方の表層を対象にした調査を実施することが

効率的である。また、日本周辺の沿岸域では周年にわたり何らかの種類の魚卵、仔稚魚が出現

するが、一般に春～夏及び秋季に産卵する種類が多いので、これら２時期に調査を行うことが

重要である。 

ただし、魚卵には付着卵や沈性卵も存在すること、仔稚魚の中には中層・底層に生息する種

も存在するので、表層の曳網調査では採集できない魚種もいることに留意する。 

 

＜標 準＞ 

魚卵・仔稚魚調査は、網口に濾水計をセットした稚魚ネットを２ノットの速度で５～１０分

間表層を海岸線に平行に水平曳きして試料を採集し、魚種別個体数を記録することを標準とす

る。調査時間は午前中とし、春季（４～６月）及び秋季（９月下旬～１１月）の年２回以上実

施することを標準とする。 
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＜推 奨＞ 

曳網はなるべく明け方から実施することを推奨する。また、十分な調査時間と器具を確保で

きる場合には、中層及び底層を対象とした曳網調査も併せて実施することを推奨する。 

 

（（１１００）） ププラランンククトトンン  

＜考え方＞ 

プランクトン調査は対象海岸における基礎的な生物量及び特定の箇所への蝟集状況を把握す

る上で重要である。 

一般に植物プランクトンは動物プランクトンよりも微細なため、適した採集方法は異なる。 

プランクトンの分布は生息している水の動きに依存するため、特に潮時に留意して調査計画

を立てることが望ましい。また、プランクトンは一般には春季と秋季に増殖期があるとされて

いるが、内湾、閉鎖性水域等の富栄養海域では夏季を中心に赤潮がしばしば発生するように、

季節的な変化は、水域、地形及び外海水などの海水交換の状況によって一様でないことに留意

する。 

 

＜標 準＞ 

プランクトン調査は、下記の方法により、動物プランクトンと植物プランクトンについて、

春季（４～６月）及び秋季（９月下旬～１１月）の年２回以上実施することを標準とする。 

 

１）動物プランクトン 

測点で調査船を停止させ、網口に濾水計をセットした北原式定量ネット（目合い NXX13）を用

いて海底面上 1ｍから海面まで 0.5～1m/sec の速度で鉛直曳きによって採集し、実験室内で沈澱

管を用いた沈澱量の測定、同定、計数を行う。 

 

２）植物プランクトン 

測点で調査船を停止させ、バンドーン型採水器を用いて表層（海面下 0.5m）及び中層（水深

の 1/2）より採水し、実験室内で沈澱管を用いた沈澱量の測定、同定、計数を行う。 

 

＜推 奨＞ 

プランクトン調査は、内湾、閉鎖性水域等の富栄養海域では、春季、秋季以外にもプランク

トンの増殖がみられる時期に調査を実施することを推奨する。 

 

＜参考となる資料＞ 

陸域における生物調査の具体的な解説については、下記の資料が参考となる。 

1) 海辺の生物国勢調査マニュアル（案）について，平成 15 年，国土交通省河川局海岸室，

p.296. 

 

海域における生物調査の具体的な解説については、下記の資料が参考となる。 
2) 建設省河川局防災海岸課監修：海岸域生物環境調査マニュアル（試行案），p.161，(財)

リバーフロント整備センター，1995. 

3) (社)海洋調査協会：海洋調査技術マニュアル―海洋生物調査編―，p.219，2006. 
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論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 
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99．．66 生生息息環環境境調調査査 
99．．66．．11 生生息息環環境境調調査査のの目目的的とと項項目目 
＜考え方＞ 

生息環境調査は、注目生物種の生息に必要な環境条件を把握することを目的として実施する。

注目生物種について作成した影響フロー図で重要とされた環境要素について優先的に調査を実

施することとなるが、海岸では生物の生息環境として下記の調査が特に重要となる。 

 
１）水質調査 

水質は、海中における生物の運動能力や浸透圧調節、酵素活性等の生理に直接影響を与える

環境要素として、また、河川からの流入水の影響範囲を把握する手掛かりとして重要である。 

 

２）底質調査 

巣穴形成や潜砂による捕食者からの逃避、浮遊幼生の着底対象として、底生生物の種ごとに

好適な底質環境が決まっていることから、底生生物を調査対象に選定した場合には、併せて底

質調査を実施する必要がある。調査方法は本章の第 7 節 漂砂調査 を参照。 

 

３）波浪調査 

波浪は、海岸の生物に加わる攪乱の大きさを表す指標である。各地点での波浪観測の方法は

本章の第 5 節 波浪調査 を参照できるが、船舶やモーターボートによる航走波が生物生息に影

響を与え得る静穏な海域においては、航走波の影響が及ぶ範囲を把握することが必要である。 

 

４）流れ調査 

流れは、海岸の生物の移動経路や分散環境を表す指標である。調査方法は本章の第 6 節 流れ

の調査 を参照。 

 

５）潮汐調査 

潮位は、生物調査の結果の解釈に当たって潮汐の違いによる影響を考慮する上で重要である。

調査方法は本章の第 4 節 海面変動調査 を参照。 

 

６）地形調査 

バー・トラフやバーム、カスプ等の微地形は、スポット的な生物の生息を解釈するための材

料となる。調査方法は、本章の第 8 節 海岸測量 を参照。 
 

これらの項目は、調査対象とする生物分類群に応じて選択することが必要である（表 21-9-3）。 

 

表21-9-3 各生物分類群について重要な生息環境調査項目 

水質 底質 波浪 流れ 潮汐 地形
植物 ○ ○
昆虫 ○ ○
鳥類 ○ ○ ○
サンゴ類 ○ ○ ○ ○ ○
海藻・海草類 ○ ○ ○ ○ ○ ○
底生生物 ○ ○ ○ ○ ○ ○
付着生物 ○ ○ ○ ○ ○
魚類 ○ ○ ○ ○ ○ ○
魚卵・仔稚魚 ○ ○ ○ ○ ○ ○
プランクトン ○ ○ ○ ○ ○ ○

生息環境調査の項目

生物分類群
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を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 
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これらのうち、波浪調査、流れ調査、潮汐調査、地形調査については、既往の調査結果若し

くは公的機関により公表されている観測結果を利用することもできる。 

本節ではこれらの各調査に関して特に重要な調査項目を挙げるが、そのほかにも各生物種に

特有な環境要素が存在する場合もあるので、最適な調査項目を常に模索することが重要である。 
 

99．．66．．22 水水質質調調査査 
＜考え方＞ 

海岸環境調査として実施する水質調査は、生物調査と同時に実施され、生物調査の測点を臨

機応変に変更するための判断材料となる場合もあるため、水質管理を目的とした第 12 章 水質・

底質調査 とは異なり、現場で即座に結果を確認できる項目が優先される。 
 

＜標 準＞ 
水質調査は、次の項目について生物調査と同一測点で実施することを標準とする。 

 
１）水温・塩分 

水温と塩分は、CTD を用いて表層（深度 0.5m）から底層（CTD が着底するまで）まで 1m 間隔

で水深と合わせて計測することを標準とするが、水深１m 以浅若しくは砕波点より岸側では表層

（深度 0.5m）のみの計測とする。 

 

２）透明度 

透明度は、透明度板（セッキー板）を海水中に垂下し、海面直上からみて視認できる限界の

深さを透明度とし、m 単位で表すことを標準とする。限界の深さは、まず透明度板を海中に沈め

て見えなくなる深さを、次にゆっくり引き上げて見え始めた深さを計測し、両値を平均するこ

とで求める。水深１m 以浅若しくは砕波点より岸側では実施しなくてもよい。 
 

＜推 奨＞ 
多項目水質計を用いて観測を行う場合には、下記のうち多項目水質計が対応している項目に

ついても水温・塩分と同時に計測することを推奨する。 

 

１) 水素イオン濃度（pH） 

２) 溶存酸素量（DO） 

３) 濁度 

４) クロロフィル 

 

これらのうち溶存酸素量については、内湾域では底生生物の生息に直接影響する貧酸素水塊

の形成状況を把握するのに役立つため、成層によって貧酸素水塊が発生しやすい暖候期（4～12

月）にはなるべく調査海域の全域で実施することを推奨する。測点を絞り込む必要がある場合

には、湾奥部で貧酸素水塊が形成されやすい水深の深い測点を優先させる。 

また、海域の水温・水質は調査日時によって変動しやすいため、計測機の設置が可能な場合

には測点を選定した上で、データロガーなどを利用して時系列で把握することを推奨する。計

測の時間間隔は調査目的とデータロガーのメモリ容量、データ回収可能なスケジュールに応じ

て決定するものであるが、最低でも 1 時間に 1 回以上は計測できるように設定する。計測水深

は調査目的に応じて設定する。 
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13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 
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次の項目は、概要調査等でその海域において社会的に求められている場合には、「水質汚濁に

係る環境基準について」に指定された方法による調査を行い、環境基準と比較することを推奨

する。ただし、波浪による攪拌作用が強い海岸では、これらの項目は広い範囲にわたって均一

化しやすいので、適宜、測点数を減らしても構わない。 

 
１） 水素イオン濃度（pH） 

２） 化学的酸素要求量（COD） 

３） 溶存酸素量（DO） 

４） 大腸菌群数 

５） n-ヘキサン抽出物質 

６） 全窒素（T-N） 

７） 全リン（T-P） 

８） 全亜鉛 

９） 「人の健康の保護に関する環境基準」に掲げられている重金属 

１０） 「人の健康の保護に関する環境基準」に掲げられている有機化合物 

 
次の項目は、有機汚濁や富栄養化の把握に役立つので、内湾では調査することを推奨する。 

 

１） 浮遊物質量（SS） 

２） リン酸態リン（PO4-P） 

３） アンモニア態窒素（NH4-N） 

４） 亜硝酸態窒素（NO2-N） 

５） 硝酸態窒素（NO3-N） 
 

＜関連通知等＞ 
1) 水質汚濁に係る環境基準について，昭和 46 年 12 月 28 日，環境庁告示第 59 号，環境省. 

 

＜参考となる資料＞ 
水質調査方法については、下記の資料が参考となる。 

1) (社)海洋調査協会：海洋調査技術マニュアル―水質・底質調査編―，pp.34-68，2008. 

 

水質調査結果の分析方法については、下記の資料が参考となる。 
2) 土木学会：海岸施設設計便覧［2000 年版］，pp.274-282，2000. 

 

99．．77 環環境境変変化化予予測測 
＜考え方＞ 

環境変化予測は、海岸環境の保全に資する海岸事業の内容及び工法を模索する際の判断材料

を提供するために、海岸事業によって生じる環境変化を定量的若しくは定性的に予測すること

を目的とする。 

ただし、生物の生息状況の変化を予測する手法は、標準手法として定められるほど確立され

たものはないので、ここでは空間的な評価を目的とした場合に適した評価手法を例示するにと

どめる。 
 

＜例 示＞ 

海岸事業に伴う空間的な環境変化を予測する手順として、下記の４段階による方法を例示す
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る。 

 

１）生息適地モデルの作成 

現地調査結果と既往知見を基に、物理・化学的な環境要素と対象生物の生息密度や出現の有

無等の関係を表現した生息適地モデルを作成する。作成されたモデルを踏まえて、必要であれ

ば影響フロー図を修正する。 

 

２）生息適地モデルの妥当性の検証 

物理・化学的な環境要素についての現況を再現する数値シミュレーションを実施し、得られ

た結果を１）で作成した生息適地モデルに適用して現地調査時の注目生物種の生息状況を再現

する。再現結果を現地調査データや既往知見と比較して、差異が大きすぎる場合には、生息適

地モデルを修正する。 

 

３）生息環境の変化予測 

生息適地モデルを作成した物理・化学的な環境要素のうちで影響が大きいものについて、事

業後の変化を定量的若しくは定性的に予測する。定量的な予測の実施に当たっては、各環境要

素に適切な数値シミュレーションを用いる。 

 

４）注目生物種の生息状況の変化予測 

生息環境の変化予測の結果を生息適地モデルにあてはめて、事業後の注目生物の生息状況を

予測する。 

 

＜参考となる資料＞ 

 空間的な環境変化の予測手法の一例として下記の資料が参考となる。 

1) 田中章：HEP 入門＜ハビタット評価手続＞マニュアル，p.266，朝倉書店，2006. 

（最新版）田中章：HEP 入門＜ハビタット評価手続＞マニュアル，朝倉書店，2012. 

 

99．．88 海海岸岸生生態態系系のの把把握握  

＜考え方＞ 

海岸生態系の把握は、海岸に生息する生物全体をひとつの系として保全するため、海岸に生

息する生物どうしの捕食被食や競争、共生等の関係を通じて達成されているエネルギー及び物

質の循環の実態を把握することを目的とする。 

ただし、生態系を把握する方法は、標準手法として定められるほど確立されたものはないの

で、ここでは幾つかの方法を例示するにとどめる。 

 

＜例 示＞ 

海岸生態系の把握方法としては、植物プランクトンや動物プランクトン等の低次栄養段階を

対象とした生態系モデルがあり、これにより炭素やリン、窒素等の物質循環を把握することが

できる。高次栄養段階については、調査対象とする海岸に出現する生物のうち、出現頻度の高

いものや現存量の多い生物を中心に既往知見等を基に捕食被食関係をモデル化する。 

 

＜参考となる資料＞ 

生態系モデルの詳細については、下記の資料が参考となる。 

1) 土木学会：海岸施設設計便覧［2000 年版］，pp.169-175，2000. 
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_355-360，2017. 
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2) 小路淳・堀雅和編集，日本水産学会監修：浅海域の生態系サービス－海の恵みと持続的

利用，恒星社厚生閣，2011. 

 

第第1100節節   海海岸岸利利用用調調査査 
＜考え方＞ 

海岸は、古来から地域社会において祭りや行事の場として利用されており、地域文化の形成

や継承に重要な役割を果たしてきた。近年は、人々のニーズも社会のあらゆる分野で高度化、

多様化しており、海岸も、海水浴等の利用に加え様々なレジャーやスポーツ、体験活動・学習

活動の場及び健康増進のための海洋療法や憩いの場などとしての利用がなされてきている。 

海岸利用調査は、周辺の海岸を含めた海岸利用の現状や歴史的経緯等を把握することを目的

として、以下の項目について調査するものである。 

 
１) 海水浴、サーフィン等の利用状況 

２) 祭りなどのイベント 

３) 景観 
 

＜標準＞ 
海岸の利用状況については、海水浴客、観光客等の入込数、海水浴や散歩などによって利用

される海浜の範囲を把握することを標準とする。 

海岸の景観については、「海岸景観形成ガイドライン」に従って調査することを標準とする。 
 

＜推 奨＞ 
海岸利用の現状については、利用者の年齢構成、一日における変動や季節変動を把握するこ

とを推奨する。また、海岸事業による海岸利用の促進効果についても、必要に応じて把握する

ことを推奨する。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 海岸景観形成ガイドライン，平成 18 年 1 月，国土交通省河川局・港湾局，農林水産省農

林振興局，水産庁，pp.31-45. 

 
＜参考となる資料＞ 

海岸堤防、水門等の景観配慮の視点、方法の一例として、下記の資料が参考となる。 

1) 河川・海岸構造物の復旧における景観配慮の手引き，平成 23 年 11 月，国土交通省水管

理・国土保全局，pp.1-35. 

 
第第1111節節   海海岸岸漂漂着着物物調調査査 
＜考え方＞ 

「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」では、海岸漂着物対

策の推進に関する基本的方向として、以下のように定めている。 

 

海岸漂着物対策は、海岸漂着物等の円滑な処理を図るための施策とその効果的な発生抑制を

図るための施策の推進を通じて、海岸における良好な景観及び環境の保全を図ることを目的と

してなされるものである。 

今後、我が国における海岸漂着物対策を推進するための枠組みとして、 
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 
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 海岸漂着物等の円滑な処理とその発生抑制を施策の両輪として講ずること、 

 関係者の相互協力が可能な体制づくりや、民間団体等との連携、協力、支援を通じて、

多様な主体の適切な役割分担と連携の確保を図ること、 

 周辺国との間で国際的な協力の推進を図ること 

を対策の３つの柱とし、これを軸として施策を展開していくことが必要である。 

我が国における海岸漂着物対策は、海岸漂着物等の発生の状況や原因について未解明な部分

が多く残っており、海岸漂着物処理推進法の成立によって緒についた段階である。本基本方針

に基づき、海岸漂着物等の円滑な処理やその効果的な発生抑制に関する施策の実効性を確保す

ることが必要である。 

海岸管理者等は、管理する海岸の土地において、その清潔が保たれるよう、海岸漂着物等の

処理のため必要な措置を講じなければならない。このため、海岸管理者等は、海岸の地形、景

観、生態系等の自然的条件や海岸の利用の状況、経済活動等の社会的条件に応じて、海岸漂着

物等の量及び質に即し、海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講ずることが求められる。そ

の際には、海岸漂着物対策の経緯や体制等、地域の実情を踏まえ、海岸漂着物等の回収や処分

等に関して市町村の協力等地域の関係者間で適切な役割分担に努めるものとする。 

海岸漂着物等の効果的な発生抑制のためには、発生の状況及び原因に関する実態把握が重要

であり、国や地方公共団体は調査・実態把握、関係者間の情報共有、インターネットを活用し

た国民への広報、海岸漂着物の問題に関する普及啓発を図るよう努める。海岸漂着物の実態に

ついては、NPO その他の民間団体等や学識経験者等によって自主的に各種の調査活動がなされて

いるところであり、国や地方公共団体はこれらの調査活動の結果を収集、整理し、施策に活用

するよう努める。 

 

海岸管理者が実施する海岸漂着物調査は、海岸保全施設の機能や海岸利用等の阻害となる流

木や漂着ゴミ等の発生状況及び原因を明らかにすることが目的であり、海岸漂着物等の処理の

ために必要な措置を講じる際の検討にも役立つものである。 
 

＜標 準＞ 
海岸漂着物調査は、現地調査等により発生状況（漂着物の分布、量、内容）及び原因を把握

することを標準とする。 

使用済みの注射器やガスボンベ、信号弾など危険な漂着物の取扱いについては、「海岸漂着危

険物ガイドライン」による。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針，平成 22 年 3 月 30

日閣議決定，環境省. 

（最新版）海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を変更した

件，令和元年 6 月 13 日告示，告示第 4 号，環境省. 

2) 海岸漂着危険物ガイドライン，平成 21 年 6 月，農林水産省農村振興局・水産庁，国土交

通省河川局・港湾局，p.39. 

 

第第1122節節   海海岸岸災災害害調調査査 
1122．．11 海海岸岸災災害害調調査査のの目目的的 
＜考え方＞ 

海岸災害調査は、既往災害の調査と災害発生後の調査に分けられる。 

既往災害の調査は、災害履歴を整理することにより当該海岸の災害や脆弱性の特徴を把握す
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論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 
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ること、解析の検証データを整理すること等が目的となる。 

災害発生後の調査の対象は海岸保全施設の被災と一般被害に分けられる。海岸保全施設の被

災を対象とした調査においては、作用した外力と施設周辺の海岸侵食等の状況、施設の被災状

況等から被災機構を解明し、復旧工法の検討や施設の設計基準や管理の充実に生かすことが目

的となる。一般被害を対象とした調査においては、災害をもたらした外力とその発生要因、生

じた被害の内容、防災や被害拡大防止のためにとられていた措置・対策との関係を調査し、再

度災害の防止や被害軽減方策の検討、他海岸での類似災害の予防に生かすことが目的となる。 

災害発生直後の現地における調査は迅速に実施されることが望ましいが、調査における安全

の確保、救助・捜索活動や被災者・被災地のケアを十分考慮して、適切に項目を設定する。 
 

1122．．22 海海岸岸災災害害調調査査のの方方法法 
＜標 準＞ 

海岸災害調査は、既往文献（古文書等）の調査、現地調査、目撃者からの聞き取り、災害時

の写真やビデオの収集などにより、以下の事項を把握することを標準とする。 

 
１）災害の外力 

高潮や高波が発生したときの天気図や風、気圧、潮位、波浪等の時系列データ、津波を引き

起こした地震の震源域や断層モデル等を整理する。 

 

２）海岸保全施設の被災状況 

海岸保全施設が被災した範囲や形態等を整理する。その際、海岸保全施設に作用する外力に

は、高潮や地震動など河川堤防と共通するものと、波浪のように河川と比べて著しく大きいも

のがあること、原則として盛土による築造される河川堤防とは異なり、海岸保全施設は盛土と

コンクリートの複合構造物として、あるいはコンクリート構造物となることが多いことに留意

する。また、海岸堤防・護岸の天端が陥没した場合には、表法先の洗掘状況や止水矢板の損傷

状況、堤体内の空洞の発生状況を確認し、空洞化の発生機構等を整理する。 

なお、人工海浜における土砂の流出、空洞形成の把握方法については、「人工海浜の安全確保

のため留意すべき技術的事項について」による。 

 

３）海浜地形変化の状況 

高波浪や津波の前後における汀線や等深線の変化等を整理する。津波については、広範囲の

海浜変形のほか、構造物周辺の局所洗掘についても把握する。 

 

４）浸水状況 

高潮・高波や津波によって浸水した範囲と浸水深、浸水域での痕跡高及び流れの方向、津波

堆積物の分布等について整理する。津波の痕跡高の整理方法については、「設計津波の水位の設

定方法等について」による。 

 

５）被害状況 

死者・行方不明者等の人的被害、家屋の流失や浸水等の家屋被害、海岸施設以外の公共土木

施設被害、農地被害等を整理する。 

 

６）水門・陸閘等の閉鎖、海岸における水防活動、被害拡大の防止のための措置 

水門・陸閘等の閉鎖状況、海岸における水防の実施状況等を整理する。 
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論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 
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７）避難状況 

住民の避難状況について整理する。 

 

８）警報の発令、避難指示・勧告の発令、それら情報の伝達等避難支援措置 

津波警報、高潮警報、避難指示・勧告等の発令状況とともに、それらの伝達を支援するため

に行われた措置について整理する。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 人工海浜の安全確保のため留意すべき技術的事項について，平成 14 年 6 月 25 日，国河

海第 24 号・国港海第 125 号，国土交通省河川局砂防部保全課海岸室長，国土交通省港湾

局海岸・防災課長通知. 

2) 設計津波の水位の設定方法等について，平成 23 年 7 月 8 日，農林水産省農村振興局整備

部防災課長，水産庁漁港漁場整備部防災漁村課長，国土交通省水管理・国土保全局砂防部

保全課海岸室長，国土交通省港湾局海岸・防災課長通知. 

 
＜参考となる資料＞ 

津波の痕跡高調査の詳細な方法については、下記の資料が参考となる。 

1) 今村文彦：津波被害調査のマニュアル，津波工学研究報告，第 15 号，1998. 

 

過去の津波の痕跡高については、下記の資料が参考となる。 

2) 東北大学大学院工学研究科付属災害制御研究センター，原子力安全基盤機構：津波痕跡

データベース，2023. 

 

海岸堤防の空洞に関する調査方法については、下記の資料が参考となる。 

3) ライフサイクルマネジメントのための海岸保全施設維持管理マニュアル（案）～堤防・

護岸・胸壁の点検・診断～，平成 20 年，農林水産省農村振興局防災課，農林水産省水産

庁防災漁村課，国土交通省河川局海岸室，国土交通省港湾局海岸・防災課. 

 
＜推 奨＞ 

原因究明や再度災害防止、対策検討のために必要と考えられる場合には、学識経験者等の意

見を聞いて、総合的に検討することを推奨する。 
 

第第1133節節   高高潮潮浸浸水水解解析析 
1133．．11 高高潮潮浸浸水水解解析析のの目目的的 
＜考え方＞ 

高潮災害を防止するためには、海岸堤防や水門の整備等のハード面と、警戒・避難体制の強

化といったソフト面とが一体となった総合的な対策が重要である。一定の外力レベルまではハ

ード面で対処できるが、それを越える部分についてはハード面だけで被害を防止することはで

きないので、ハード面とソフト面の連携が必要である。 

高潮災害への総合的な対策の検討には、高潮・高波による浸水地域を想定することが必要で

ある。どのような高潮・高波によって、どこで、どの程度浸水するかを想定することで、ハザ

ードマップの作成、避難路や避難場所等の整備、避難計画の検討等が可能になる。 

高潮浸水解析は、高潮・高波による浸水地域を想定することが目的である。 
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11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 51 

1133．．22 高高潮潮浸浸水水解解析析のの方方法法 
＜標 準＞ 

高潮浸水解析は、対象とする台風等による高潮（潮位偏差）及び波浪を計算し、陸上部にお

ける浸水状況を数値計算で求めることを標準とする。ただし、越波量が高潮による越流量と比

べて無視できるほど小さい場合には、波浪の計算を省くことができる。詳細は「津波・高潮ハ

ザードマップマニュアル」による。 

高潮の数値計算のモデルについては、本章の第 4 節 海面変動調査の 4.4 によるものとする。 

波浪の数値計算のモデルについては、本章の第 5 節 波浪調査の 5.4 によるものとする。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 津波・高潮ハザードマップマニュアル，平成 16 年 4 月，内閣府（防災担当），農林水産

省農村振興局，農林水産省水産庁，国土交通省河川局，国土交通省港湾局，pp.102-111. 

 

1133．．22．．11 対対象象ととすするる台台風風等等のの設設定定 
＜標 準＞ 

高潮浸水解析で対象とする台風等は、想定最大規模のものを基本とする。想定台風は、対象

地域の既往最大又は伊勢湾台風規模の台風とし、既往台風の経路を参考として、対象地域にお

いて被害が最大となる経路を設定することを標準とする。 

なお、施設整備水準が十分ではない地域における設計外力による浸水など、解析目的及び対

象地区の特性に応じて台風等の規模等を設定することを可とする。 
 

1133．．22．．22 潮潮位位（（天天文文潮潮））のの設設定定 
＜標 準＞ 

高潮浸水解析に用いる潮位は、朔望平均満潮位とすることを標準とする。 
 

1133．．22．．33 施施設設条条件件のの設設定定 
＜標 準＞ 

高潮浸水解析では、高潮の越流と高波の越波による施設の破壊を考慮することを標準とする。 
 

1133．．22．．44 地地形形デデーータタ 
＜標 準＞ 

高潮浸水解析に用いる地形データは、十分な精度を有するデータから作成し、現地実態と合

致しているか確認することを標準とする。 
 

1133．．22．．55 解解析析結結果果のの出出力力 
＜標 準＞ 

高潮浸水解析で得られた最大浸水深や浸水範囲等は、浸水解析において設定した諸条件とと

もに、都市計画図等に重ね合わせて表示することを標準とする。 

詳細は「津波・高潮ハザードマップマニュアル」による。 
 

＜推 奨＞ 
避難計画等の検討に資するように、浸水方向や浸水開始時間、浸水域において水没しない建

物等も表示することを推奨する。 
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 52 

＜関連通知等＞ 
1) 津波・高潮ハザードマップマニュアル，平成 16 年 4 月，内閣府（防災担当），農林水産

省農村振興局，農林水産省水産庁，国土交通省河川局，国土交通省港湾局. 

 

＜参考となる資料＞ 

ハザードマップの作成については、下記の資料が参考となる。 

1) 海岸における水防警報の手引き（案），平成 22 年 3 月，国土交通省河川局防災課・海岸

室，pp.30-31. 

 

第第1144節節   津津波波浸浸水水解解析析 
1144．．11 津津波波浸浸水水解解析析のの目目的的 
＜考え方＞ 

津波災害を防止するためには、海岸堤防や水門の整備等のハード面と、警戒・避難体制の強

化といったソフト面とが一体となった総合的な対策が重要である。一定の外力レベルまではハ

ード面で対処できるが、それを越える部分についてはハード面だけで被害を防止することはで

きないので、ハード面とソフト面の連携が必要である。 

津波災害への総合的な対策の検討には、津波による浸水の範囲及び水深を想定することが必

要である。どのような津波によって、どこで、どの程度浸水するかを想定することで、ハザー

ドマップの作成、避難路や避難場所等の整備、避難計画の検討等が可能になる。 

津波浸水解析は、津波による浸水の範囲及び水深を想定することが目的である。 

 

東北地方太平洋沖地震・津波の教訓を踏まえた津波対策として、比較的発生頻度の高い津波

に対しては、引き続き、海岸保全施設等の整備を進めていくこととされ、発生頻度は極めて低

いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波に対しては、住民等の生命を守

ることを最優先に、住民等の避難を軸に、土地利用、避難施設、防災施設などを組合せた総合

的な津波対策を進めていくこととされている。 

こうした考え方に基づき、将来起こり得る津波災害の防止・軽減のため、全国で活用可能な

一般的な制度として、「津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年法律第 123 号）」及びそ

れに基づく「津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針」が定められ、「災害には上限

がない」ことを教訓に、「なんとしても人命を守る」ため、ハード・ソフトの施策を組み合わ

せた「多重防御」による津波防災地域づくりを進めていく必要がある。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告，平成 23

年 9 月 28 日，内閣府中央防災会議東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に

関する専門調査会. 

2) 津波防災まちづくりの考え方，平成 23 年 7 月 6 日，社会資本整備審議会・交通政策審議

会交通体系分科会計画部会. 

3) 津波防災地域づくりに関する法律，平成 23 年，法律第 123 号. 

4) 津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針，平成 23 年 12 月 27 日告示，告示第

51 号，国土交通省. 

 

1144．．22 津津波波浸浸水水解解析析のの方方法法 
＜標 準＞ 

津波浸水解析は、津波の発生プロセスを踏まえた初期水位の下で、①外洋から沿岸への津波
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 53 

の伝播・到達、②沿岸から陸上への津波の遡上、の一連の過程を連続して数値計算するもので

ある。 

津波浸水解析は、海底での摩擦及び移流項を考慮した非線形長波理論（浅水理論）によるこ

とを標準とする。ただし、深い海域においては線形長波理論を適用してもよい。 
 

1144．．22．．11 海海岸岸保保全全施施設設のの整整備備ににおおいいてて対対象象ととすするる津津波波のの設設定定 
＜考え方＞ 

海岸保全施設等の整備を進めていく上で対象とする津波は、比較的発生頻度が高く、津波高

は低いものの大きな被害をもたらす津波である。 
 

＜標 準＞ 
海岸保全施設等の整備を進めていく上で対象とする津波は、地域海岸ごとに、過去に発生し

た津波の実績津波高及びシミュレーションにより想定した津波高、発生が想定される津波の津

波高などから、一定の頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を設定すること

を基本とする。 

なお、地域海岸とは、（一の海岸保全基本計画を作成すべき）一体の海岸の区分（沿岸）を「湾

の形状や山付け等の自然条件」、「文献や被災履歴等の過去に発生した津波の実績津波高さ及び

シミュレーションの高さ」等から、同一の津波外力を設定し得ると想定される一連のまとまり

のある海岸線に分割したものを言う。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告，平成 23

年 9 月 28 日，内閣府中央防災会議東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に

関する専門調査会. 

（最新版）津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針，平成 23 年 12 月 27 日告示，

告示第 51 号，国土交通省. 

2) 設計津波の水位の設定方法等について，平成 23 年 7 月 8 日，農林水産省農村振興局整備

部防災課長，水産庁漁港漁場整備部防災漁村課長，国土交通省水管理・国土保全局砂防部

保全課海岸室長，国土交通省港湾局海岸・防災課長通知. 

3) 平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び津波により被災した海岸堤防等の復旧に関する基

本的な考え方，平成 23 年 11 月 16 日，海岸における津波対策検討委員会. 

 

1144．．22．．22 総総合合的的なな津津波波対対策策ににおおいいてて対対象象ととすするる津津波波のの設設定定 
＜考え方＞ 

住民等の生命を守ることを最優先に、住民等の避難を軸に、土地利用、避難施設、防災施設

などを組み合わせた総合的な津波対策を進めていく上で対象とする津波は、発生頻度は極めて

低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波である。 
 

＜標 準＞ 
総合的な津波対策において対象とする津波は、地域海岸ごとに、過去に発生した津波の実績

津波高及びシミュレーションにより想定した津波高、発生が想定される津波の津波高などから

津波高が最も大きい津波を設定することを基本とする。 
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 54 

＜関連通知等＞ 
1) 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告，平成 23

年 9 月 28 日，内閣府中央防災会議東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に

関する専門調査会. 

2) 津波防災まちづくりの考え方，平成 23 年 7 月 6 日，社会資本整備審議会・交通政策審議

会交通体系分科会計画部会. 

3) 津波防災地域づくりに関する法律，平成 23 年，法律第 123 号. 

4) 津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針，平成 23 年 12 月 27 日告示，告示第

51 号，国土交通省. 

 

1144．．22．．33 津津波波のの初初期期水水位位（（断断層層モモデデルル）） 
＜標 準＞ 

津波の初期水位は、対象とした津波に対応する断層モデルによって計算される海底基盤の鉛

直変位分布（隆起や沈降）を海面に与える方法を用いることを標準とする。 

 

1144．．22．．44 潮潮位位（（天天文文潮潮））のの設設定定 
＜標 準＞ 

津波浸水想定を設定するための津波浸水解析に用いる潮位（天文潮）は、朔望平均満潮位と

することを基本とする。 
 

1144．．22．．55 計計算算領領域域及及びび計計算算格格子子間間隔隔 
＜標 準＞ 

津波浸水解析の計算領域及び計算格子間隔は、波源域の大きさ、津波の空間波形、海底・海

岸地形の特徴、対象地区周辺の微地形、構造物等を考慮して、津波の挙動を精度良く推計でき

るよう適切に設定することを標準とする。 

 

1144．．22．．66 地地形形デデーータタ作作成成 
＜標 準＞ 

津波浸水解析に用いる地形データは、航空レーザ測量の結果等を活用することを基本とし、

実際の地形や地図と比較して不自然なものとなっていないか確認することを標準とする。 
津波浸水解析は海域と陸域を一体として行うものであるから、使用する地形データは東京湾

平均海面（T.P.）を基準面とすることを標準とする。また、異なる地形データ資料の接合部に

ついては、現地の地形状況などを踏まえて、適切に処理する。 

 

1144．．22．．77 粗粗度度係係数数 
＜標 準＞ 

津波が沿岸域に到達し、陸域に遡上する場合には、海底や地面による抵抗が無視できなくな

るため、津波浸水解析において、粗度係数を用いて考慮することを標準とする。 

 

1144．．22．．88 各各種種施施設設のの取取扱扱いい 
＜標 準＞ 

津波の伝播過程や遡上過程にあって地盤より高い線的構造物については、計算格子間隔より

幅が広いものは地形データとして、計算格子間隔より幅が狭いものは越流条件を適用する格子

境界として整理することを基本とする。 
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論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 55 

 

1144．．22．．99 地地震震にによよるる地地盤盤変変動動 
＜標 準＞ 

地震による陸域の沈降が想定される場合には、断層モデルから算出される沈降量を、陸域の

地形データの高さから差し引くことを基本とする。 

地震による陸域の隆起が想定される場合には、隆起量は考慮しない。 

 

1144．．22．．1100 河河川川内内のの津津波波遡遡上上のの取取扱扱いい 
＜標 準＞ 

河川内を遡上する津波の挙動の取扱いについては、「津波の河川遡上解析の手引き（案）」を

参照することを標準とする。 

 

1144．．22．．1111 計計算算時時間間及及びび計計算算時時間間間間隔隔 
＜標 準＞ 

津波浸水解析の計算時間は、津波の特性等を考慮して、最大の浸水の区域及び水深が得られ

るように設定することを基本とする。 

津波浸水解析の計算時間間隔は、計算の安定性等を考慮して適切に設定することを基本とす

る。 

 

1144．．22．．1122 各各種種施施設設のの条条件件設設定定 
＜標 準＞ 

地震や津波による各種施設の被災を考慮することを基本とする。 

また、水門・陸閘等については、耐震性を有し自動化された施設、常時閉鎖の施設、耐震性

を有し津波到達時間より早く閉鎖できると考えられる施設については閉鎖状態として、それ以

外の施設は開放状態として取り扱うことを基本とする。 
 

1144．．22．．1133 解解析析結結果果のの出出力力 
＜標 準＞ 

津波浸水解析で得られた最大浸水深や浸水範囲等は、浸水解析において設定した諸条件とと

もに、都市計画図等に重ね合わせて表示することを標準とする。 
 

＜推 奨＞ 
津波浸水想定を設定するための津波浸水解析では、基準水位、及び地震発生から津波が沿岸

に到達するまでの時間も表示することを推奨する。 

なお、基準水位とは、津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等への衝突による津波

の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位であり、具体的な建築物等が

定まっていない時点の津波浸水解析によって算定される任意地点の最大の比エネルギーであ

る。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 津波浸水想定の設定の手引き Ver.1.00，平成 24 年 2 月，国土交通省水管理・国土保

全局海岸室 ，国土交通省国土技術政策総合研究所河川研究部海岸研究室. 

（最新版）津波浸水想定の設定の手引き Ver.2.11，令和 5 年 4 月，国土交通省水管理・国

土保全局海岸室，国土交通省国土技術政策総合研究所河川研究部海岸研究室. 
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 56 

2) 津波防災地域づくりに係る技術検討報告書，平成 24 年 1 月 27 日，津波防災地域づくり

に係る技術検討会. 

3) 津波・高潮ハザードマップマニュアル，平成 16 年 4 月，内閣府（防災担当），農林水産

省農村振興局，農林水産省水産庁，国土交通省河川局，国土交通省港湾局. 

4) (財)国土技術研究センター：津波の河川遡上解析の手引き（案），2007. 

 

第第1155節節   海海岸岸事事業業のの費費用用便便益益分分析析 
1155．．11 海海岸岸事事業業のの費費用用便便益益分分析析のの目目的的 
＜考え方＞ 

海岸事業の費用便益分析は、海岸事業の効率性を明らかにすることが目的である。 
 

1155．．22 海海岸岸事事業業のの費費用用便便益益分分析析のの方方法法 
＜考え方＞ 

海岸事業の費用便益分析は、海岸事業によって整備される施設等がもたらす便益と、海岸事

業に投入される費用とを比較する分析である。 
 

＜標 準＞ 
海岸事業の費用便益分析は、次の手順で行うことを標準とする。 

 
１) 年度別便益の計測 

２) 年度別費用の計測 

３) 費用便益分析 
 

1155．．22．．11 年年度度別別便便益益のの計計測測 
＜標 準＞ 

年度別便益の計測では、便益が及ぶ範囲を特定した上で、浸水防護便益、侵食防止便益、飛

砂・飛沫防護便益、海岸環境保全便益、利用便益を対象とすることを標準とする。ただし、こ

れら以外に計測可能な便益があれば、これを計上してもよい。 
浸水防護便益は、浸水地域において、海岸事業により防護される資産額の総和とすることを

標準とする。 
侵食防止便益は、侵食が想定される地域において、海岸事業により消失を免れる土地価値及

び家屋等の価値とすることを標準とする。 
飛砂・飛沫防護便益は、飛砂や飛沫による被害が生じる地域において、資産被害額及び清掃

等の付加労働の発生に伴う人件費又は時間価値を積み上げることにより算定することを標準と

する。 
海岸環境保全便益は、海岸事業による海岸景観の保全・改善、生物生育の場の保全・創出、

海水浄化機能の保全・創出等を対象とし、CVM（仮想市場法）を用いて算定することを標準とす

る。ただし、事業ごとの CVM の実施が困難で、CVM による類似した事例の便益算定が行われてい

る場合は、その結果を参考にしてもよい。 

海岸利用便益は、海岸事業によるレクリエーション等の利用の維持・向上、アメニティ向上・

存続、漁業等利用を対象とし、CVM や TCM（旅行費用法）を用いて算定することを標準とする。

ただし、事業ごとの CVM の実施が困難で、CVM による類似した事例の便益算定が行われている場

合は、その結果を参考にしてもよい。 

詳細は「海岸事業の費用便益分析指針（改訂版）」による。 
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10)  岡村誠司，福岡捷二，竹本隆之：利根川河口部の河床形状と洪水中の河床変動，水工学

論文集，第 54 巻，pp.751-756，2010. 

11)  鈴木健太，島元尚徳，久保世紀，福岡捷二：筑後川感潮域の洪水中の河床変動解析，水

工学論文集，第 55 巻，pp.877-882，2011. 

12)  福岡捷二：河道設計のための基本は何か－水面形時系列観測値と洪水流－土砂流の解析

を組み合わせた河道水理システムとその見える化，河川技術論文集，第 17 巻，pp.83-88，

2011. 

13)  福岡捷二：洪水流の水位と流量の今日的考え方―多点で観測された洪水水位と水面形か

ら河道の水理システムを見える化する―，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.73 No.4,Ⅰ

_355-360，2017. 

 

調査編 第 21 章 - 57 

1155．．22．．22 年年度度別別費費用用のの計計測測 
＜標 準＞ 

年度別費用の計測では、当該事業の事業費及び維持管理費を含め、事業に必要な全ての経費

を対象とすることを標準とする。 

詳細は「海岸事業の費用便益分析指針（改訂版）」による。 
 

1155．．22．．33 費費用用便便益益分分析析 
＜標 準＞ 

海岸事業の費用便益分析では、年度別に計測された便益及び費用を基準年度における価値に

換算し、評価対象期間にわたり合計した上で、便益と費用を比較することを標準とする。 
基準年度は、分析を実施する年度とすることを標準とする。 
評価対象期間は、「事業期間＋50 年（供用期間）」とすることを標準とする。 

詳細は「海岸事業の費用便益分析指針（改訂版）」による。 
 

＜関連通知等＞ 
1) 海岸事業の費用便益分析指針（改訂版），平成 16 年 6 月（令和 2 年 4 月一部更新），農

林水産省農村振興局・水産庁，国土交通省河川局・港湾局. 
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第第2222章章   測測量量・・計計測測  

第第11節節   総総説説  

＜考え方＞ 

本章は、河川等に関する測量等の一般的手法を定めるものであって、河川等に関する事業

に用いる場合の基準とするものである。 

標準化された測量作業の技術的な事項等については、国土交通省公共測量作業規程に詳述

されており、基準点測量（基準点測量、レベルや GNSS 測量機等による水準測量）、地形測量及

び写真測量（地上レーザ測量、車載写真レーザ測量、UAV 写真測量、空中写真測量、航空レー

ザ測量）、三次元点群測量（地上レーザ点群測量、UAV 写真点群測量）、河川測量、深浅測量、

海浜及び汀線測量等について規程されている。 

加えて、本章では、水文・水理観測(第 2 章)、河道特性調査(第 4 章)、災害調査(第 10 章)、

地すべり調査(第 18 章)、海岸調査(第 21 章)等における調査を支援するため、河川等におい

て、調査目的に応じて個別に工夫した事例や新技術など標準化されていない計測手法につい

ても、推奨・例示事項を中心として記載している。 

 

＜関連通知等＞ 

1)  国土交通省公共測量作業規程，平成 20 年 3 月 31 日，国国地第 668 号，国土交通省，一部

改正：令和 5 年 3 月 31 日. 

2)  作業規程の準則，平成 20 年 3 月 31 日，国土交通省告示第 413 号，国土交通省，一部改

正：令和 7 年 3 月 31 日. 

 

 

第第22節節   河河川川等等にに関関すするる測測量量  

＜必 須＞ 

河川、ダム、砂防、海岸に関する測量では、それぞれの目的に応じて測量を行うものとす

る。 

測量作業の詳細な技術的な基準については、国土交通省公共測量作業規程によることとす

る。 

 

＜例 示＞ 

１）河川、砂防に関する測量 

河川及び砂防工事に関し、目的と必要な測量について表 22-2-1 に例示する。 

 

表 22-2-1 河川・砂防に関する測量 

目  的 測量作業名 測量の種類 

計画策定 計画用基本図作成 地形測量及び写真測量（1/2500 地形図） 

距離標設置 距離標設置 基準点測量 

水準基標設置 水準基標設置 水準測量 

河道計画、河川整備計画、 

河川管理基図等の策定 

定期縦断図作成 縦断測量 

定期横断図作成 横断測量 

深浅測量 

実施設計書作成 

法線等の決定 

土工積算 

工事用測量図作成 基準点測量 

法線測量 

地形測量（1/500～1/1000 地形図） 
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縦断測量、横断測量 

用地幅杭の決定 

用地買収 

用地測量 境界測量 

面積計算 

 

２）ダムに関する測量 

ダムに関し、目的と必要な測量について表 22-2-2 に例示する。 

 

表 22-2-2 ダムに関する測量 

目 的 測量作業名 測量の種類 

貯水池容量算定、河流処理計

画 

道路計画（付替、工事用） 

補償物件概略調査 

貯水池周辺地質調査 

計画用基本図作成 空中写真測量、航空レーザ測量 

（1/2500～1/5000 地形図） 

ダム本体概略設計 

仮設備概略計画 

ダムサイト地形図

作成 

空中写真測量、地形測量 

航空レーザ測量 

（1/500～1/1000 地形図） 

ダム測量基準点設置 

既設構造物との関連把握 

基準点測量および

水準測量 

基準点測量、水準測量 

貯水池容量算定 

道路路線選定 

貯水池地形図作成 空中写真測量、航空レーザ測量、縦

断測量、横断測量 

（1/1000～1/2500 地形図） 

本体設計 ダムサイト地形図

および断面図作成 

地形測量、地上写真測量 

（1/500 地形図） 

縦断測量、横断測量 

用地幅杭の決定 

用地買収 

用地測量 境界測量 

面積計算 

堆砂状況把握 堆砂状況調査 横断測量、航空レーザ測量 

深浅測量 

 

３）海岸に関する測量 

海岸に関し、目的と必要な測量について表 22-2-3 に例示する。 

 

表 22-2-3 海岸に関する測量 

目 的 測量作業名 測量の種類 

計画策定 海岸地形図作成 

計画用基本図作成 

水準測量（海浜及び汀線測量） 

深浅測量 

海岸保全施設設計 設計用基本図作成 水準測量（海浜及び汀線測量） 

深浅測量 

モニタリング（海岸地形変化） 海岸侵食実態調査 

被災実態調査 

水準測量（海浜及び汀線測量） 

深浅測量 

 

＜関連通知等＞ 

1)  河川定期縦横断測量業務実施要領について，平成 30 年 4 月 13 日，国水環第 1 号，国土

交通省水管理・国土保全局河川環境課長. 

 

＜参考となる資料＞ 

従来の測量方法の他、近年の測量技術の進展に伴う３次元点群データによる定期縦横断測量
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の実務については、下記の資料が参考となる。 

1)  河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説，平成 30 年 4 月，国水環第 2 号，国土交通省

水管理・国土保全局河川環境課河川保全企画室長. 

  

第第33節節   様様々々なな計計測測技技術術のの活活用用  

33．．11 基基本本事事項項  

＜考え方＞ 

平常時における河道や施設の現状、並びに水災害時の被災状況や管理施設の変形などの迅速

な把握と監視を行うため、測量・計測に関する今後の技術開発の動向や活用実績も踏まえなが

ら、新しい計測技術の活用を促進し、効率化や精度の向上を図ることが重要である。 

 

＜標 準＞ 

計測技術や計測機器について「国土交通省公共測量作業規程」に規程されていない新しい

手法を用いて公共測量を行う場合には、「国土交通省公共測量作業規程」第 17 条（機器等及

び作業方法に関する特例）に基づき実施することを標準とする。すなわち、使用する資料、機

器、測量方法等により精度が確保できることを作業機関等からの検証結果等に基づき確認す

るとともに、確認に当たっては、あらかじめ国土地理院の長の意見を求めるものとする。 

 

33．．22 航航空空レレーーザザ測測量量  

＜考え方＞ 

航空レーザ測量とは、航空機に搭載したレーザスキャナから地上にレーザ光を照射し、地上か

ら反射するレーザ光との時間差より得られる地上までの距離と、GNSS(GPS)測量機、IMU(慣性計

測装置)から得られる航空機の位置情報より、地上の標高や地形の形状を精密に調べる測量方法

である。 

航空レーザ測量は、1/500～1/5,000 の地形図作成、河川堤防や高水敷の連続的な縦横断形状

の把握、並びに氾濫解析を実施するための氾濫域の地盤高、砂防施設、ダム等の堤体の変形、岩

盤崩壊、地すべり等の発生のおそれのある斜面地形の面的な監視などに活用するものであり、

最新の技術開発の動向や活用実積を把握し、計測作業の効率化や計測精度向上を目的に、活用

を図ることが重要である。 

 

＜必 須＞ 

河川等の調査、計画、施工、維持管理において活用することを目的に、航空レーザ測量を実

施するに際しては、「国土交通省公共測量作業規程」第 10 章 航空レーザ測量に従うものとす

る。 

 

＜推 奨＞ 

なお、今後の技術発展とともに、レーザ測量の精度は高くなり、解析手法も改良されることか

ら最新の技術開発動向も踏まえ、活用目的に応じて最新の解析手法を取り入れることを推奨す

る。 

 

＜参考となる資料＞ 

航空レーザ測量の実務については、下記の資料が参考となる。 

1)  航空レーザ測量による河道及び流域の三次元電子地図作成指針（案），平成 19 年，国土交

通省河川局. 
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2)  藤澤和範，笠井美青：地すべり地における航空レーザー測量データ解析マニュアル，土木

研究所資料，第 4150 号，2009. 

3)  齋藤和也監修：図解 航空レーザ計測 基礎から応用まで，(財)日本測量調査技術協会，

2008. 

（最新版）齋藤和也監修：改訂版 図解航空レーザ計測基礎から応用まで，(財)日本測量調

査技術協会，2023. 

 

33．．33 UUAAVV 写写真真測測量量、、UUAAVV 写写真真点点群群測測量量  

＜考え方＞ 

無人航空機（UAV: Unmanned Aerial Vehicle 通称ドローン。以下 UAV という。）により地形、

地物等を撮影し、その数値写真を用いて数値地形図データを作成する UAV 写真測量や、三次元

点群データを作成する UAV 写真点群測量がある。 

UAV 写真測量や UAV 写真点群測量は、1/250～1/500 の地形図や地形を表す三次元の座標デー

タ等を作成するものである。 

その他、UAV を活用した計測には、3.5 空中計測技術で述べるレーザスキャナ搭載による測量

などがあげられ、最新の技術開発の動向や活用実積を把握し、計測作業の効率化や計測精度向

上を目的に、活用を図ることが重要である。 

 

＜必 須＞ 

河川等の調査、計画、施工、維持管理において活用することを目的に、UAV 写真測量、UAV

写真点群測量を実施するに際しては、それぞれ「国土交通省公共測量作業規程」第３編地形測

量及び写真測量 第 5 章 UAV 写真測量、第４編三次元点群測量 第 3 章 UAV 写真点群測量に従

うものとする。 

 

33．．44 地地上上計計測測技技術術  

＜考え方＞ 

地上計測技術は、堤防の連続的な縦横断形状の把握、並びに河川堤防、砂防施設、ダム等の堤

体の変形、岩盤崩壊、地すべり等の発生のおそれのある斜面地形の面的な監視などに活用する

ものであり、最新の技術開発の動向や活用実績を把握し、計測作業の効率化や計測精度向上を

目的に、活用を図ることが重要である。 

地上計測技術には、たとえば移動型の地上計測システムや固定型の地上計測システムがあり、

それぞれレーザスキャン装置や熱センサ等の各種センサを用いて、線的・面的な形状を計測す

る、時期を変えて計測することで、地盤や施設の変形量を求めることも可能となる。 

例えば、車両写真レーザ測量による車両での堤防天端を走行しながらの連続的な計測や、固定

型の地上計測システムによる三次元レーザスキャンによって、線的・面的な形状の計測や、時期

を変えた計測で、地盤や施設の変形量を把握できる。 

 

＜必 須＞ 

河川等の調査、計画、施工、維持管理において活用することを目的に、地上レーザ測量、車

載写真レーザ測量、地上レーザ点群測量を実施するに際しては、それぞれ「国土交通省公共測

量作業規程」第３編地形測量及び写真測量 第 3 章 地上レーザ測量、第 4 章 車載写真レーザ

測量、第４編三次元点群測量 第 2 章 地上レーザ点群測量に従うものとする。 

 

＜例 示＞ 

堤防や地形の変状を検地するための光ファイバセンサを用いた計測システムなどもある。こ
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れは、光ファイバに入射したレーザ光パルスが、光ファイバを進行する際に発生する各種後方

散乱光を利用するもので、光ファイバに歪みが生じた場合に発生する散乱光や反射波の到達時

間や強度を計測することで、その位置や歪みの量を検知するものである。現地に光ファイバケ

ーブルを敷設するだけなので、電気式の従来型計測システムの欠点である落雷によるセンサの

故障や電気ノイズによる計測データの欠損がないことが利点として挙げられる。 

 
33．．55 空空中中計計測測技技術術  

＜考え方＞ 

空中計測技術は、流域や施設における現況や被災の全体像（地すべり崩壊地や氾濫浸水域、地

震による河道閉塞）の把握などに活用するものであり、最新の空中計測技術の技術開発の動向

や活用実績も踏まえ、計測作業の効率化や計測精度向上を目的に、新たな空中計測技術の活用

を図ることが重要である。なお、空中計測技術として、実施例の多い航空レーザ測量、UAV 写真

測量、UAV 写真点群測量については本節の 3.2、3.3 に別途記述した。 

 

＜例 示＞ 

空中計測技術には、たとえば航空機や人工衛星による計測システムがあり、それぞれ光学カメ

ラやレーザスキャン装置、熱センサ、合成開口レーダ（SAR）等の各種センサを用いて、面的な

形状を計測し、時期を変えて計測することで、地形や施設の変形量を求めることも可能となる。 

航空機搭載型の熱センサは、GNSS(GPS)測量機、IMU(慣性計測装置)との連携により、観測エリ

アの地表面熱画像を取得し、ヒートアイランド調査・河川流入水調査、活火山活動調査等に活用

できる。 

合成開口レーダ（SAR）装置は、マイクロ波を能動的に照射して、反射波の情報から対象物の

形状などを計測するリモートセンシング技術である。マイクロ波が水蒸気を透過する性質を利

用して全天候型の画像取得を可能とするものであり、風水害発生時に雨天・夜間でも緊急に被

災状況を把握したい場合などに利用される。 

SAR 画像は、通常の光学カメラによる画像と異なり、照射したマイクロ波の反射強度を表すた

め、地物の物性や形状によっては大きな反射強度が出る場合や、水面等では鏡面反射のため反

射強度がほとんど得られない場合など、画像判読には注意が必要である。 

UAV へのレーザスキャナ搭載やセンサの精度向上など、今後の技術発展とともに UAV 利用使途

や解析手法も改良されることから最新の技術開発動向も踏まえ、活用目的に応じて最新の解析

手法を取り入れることが考えられる。 

 

表 22-3-1 空中からの計測技術の特徴 

観測手段 

特徴（◎：最適、○：適、△：やや不適、×：不適） 

特徴を活かした利用例 時間的優位性 空間的優位性 

即時性 夜間 悪天候時 継続的観測 最大分解能 広域 局所 

人工 

衛星 

※1 

ＳＡＲ 

※2 

△ ◎ ◎ ○ 1m ◎ △ 

・地殻変動・浸水域等、長

期的・広範囲な被災状況

の把握 

・衛星が被災地上空にいることが条件 ・分解能は観測周波数に依存 

光学 

△ △ ○ ○ 0.5m ◎ △ 

・衛星が被災地上空にいることが条件 

・悪天候時の撮影は可能だが雲下の状況は把握不可能 

航空機 

ＳＡＲ 

※2 

△ ○ △ △ － ○ △ 
・火山活動の把握を人工

衛星の回帰を待たずに行

う 

・電波法上の手続き・観測したデータ処理に時間を要する 

・夜間に離着陸可能な空港は限られる ・分解能は観測周波数に依存 

・センサ等が水弱く、降雨中の航行・観測は不適 

光学 
○ △ ○ △ － ○ ○ 

・施設被害等の状況把握 
・雲下の状況は把握不可能 ・分解能は飛行高度に依存 
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ヘリコプター 

光学センサ※3 

◎ △ × ○ － ○ ○ ・施設被害等の機動的調

査（全体把握や被災箇所

の詳細調査等） 
・夜間の活動は装備・環境等の条件が合えば可 

・分解能は飛行高度に依存 

無人航空機（UAV） 

レーザ※3 

○ × ○ ◎ － × ◎ ・局所的な被災箇所の継

続観測 ・現地への運搬が必要 ・飛行距離・高度に限界あり 

※1 国土交通省側で雨量計・水位計・震度計等の情報により被害が想定される地域を特定し、JAXA 等に撮影依頼。 
※2 Strip map-mode SAR での特徴、海外で Spotlight-mode SAR が実用化されているが、日本では開発中。 
※3 ヘリコプター及び無人航空機に搭載する SAR についても、現在、国内で Spotlight-mode SAR を開発中。 
注：本表の◎～×は、現状における手段の適否を表したもので、将来的には各手段の即時性や分解能等に改善が期待される。 

 

出典：「大規模自然災害時の初動対応における装備・システムのあり方検討委員会」資料（国土交通省河川

局）を基に作成 

 

＜参考となる資料＞ 

UAV レーザ測量については、下記の資料が参考となる。 

1)  UAV 搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案），平成 30 年 3 月，国土交通

省国土地理院，一部改正：令和 2 年 3 月. 

 
33．．66 水水中中計計測測技技術術  

＜考え方＞ 

水中計測技術は、ダム湖の堆砂、ダム堤体の上流面、河川の樋門・樋管、河川内の橋脚基礎部、

河口テラスの形状、海岸の浅海地形や離岸堤など、水中に没した地形や施設の変状の有無や程

度を迅速かつ安全に把握するために活用するものであり、最新の水中計測技術の技術開発の動

向や活用実績も踏まえ、計測作業の安全確保と効率化や計測精度向上を目的に、新たな水中計

測技術の活用を図ることが重要である。 

 

＜例 示＞ 

水中計測技術には、たとえば音響測深やレーザ測深による計測システムがある。 

音響測深は、船から発信された音波が水底で反射されて戻ってくるまでの時間を測定するこ

とにより水深を計測するシステムである。測定に当たっては、水温や深度による音速度補正、波

浪や潮汐の影響補正等が必要となる。 

近年では、船の左右方向に指向角が広く前後方向に指向角が狭い音波を発射して、船の真下の

水深だけでなく船の左右方向の水深まで一時に測量することができるマルチビーム音響測深が

利用されている。 
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図22-3-1  マルチビーム音響測深のイメージ 

出典：第九管区海洋情報部（http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN9/sokuryo/sokuryo_history.htm） 

 

図22-3-2  サイドスキャンソナーのイメージ 

出典：第九管区海洋情報部（http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN9/sokuryo/sokuryo_history.htm） 

 

また、水深を測る機器ではないがサイドスキャンソナーというものがある。サイドスキャンソ

ナーは、船舶の後部から曳航される曳航体(フィッシュ)から、超音波ビームを、進行方向に垂直

に扇形に発射、 海底面からの反射強度の強弱の分布を濃淡の分布に変換、図化する機器である。

非常に細かい起伏や海底面の底質を表現することができるので、海底の割れ目やサンドウエー

ブ(砂が描く波紋)、溶岩流などの自然現象のほか、海底のパイプラインや沈没船などもリアル

に図化できる。海面付近(100m 以浅)を曳航する型と、海底付近(海底上約 100m)まで降ろす深海

曳航型の２通りがある。 
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図22-3-7  単独測位と相対測位の違い（国土地理院提供） 

 

相対測位は更に幾つかの方式に分類され、精密な観測が要求される測量では干渉測位方式が

採用されている。 

一般的に測量では、精度や目的、方式に応じて、数分から数時間の GNSS 衛星信号の観測を行

って、観測点の３次元位置座標を求めるが、固定した点での繰り返し観測や連続的な観測によ

って、観測点の位置座標の変動を定期的あるいはリアルタイムに検出する技術も実用化されて

いる。 

２）ネットワーク型 RTK 方式 

RTK（Real Time Kinematic）方式は、座標値が与えられた基準局に設置した GNSS 測量機器の

観測データを一方の観測点の測量機器に無線で送信し、観測点を短時間に移動しながらその位

置座標を求める方式である。これに対して、ネットワーク型 RTK 方式は、国土地理院の電子基準

点網等を利用することで、観測点を含む広域的な観測データ等により補正データ等又は面補正

データを算出し、移動観測点で観測したデータとともに計算処理することで観測点の位置座標

を求める方式である。RTK 方式に比べて、利用者側で基準局を設置する必要がない、より広域に

位置座標の観測が可能であるなどのメリットがある。 

 

・絶対位置（経緯度、高さ）
・精度 ： ～10 m

・基準点からの相対位置（距離と方向）
・精度 ： cm級

GNSS測測位位のの方方法法

カカーーナナビビ方方式式 ＜＜単単独独測測位位＞＞ 測測量量方方式式 ＜＜相相対対測測位位＞＞

→測量ではこの精度が必要→カーナビ等では十分な精度

基準点
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図22-3-8  ネットワーク型 RTK 方式概念図 

出典：九州地方整備局 (http://www.qsr.mlit.go.jp/ict/technology/jitsugen_3.html) 

 

我が国では、VRS（Virtual Reference Station：仮想基準点）方式及び FKP（Flächen Korrektur 
Parameter：面補正パラメータ）方式を利用したサービスが実用化されている。 

上に述べたような利点からネットワーク型 RTK 方式の利用が広がっているが、一方で、単点

観測のように周辺の観測点から独立に位置を求める方式では観測の異常やミス、作業地域周辺

の基準点との不整合をそのまま採用するおそれもあり、「国土交通省公共測量作業規程」に示す

手順等を参考に観測計画を立てることが望ましい。 

 

３）精密な計測のための留意点 

GNSS 測量/計測のような精密な位置観測では、常に上空に GNSS 衛星を５個以上捕捉すること

が求められ、また、観測障害や誤差要因となる近くの構造物や樹木によるマルチパスや電波遮

蔽を除くなど、機器の設置場所には特に留意する必要がある。 

さらに、遠隔地での観測では、電源や通信手段にも配慮する必要がある。計測目的によって

は、1cm 以下の位置座標の変化を検出することが要求されるが、このような小さな位置変化とな

ると、GNSS 測量機器を設置した地盤の変動や日射による機器の変形などの雑音要因をいかに除

去するかといった技法も重要な要素になる。 

 

「国土交通省公共測量作業規程」では、路線測量や河川縦横断測量等の多くの測量で GNSS 測

量を使用した方式が示されている。このほか、河川・砂防分野では、以下に例示するような様々

な用途で GNSS 測量/計測が利用されてきている。 

 

 

a) 土量の計測 

盛土の土量算出のため、ネットワーク型 RTK 方式による単点観測法を用いて、受信機を移動

させながらデータコレクタで３次元座標を取得。その後、測量データを CAD に取り込み、展開図

の作成及び土量の計算を行う。 

 

b) ダム等施設の変形計測 

ダム施設では水位変動によるダム本体の変形や周囲地盤の変位を監視する目的で、施設や

構内に GNSS 測量機器を複数設置して連続観測を行い、機器間の位置の変化を監視するシステ

ムが稼動している。 
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図22-3-9  GNSS ダム変形計測システム概念図 

出典：GPS 自動計測による大保脇ダム堤体挙動観測について（北部ダム事務所 調査設計第二課） 

(http://www.dc.ogb.go.jp/hokudamu/jimusyo/katudo/happyou/img/ronbun19.2.pdf) 

 

＜標 準＞ 

「国土交通省公共測量作業規程」では、河川測量その他の章の中で、各種の測量作業におけ

る GNSS 測量の適用法について記載しており、GNSS 測量の実施に当たっては、これにしたがって

行うことを標準とする。 

 

＜考え方＞ 

GNSS は、近年、米国の GPS だけでなく、日本の準天頂衛星システム、ロシアの GLONASS、欧州

連合の Galileo といった各国の衛星測位システムの利用が可能となり、複数の種類の測位衛星

や新たな周波数帯の信号が利用できる「マルチ GNSS」の環境が整うなど、さらに高精度な位置

計測を可能にする GNSS 補強システムや各分野への応用技術の開発も進められている。 

これらの新たな技術や手法の活用に当たっては、その性能や観測条件、制約等について十分に

チェックを行い、河川等に関する事業への活用の可否・適用性を検討し、活用していくことが重

要である。 

 

＜参考となる資料＞ 

マルチ GNSS を利用した測量については、下記の資料が参考となる。 

1)  国土交通省国土地理院：マルチ GNSS 測量マニュアル（案）―近代化 GPS,Galileo 等の活

用―，国土地理院技術資料，Ｇ１－No.18，2020. 

 
33．．99 映映像像解解析析・・可可視視化化技技術術  

＜考え方＞ 

映像解析・可視化技術は、デジタル画像からの測量、流速ベクトルの把握、地形や海岸汀線変

化の把握などに活用するものであり、最新の映像解析・可視化技術の技術開発の動向や活用実

績も踏まえ、作業の効率化や精度向上を目的に、新たな映像解析・可視化技術の活用を図ること

が重要である。 

 

＜例 示＞ 

映像解析・可視化技術には、たとえばデジタル画像処理を適用した写真測量技術や動画を活用

した PIV 法による流速ベクトル解析、レーザデータの可視化技術がある。 

デジタル画像処理を適用した写真測量技術は、現地で撮影位置を変えて写した複数枚のデジ

タル写真画像の視差の違いから、対象物の測点の三次元座標をパーソナルコンピュータにより
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算出し、計測する技術である。 

現地では写真撮影のみで、後工程は室内での処理となるため、現地での測量や調査時間が短

く、工事の妨げや危険箇所への立ち入りが少なくなる。主に、施工時の測量や岩盤の不連続面の

計測、法面やトンネルなどの構造物の挙動計測等に用いられている。 

粒子画像流速測定法（PIV：Particle Image Velocimetry）は、ビデオ等の動画像を用いて流

速ベクトルを解析する技術である。 

PIV 法は、隣接するフレーム間の対応点を濃度相関で決定し、画像内の輝度の分布パターンが

一定時間内に移動する状況を追跡して、対象領域内における速度ベクトルを同時に多点で面的

に計測するものである。本手法により流動又は崩落する移動体の各部分の移動速度、移動方向

等の詳細情報を取得することができる。 

このほかのビデオ画像解析の一つに、高解像度ビデオカメラによりコンクリート構造物や土

構造物を撮影することによって遠くからでも目視と同程度の精度で表面変状を検出できる技術

がある。 

 

 
図22-3-10 航空レーザ計測による地すべり変位計測(左)と PIV 手法による地すべり変位計測(右) 

 
レーザデータの可視化は、レーザ計測によって取得された 1～数ｍ程度のグリッドセルデータ

を用いて可視化する技術である。可視化によって擬似３次元化する方法には、GIS ソフトによる

簡便な方法、グリッドセルデータを数値変換する方法等がある。前者には陰影図や段彩図等が

ある。後者には衛星画像解析によく使われた各種フィルターや最近よく使われるグリッド間角

度から求める開度、波として解析するウェーブレット変換等がある。また、数種の数値変換結果

を重ね合わせて GIS ソフトによって効果的に表示する手法もある。レーザデータを活用するこ

とにより斜面での 50cm～1ｍオーダーの微細な凹凸の判読が可能となっている。 
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図22-3-11 デジタル標高地形図（航空レーザデータを用いた陰影段彩図）の例 

出典：国土地理院 (http://saigai.gsi.go.jp/2012demwork/checkheight/index.html) 

 

 

図22-3-12 通常の空中写真から見た地すべり斜面(左)と開度の原理を応用した微地形表示画像(右) 

 

このような新たな計測技術は、河川等に関する事業以外の他分野での活用を念頭に、日々進

化し、システム化、コストダウンが図られるものであることから、河川等に関する事業への応用

も念頭に、活用の可否・適用性を検討し、取捨選択の上、活用していくことが重要である。 

 

＜参考となる資料＞ 

映像解析・可視化技術の実務については、下記の資料が参考となる。 

1)  加賀昭和，井上義雄，山口克人：逐次棄却法を用いたパターン追跡アルゴリズム，可視化

情報学会誌，第 13 巻 Suppl 2 号，1993. 

2)  徐超男：応力発光体を用いたセンシング，セラミックス，44-3，pp.154-160，2009. 

3)  横山隆三，白沢道生，菊池祐：開度による地形特徴の表示，写真測量とリモートセンシン

グ，Vol.38 No.4，pp.26-34，1999. 
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第第2233章章   調調査査結結果果等等のの保保存存  

第第11節節   総総説説  

11．．11 基基本本的的考考ええ方方  

＜考え方＞ 

本章は、調査により得られた成果のみならず、分析・検討結果等（以下、「調査結果等」）

が広く活用されるよう適切に保存するための基本的考え方を示すことを目的としている。 

調査結果等は、河川等の計画、設計及び維持管理等のための基本的情報であるとともに、

河川等の管理者のみでなく広く国民が有効に活用できるようにするため、適正な精度を有し

た調査結果等を適切に保存・管理することが重要である。 

調査結果等の活用を促進するためにはオープンデータ化を推進することが重要であるが、

調査結果等の中には、個人情報が含まれるものなど公開することが適当ではないものが存在

するため、公開するデータと公開しないデータを整理して保存することが重要である。 

 

＜関連通知等＞ 

1)  オープンデータ基本指針,令和 3年 6月 15日,高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本

部・官民データ活用推進戦略会議決定. 

（最新版）オープンデータ基本指針,平成 29 年 5 月 30 日,高度情報通信ネットワーク社会

推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定.令和 6 年 7 月 5 日改正,デジタル社会推

進会議幹事会改正. 

2)  データマネジメント実践ガイドブック（導入編）,2022 年 3 月 31 日,デジタル庁. 

 

＜参考となる資料＞ 

 オープンデータの定義及びオープンデータ化に取り組む上での基本指針は、下記資料が参考

となる。 

1)  オープンデータ基本指針,令和 3年 6月 15日,高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本

部・官民データ活用推進戦略会議決定. 

（最新版）オープンデータ基本指針,平成 29 年 5 月 30 日,高度情報通信ネットワーク社会

推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定.令和 6 年 7 月 5 日改正,デジタル社会推

進会議幹事会改正. 

 

＜標 準＞ 

調査により得られた観測結果及び分析・検討結果等（以下、「調査結果等」）は、河川等の

計画、設計及び維持管理等のための基本的情報であるとともに、国民共有の財産であること

から、適正な精度を有した調査結果等が有効に活用されるよう、適切に保存・管理すること

を基本とする。 

 

＜関連通知等＞ 

1)  河川砂防技術基準 調査編,令和 6 年 5 月,国土交通省水管理・国土保全局. 

（最新版）河川砂防技術基準調査編，令和 7 年 6 月，国土交通省水管理・国土保全局. 

2)  河川砂防技術基準 計画編,令和 6 年 5 月,国土交通省水管理・国土保全局. 

（最新版）河川砂防技術基準調査編，令和 7 年 6 月，国土交通省水管理・国土保全局. 

3)  河川砂防技術基準 設計編,令和 5 年 10 月,国土交通省水管理・国土保全局. 

（最新版）河川砂防技術基準調査編，令和 7 年 6 月，国土交通省水管理・国土保全局. 

4)  河川砂防技術基準 維持管理編(河川編),令和 3年 10月,国土交通省水管理・国土保全局. 

5)  河川砂防技術基準 維持管理編(ダム編),平成 28年3月,国土交通省水管理・国土保全局. 
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（最新版）河川砂防技術基準維持管理編（ダム編），令和 7 年 6 月，国土交通省水管理・

国土保全局. 

6)  河川砂防技術基準 維持管理編(砂防編),令和 6 年 5 月,国土交通省水管理・国土保全局. 

 

11．．22 調調査査結結果果等等のの保保存存  

＜考え方＞ 

調査結果等の活用に向け、調査結果等は電子化し、適切に保存、蓄積することが必要であ

る。 

オープンデータ化に際し、データの信頼性確保や改ざんリスク対策として、データを公開

し続ける事が有効であるとされている。そのため、保存期間について個別の定めがない限り、

保存・蓄積についても継続することが重要である。 

なお、観測結果に関するデータベースなど、調査結果等を活用するための情報システムの

考え方については、河川砂防技術基準 計画編 施設配置等計画編 第 5 章（＜関連通知等＞ 

3））を参照されたい。 

 

＜関連通知等＞ 

1)  国土交通省デジタル・ガバメント中長期計画,令和 2 年 3 月,国土交通省. 

（最新版）デジタル社会の実現に向けた重点計画に基づく国土交通省における中長期計画，

令和 5 年 1 月，国土交通省情報化政策委員会決定. 

2)  オープンデータをはじめよう～地方公共団体のための最初の手引書～,令和 3 年 6 月 15

日,内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室. 

（最新版）オープンデータをはじめよう～地方公共団体のための最初の手引書～,内閣官

房情報通信技術（IT）総合戦略室. 

3)  河川砂防技術基準 計画編,令和 6年 5月,国水情第 4号,国土交通省水管理・国土保全局.

計画編 施設配置等計画編 第 5 章 情報システムの整備. 

 

＜標 準＞ 

 

11．．33 調調査査結結果果等等のの品品質質確確保保  

＜考え方＞ 

調査結果等のデータは、二次、三次と加工されて活用されることもある。元のデータの品

質に問題があるとそれを加工したデータの品質もその影響を受け、結果としてデータを利用

したサービス自体の品質も低下することから、調査結果等のデータは品質を適切に確保する

ことが重要である。 

データの品質評価において着目すべき品質特性は目的ごとに異なるため、利用目的に沿っ

たデータの品質特性（正確性・完全性・一貫性・信憑性・最新性等）の水準を設定すること

が重要である。 

一方で、品質確保に努めてもデータには誤りが含まれうることにも留意が必要である。誤

りが判明した場合、そのデータの品質特性を踏まえ、合理的な範囲で修正することが重要で

ある。 

なお、調査結果等の個別の照査方法については、各編各章によるものとする。 

 

調査結果等については電子化し、広く活用できるよう適切な方法で保存し、蓄積すること

を基本とする。 
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＜関連通知等＞ 

1)  データ品質管理ガイドブック,令和 4 年 3 月 31 日,デジタル庁. 

2)  データ連携基盤を通して提供されるデータの品質管理ガイドブック，2023 年 9 月，内閣

府地方創生推進事務局. 

 

＜参考となる資料＞ 

データの品質を評価し向上させるための枠組みは、下記資料が参考となる。 

1)  JIS X 25012 ソフトウェア製品の品質要求及び評価（SQuaRE）−データ品質モデル. 

 

＜標 準＞ 

調査結果等のデータは品質を適切に確保することを標準とする。 

 

11．．44 電電子子デデーータタののババッッククアアッッププ  

＜考え方＞ 

システム障害等に備え、データのバックアップやバックアップセンターの活用など、必要

な方策を適切に講じることが重要である。 

特に水文・水理観測結果等の観測結果は、データを亡失すると再取得は不可能であること

から、各データの重要性を鑑み適切にバックアップすることが必要である。 

 

＜関連通知等＞ 

1)  国土交通省デジタル・ガバメント中長期計画,令和 2 年 3 月,国土交通省. 

（最新版）デジタル社会の実現に向けた重点計画に基づく国土交通省における中長期計画，

令和 5 年 1 月，国土交通省情報化政策委員会決定. 

 

＜標 準＞ 

調査結果等は、各データの重要性を踏まえつつ２重以上のバックアップ体制をとるなど、

システム障害等に備えることを標準とする。 

 

11．．55 共共通通仕仕様様  

＜考え方＞ 

調査結果等の電子データについては、利活用推進及び関連するデータとの連携の観点から、

仕様の共通化を進めることが重要であり、このため、調査結果等の電子データ化に当たって

は、人間が読む、印刷することを念頭に置いた形式の他、機械判読に適した構造及び特定の

アプリケーションに依存しないデータ形式とすることが望ましい。 

また、設計や維持管理での活用に向け、調査結果等は地理空間情報化や 3 次元データ化す

ることが重要である。 

 

＜推 奨＞ 

調査結果等のうち、電子データについては、有効に活用するために相互利用できるよう、

関連して利用されるデータの仕様にも配慮しつつ、データ仕様の共通化を進めることが重要

である。電子データ化に当たっては、機械判読に適した構造及びデータ形式で保存するとと

もに、地理空間情報とするため位置情報と関連付けることが望ましい。 

 

＜関連通知等＞ 

1)  デジタル社会の実現に向けた重点計画，令和 5 年 6 月 9 日，閣議決定. 
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（最新版）デジタル社会の実現に向けた重点計画，令和 6 年 6 月 21 日，閣議決定. 

2)  二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方（ガイドライン）,平成

27 年 12 月 24 日, 各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定. 

3)  国土交通省デジタル・ガバメント中長期計画,令和 2 年 3 月,国土交通省. 

（最新版）デジタル社会の実現に向けた重点計画に基づく国土交通省における中長期計画，

令和 5 年 1 月，国土交通省情報化政策委員会決定. 

 

＜参考となる資料＞ 

機械判読可能に適したデータの表記方法等について、下記資料が参考となる。 

1)  統計表における機械判読可能なデータ作成に関する表記方法,令和 2 年 12 月 18 日,統計

局. 

2)  政府相互運用性フレームワーク（GIF）コアデータパーツ,2023 年 3 月 31 日,デジタル庁. 

（最新版）政府相互運用性フレームワーク（GIF）コアデータパーツ,2025 年 3 月 28 日,

デジタル庁. 

 

調査結果等の地理空間情報化に当たっては、下記資料が参考となる。 

3)  地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン,平成22年 9月,地理空間情報活用推

進会議. 

 

調査結果等の三次元データ化に当たっては、下記資料が参考となる。 

4)  3 次元モデル成果物作成要領（案）,令和 4 年 3 月,国土交通省. 
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